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第 １ 回 定 例 会 付 託 事 件 一 覧 表 
                                                  
 

議案 
番号 件                名  議決月日 結    果  

１ 平成１５年度上富良野町一般会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
２ 平成１５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
３ 平成１５年度上富良野町老人保健特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
４ 平成１５年度上富良野町介護保険特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
５ 平成１５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
６ 平成１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
７ 平成１５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
８ 平成１５年度上富良野町水道事業会計予算 ３月20日 原 案 可 決 
９ 平成１５年度上富良野町病院事業会計予算 ３月20日 原 案 可 決 

１０ 平成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第７号） ３月３日 原 案 可 決 
１１ 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） ３月３日 原 案 可 決 
１２ 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３号） ３月３日 原 案 可 決 
１３ 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号） ３月３日 原 案 可 決 
１４ 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月３日 原 案 可 決 

１５ 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第 
３号） ３月３日 原 案 可 決 

１６ 平成１４年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号） ３月３日 原 案 可 決 
１７ 平成１４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） ３月３日 原 案 可 決 
１８ 上富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ３月20日 原 案 可 決 

１９ 上富良野町衛生センター使用条例及び上富良野町衛生センター設置条 
例を廃止する条例 ３月12日 原 案 可 決 

２０ 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ３月20日 原 案 可 決 

２１ 上富良野町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条 
例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 

２２ 上富良野町母子通園センター条例 ３月12日 原 案 可 決 

２３ 上富良野町児童館設置条例及び上富良野町児童館管理運営条例の一部 
を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 

２４ 上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
２５ 上富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
２６ 上富良野町訪問介護員派遣条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
２７ 上富良野町在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
２８ 上富良野町ラベンダーハイツ条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
２９ 上富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
３０ 上富良野町立病院往診手当等支給条例の一部を改正する条例 ３月20日 原 案 可 決 
３１ 上富良野町水道事業給水条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 
３２ 上富良野町公共下水道設置条例の一部を改正する条例 ３月12日 原 案 可 決 

３３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 
を改正する条例 ３月20日 原 案 可 決 

３４ 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 ３月20日 原 案 可 決 
３５ 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 ３月20日 原 案 可 決 
３６ しろがねダム等の管理に関する事務の委託に関する協議の件 ３月20日 原 案 可 決 
３７ 上富良野町母子通園センター事業の事務の委託に関する協議の件 ３月12日 原 案 可 決 



 

― 8 ―

議案 
番号 件                名  議決月日 結    果  

３８ 上富良野町道路線廃止の件 ３月20日 原 案 可 決 
３９ 上富良野町道路線認定の件 ３月20日 原 案 可 決 
４０ 旭野川砂防工事（Ｈ１４国債）請負契約変更の件 ３月20日 原 案 可 決 
４１ 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１４国債）請負契約 

変更の件 
３月20日 原 案 可 決 

４２ 平成１４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４号） ３月12日 原 案 可 決 
４３ 平成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第８号） ３月20日 原 案 可 決 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔予算特別委員会付託〕 
 議案第１号 平成１５年度上富良野町一般会計予算 
 議案第２号 平成１５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 
 議案第３号 平成１５年度上富良野町老人保健特別会計予算 
 議案第４号 平成１５年度上富良野町介護保険特別会計予算 
 議案第５号 平成１５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 
 議案第６号 平成１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 
 議案第７号 平成１５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会 
       計予算 
 議案第８号 平成１５年度上富良野町水道事業会計予算 
 議案第９号 平成１５年度上富良野町病院事業会計予算 
 

 
 
 
 
 
３月20日 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

原 案 可 決 
 
 
 
 

    
 諮 問   

１ 人権擁護委員候補者の推薦の件 ３月20日 適     任 
    
 執 行 方 針 ３月４日  
    
 行 政 報 告 ３月３日  
    
 町の一般行政について質問 ３月11日 

３月12日 
 

    
 報    告    

１ 監査・例月現金出納検査結果報告の件 ３月３日 報     告 
２ 委員会所管事務調査報告の件 ３月３日 報     告 
３ 議員派遣結果報告の件 ３月３日 報     告 
    
 発    議    

１ 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例 ３月20日 原 案 可 決 
２ 町内行政調査実施に関する決議 ３月20日 原 案 可 決 
３ 町長の専決事項指定の件 ３月20日 原 案 可 決 
４ 国民の生命と財産を守る有事関連法案の制定を求める意見の件 ３月20日 原 案 可 決 
５ 北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見の件 ３月20日 原 案 可 決 
    
 閉会中の継続調査申出の件 ３月20日 原 案 可 決 
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上富良野町議会会議録（第１号） 

 
 
 

平成１５年３月３日（月曜日） 
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○議事日程（第１号） 
第 １ 会議録署名議員の指名の件 
第 ２ 会期決定の件 ３月３日～２０日 １８日間 
第 ３ 行政報告   町 長 尾 岸 孝 雄 君 
第 ４ 報告第 １号 監査・例月現金出納検査結果報告の件 

代表監査委員 高 田   勤 君 
第 ５ 報告第 ２号 委員会所管事務調査報告の件 

産業建設常任委員長 西 村 昭 教 君 
第 ６ 報告第 ３号 議員派遣結果報告の件 
第 ７ 議案第１０号 平成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第７号） 
第 ８ 議案第１１号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
第 ９ 議案第１２号 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３号） 
第１０ 議案第１３号 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号） 
第１１ 議案第１４号 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
第１２ 議案第１５号 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３号） 
第１３ 議案第１６号 平成１４年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号） 
第１４ 議案第１７号 平成１４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） 

───────────────────────────────────────────────                                       
○出席議員（２０名） 
      １番  中 村 有  秀 君          ２ 番  中  川  一  男  君  
      ３番  福 塚 賢  一 君          ４ 番  笹  木  光  広  君  
      ５番  吉 武 敏  彦 君          ６ 番  西  村  昭  教  君  
      ７番  石 川 洋  次 君          ８ 番  仲  島  康  行  君  
      ９番  岩 崎 治  男 君         １０番  佐  藤  政  幸  君  
     １ １番  梨 澤 節  三 君         １２番  米  沢  義  英  君  
     １ ３番  長谷川 徳  行 君         １４番  徳  島    稔  君  
     １ ５番  村 上 和  子 君         １６番  清  水  茂  雄  君  
     １ ７番  小 野   忠 君         １８番  向  山  富  夫  君  
     １ ９番  久保田 英  市 君         ２０番  平  田  喜  臣  君  

───────────────────────────────────────────────                                       
○欠席議員（０名） 

───────────────────────────────────────────────                                       
○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 
 町 長        尾 岸 孝 雄 君             助 役        植 田 耕 一 君         
 収 入 役        樋 口 康 信 君             教 育 長        高 橋 英 勝 君         
 代 表 監 査 委 員        高 口  勤 君             農業委員会会長        小 松  博 君         
 教育委員会委員長        久 保 儀 之 君             総 務 課 長        田 浦 孝 道 君         
 企 画 調 整 課 長        中 澤 良 隆 君             税 務 課 長        越 智 章 夫 君         
 町 民 生 活 課 長        米 田 末 範 君             保 健 福 祉 課 長        佐 藤 憲 治 君         
 農 業 振 興 課 長        小 澤 誠 一 君             道 路 河 川 課 長        田 中  博 君         
 商工観光まちづくり課長        垣 脇 和 幸 君             会 計 課 長        高  木 香 代子 君 
 農業委員会事務局長        谷 口 昭 夫 君             管 理 課 長        上 村  延 君         
 社 会 教 育 課 長        尾 崎 茂 雄 君             特別養護老人ﾎｰﾑ所長        林 下 和 義 君         
 上 下 水 道 課 長        早 川 俊 博 君             町立病院事務長        三 好  稔 君         

───────────────────────────────────────────────                                       
○議会事務局出席職員 
 局 長        北 川 雅 一 君             次 長        菊 池 哲 雄 君         
 係 長        北 川 徳 幸 君         
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午前 ９時００分 開会  
（出席議員 ２０名） 

──────────────────                
◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に
存じます。 
 ただいまの出席議員は２０名であります。 
 これより、平成１５年第１回上富良野町議会定例
会を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────                
◎表 彰 状 の 伝 達           

○議長（平田喜臣君） 御報告いたします。 
 去る平成１５年２月７日、全国町村議長会会長よ
り、私が議長職７年以上の功績として、また、中川
一男議員は議会議員として１５年以上の長きにわた
り、議会制度の高揚と地方自治の振興発展に寄与さ
れた御功績により表彰状が届いておりますので、た
だいまより当議場において伝達させていただきま
す。 
○事務局長（北川雅一君） 演壇前におきまして伝
達をいただきたいと思います。 
 最初に平田議長へ伝達をさせていただきます。 
 久保田副議長よりお渡しをいただきたいと思いま
す。 
○副議長（久保田栄市君） 表彰状。 
 北海道上富良野町議会議長、平田喜臣殿。 
 あなたは、多年議会議長として、地方自治の振興
発展に寄与、貢献せられた功績は、まことに多大で
あります。よって、ここにこれを表彰します。 
 平成１５年２月７日。 
 全国町村議会議長会会長安原保元。 
 代読。（拍手） 
○事務局長（北川雅一君） 次に、平田議長より中
川議員にお渡し願います。 
○議長（平田喜臣君） 表彰状。 
 北海道上富良野町議会議員中川一男殿。 
 あなたは、多年議会議員として､地方自治の振興
発展に寄与せられ、その功績はまことに顕著であり
ます。よって、ここにこれを表彰いたします。 
 平成１５年２月７日。 
 全国町村議長会会長安原保元。 
 代読。（拍手） 
○事務局長（北川雅一君） 以上で、表彰伝達を終
わります。 
○議長（平田喜臣君） 議事を再開いたします。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 今期定例会は、２月２８日に告示され、同日議案
等の配付をいたしました。 
 今期議会運営につき、１月２４日、２月４日及び
２月２７日、議会運営委員会を開き、その内容は、
別紙議事日程のとおりであります。 
 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案
が、議案第１号ないし議案第４１号までの４１件、
諮問第１号の１件であります。 
 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし発議
案第５号の５件であります。 
 なお、人事案件の諮問第１号につきましては、御
案内のとおり後日配付いたしますので、御了承賜り
たいと存じます。 
 監査委員から監査・例月現金出納検査の結果報告
がありました。 
 産業建設常任委員長から、委員会所管事務調査報
告がありました。 
 代表議員より、議員派遣結果の報告がありまし
た。 
 町長並びに教育長から、平成１５年度の町政執行
方針並びに教育行政執行方針について、発言の申し
出がありました。 
 今期定例会までの主要な事項について、町長から
行政報告の発言の申し出がありました。その資料と
して、本日、平成１４年度建設工事総括表をお配り
をいたしましたので、審議の資料としていただきま
すようお願い申し上げます。 
 ２月４日までに受理いたしました陳情要望の件数
は、４件であります。その要旨は、さきにお配りし
たとおりであります。 
 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付
のとおりであります。 
 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の
出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま
す。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 
○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
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 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
    １３番 長谷川 徳 行 君 
    １４番 徳 島   稔  君 
を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 会期決定の件を
議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの１
８日間といたしたいと思います。これに御異議あり
ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、会期は、本日から３月２０日までの１８
日間と決しました。 

──────────────────                
◎日程第３ 行政報告 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 行政報告を行い
ます。 
 今期定例会までの主な行政執行経過について、町
長から報告の申し出がありますので、発言を許しま
す。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして
は、公私ともに何かと御多用なところ、第１回定例
議会に御出席いただき、まことにありがとうござい
ます。 
 この機会に、去る１２月定例町議会以降における
町政執行の概要について報告させていただきます。 
 初めに、２月８日の８時１１分から約３７分間発
生いたしました十勝岳の火山性微動についてであり
ますが、臨時火山情報第１号の発表を受け、総務課
職員と北消防署員による情報収集体制をとり、十勝
岳地区への入山者に対する下山・入山規制を実施い
たしました。 
 また、火山情報発表にあわせて、防災行政無線に
より、十勝岳の状況を町民の皆様に適時周知を図っ
たところであります。結果、十勝岳で噴火はなかっ
たことを確認し、町民に対しまして、午後５時３２
分に最終の周知をいたしたところであります。 
 現在の状況は、特に目立った火山現象もなく、２
月８日以前の状態になっておりますが、北海道大学
の岡田教授の助言を受けて、登山口に注意喚起の看
板を設置したほか、温泉宿泊施設内に注意喚起の掲
示と声かけの協力をいただきました。 
 次に、２月１８日から１９日の２日間にわたって
実施いたしました十勝岳噴火総合防災訓練につきま

しては、平成７年度から十勝岳火山防災会議協議会
を構成する上富良野町と美瑛町の合同形式により開
催しているもので、今回で８回目の実践訓練となり
ました。 
 訓練の内容は、本年も十勝岳噴火による大規模泥
流の発生を災害想定して、通信連絡訓練、避難訓
練、救助救出訓練、避難路確保、道路閉鎖、ＪＲ富
良野線遮断の４項目を柱に実施いたしました。 
 今年も昨年同様、十勝岳の火山性活動状況にあわ
せて、郡部地域の緊急危険区域には小規模泥流の発
生で避難指示を、市街地の緊急危険区域には大規模
泥流の発生報告を受けた想定での避難指示を発令
し、火山活動をにらんだ段階的な避難指示を試みま
した。 
 また、昨年同様、避難指示後の訓練にも重点を置
き、避難指示区域に避難していない者がいるかとい
う想定で、１軒１軒を回る未避難者の確認活動を、
自衛隊、警察、消防の協力を得て実施し、緊急危険
区域内にある指定避難所から、より安全な避難所へ
の避難者輸送を自衛隊の協力により実施いたしまし
た。 
 また、避難所で急病者が発生したことを想定し、
自衛隊、消防の連携で、ヘリコプター及び救急車に
よる救助救出訓練も実施いたしました。 
 今回で２回目になりますが、北海道上川支庁の主
催による十勝岳噴火災害対策現地合同本部会議が開
催され、各関係機関による総合的な災害応急対策が
検討されました。ここに、参加されました多くの町
民の方々初め、各関係機関・団体の方々の御協力に
対しまして、厚くお礼を申し上げます。 
 また、災害対策本部内の関係機関との情報伝達の
方法、要請事項などの課題については、災害対策本
部会議訓練と関係機関との連絡調整会議訓練を分離
して開催したことによって、より明確に諸対策を確
認できたことは大きな成果であると思いますが、今
後取り組まなければならない多くの課題も検証する
ことができましたので、日ごろから関係機関と連携
調整を図り、連携の強化に努めてまいりたいと思い
ます。 
 次に、富良野地区広域市町村圏振興協議会におけ
る市町村合併の経過に関しましては、１０月１５日
開催の委員会において、広域での市町村合併に関す
る研究を進めるべく、協議会内に総務企画担当課長
による研究会を設置いたしました。 
 １２月２５日、研究会から研究結果の報告を受
け、協議会として、市町村合併に関する共通の情報
を町民に提供するため、パンフレットを作成し、全
世帯に配付したところであります。 
 研究結果に基づき、委員会において市町村合併に
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ついての今後の進め方などを協議してまいりました
が、１月２６日開催の委員会において、圏域５市町
村の組み合わせによる合併協議を進めていくことは
困難との判断に至り、合併協議会の設置は見送りと
なったところであります。 
 市町村合併に関する町の取り組みについては、町
広報紙を通じて情報提供を行うとともに、各機関と
の意見交換を逐次行ってまいりました。 
 １２月２０日には、町民講座として、北海学園大
学の横山教授を招いて、市町村合併問題を通じた町
の将来像についての講演をいただき、今後の町づく
りを考える機会の提供を行ってまいりました。 
 また、協議会で作成したパンフレットを用いて、
市町村合併をテーマに、１月２２日、２３日に各種
団体との懇談会を、１月２７日から３０日までの４
日間に各地域を対象に１０会場で懇談会を開催し、
期間中１４１名の町民の出席をいただいて、市町村
合併などに関する御意見を拝聴いたしました。 
 また、議員各位にも、御多忙の中をオブザーバー
として御臨席いただきましたことに対し、この場を
かりましてお礼を申し上げます。 
 今後、町といたしまして、国などや他市町村の動
きを注視する中、町政懇談会でいただきました貴重
な御意見を踏まえまして、引き続き広域行政、市町
村合併などの自治体のあり方について研究を進めて
まいります。 
 また、市町村合併が、明確な理念もないまま、半
ば強制的に進められていることに対し、２月２５
日、東京都で行われました全国町村会、全国町村議
会議長会によります町村自治確立総決起大会に出席
してまいりました。 
 次に、陸上自衛隊と米国海兵隊との実働訓練につ
いてでありますが、両国の部隊が、それぞれの指揮
系統に従い共同して作戦を実施する場合における相
互連携を目的として、２月２４日から３月３日まで
の８日間、上富良野演習場において積雪寒冷地にお
ける実働訓練が行われているところであります。 
 次に、要望関係でありますが、２月２４日から２
５日にかけて、平成１５年度防衛施設周辺整備事業
について、地域住民の生活の安定と継続事業の促進
並びに新規事案の採択、当該事業にかかわる予算確
保について、防衛施設庁、防衛陸上幕僚幹部に対し
ましても要望を行ってまいりました。 
 次に、年末に実施した商工会の年末大売り出し事
業についてでありますが、１２月１０日から３０日
までの間、売り上げ１億円を目標に、参加事業者１
０４店が売り出しを行い、約８,１６ ０万円の売り
上げであったとの報告がありました。 
 観光関係では、去る２月９日、町の四季彩イベン

ト最後の第３９回上富良野雪まつりを日の出公園特
設会場で開催したところ、好天にも恵まれまして約
１, ５００名の参加をいただきました。会場には、
上富良野駐屯地第２戦車連隊製作による大雪像１基
と商工会青年部の皆様による幼児用滑り台、イベン
トでは町民参加のおもしろ雪だるまコンテスト、親
子ちびっ子ボブスレー大会のほか、今回初めて行っ
たスノーモービル・ラフティングは人気が高く、長
蛇の列ができました。また、お楽しみ抽選券の入っ
たもちまきや豚サガリ絶叫大会など大いに盛り上が
り、子供から大人まで多くの方々に楽しんでいただ
きました。 
 また、雪像づくり期間中御支援いただきました自
衛隊、建設業協会、女性連絡協議会、自衛隊協力会
女性部を初め、各関係機関の皆様に深くお礼を申し
上げます。 
 次に、成人式でありますが、本年は１月１３日が
成人の日でありましたが、本町では成人者が出席し
やすいよう考慮しまして、前日の１２日の日曜日に
社会教育総合センターにおいて、議会議員を初め来
賓各位の御臨席をいただきまして成人式を挙行いた
しました。新成人１１５名の出席のもと、厳粛なう
ちに式を終了し、成人者の旅立ちを祝ったところで
あります。 
 次に、平成１５、１６年度における競争入札参加
資格審査についてでありますが、１月２０日から２
月２０日までの１カ月間、申請の受け付けを行い、
建設工事で６１６業者、設計などで３１１業者、物
品その他で２６３業者から申請を受理したところで
あります。 
 特に、入札及び契約の適正な執行に向け、今回の
受け付けから物品その他の分野においても資格要件
を公告し、申請書提出の徹底を図ったところであり
ます。 
 なお、町内業者の申請は、建設工事で土木、建
築、管、電気の主要４業種で２０業者、塗装の１業
者を加え２１業者、物品その他で２８業者となって
おります。 
 最後に、建設工事の発注状況でありますが、１２
月定例町議会において報告した以降入札執行した建
設工事は、２月２５日現在で８件、事業費総額３億
４, ９１０万４, ０００円となっており、累計で８３
件、１９億４, ７７１万３, ２５０円となっておりま
す。 
 また、年度中契約変更があった事業の変更額を加
えた事業費総額は、１９億４, ８９１万２５０円と
なっております。 
 なお、お手元に平成１４年度建設工事総括表を配
付しておりますので、後ほど御高覧いただきたいと
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存じます。 
 以上をもちまして、行政報告といたします。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、行政報告を
終わります。 

──────────────────                
◎日程第４ 報告第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 報告第１号監
査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査
委員から報告を求めます。 
 代表監査委員高口勤君。 
○代表監査委員（高口勤君） 監査及び例月現金出
納検査結果について御報告申し上げます。 
 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと
思います。 
 財務事務監査でありますが、地方自治法第１９９
条第５項の規定により執行したものであります。 
 １ページをお開きください。 
 財務事務監査結果報告。 
 １、監査の対象及び範囲。 
 上富良野町衛生センターの財務事務を監査の対象
として、平成１４年度の施設廃止に伴い、備品管理
に関する事務の執行状況を監査したものでありま
す。 
 ２、監査の期間。 
 平成１５年１月２８日の１日間であります。 
 ３、監査の方法。 
 上富良野町衛生センターの所管する備品の資料の
提出を求め、全件について実査及び照合をし、必要
に応じて関係職員から管理状況及び処分等の聴取も
行ったものであります。 
 ４、監査の結果。 
 実査及び照合した結果、適正に使用及び管理され
ているものと認められました。 
 なお、所管していた備品については、所管替等に
より有効に活用され、使用に耐えないものや不必要
な備品については、売却・廃棄等の適切な処理をさ
れたい旨、講評いたしたものであります。 
 次に、２ページをお開きください。 
 定期監査でありますが、地方自治法第１９９条第
４項の規定により執行したものであります。 
 定期監査結果報告。 
 １、監査の対象及び範囲。 
 上富良野町教育委員会管理課、社会教育課、保健
福祉課の財務事務を監査の対象として、平成１４年
度の執行された財務及びこれらに関する事務の執行
状況を監査したものであります。 
 ２、監査の期間。 
 平成１５年１月２９日、３０日の２日間です。 
 ３、監査の方法。 

 所管財務事務に関しての一部を選択して試査する
部分監査とし、伝票、決議書など関係書類の資料の
提出を求め、この中から抽出して点検、照合を行う
とともに、必要に応じて関係職員から事務の執行状
況及び内容の聴取も行ったものであります。 
 ４、監査の結果。 
 抽出により試査した結果、財務に関する事務は適
正に執行されているものと認められました。 
 なお、軽易な改善事項については、監査の過程に
おいて注意するとともに、所管課長等に講評いたし
たものであります。 
 次に、３ページから１１ページの例月現金出納検
査について御報告申し上げます。 
 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執
行したものであります。 
 平成１４年度１１月分から１５年１月分につい
て、概要並びに検査結果を一括して御報告いたしま
す。 
 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、
いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す
とおりであり、現金は適正に保管されていることを
認められました。 
 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも
のと存じ、説明を省略させていただきます。 
 また、税の収納状況につきましては、１２ページ
にございますので、参考としていただきたいと思い
ます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば、賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを
もって報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第５ 報告第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 報告第２号委員
会所管事務調査の報告を行います。 
 本件の報告を求めます。 
 産業建設常任委員長西村昭教君。 
○産業建設常任委員長（西村昭教君） 所管事務調
査報告の件を朗読をもって報告にかえさせていただ
きます。 
 付託事件名、先進市町村行政調査の件。 
 １、調査の経過。 
 産業建設常任委員会は、平成１５年１月２０日か
ら１月２２日まで、先進市町村である美幌町及び音
更町を訪問し、それぞれの取り組みの成果と実態に
ついて調査及び現地視察を行った。 
 ２、調査の結果。 
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 美幌町。 
 調査項目。 
 商業振興施策について。 
 町の概要。 
 北海道の東部、網走市から内陸に入った農業を基
幹産業とした町で、甜菜、小麦などを主要農産物と
して生産している。絶景を誇る美幌峠を有し、国道
４本、鉄道、空港が近くにあり、交通の便もよく、
下水道も完備され、生活環境も整えられている。人
口２万４, １８６人、世帯数９, ４９６世帯となって
いる。 
 調査の概要。 
 商業振興施策について。 
 （１）商業振興施策全般について。 
 平成１４年度の商工振興に係る予算は総額４, ６
００万円で、研究研修活動、中小企業の共同化、物
産展参加協力、商店街活性化、商店街街路灯、中小
企業振興資金並びに利子補給等の商業振興対策がな
されている。 
 主なものは次の６項目で、それぞれの活動に対し
て一定の助成がされている。 
 １、個人及び団体に対し、経営・技術の改善研修
や先進地調査・研究活動。 
 ２、中小企業者が協同組合を組織した場合。 
 ３、地場特産品の販路拡大のための活動。 
 ４、商店会等が行う消費拡大のための催事事業。 
 ５、商店街の美観を助長する街路照明の電気料金
の全額。 
 ６、低金利の融資と利子補給及び保証料の給付。 
 （２）中心市街地活性化について。 
 町は、国道の結節点と駅を機軸として中心市街地
があり、商店街が形成され、にぎわいを見ていた。
核となっていた大型デパートの郊外移転とモータリ
ゼーションの発達、消費者ニーズによる大型量販店
が多数進出したため、中心地の購買力は流出し、商
業者の減少や後継者不足により空き店舗、デパート
跡の空き地などの増加で空洞化が進んでいる。 
 ①、中心市街地活性化基本計画について。 
 この深刻化している現状を打破するため、平成５
年度に町並みデザイン推進事業と、平成７年度に中
心市街地総合再生計画を作成し、再開発事業の可能
性を探り、平成１２年度から中心市街地活性化基本
計画策定に取り組み、１５年度９月の策定完了をめ
どに作業を進めている。 
 事業の概要は、大通北１丁目地区で共同店舗と借
り上げ公営住宅を合築する優良建築物等整備事業を
実施して「街なか居住」を推進し、活気とにぎわ
い、憩いのある集積店舗づくりを目指している。 
 町では、美幌町大通北１丁目地区市街地開発基本

計画を事業推進のため、１５年３月までに策定に向
け取り組みをしている。 
 美幌郵便局は再開発事業区域に隣接した場所に移
転を進めていて、建物の配置や外観等も協議して、
地域の計画との整合性を図っていた。 
 商業者が当面行うべき事業は、にぎわいの駅を核
とした具体的事業の調査・計画策定、空き店舗の活
用、ポイントカード、循環バス運行の事業を商業活
性化のため行うとされている。 
 ②、美幌物産協会「ターミナル物産センター」、
愛称、物産館ぽっぽ屋。 
 美幌駅に併設され、旧交通記念館を改修して平成
１３年９月１日からターミナル物産センターとし
て、美幌町を中心とした物産の紹介と宣伝や新しい
物産品と特産品開発の展示、販売、実習コーナーを
設け、物産振興の拠点施設として、駅利用者の利便
性の向上を図るため、観光情報提供、休憩コーナー
も設置して、美幌町物産協会が運営し利用されてい
る。 
 ③、協同組合高齢者コンビニ「ば・じ・る」につ
いて。 
 町民の憩いの場としてにぎわいを見せてきたデ
パートが郊外へ移転したことで、町民の憩いの場を
求める声をきっかけに活力がなくなってしまった中
心市街地に、大通地区商店主たちがにぎわいを取り
戻すために、中小企業振興公社などから助成を受け
て調査研究した結果、元気な高齢者を対象にした地
域密着型のコミュニケーション広場として、じい
ちゃんも、ばあちゃんも、るんるん楽しい、店名
「ふれあいコンビニば・じ・る」を平成１３年８月
に開店した。６人の組合員とサポーター２０人で行
う協同組合方式で運営し、交流の場の提供、講習会
の開催、健康相談、福祉事業、情報の集積や公開、
伝統文化の継承の場、高齢者とのつながりや連携の
場、軽食、買い物もできる店として多様な事業を展
開している。 
 運営は、無理をしない、自分たちでできることを
する、元気な老人の力をかりるなど、集まった仲間
で情報交換をし、交流を深め、新しい事業に取り組
み、付加価値を生む活動の展開をし、ひいては商店
街や中心市街地の活性化を目指している。 
 まとめ。 
 商業振興は、各商業者が助成を受けて購買力拡
大、研修活動、協同組織化、機械や設備の更新など
積極的に利用がなされ、商店街の活性化に役立って
いた。特に商店街活性化補助は、７商店会が活用
し、販売促進と集客に成果が見られていた。 
 中心市街地活性化事業の実施に当たっては、商業
者みずからがやる気を持って、積極的に共同店舗化
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等の事業に取り組むことが必要である。 
 また、共同店舗と借り上げ公営住宅の合築による
街なか居住を一体的に推進し、活気とにぎわいを取
り戻すためには、生鮮食料品を扱う商業者の出店が
重要となる。 
 「ばじる」の取り組みは、商店街の活性化を目指
した商店主たちが自主的な調査研究の中から生まれ
た元気な高齢者を対象としたもので、自分たちにで
きる活動の中から発展し、地域に拡大していく地域
密着型の事業であり、地域の特性、個性、人的資
源、情報等が集まり、知恵と歴史の伝承の場とし
て、さらに商店街がにぎわいを取り戻すための多様
な展開を進めている。 
 音更町。 
 調査項目。 
 １、市街地再開発事業について。 
 町の概要。 
 十勝平野のほぼ中央に位置し、帯広市に隣接し
て、おおむね平たん地で、水利の便に恵まれて地味
もよく、産業は道内屈指の穀倉地帯で、酪農も盛ん
に行われ、乳業を初め工業も行われ、十勝川温泉は
平原の湯として広く知られている。人口３万９, ５
６４人、世帯数１万４, ７５９世帯で、帯広市の
ベッドタウンとして人口が増加している。 
 調査の概要。 
 市街地再開発事業について。 
 市街地は、役場の位置する音更市街地区と木野市
街地区の大きく二つに分かれて形成されている。音
更市街地区は、大正１４年に旧国鉄士幌線が開通
し、音更駅が開設され、中心として繁栄していた
が、鉄道の廃線と、国道のバイパス供用と、木野地
区に大型量販店や大きな病院が進出し、宅地開発が
進み、町民の７割が住む典型的な郊外型ベッドタウ
ンの町になったことで、音更地区の商店街は衰退す
ることになってきた。 
 以前から商店街の再開発は、商業者の３０年来の
願望であり、数回の計画があったが、実施には至ら
なかった。 
 町として商業者の決断を求め、最後の事業取り組
みとして、平成元年度から商店街近代化事業実施に
向け検討に入り、平成５年度に商業集積整備基本構
想及び市街地総合再生基本計画を作成し、平成６年
度、音更六新地区市街地再開発事業基本計画が策定
され、第１種市街地再開発事業の個人施工として取
り組むこととなった。 
 音更六新地区を重点整備地区として町の新しい顔
づくりとして事業に着手し、中心市街地として複合
施設と共同住宅の整備を進めた。事業は、道路を挟
んだ２地区から成り、東地区は商業施設と公共施設

をあわせ持つ３階建て複合施設の建設と、車社会に
対応した駐車場が整備されていた。複合施設の１階
は、近隣住民の買い物の利便と憩いの場を提供する
ものとして、生鮮食料品を扱うスーパーマーケッ
ト、書店、写真店、食堂、休憩所があり、２階、３
階には商工会事務所及び図書館、集会施設、ことば
の教室、母子通園センターなどの公共施設があり、
住民生活に密接した施設整備がされていた。 
 西地区は、街なか居住による中心市街地活性化事
業を目指して、高齢者、障害者にも配慮したバリア
フリーの３階建て共同住宅が２棟２４戸建設されて
いた。 
 今回行われた市街地再開発事業は、民間施工者の
組織を設立して行われ、町は公共施設のスペースと
共同住宅２棟を施設完成後に買い取り、供用されて
いる。 
 施設の利用については、その活用方法が課題とな
り、庁舎内の若手職員が研究協議して決定された。 
 まとめ。 
 近年の消費者動向は大きく変化し、交通網の整
備、郊外への大型量販店の進出と集中化なども重
なって、木野地区と六新地区は、高速道路を境とし
て大きくその形態や町並みが異なり、六新地区は、
商店の閉店、商店街のにぎわいも薄れ、衰退の一途
にあった。商店街の衰退は広く見られ、当町と類似
するところも多く見られた。 
 再開発事業の実施に当たっては、六新地区協同組
合を設立し、商業者みずからが個人施工者として積
極的に再開発に取り組み、共同店舗化等の事業を完
了させ、行政も公共施設として活用し、にぎわいを
持たせることで、新たなる商店街が地域の人に親し
まれるものになっている。 
 また、再開発地区に建設された集合住宅を公営住
宅として買い取り、街なか居住を推進し、活気とに
ぎわいを取り戻すため寄与している。 
 商業施設の整備については、居住者の利便性向上
のため、生鮮食料品を扱う商業者の出店が重要と
なっている。 
 ３、まとめ。 
 今回調査した両町ともに、再開発に取り組みをし
た経過は、郊外での大型量販店の進出と宅地造成に
よる住宅の建設、商店の後継者不足と、空き店舗、
空き地の増加による商店街と市街地の衰退が原因と
して挙げられる。町ににぎわいを取り戻し、購買力
を高めるため、商業者と行政が連携して店舗の集
積、住宅建設、公共施設の配置などによる居住環境
の整備と人が集まり憩える場所の設置が進められて
いた。それらと同時に、各種イベント、研修会、学
習会への参加助成など、にぎわいを取り戻すための
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ソフト事業への支援も行われていた。 
 本町においても、大型量販店の進出、農協の合併
とＪＡスーパーの移転、中心地商店の閉店で、商店
街地域は空洞化し、にぎわいを失ってきている。こ
の状況を打破するためには、恒常的に人が集まり、
にぎわう施設の整備が必要となっているので、商業
者の自発的な取り組みはもとより、その取り組みに
対して行政も支援していくことが必要である。 
 以上で報告を終わります。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば賜ります。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） どうも御苦労さまでし
た。 
 この中で、街なか居住というのがありました。こ
れは、農家の方、遠いところに住んでおられて、子
供さんが学校へ通っているのを見ていると、いや町
に住んだ方がいいのでないかな、この辺におっても
思っているわけなのですけれども、しかし、いろい
ろ問題があろうかと思います。それで、この街なか
居住の進捗状況と、進んでいっているかどうか、い
たのかどうかということが１点と、それから問題点
についてお聞きしたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） これはどちらの町の方です
か。 
○１１番（梨澤節三君） 街なか居住は、これは音
更です。 
○議長（平田喜臣君） 答弁、６番西村昭教君。 
○産業建設常任委員長（西村昭教君） 多分音更町
のことだと思うのですが、音更町の場合は、町が後
で建物を買い取ったということで、全員居住してお
ります。 
 美幌町の場合は、建てているのですが、個人で建
てて、その建てた人が、１階は店で、２階から上は
居住地区ということで、個人的に貸すということ
で、ただ、家賃を行政が２０年間保証するというの
は美幌町の場合です。音更町の場合はそれはなく
て、保証はしてませんですけれども、建物を買い
取って１００％入れている。ただ、どういう方々が
入ったかということは、それはちょっと調べてはこ
なかったのですけれども、多分町の中の人の方が多
いのでないかなと。それと、そういう施設をつくっ
たということで、そこに住んでいた人を全部移転さ
せてますので、そういう方もまた近くに、土地をき
ちっと区画というのですか、整然と建ててもらっ
て、その周りに住んでいるというのは音更町の場合
です。美幌の町の場合は、そういうことではなく
て、町のだれでも受け入れて住むようにしているの

だろうと思うのですけれども。ただ、美幌町の場合
１軒だけ、音更町の場合は２棟建ててますので、規
模的には全くちょっと違いますけれども、そういう
ことでございます。（「問題点ありましたら」の声
あり） 
 問題点というのは、これからだと思うのですけれ
ども、ただ個人的に思ったのは、音更町の場合は、
これからそういうことをどんどん進めていけるのか
なと思うと、ちょっと可能性としては僕は難しいの
かなと。行政がそういう居住者の建物を業者が建て
たのを買い取ってやるということですけれども。可
能性としては美幌町の方が、個人でやろうという人
がたくさん出れば、どんどんどんどんそういうこと
が町の中に展開されていく可能性は僕は強いのかな
というとらえ方はしてきました。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって委
員会所管事務調査の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第６ 報告第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 報告第３号議員
派遣結果報告の件について報告を求めます。 
 産業建設常任委員長西村昭教君。 
○産業建設常任委員長（西村昭教君） 先般行われ
ました沿線市町村議会議長会主催の専門議員研修会
について、朗読をもって御報告させていただきま
す。 
 １、研修の経過。 
 平成１５年２月１８日に、正副議長及び正副常任
委員長により、占冠村で開催された富良野沿線市町
村議会議長会主催の専門議員研修会に参加した。 
 ２、研修の結果。 
 富良野沿線市町村議会議長会主催の専門議員研修
会に参加した。研修会では、各沿線市町村議会より
常任委員会における所管事務調査について、調査項
目の取り上げ方、調査の方法、委員会のまとめ、調
査報告、住民への周知、追跡調査などについて発表
を行い、その後、調査報告書の活用などについて意
見交換を行った。 
 各町村議会の状況を把握することができ、それぞ
れ手法等は違うものの、本町議会にも参考にすべき
点もあり、今後の委員会活動の活性化に資すること
ができたことを報告します。 
 以上で報告を終わります。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを
もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第１０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第１０号平
成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第７号）
の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし
た議案第１０号平成１４年度上富良野町一般会計補
正予算（第７号）の主なものにつきまして、まず先
に御説明を申し上げます。 
 まず、１点目は、北海道が事業主体で取り進めて
ます草分及び富島並びに富原南の３地区の耕地整備
事業につきまして、国の補正予算による増額要素を
含めまして、北海道におきます繰越明許の手続に沿
い、本町におきましても繰越明許費を設定いたしま
す。 
 ２点目は、３０年を超える歳月を経て完成しまし
た国営畑地帯総合土地改良パイロット事業しろがね
地区の上富良野地元負担金３５億９,０ ００万円余
りにつきまして、いわゆるガイドライン分を除きま
して間もなく設立されますしろがね土地改良区を通
じまして一括償還することで金利負担の軽減が図ら
れる見通しとなりましたことから、これらに関連し
て、しろがね土地改良区が償還原資として北海道信
用農業協同組合連合会から借り入れる資金の後年度
償還につきまして、町は、万が一損失が生じた場合
の補償を行うために、債務負担行為を設定いたしま
す。 
 また、これにあわせ、実質的に町として後年度に
わたり負担すべき部分につきましても、債務負担行
為を設定いたします。 
 ３点目は、農地取得や畜舎整備などについて、農
業者などが活用する農業経営基盤強化資金５億４,
２１０万円の借り入れに伴い、基準金利の負担軽減
策として、国、北海道及び上富良野町が利子の一部
を助成するために債務負担行為を設定いたします。 
 ４点目は、年度初めの４月１日から業務開始とな
ります各施設の清掃及び管理業務などを初め、バス
運行業務などにつきまして、３月中に受託業者の選
定を行うことで、各管理業務などの委託業務を適正
に進める必要から、それぞれ債務負担行為を設定い
たします。 
 ５点目は、昭和３７年に分収契約の締結している
江花町有林につきまして、このたび対象となる区域
の４１年生カラマツを伐採し、収益につきまして
は、当時の契約に基づき、地域へ分担するなどの予

算措置を行います。 
 ６点目は、既定の事務事業の執行実績などに応
じ、減額することを主な内容としまして予算の調整
を行うとともに、その結果、余剰となる一般財源に
ついて、５,００ ０万円につきましては、当初予算
１億円支消しました財政調整基金へ積み戻しをいた
します。 
 ただいま申し上げましたことを主な内容としまし
て、既決予算の補正を行ったところでございます。 
 以下、議案の予算条文は朗読し、ほかはできる限
り簡潔に御説明を進めてまいりたいと思います。 
 議案第１０号平成１４年度上富良野町一般会計補
正予算（第７号）。 
 平成１４年度上富良野町の一般会計の補正予算
（第７号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ６, ９６９万４, ０００円を減額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ７９億５, ２６２万６, ０
００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 繰越明許費。 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定によ
り、翌年度に繰り越して使用することができる経費
は、「第２表 繰越明許費」による。 
 債務負担行為の補正。 
 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３
表 債務負担行為補正」による。 
 地方債の補正。 
 第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表 地
方債補正」による。 
 １ページをごらん願いたいと思います。 
 ここから４ページにわたり、歳入歳出予算の補正
の款項の額を掲載してございますが、款の名称及び
補正額のみ御説明してまいりたいと思います。 
 最初に、歳入。 
 １款町税２４７万５,０ ００円、３款利子割交付
金１２０万円の減、４款地方消費税交付金１,００
０万円の減、５款国有提供施設等所在市町村助成交
付金８３万７, ０００円の減、６款自動車取得税交
付金６８０万円の減、７款地方特例交付金１１６万
５, ０００円の減、８款地方交付税１７０万４, ００
０円、１０款分担金及び負担金３４４万６, ０００
円の減、１１款使用料及び手数料２９万円、１２款
国庫支出金１, ００７万８, ０００円の減、２ページ
にわたります。１３款道支出金１７４万４, ０００
円の減、１４款財産収入７７７万６,０ ００円、１
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５款寄附金１８万円、１６款繰入金１７４万円の
減、１８款諸収入２, ０３０万９, ０００円の減、１
９款町債２, ４８０万円の減、歳入合計は、６, ９６
９万４, ０００円の減となります。 
 次、３ページの歳出について申し上げます。 
 １款議会費１３４万円の減、２款総務費４,７５
４万４, ０００円、３款民生費９３２万１, ０００円
の減、４款衛生費２, ６２４万８, ０００円の減、６
款農林業費１, ９５１万４, ０００円の減、７款商工
費２９万６, ０００円の減、８款土木費４, ２５２万
２, ０００円の減、９款消防費３６４万４, ０００円
の減、４ページに移ります。１０款教育費１,１０
３万９, ０００円の減、１１款災害復旧費４３６万
４, ０００円の減、１２款公債費３７８万３, ０００
円の減、１５款予備費４８３万３, ０００円、歳出
合計は６, ９６９万４, ０００円の減となるところで
ございます。 
 次、５ページの繰越明許費の設定について申し上
げます。 
 冒頭申し上げましたように、予定の３件の道営事
業につきまして、一部国の補正予算に関連するもの
を含めまして、北海道における手続にあわせまし
て、新たに繰越手続を行うものとなってございま
す。 
 次に、債務負担行為の補正について申し上げま
す。 
 最初の追加案件、延べ９件につきましては、冒頭
申しました理由によりまして、表に掲げてございま
すとおり、それぞれ期間、限度額を新たに設定を行
うものでございます。 
 下段の変更につきましては、入札執行残を精査い
たしているものでございます。 
 次に、６ページの地方債補正８件の変更につきま
して申し上げます。 
 既定の事務事業などにつきまして、国の補正予算
に関連したものも含めまして調整を行ってございま
す。 
 ほかにつきましては、事業実績により減額をする
内容となってございます。 
 以上が、議決項目の内容でございます。 
 次、７ページに移ります。ここから以降につきま
しては、補正予算の説明書でございます。冒頭も申
し上げましたように、本補正予算につきましては、
既定の事務事業の執行の結果、関係する予算に不要
となる部分を減額いたすことを主な内容としまして
補正予算を調整してございます。 
 以後、特に新たな予算措置をお願いするものを中
心に説明を進めてまいりたいと思います。 
 なお、７ページから１０ページにわたります事項

別明細書の総括部分につきましては、省略をさせて
いただきます。 
 １１ページをお開き願いたいと思います。 
 それでは、歳入から申し上げます。 
 最初の１款町税につきましては、各税目の滞納繰
越分につきまして、収入の増加見込みを計上いたし
たものでございます。 
 次、１３ページの３款利子割交付金につきまして
は、減額見込みとなることから、その措置を行うも
のとなってございます。 
 次、１５ページ、４款地方消費税交付金につきま
しても、同様に、景気低迷等から減額措置をとって
いるものでございます。 
 次、１７ページ、５款国有提供施設等所在市町村
助成交付金につきましては、本年度額の確定に伴い
措置をしたものでございます。 
 次、１９ページ、６款自動車取得税交付金につき
ましては、同じく景気低迷等から減額見込みとなる
ため措置をとっているものでございます。 
 次、２１ページ、７款地方特例交付金、ここの部
分につきましては、国の恒久的減税の影響に対しま
して措置されるものでございまして、今年度の確定
に伴い減額措置をとったものでございます。 
 次、２３ページに移ります。 
 ８款地方交付税、ここにつきましては、本年度の
普通交付税が２９億８, １７０万４, ０００円と確定
しましたことから、その予算との差額につきまして
補正を行っているものでございます。 
 次、２５ページに移ります。 
 １０款分担金及び負担金でございますが、ここの
款から以降につきましては、各種事務事業の執行に
伴いまして、それぞれのルールに基づき予算などの
算定上の結果、既決予算の増減を措置するものでご
ざいまして、以下、右側の欄の説明欄にそれぞれ記
載してございますので、ごらんをいただきたいと思
います。 
 それでは、ページ飛びますが、３７ページをお開
き願いたいと思います。このページの１４款財産収
入の内訳の中で、立木売払収入としまして５３７万
９, ０００円を見込んでございます。このうち３２
８万５, ０００円につきましては、冒頭も申し上げ
ましたが、江花町有林のうち、面積で２. ９２ヘク
タールとなりますが、昭和３７年、当時の地元の
方々との文書契約に基づき、その立木を開伐しまし
て売払代金を見込んでいるところでございます。 
 次、３９ページをお開き願いたいと思います。１
５款寄附金でございますが、一般寄附金としまして
４件の方からそれぞれ１０万円をちょうだいしてご
ざいます。保健福祉施設整備資金にということで、
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１件の方から５万円、これは民生費寄附金として計
上してございますが、５万円をちょうだいしてござ
います。あと、文化会館の設立の準備資金というこ
とで、１件の方から３万円をちょうだいしてござい
ます。それぞれ、そのちょうだいした目的に沿いま
して、歳出予算におきましても予算の調整をしてご
ざいます。 
 次、４１ページお開き願いたいと思います。１６
款繰入金、この二つの基金につきましては、当初予
定していました額の執行実績がそれぞれなくなりま
したことから、その部分につきまして減額措置を
とったところでございます。 
 それでは、またちょっと飛びますが、４７ページ
をお開き願いたいと思います。ここからは歳出の部
分でございますが、同様に、特に新たな要素となる
箇所に絞りまして御説明を申し上げたいと思いま
す。 
 それでは、次の４９ページをお開き願いたいと思
います。この２款総務費の中で３点申し上げます
が、まず１点目、１項総務管理費の１目一般管理費
の中で積立金、財政調整基金５,００ ０万円となっ
てございますが、冒頭も申し上げましたように、そ
れぞれ余剰となる財源のうち、５, ０００万円を積
み戻しする措置としてございます。 
 次、同じく５目の財産管理費の中の１９節でござ
いますが、江花町有林分収契約負担ということで、
１１１万円予算計上してございます。 
 それと少し飛びますが、中ほどに７目の町有林管
理費の中で、１３節の委託料１７０万円、これにつ
きましても江花町有林の伐採経費をお願いしている
ところでございます。 
 この関連につきまして御説明申し上げますが、歳
入でも申し上げましたように、分収契約に基づくそ
れぞれ伐採を行い、収益部分につきましての分担を
行うものであります。歳入でも申し上げましたよう
に、３２８万５, ０００円が開伐によりまして立木
の売払代金を見込んでございますが、その収入から
開伐の委託料１７０万円の経費を控除した残り１５
８万５, ０００円のうち、地元の方々との分収契約
に基づく歩合、地域の方が７割ということで契約し
てございますので、その相当分を１１１万円を町か
ら支払うため、それぞれ予算措置を行ってございま
す。 
 次、５９ページお開き願いたいと思います。５９
ページは、６款農林業費でございます。ここで１点
申し上げますが、１項農業費の中の３目農業振興費
でございます。この中での１９節でありますが、説
明欄に書いてございますように３万２,００ ０円、
これは農業経営基盤強化資金の利子補給として、債

務負担行為でも申し上げましたように、初年度の利
子補給分をここに新たに計上してございます。 
 以下、同じようなことで予算の説明書を構成して
ございます。 
 少し飛びますが、８１ページお開き願いたいと思
います。８１ページから以降につきましては、今回
の補正予算案に伴いまして、関係する調書にかかわ
る部分につきましての内容を掲載してございます。
８１ページには給与費明細書をつけてございます。 
 ８２ページには、今回の債務負担行為に伴いまし
て、それに関係する部分としまして、所定の書式に
基づきまして調書をつけてございます。 
 次、８３ページには、同じく地方債の関係する部
分につきまして、書式に基づきましてそれぞれ調書
をつけてございますので、ごらんをいただきたいと
思います。 
 ８４ページ以降につきましては、今回の補正の中
での事務事業にわたりまして、それぞれ款ごとに事
業ごとにその内容、それから補正額、財源内訳等を
つけてございます。審議の参考としていただきたい
と存じます。 
 以上、簡単でございますが、議案第１０号の説明
といたします。原案お認めいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １５番村上和子さん。 
○１５番（村上和子君） ２款総務費のところの
ページ数で言いますと４９ページから５０ページに
わたりまして、２項の賦課徴収費、ここのところ
で、負担金補助及び交付金のところがマイナス９４
万円となっておりますけれども、この補助は、将来
的にはなくすということで、何年度は何％という計
画で決めてあったと思うのですけれども、その計画
どおり予算を組みましたならば、このような９４万
円マイナスにはならないのでないかと思うのですけ
れども、ちょっと不透明なような感じがするのです
が、いかがでしょうか、お伺いしたいと思います。 
 それと、次は１０款教育費のページ数で言います
と７０ページ、教職員の健康診断でございますけれ
ども、１９万９, ０００円マイナスになっておりま
すが、学校の先生は健康でいてほしいと思うのです
けれども、何人の方が健康診断の受診されなかった
のか、お伺いいたします。受診率は何％なのでしょ
うか、また、その受診されないというのは、どうい
う理由によるものなのでしょうか、ちょっとお伺い
したいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 税務課長、答弁。 
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○税務課長（越智章夫君） １５番村上議員の質問
にお答えいたします。 
 納税組合の補助金の件でございますけれども、平
成１２年度から平成１５年度まで、それぞれ計画的
に０.３％ ずつの減額している最中でございます。
平成１４年度におきましては、１００％完納で１,
０００分の１６、それから９０％以上で１, ０００
分の６の今経過期間中でございます。当初、予算を
編成いたしましたとき、すべての組合で１００％完
納になるものとして予算を組んでおりましたが、今
回平成１４年度のそれぞれの税の納期終わりまし
て、精算いたしましたときに、すべて１００％とい
うことではなくて、１００％以下の納税組合もござ
いまして、今回の減額することになったところでご
ざいます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 管理課長、答弁。 
○管理課長（上村延君） １５番村上議員の質問に
お答えします。 
 教職員の健康診断ですが、何人かということです
が、当初８０人を見込んでおりました。それが実際
には６６人受診しております。それで減額した理由
としましては、見込みより受診人数の減ということ
でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 減の理由は。 
○管理課長（上村延君） 人間ドックの方で別に予
算組んでありまして、そちらの方で受診されたとい
うことです。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 最初に３５ページ、１３款
道支出金、１目の委託金、知事道議会議員選挙マイ
ナス１７０万円、３月２７日に告示されると思いま
すけれども、この１００万円からの減額しなければ
ならなかった理由についてお尋ねしたいと思いま
す。 
 続きまして、５ページの債務負担行為について、
私は本定例会に一般通告してありますが、補正予算
の関係にあって、きょうお尋ねして確認をしておき
たいという考え方から質問したいと思います。 
 国営土地改良事業につきまして、４３億円の債務
負担行為の補正をすることについて、要するに、受
益者の負担軽減を図るという町長の行政裁量からし
てこの考え方が出てきていると思うのですけれど
も、新年から上富良野町が一括借り入れするための
借入金を起こすと。ついては、以後の受益者負担に
ついては年次償還でもって償還してもらうという考

え方だと思うわけですけれども、では、後年におい
て受益者農家が、該当農家が負担できなかった場合
は、当然一括償還している関係にあるわけですか
ら、それは町の損失ということになると思うわけで
すけれども、その一つをお尋ねしておきたいと思い
ます。 
 それから、この負担金対策事業１８億８, ６００
万円、これについての趣旨がわからないので御説明
いただきたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚議員の１点目
の御質問にお答えします。 
 ４月１３日予定の北海道知事及び北海道議会議員
の選挙にかかわる道からの交付金の関係であります
が、当初の予算におきましては、過去の交付係数を
加味しまして、概算で計上していたわけであります
が、今般北海道の方から通知をいただきまして、そ
れぞれの選挙にかかわる費用の積算ルールがござい
ますが、その区分に応じまして、初年度である１４
年度に対します交付金の率を示されたところであり
ます。 
 そのトータルで申し上げますが、総体費用の中
で、初年度につきましては２７.５％ を概算交付す
るという通知をいただきましたことから、今般、当
初予算を精査したところ、このような減額要素とな
るところであります。 
 なお、残りにつきましては、１５年度に精算交付
するということで通知をいただいているところであ
ります。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の２点の
御質問にお答えいたします。 
 しろがね関係の、受益者において後年にわたって
負担できない場合はどうかということでありますけ
れども、これについては原則償還をしていただくこ
とでありますけれども、今御質問のように、そうい
うことも想定されるわけであります。したがいまし
て、法に基づく精算の仕方というのが一つございま
すけれども、土地その他資産をもって処分すること
になりますけれども、現在はあくまでも想定の域で
ありますけれども、後年においては法に基づいて精
算をしていただくのが一つであります。 
 それから、もう一つ、１８億円の関係であります
けれども、これは受益者の軽減も含めてここに盛り
込んでございますけれども、町が後年将来にわたっ
て精算をする分、いわゆる当初負担金の徴収ルート
が変更になったというのが一つ一番大きな面であり
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ます。内容的には、町が受益者の分も含めて支払い
をするというものから、改良区のルートに変わった
ということで、改良区からこれらを支払うと。町が
今まで分でありますので、これを将来的にわたって
義務的経費として支出をするということでございま
す。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 選挙の関係も、課長に大変
恐縮だけれども、どうしてこうなるのですかと。１
５年度でフォローしますという課長の答弁ですけれ
ども、私が聞いているのは、なぜこういう考え方に
立つのですかと、どうして減額しなければならな
かったのか、その点聞いているのですよ。 
 それと、国営しろがねですけども、一般質問で聞
きますけれども、２４億円の関係について、支払い
能力がなくなった農家については、法的に基づく措
置をとると。極めて簡潔に答弁してくれたわけです
けれども、では、法的根拠ということに対してです
よ、満たされるものであればいいけれども、満たさ
れないものに対しての行政、公正、公平という判断
からいって、どういう考えに立つかという説明、配
慮がないわけですよね。自分一般質問してますか
ら、お答えいただけるのであれば、この機会にお答
えいただきたいと思いますけれども。 
 それから、１８億円の関係につきましても、土地
改良区関係が鮮明にわからないわけですけれども、
いわゆる自分聞いているのは、１８億円のお金の性
格、内容を聞いているわけですよ。それは義務的経
費だとか土地改良区が云々と言われても、まことに
わかりづらいのですよ。 
 以上、再質問させてもらいましたけれども、お答
えいただけるのであればお答えください。一般質問
に、あとのことはかえていきたいと思っておりま
す。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） 再質問の１点目につい
て、私の方からお答えします。 
 繰り返すことになると思いますが、御案内のとお
り、この選挙につきましては、いわゆる委託選挙と
いうことでございまして、それらに関連しまして、
今回の場合には、北海道からその費用の相当分につ
まして交付金を受けるという性格であります。冒頭
申し上げましたように、北海道からこの１４年度に
つきましては、先ほど申し上げましたように、総体
的な中でのウエートとしまして２７.５ ％程度の交
付金を交付しますという通知を受けたところであり
ますし、そのことによりまして、繰り返しますが、
既決予算との精査をしたところであります。結果、

減額をしなければ歳入欠陥というような状況を迎え
ることから、減額措置をとっているところでござい
ます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の２点の
御質問にお答えします。 
 満たされない場合どうなのですかということであ
りますけれども、債務負担行為をすること自体が、
私としてはこれは２者間の契約ということになりま
す。私が申し上げたいのは、信連に対して、町と信
連との契約でありまして、損失が生じた場合には、
当然にして責任があるということで申し上げたいと
思います。 
 それから、１８億円の中身でありますけれども、
これはダムの、しろがね事業で行いました事業のダ
ムを初め農地造成、区画整理、あるいは支線・幹線
道路、あるいは排水路の関係、これらの部分が、町
においては３０億数千万円、３０億６,３０ ０万円
ぐらいになりますけれども、そのうちガイドライン
の分、ガイドラインにつきましては平成３年であり
ますけれども、国において、農村・農業基盤整備に
対して、町村、地方公共団体が負担する適正な水準
といいますか、これらを定めてございますので、そ
れらを除く金額、いわゆる１３億８,２ ００万円ぐ
らいを除く額１８億８,６ ００万円でありますけれ
ども、これらを中身として債務負担行為をするもの
でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 選挙関係でお尋ねしますけ
れども、知事、道議の選挙は、委託費で選挙が本町
においては執行されるということは十分承知してお
ります。したがって、自分がお尋ねしたいのは、要
するに委託金の内容、委託の方法、そこが変わるこ
とに対して１２０万円の金が減額することになった
のか、パーセンテージ言ってましたけれども、それ
は北海道がお金なくて減らすことになったのか、そ
の考え方からして質問しているのであって、もう再
度答弁を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） 福塚議員の再々質問に
お答えします。 
 理由については述べたとおりでありますが、北海
道の事情については、今の段階では私どもでは詳細
に承知できてございません。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １２番米沢議員。 
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○１２番（米沢義英君） 債務負担行為の件で、し
ろがねの件についてお伺いまずしたいと思います。 
 これは償還するとなりますと、今の農業情勢です
から、かなり受益者にとっては、かなりな重い負担
ということは、皆さんも十分御存じのとおりかとい
うふうに思います。 
 そこでお伺いしたいのは、確かに、機械的には、
きちっとした法的に対処するという部分では、返還
を求めるということは、行政として当然求めるべき
ものであると思いますが、一方では、やはり特殊な
農産物価格の低迷等によって、手痛い、やはり個々
にしたら打撃を受けているという状況もあります。
そういうことも加味した中での十分な実態に則した
やはり償還のあり方というものも当然検討されるべ
き内容も、両方考えた受益負担がどうなるのかとい
うことを配慮されるべき点もあるのではないかとい
うふうに思いますが、この点についてはどのように
お考えなのか、お伺いいたします。 
 次にお伺いしたいのは、これだけの債務負担行為
というのは、当然それに伴う収入が見込まなければ
ならないということでありますから、今のやりとり
の中で、その点はいろいろ不安はあるとしても、確
保前提という形の中で進めるということであります
が、そこでさらにお伺いしたいのは、他に事業に及
ぼす影響というのも、当然これだけの償還が入って
きますから出てくるかと思います。今、そこで、最
高この償還が始まるときにおいて、町の保健セン
ターも将来建てるということの話も出てきますの
で、ピーク時の支払いはどのようになるのか、それ
と、公債費の負担比率等のどのようになるのか、こ
の点をお伺いしたい。 
 さらにお伺いしたいのは、縁故債という形の中で
借り入れしております。１５年の償還という形に
なっております。普通でしたら、国でしたら、２０
年か２５年という形の、若干支払いにおいても、利
率においても低い金利、あるいは支払いが若干延び
るという状況があるかと思いますが、今回はこうい
う経緯に至らなかった背景というものについてはど
うなのかということをお伺いしたいと思います。 
 それと年間改良区等、あるいは用水等にかかわる
維持管理費の部分等の財源負担というのも毎年町の
持ち出しというのもあると思いますが、その負担割
合についてはどのようになるのか、お伺いいたしま
す。 
 次にお伺いいたしたいのは、今回の入札執行に当
たりまして、総括表が出されております。これは総
務関係の方かというふうに思いますが、町において
は、工事の予定価格の事前公表という形の中で、そ
の効果を確かめてみるという形の中で、全部は事前

公表の対象にはなっていないかというふうに思いま
すが、試行的に行うということでやってきました。
それのいわゆる効果というのがあると思いますが、
大分節減できた部分等々があると思います。 
 もう一つは、いわゆる規則において、もうちょっ
と勉強すべき点というところでお伺いしたいのは、
入札に当たって要件だとか、公募型にするのかだと
か、いろいろな内規において、さらにいわゆる入札
の執行率を低下できるような、他の自治体の話聞き
ましたら、いろいろ縛りをつけて、これは地元業者
を一定配慮しなければなりませんので、そういうこ
とも含めた今後課題も、ここに来て出てきているの
ではないかと思いますが、その点と、将来、事前公
表を引き続き行うべきだと思いますが、この点につ
いて確認しておきたいというふうに考えておりま
す。 
 それと歳入の点についてお伺いしたいわけです
が、２３ページでしょうか、地方交付税の問題でお
伺いしたい点があります。 
 近年、地方交付税が減ってきているという話が一
般に流れております。しかし、おかしな現象とし
て、国の方では、この地方交付税の減額分について
は、臨時財政対策債という形の中でカバーしますよ
という形の中で、そのいわゆる減額分については補
完しますという形で来ているかと思います。 
 そういうことを見ますと、過大に地方交付税が
減ってきているという理由には、行き着かないので
はないかなというふうに思います。これは地方交付
税の上限の変化というのは、その自治体の償還金の
残高が減った、あるいは事業残高が減った、経費が
減った、これによって、いわゆる上限するわけです
から、それに対する補完分として、いわゆる交付税
が算入されるという形に基本的にはなっているのだ
ろうというふうに私は押さえております。そういう
ことを見た場合に、過大に交付税が減ったという根
拠には行き着かないと思いますが、町の財政部とし
ては、過去３年、この臨時財政の対策債が始まった
中で、交付税の推移と、当然事業が減った分もあり
ますから、見てましたら、予算も減ってますから、
そういうことを考えた場合に、一概に過大に減った
という理屈にはならないと思いますが、この点につ
いてお伺いしたいというふうに思います。 
 さらにお伺いしたいのは、今回予算全般にわたっ
て６,００ ０万円ぐらいの余剰財源が出たというこ
とで、５,０ ００万円は積み戻ししますよというこ
との話でありますが、これは中長期の町の財政計画
見ましたら、十五、六年からなかなか積み戻しもで
きないという形の、これは変動するという話であり
ましたから、難しいという状況があったわけなので
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すが、そこで、例えば住民にとってこれだけの余剰
財源が出たのだけれども、大分いろいろな予算の必
要な部分が削られているという部分があるわけで
す。そういう部分が削られて、いわゆる余剰財源出
たということでは、これはどうも行政のやりくりと
しては逆さまではないかと。確かに事業の精査だと
かいろいろありますが、私の言いたいのは、いろい
ろと農業にしても商工業にしても、やはり経営が落
ち込むという状況の中で、やはりもっと町づくりに
おいても、商工支援にしても、雇用対策において
も、もっとやるべき事業がまだあったのではなかっ
たのかと、この１年間総括した場合。そういうこと
において照らした場合に、この余剰財源というのが
こういう必要な部分にきっちり振り向けられなく
て、ただ財政が苦しいからというだけで、必要な部
分まで削減した結果、この余剰財源というのが出て
きたというふうな部分もあると思いますが、財政評
価、あるいは行政評価する上では、そういう立場か
ら、この町づくりの観点をもう一度見直す必要があ
ると思いますが、この点町長はどういう評価なさっ
ているのか。大切な部分ですから、この点につい
て、町長の見解等についてお伺いしたいというふう
に思っているところであります。 
 次に、５７ページの予防費のところで、いわゆる
１９節の訪問介護の利用者の交通費補助という形に
なっておりますが、実際この方々のいわゆる対象者
数というのは、実態としてどのような状況にあるの
か、お伺いしたいというふうに思っております。 
 それと、教育関係の、いわゆる心の相談員で言え
ば、道の補助ですから前段にあるのですが、これに
あわせてお伺いしたいのは、いわゆる不登校問題、
いわゆる小中学生、高学年になればなるほど不登校
の状況がふえるということが今大きな問題になって
きています。当町においても、これにかかわる話も
出ておりますが、実態等についてはどのようになっ
ているのか、それに対する指導あるいは対策という
のはどう進められているのか、この点についてお伺
いたいします。 
○議長（平田喜臣君） ただいま１２番米沢議員の
質問が大変多岐にわたっております。この際、暫時
休憩いたしまして、答弁確認をさせていただき、休
憩後に答弁をお願いします。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時３６分 休憩 
午前１０時５０分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 

 ただいま１２番米沢義英君の質問に対し、その答
弁を求めます。 
 まず、助役答弁。 
○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 最初の、国営事業のいわゆる農業者の軽減対策等
の関係につきましてお答えをさせていただきたいと
思います。 
 まず、この国営事業につきましては、先ほど課長
の方から申し上げましたとおり、いわゆる３０年間
という長い月日の中にこの事業がとり行われまし
て、平成１４年度をもちまして、国のいわゆる事情
の中で中止勧告という経過をたどりながら、この事
業の完了を迎えるという経過に至りました。この
間、当然、日本経済の流れの状況というのは、高度
成長、安定成長、そしてバブル経済、そして今のデ
フレという極めて厳しい過程の中に今日を迎えてお
りまして、当初の考えの中におきましては、ある程
度はその高度期の中で、農家への希望を持ちながら
この事業に取り組んできた経緯にございます。しか
しながら、今日の状況を見るにおきましては、その
事業をやった期待に反しまして、農家の負担、そし
て町がこの中でやりました公共施設事業等におきま
して、その負担が重くのしかかってきている現状に
あります。当然、これから農業者がこれらの負担を
抱え、今後償還をしていくということになります
と、相当厳しい状況を迎える、あるいは農家をやめ
ていかなければならない、そういうような背景がご
ざいます。こういう中におきまして、今回、一定の
国から決められております中におきましては、到底
農家はやっていけないという中で、町といたしまし
ては、その負担軽減策としては、道営並みの負担軽
減に持っていくことで、農家の皆さんのこれからの
経営を支えていくというようなことで、町としても
その辺の基準を持ちまして軽減対策を講じたところ
でございます。 
 この軽減の中におきましては、当然、今後の中に
おきまして農地の流動化だとか、そういう面に大き
く影響してくるというところを町としても考えてき
ていたところでございます。そういう面につきまし
ては、農業者の皆さんのお話も伺いながら、その対
応を図ってきたところでございます。 
 最後の、損失の補償の面におきまして、最後、町
が面倒を見ていかなければいけないというところは
ございますが、先ほど課長の方から申し上げました
とおり、そこには一定の法的な形の中で最後の締め
をしなければいけないというところは町としては押
さえているところでございまして、この辺はあくま
でも通常の経済行為の中の範囲というふうに受けと
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めているところでございます。そういう面におきま
しては、新しい償還ルートが変わりまして、新しい
土地改良区ができたことによって、その辺の責任の
重さというものが、新しい土地改良区の中にもでき
てくるのだというふうに思っておりますが、最後、
その辺のところを最終的には町が支えるという形
で、この制度の仕組みがなっているということで御
理解を賜っておきたいと思います。 
 それから、議員の方からも御指摘ありましたとお
り、この負担の重さというのは相当なものでござい
ます。 
 また、議員から発言ありました保健福祉総合セン
ター等の関係において、大きな影響を受けるという
ような懸念もございますが、全体として今こういう
経済状況の中で、地方自治体の置かれている状況に
つきましても相当厳しい状況を迎えておりますの
で、この事業そのものが大きく影響するということ
でなくて、財政の歳出構造そのものが全体的に厳し
い状況を迎えている中に、この国営問題、そして保
健福祉事業というものが位置づけされているという
ところでございますが、町としては今後の将来を考
えた中で、これらについては重点的な事業として取
り組まなければいけないし、国営事業につきまし
は、義務負担として今後考えていかなければいけな
いということで、今後の財政見通しにおいては、相
当厳しい状況になりますけれども、この辺のところ
を財政の運営につきまして十分注視しながら努めて
いきたいというふうに考えてございます。 
 それから、入札制度の国営の維持管理の負担につ
きましては、担当課長の方から申し上げます。 
 それから、入札制度の関係でございますが、試行
という形で現在行われておりまして、一定の効果は
出ているというようなことから、引き続き事前公表
等の措置を新年度においても見きわめていきたいと
いうふうに考えております。 
 それから、歳入関係の地方交付税の関係でござい
ますけれども、米沢議員が今申し上げた中におきま
しては、臨時財政対策債で補完されているのではな
いかというお話でございますけれども、実際は、そ
れを差し引きますと、９,００ ０万円から１億円の
減額になっている状態にございます。 
 この臨時財政対策債というのは、いわゆる都市部
と農村部の関係で、国全体で考えたときに、どうし
ても都市部の状況というのは、今の経済状況の中に
おきまして、税収が上がらないという実態がござい
ます。そうしますと、都市に向ける状況のお金が不
足するような状態になってございます。そこを、こ
の臨時財政対策債で交付税の需用費を埋めていくと
いう流れになってございます。そういう状況の中

で、どうしてもそれを、対策債を発行しますと、後
ほど交付税に償還が入ってまいります。当然償還が
入ってくることで義務化しますから、通常自由に使
える交付税が固定化してしまうという流れになって
ございます。そういうことで、当然地方におきまし
ても、その需用費である程度は見てもらっておりま
すけれども、そういう背景のもとにおきましては、
厳しい状況を迎えるのだというふうに思っておりま
す。 
 今後、その需用費が減るところに埋めてございま
したから、これが１５年で終わりになります。そう
しますと、１６年度以降、その需用費の埋めをどう
いうふうな形でやるかというようなことになってき
ますと、どうしても都市の方に回っていく率が高く
なって、地方へ回る率が少なくなってくるというよ
うなことで、大きく懸念する状況があるというふう
に思っております。その辺のところを財政運営上は
十分留意をしていかなければならない面というふう
に考えてございます。 
 それから、余剰財源の関係でお話しございました
けれども、私ども、この中で予算編成に当たりまし
ては、１４年度からこの予算編成方針を改めたとこ
ろでございます。米沢議員が言われるとおり、住民
へのそういう行政施策を目いっぱいやっていくとい
うようなことも一要因としてあります。そういう中
で、やはり財政調整基金というのを当初に使いまし
て、その辺のところで目いっぱいの事業展開という
ことを考えながらやってございます。当然年度間の
中におきましては、財政調整基金を使う額に見合
う、いわゆる留保財源というものを当初から頭に入
れまして、それが戻ってくるような姿で組まれてお
ります。 
 今回の補正予算におきましても、５,００ ０万円
積みましたけれども、なお１億円を支消してござい
まして、あと５, ０００万円がなお不足している状
況にございます。そういう中におきましては、米沢
議員がおっしゃるような形で、私どもとしては目
いっぱい住民サービスに振り向ける中で事業展開を
考えているところでございますので、議員がおっ
しゃる中での、余してそういう使ってないというこ
とではないというふうに御理解をいただきたいと思
います。 
 以下につきましては、担当の方よりお答え申し上
げます。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問
にお答えをします。 
 国営事業で造成された施設の維持管理というよう
なことでございますけれども、二つございます。一
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つはダム、それから導水路、頭首工、これらの関係
でありますけれども、基幹水利事業でありますけれ
ども、これらについては、事業、国の助成も受けら
れる部分もありますけれども、それ以外の分につき
まして、３町、美瑛町、中富良野町、本町と３町
で、負担率に基づきまして負担するもの、これがお
およそ３８０万円ぐらいの負担と。 
 それから、もう１点は受益者が末端において畑地
かんがいするわけでありますので、これらに対する
給水栓を立ち上げます。そんな中から、これらにつ
いて１栓幾らということで、１栓当たり２万５, ０
００円を受益者に直接するわけでなく、改良区に対
して助成をしたいというふうに考えてございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） それでは、私の方から
何点か申し上げます。 
 まず、公債費の比率等の見込みの御質問があった
かと思いますが、これについては冒頭も助役が申し
上げましたように、交付税を中心に一般財源の減少
傾向で推移していることから、現状より悪化する見
込みで将来予測してございます。 
 なお、詳しい推計値等につきましては、議員のお
手元に予算特別委員会の事前資料として配付してご
ざいますので、そちらの方を御参照願いたいと思い
ます。 
 それと、この国営事業に関連しまして、この１５
年からそれぞれ償還が始まるわけでございますが、
私ども今試算しているところによりますと、ただい
まいろいろ御議論されてございます債務負担行為の
部分を含めますと、ピーク時におきましては、１７
年ごろとなりますが、２億５, ０００万円程度にな
るところでございます。 
 これらのピークにつきましては、全体の公債費の
負担の推移見ましても、やはり３年程度後に元金等
が償還を迎えるということで、全体的にもそのよう
な状況でピークを繰り返していくというような状況
にあります。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 米沢議員の縁故債の関係で
ちょっと私の方からお答え申し上げたいと思います
が、いわゆる償還の期間の問題なのですが、実はこ
の中でガイドライン分というのございまして、この
辺の関係につきましては、国におきましては１０年
の償還期限というふうになってございます。１０年
ということになりますと、町としても大変厳しい状
況でございます。年度で返していく額が相当額にな
りますから、その辺はやはり今の財政状況からいた
しまして、その期間を延ばしていくということが今

後の財政の中で必要だというふうに判断いたしまし
て、信連等の中におきまして、これを１５年まで延
ばしていただくような形で対応してきているところ
でございます。 
 あわせまして、農家の負担の償還につきまして
も、この１５年を基本に償還していただくようなこ
とで対応を図ってございます。 
 また、据え置き期間等がございますけれども、そ
れもないような形で、年度間の負担ができるだけ少
ない方法というようなことで、その辺の配慮もして
きたところでございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、保健福祉課長、答
弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢議員の訪問看
護交通費助成に関する御質問でございますが、この
対象者の関係につきましては、神経難病などの特定
疾患で在宅療養を受けて、訪問看護のサービスを利
用されている方が対象となってございまして、これ
らの利用している方に対しての交通費助成でござい
ますが、１３人おられます。今回の補正は、その利
用回数の伸びによるところでございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、管理課長答弁。 
○管理課長（上村延君） 米沢議員の質問にお答え
します。 
 不登校の当町においての実態、また指導、対策は
ということですが、校内暴力、また、いじめ等が不
登校の問題になっております。現在、１１名不登校
生がおりまして、その対策としまして、専門教員の
配置については、上川教育部、道にも配置の要請を
しているところであります。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） しろがね灌排の問題につ
いては、当然町が最終的な責任という形になりま
す。そこで一番やはり懸念されるのは、やはり農家
個々が営農意欲があっても、この重圧につぶされる
と、そういうような今状況になっていますので、そ
ういった部分を十分配慮した中で、償還に当たって
もきちっとした対策をとらなければ、ただ機械的
に、法的にこうだという形、それは前提ですが、農
家の方もそれは十分知った上で、こういう対処され
て、また一丸となってこれに向けて一生懸命頑張ろ
うということの話ですから、そういうことも含め
て、償還に当たってのそういう配慮を十分前提とし
た償還に対する配慮をしていただきたいというふう
に思いますが、もう一度この点について確認したい
というふうに思っているところです。 
 それと財政的には確かに大変な状況になるかとい
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うふうに思います。財源的にも当然まだ５, ０００
万円ぐらいの不足が出るという形になってきていま
す。そこで、私は毎回言っているのですが、やはり
こういう大変な時期に保健センターを建設すると。
確かに前から計画あって、財源的にも優位な財源が
確保されるという前提の話でありますが、少なくと
もやはりしろがねの償還が終わるまで、こういった
ものについては、やっぱりきちっとした凍結あるい
はすると。今は、この全力重ねてこのしろがねに向
けるというような、やはり財源を確保するという点
でも、町の皆さんがおっしゃっている健全財政を維
持するという点でも、こういう対策というのが必要
だというふうに思うのですが、この点について、厳
しい折でどうしても進めるというような話で、まさ
に逆行しているのではないかと、財政対策確保とい
う点でも、この点についてもう一度確認しておきた
いというふうに思います。 
 さらに交付税の問題では、国が二重三重に、やっ
ぱり自治体に対する交付税の確保という点で、いわ
ゆる地方の財政法にも明記されているように、き
ちっと確保せよという前提が書かれているのだけれ
ども、これをやっぱりないがしろにしているという
ところが、結局地方財政にもしわ寄せを押しつけて
きていると。 
 この臨時対策債という形で財源措置がされている
部分は、確かにこれは事実です。しかし、なおかつ
段階的に係数の見直すという形の中で、やっぱり切
り下げられてきて、それが不足という状況になって
きている部分というのはあると思いますが、やはり
こういった点の矛盾点を行政としてもやっぱり国に
きっちり言うべきものは言わないと、これは自治体
すべての、自治体でなくて国民自身、この上富良野
町民がやっぱり大変なところに追い込まれていると
いう状況ですから、この部分をそういう矛盾点があ
ると思いますが、町長どのようにお考えなのか、そ
れに対して、今後どういうふうに国、道に対して要
望なさろうとしているのか、この点もう一度確認し
たいというふうに思います。 
 あともう一つ、不登校の問題では、確かに教職員
の配置ということで進められるということですが、
それにふさわしく、行政として、教育委員会とし
て、もちろんこの前提となるこの学校の生徒指導の
問題、大まかに言えば、やはり勉強をわかりやすく
するだとか、そういった立体的にきめ細やかな指導
があって初めてこの配置の問題が生きたり、やはり
生きなかったりするということがありますので、こ
ういった勘どころをしっかり持った指導という点
で、やはりこういうことを一つの目安として、やは
りこういう不登校も徐々に少なくしていきたいとい

う指針があるのだろうと思います。 
 今地方では、こういう不登校に対するいわゆる独
自のサークルだとか、あるいはそういった雰囲気の
中で勉強してもらったり、社会に対して体験しても
らったり、遊びを通してやはりこういうものを改善
するという運動も広がっています。そういうものも
含めた対策というのが考えておられるかと思います
が、この点についても伺っておきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 米沢議員の御発言にありましたように、地方財政
は交付税の減額、あるいは、景気低迷に伴います町
税の減収等々で、歳入の減少が著しい中にありまし
て、我が町も同じように財政運営は非常に厳しいと
いう状況にあるわけでありますが、その中にありま
して、１５年から、先ほど来御質疑ございます国営
しろがねの事業完了に伴います償還が始まるという
ようなことで、この多額のしろがねの償還を含めた
中で、我が町の財政も非常に緊迫しているわけであ
りますが、そういう中にありまして、保健福祉総合
センターの建設というのは見送るべきでないかとい
うような御意見でございます。財政運営は非常に厳
しいわけでありますが、議員の御質問の中にもあり
ましたように、現在、国は、補助金、助成金の削減
あるいは廃止という中にありまして、我が町の保健
福祉総合センターの建設におきましては、国の最終
的な対応であります地総債の採択を受けたというよ
うなことで、今回これを見送ると、今後補助金、助
成金等々の対応がなくて、全額一般財源で対応しな
ければならないというような厳しい状況に相なるわ
けでありまして、こういう財政的に厳しい中であり
ますが、しろがね償還を含めた中で、町の財政運営
を十分見きわめて対処しながら、先の見通しを立て
て保健福祉総合センターの建設に向かって対処して
いきたいというふうに思っております。 
 また、交付税関係、地方財源につきましては、私
ども町村会を通じて国の方に十分働きかけていると
ころでありますが、今、国は、小泉内閣におきます
骨太第２弾におきまして、地方財政の位置づけを検
討するというようなことから、三位一体の地方財政
の見直しを図ると、検討をするというようなこと
で、行財政諮問会議の中で、今検討を加えられてい
るところでありますが、これが３月中には中間答申
がなされるだろうというような方向でありました
が、過般の東京における全国町村長大会、また議会
議長大会におきましては、総決起大会におきます小
泉総理の文書を官房長官が代読したわけであります
けれども、その中で、６月以降というところで方向
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が示されるということでありますが、そういうよう
な状況の中で、地方財政の方向づけを位置づけして
いただいた中で、我が町としての今後の財政運営を
も十分見きわめて対処していきたいというふうに
思っておりますので、御理解をいただきたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の不登校
の問題の御質問いただきましたけれども、うちの課
長からも申し上げましたように、今学校現場におい
ては、不登校の問題、また特殊教育の問題、いろい
ろな問題抱えております。その中でも、特に今、校
内暴力だとかいじめの問題については、非常に沈静
化して落ちついておりますけれども、今時代背景的
に大きな問題になっているのは、御指摘のとおり不
登校の問題であります。この件については、ただ教
職員を配置すれば、その不登校が直るということで
はありませんので、議員がおっしゃっているよう
に、地域の子供は地域で育てるということの理念
で、学校現場では専門職員の配置をいただき、ま
た、私たちが子供たちにその不登校の対策に対する
いろいろな、町としても、教育委員会としてもとい
う部分がありますので、それらについては、意を
持って条件整備をするように今努力しておりますの
で、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 ８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 繰り返しみたいな形になる
のだろうとは思うのですが、議員協議会でちょっと
お話を聞いて、御返答いただいた部分もあるのだけ
れども、このしろがね灌排というのは、要するに３
０年ぐらいかかって４５億円ぐらいの金が、現在は
９００億円という膨大な金額になっていることはわ
かってはいるのですが、当時改良区を立ち上げると
きに、二十五、六％の負担だろうと思うのですよ。
それが情勢がいろいろ変わりまして、だんだんだん
だん下がってきて、道営と同じような形にすれとい
うことで、今１０％というように下がったのだろう
と思うのですが、それと土地改良区立ち上げという
ことで、一括償還にしてとにかく軽減をしようとい
う努力をしたということはわかるのですが、どうも
中の話を聞くと、１０％ならだめだと、５％に負け
れやという受益者からの話もあるということをちら
ちらと聞くのですが、やはり当時から見たら、確か
にそれは日にちは、年月はたってはいるのですが、
限度というのが私はあるのだと思うのですよね。町
と話し合いで７. ５という形になったということな
のですが。ただそれだけ安くなったのだから、町で

利息がそれだけもうかったわけだから、それだけ負
担すれやと、こういう話もちらちら聞くのですが、
そういう理屈には私はならないと思うのですね。だ
からそこら辺をきっちりと町としても考えていかな
ければならない部分があるのだろうと思うのです
よ。その状態は私わかるのですわ。 
 だから、今現在野菜をつくって、干ばつになった
ときに、その水を使わせてもらうよと、それを使っ
て、とにかくいい農産物ができましたということ
で、販売するときには果たしてそれだけの利益があ
るのかというと、これだけやっぱり安い農産物が外
国から入ってくるわけですから、まるっきり合わな
いということが出てくると思うのですね。だから、
その辺をどう町としても考えるのかという問題があ
ると思うのですね。 
 それと、中富良野さんあたりの話を聞くと、もう
償還は決まっているわけですから、平成１５年から
払うのだぞと。だから基金の積み立てというのをし
ているのです、実は。うちらの場合は、言われて初
めて急いでちょこちょことやったと。出発点がまず
悪いと、町の考え方の。だから、福祉総合センター
建てるにしても、積立金ないじゃないかと言った
ら、急いでしこしことやって、今２億円か３億円あ
るかわかりませんけれども、そんな程度なのだろう
と思うのです。だから期間何年というスパンを考え
てやるのであれば、当然そのための基金の積み立て
というのが必要なのだろうと私は思うのです。いよ
いよ切羽詰まってからばたばたばたばたしても仕方
ない話なのだろうと思う。その辺の考え方が非常に
希薄だと私は思うのですね。 
 それで、今とにかくこれから１５年４月１日から
支払いは始まるのですが、そうすると、どのぐらい
の人たちが何年後に生き残っていけるのだというも
のが出てくるのだろうと私思うのですよ。そのとき
の町の負担というのは一体どのぐらいになるのだと
いう試算をちょっと聞かせていただきたいと思うの
ですよ。その辺をどんなふうに考えているかなと思
うのですね。まず、その辺からひとつお聞かせを願
いたいと。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 仲島議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 先ほど、米沢議員のところでも申し上げたところ
でもございますけれども、前段のところは省かせて
いただきまして、対応のまずさの点につきまして
は、非常にいわゆる３０年という長いスパンの中
で、どの辺のところでこの辺の対応を図っていくか
ということは、なかなか難しい話でございました。
私も財政にかかわった中で、この辺のところの対応
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については、早くやはり積み立てを講じて、これに
対応していくというような点で、補助者としての意
見は申し上げてきたところでございます。 
 そういう中におきまして、尾岸町長になりまし
て、即、この積み立ての方法に取り組んできたとい
うことで、おくればせながらその対応を図ってきた
という点におきましては、その辺の御理解を賜って
おきたいというふうに思っております。 
 この辺の今回の軽減対応につきましては、やはり
農家の生き残りというところが一番重要なポイント
だというふうに思っております。そういう中で、こ
の負担によって農業経営ができなくなってしまうと
いうところが大きなポイントになるという点から、
やはり現在行われている道営のパワーアップ並みの
事業のところで、町としてもこの辺が最低限の譲れ
るところではないかというような点で、今日の農業
情勢の背景踏まえた中で、農業者の今後の自主自立
的なことも考えまして、この思い切った軽減対策を
講じたという内容でございますので、その点御理解
を賜っておきたいなというふうに思っております。 
 この途中経過におきましては、何回かお話し申し
上げておりますけれども、従来５８年にこの国営事
業の関係につきまして、受益者が、いわゆる地元負
担は最終的に町が責任を持つというようなことで議
会の議決を賜って、国に対してそういう制度の仕組
みになってございましたから、そういうようなこと
で対応してきた経緯にございます。そういう中にお
きましては、当初の段階におきましては、２６％の
負担割合というのが農家の負担でございました。そ
ういう中で、農業情勢の厳しい中におきまして、国
におきましても、その耕種の変更等によりまして、
農家負担から町負担への切りかえの措置もこの中に
ございました。そういう中でやりましても、依然厳
しい状況という中で、今回それ以上の負担軽減とい
うことに配慮いたしまして、農家が今後存続できる
ような形ということを趣旨に、この対応を図ってき
たところでございます。 
 そういう中で対応しているところでございまし
て、町といたしましてもそういう負担で、今後将来
どうなるかという点につきましても、先ほども申し
上げておりましたとおり、十分国の財政支援だと
か、そういうところを見きわめた中で、町の財政運
営等についても十分留意して運営をしていくという
とこが今後求められるというふうに思っておりま
す。そういう中におきましては、歳出構造の思い
切った改革等をやりまして、これらに対処してまい
りたいというふうに思っております。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 ８番仲島康行君。 

○８番（仲島康行君） それは軽減して農家の人た
ちの生き残り策をするのだということは、それは結
構なことなのですが、では今ここまでの負担率を下
げたわけだから、農家の人はずっとやっていけると
いう保障あるわけですか。私は、またそこでもだめ
になってしまうと思うのですよ、出てくると思う
よ、情勢によっては。それはだんだんだんだん負担
がふえていくわけですよ。その辺の見きわめはっき
りしないと、まあここまで軽減したのだから、農家
の人が営農しやすいようにするのだぞという努力し
たのはわかるのだけれども、ではこれでもうこの保
障はこのままいけば、間違いなく今現在農家やって
いる方が存続していくのだという保障があるのかな
いのか、そんなものどうしてわかるのですか、わか
るわけないでしょう、そんなもの。経営状態が、そ
んな決算書でも全部持ってくれば別だよ、それは。
だからその辺が甘いのだろうと思うのですね、僕
は。結局１０％でやってだめだと、７.５に 下げた
と、その分の利息をとにかく町でもうかったという
理屈には私はならないと思うのですね。これ支払い
するというのは、全部税金ですから、私は絶対だめ
だと言ってないのですよ。借りた分は払うの当たり
前だということを言っているのです。確かにそれ
は、初めのときは町が判こついたのだから全額保障
するぞということなのですが、では全額町で保障し
たら水一切使わさないのかと、そんな理屈にもなら
ないわね、当然。その辺、受益者の方どういう考え
でいるのかなと思うのです。ないそでは振れないか
ら払わないぞという理屈になるのであれば、我々も
考えなければならない。町から金借りて、もうだめ
だと、払えないから勝手にしてくれというようなこ
とになってくるのだろうと思うので、その辺はどう
考えるの。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 仲島議員の再質問にお答え
申し上げます。 
 私どもこういう中で軽減対策を設けた中には、今
言われますとおり、農家が絶対つぶれないという保
障はございません。ただ、先ほど申し上げましたと
おり、最終的には町が責任を持つという点におきま
しては、何ら変わってございません。 
 今回この軽減対策におきましても、その辺の農家
自身が生き残りを図れる、厳しくても生き残りを図
れるのだという自立のところが、ひとつこの負担軽
減の中で、その重さをある程度勘案した中で考えて
いただくということがより重要でございますので、
町といたしまても、こういう軽減対策措置として、
この受益者の負担の皆さんの重い責任という点につ
きましては、私どもといたしましても、十分その辺
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申し上げてきているところでございます。 
 そういう中で、新しい土地改良区の中で、それぞ
れ受益となる農家の皆さんにおきましては、こうい
う町の厳しい状況を踏まえるとともに、またみずか
ら厳しい状況ではありますけれども、その自立した
中でやっていただくことを今後期待を申し上げなけ
ればならないし、町としても、その辺のところ十分
留意しながら対応していくということで考えていき
たいというふうに思っております。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１０号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第１０号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第１１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第１１号平
成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予
算（第４号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第１１号平成１４年度上富良野町国民健
康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、
提案の要旨を御説明申し上げます。 
 第１点は、国民健康保険財政調整基金の平成１４
年度分基金利子の歳入計上と同額を同基金に積み戻
しするため、補正をお願いするものであります。 
 第２点目は、一般、退職いずれの医療給付件数も
増加していることに対応いたしまして、これらの審
査支払手数料につきまして増額補正をお願いするも
のであります。 
 第３点は、歳出補正の財源として不足する額を予
備費をもってこれに充てようとするものでありま
す。 
 以下、議案を朗読しながら説明申し上げます。 
 議案第１１号平成１４年度上富良野町国民健康保
険特別会計補正予算（第４号）。 
 平成１４年度上富良野の国民健康保険特別会計の
補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ１０億２, ８１３万５, ０００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 １ページ、２ページをお開きください。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。 
 補正額についてのみ申し上げます。 
 ７款財産収入、１項財産運用収入、補正額２２万
円、補正の総額２２万円。補正後の総額は１０億
２, ８１３万５, ０００円となるところであります。 
 ２、歳出。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費１０万円、７款基
金積立金、１項基金積立金２２万円、１０款予備
費、１項予備費１０万円の減であります。歳出補正
の総額２２万円。補正後の総額１０億２, ８１３万
５, ０００円となるところでございます。 
 ３ページ、４ページの歳入歳出予算補正事項別明
細書、１、総括につきましては説明を省略いたしま
して、５ページ、６ページ目をお開きいただきたい
と思います。 
 ２、歳入。 
 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び
配当金２２万円。これにつきましては、当初御説明
申し上げましたように、財政調整基金の現在高に対
応いたします基金の利子であります。 
 ７ページ、８ページをお開きいただきたいと存じ
ます。 
 ３、歳出。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費、５目審査支払手
数料、補正額１０万円でございます。これにつきま
しては、先ほど申し上げましたように、件数の増に
伴いまして、国保連合会への審査支払手数料をお願
いするものでございます。 
 ７款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整
基金積立金２２万円。これにつきましては、１４年
度分の基金利子を同額基金へ積み戻ししようとする
ものでございます。積み立て後の総額につきまして
は、１億４, ６６４万７, ０００円を予定していると
ころでございます。 
 １０款予備費、１項予備費、１目予備費１０万円
の減。これにつきましては、歳出に要する不足財源
として充当しようとするものでございます。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めいただきますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第９ 議案第１２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第１２号平
成１４年度上富良野町介護保険特別会計補正予算
（第３号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第１２号上富良野町介護保険特別会計補
正予算（第３号）につきまして、提案理由を申し上
げます。 
 補正の要旨でございますが、１点目としまして、
施設介護サービス費、居宅介護支援計画作成費など
保険給付費の実績見込み、精査によります増減額の
補正、それからその給付費用の補正に伴い、ルール
負担分の国庫負担金、道負担金など特定財源の減額
補正を行うものでございます。 
 ２点目といたしましては、保険給付費の支給限度
額を超えて短期入所介護を必要とする方に対して、
上乗せサービスとして町独自で実施してございます
特別給付費において、利用回数の伸びが見込まれ、
既定予算額に不足が生じることから、所要額の補正
と、その費用に充てる一般会計の繰入金の補正を行
うものでございます。 
 ３点目としまして、本年４月から見直しとなりま
す介護報酬及び要介護認定調査項目につきまして、
既存の電算処理システムを改修する必要があること
から、国庫補助金を受けて改修費用を補正するもの
でございます。 
 以上が補正の主な内容であります。以下、議案を
朗読しながら御説明を申し上げます。 
 議案第１２号平成１４年度上富良野町介護保険特
別会計補正予算（第３号）。 
 平成１４年度上富良野町の介護保険特別会計の補
正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ１, ０１８万７, ０００円を減額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ５億４, ５０３万円とす
る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 以下、補正額のみを申し上げます。 
 １、歳入。 
 ２款国庫支出金４９３万９, ０００円の減、１項
国庫負担金１９１万４,０ ００円の減、２項国庫補
助金３０２万５, ０００円の減、３款道支出金１１
９万６, ０００円の減、１項道負担金１１９万６, ０
００円の減、４款支払基金交付金、１項支払基金交
付金３１５万８, ０００円の減、５款財産収入、１
項財産運用収入２,００ ０円、６款繰入金、１項他
会計繰入金８９万６, ０００円の減、歳入合計の補
正額１, ０１８万７, ０００円の減であります。 
 ２、歳出。 
 １款総務費１３８万１,００ ０円、１項総務管理
費２２０万５, ０００円、３項介護認定審査会費８
２万４, ０００円の減、２款保険給付費、１項介護
サービス等諸費９５７万円の減、４款特別給付費、
１項特別給付費３０万円、５款基金積立金、１項基
金積立金２,００ ０円、７款予備費、１項予備費２
３０万円の減、歳出合計の補正額が１, ０１８万７,
０００円の減でございます。 
 ３、４ページの歳入歳出補正事項別明細書総括に
つきましては省略いたします。 
 ５ページ、６ページでございます。歳入について
内容を申し上げます。 
 ２款国庫支出金につきましては、保険給付費の実
績見込みに伴います負担率相当分の減額と事務費の
精査によります減であります。 
 また、事業費補助金につきましては、介護報酬及
び要介護認定調査項目の見直しに伴います電算処理
システム改修費補助の計上であります。 
 次、３款道支出金と４款支払基金交付金につきま
しても、国庫支出金と同じく、同様に保険給付費の
実績見込みに伴います減であります。 
 次、５款財産収入でありますが、介護保険事業基
金の利子が生じたことによります補正であります。 
 次、６款繰入金、一般会計繰入金でありますが、
国、道支出金などと同じく保険給付費の実績見込み
による減と、短期入所後の特別給付費の伸びに伴い
ます増額補正であります。 
 次、７ページ、８ページをごらんいただきたいと
思います。 
 歳出、総務費につきましては、先ほど歳入でも申
し上げましたとおり、介護報酬及び要介護認定調査
項目の見直しに伴います電算処理システムの計上
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と、それから主治医意見書作成料の減額でありま
す。 
 次、２款保険給付費につきましては、実績見込み
精査によりまして、居宅介護支援計画作成費が増額
でございますが、施設介護サービス費、それから福
祉用具購入費、住宅改修費におきましては、利用者
数、利用件数が当初より下回ることにより減になる
ところでございます。 
 次、４款特別給付費につきましては、歳入で申し
上げたとおり、町独自の上乗せサービスであります
短期入所介護が、当初より利用回数の伸びが見込ま
れることによる計上であります。 
 次、５款基金積立金につきましては、先ほど歳入
で申し上げたとおり、基金で生じた利子分の積立金
の補正であります。 
 ７款予備費につきましては、歳入歳出不足額につ
き、予備費をもって充当することの計上でございま
す。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまし
て、御議決くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑を賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１０ 議案第１３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１０ 議案第１３号
平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正
予算（第５号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第１３号平成１４年度上富良野町簡
易水道事業特別会計補正予算（第５号）につきまし
て、初めに補正の要旨を御説明申し上げます。 
 歳入につきましては、事業費の確定に伴いまして
一般会計からの繰入金の減額と、道路工事に伴いま
す水道管移設の補償費の確定によります雑入の減額
でございます。 
 歳出につきましては、一般管理費の事業費確定に
よります減額補正でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第１３号平成１４年度上富良野町簡易水道事
業特別会計補正予算（第５号）。 
 平成１４年度上富良野町の簡易水道事業特別会計
の補正予算（第５号）は、次に定めるところによ
る。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ３０１万４, ０００円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ７, ３６６万６, ０００円と
する。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。 
 ２款繰入金、１項繰入金２０２万２,００ ０円の
減、４款諸収入、２項雑入９９万２, ０００円の
減、歳入の合計としまして３０１万４,００ ０円の
減でございます。 
 ２、歳出。 
 １款衛生費、１項簡易水道事業費３０１万４, ０
００円の減、歳出の合計３０１万４,０ ００円の減
でございます。 
 ２ページから３ページの歳入歳出予算補正。 
 事項別明細書の１、総括につきましては、説明を
省略させていただきます。 
 ４ページから５ページをお開き願いたいと思いま
す。 
 ２、歳入。 
 ２款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金２
０２万２,０ ００円の減につきましては、事業費確
定によります減額するものでございます。 
 ４款諸収入、２項雑入、１目雑入９９万２,００
０円の減につきましては、水道管移設の確定により
ます工事補償費の減でございます。 
 ３、歳出。 
 １款衛生費、１項簡易水道事業費、１目一般管理
費３０１万４, ０００円の減につきましては、里仁
浄水場の水量・水質調査の委託料の執行残及び道路
工事等に伴います水道管移設工事の工事請負費の減
でございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして議決くださいますようよろしく
お願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
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 これより、質疑を賜ります。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 議案第１４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１１ 議案第１４号
平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計補
正予算（第４号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第１４号平成１４年度上富良野町公
共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきま
して、初めに補正の要旨を御説明申し上げます。 
 歳入の１点目といたしまして、汚水排水量の増加
によります使用料の増加、また２点目といたしま
て、事業費精査及び自己財源充当によります一般会
計からの繰入金の減額補正でございます。 
 歳出につきましては、事業費精査に伴います減額
及び一時借入金確定によります公債費の減額補正で
ございます。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第１４号平成１４年度上富良野町公共下水道
事業特別会計補正予算（第４号）。 
 平成１４年度上富良野町の公共下水道事業特別会
計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ
る。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ２,２０ ０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ８億７, ４００万１, ０００円とす
る。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 債務負担行為の補正。 
 第２条、債務負担行為の追加及び廃止は、「第２
表 債務負担行為補正」よる。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料３００万円、
４款繰入金、１項繰入金２, ５００万円の減、歳入
の合計２, ２００万円の減でございます。 
 ２、歳出。 
 １款下水道事業費３１０万円の減、１項下水道管
理費２９０万円の減、２項事業費２０万円の減、２
款公債費、１項公債費６０万円の減、３款予備費、
１項予備費１, ８３０万円の減、歳出の合計といた
しまして、２,２００万 円の減でございます。 
 ３ページをお開き願いたいと思います。 
 第２表、債務負担行為補正。 
 （１）追加。 
 浄化センターの維持管理業務につきましては、現
行の契約年が平成１５年３月をもちまして期間満了
となりまして、新年度からの水処理また汚水処理な
どの機器類の稼働に支障が生じないよう、業務契約
を年度内に行うため、債務負担をお願いするもので
ございます。 
 期間につきましては、平成１４年度から平成１５
年度、契約は平成１４年度、支払いは１５年度、限
度額４, ２９４万５, ０００円でございます。 
 （２）の廃止につきましては、平成１４年度の水
洗化等改造資金貸し付けに伴う利子補給金としまし
て１０件を見込んでおりましたが、申し込み希望者
がなかったことにより廃止するものでございます。 
 ４ページ、５ページの歳入歳出予算補正事項別明
細書、１、総括につきましては、説明を省略させて
いただきます。 
 次の６ページから７ページをお開き願いたいと思
います。 
 ２、歳入。 
 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道
使用料３００万円、これにつきましては、先ほど申
し上げましたように、汚水排水量の増によるもので
ございます。 
 ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金
２, ５００万円の減につきましては、従来、執行残
につきましては次年度繰越金として計上しておりま
したけれども、消費税の確定申告時、一般会計繰入
金につきましても消費税が課税されることから、繰
入金を減額しまして節税を図るものでございます。 
 ３の歳出、１款下水道事業費、１項下水道管理
費、１目一般管理費１８０万円の減につきまして
は、水洗化等の改造補助金の精査によるものでござ
います。 
 ２目の施設管理費１１０万円の減につきまして
は、新設の汚水ポンプ場の電話加入料、手数料の確
定、及び管渠清掃、また管渠管理の作成図などの委
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託料の精査、また工事費につきましては、汚水マン
ホール等の維持補修の執行残でございます。 
 また、２項の事業費の１目建設事業費の２０万円
の減につきましては、工事に伴います水道管移設
費、報償費の確定によるものでございます。 
 ２款の公債費、１項公債費、２目利子６０万円の
減につきましては、一時借入金利子の精査によるも
のでございます。 
 ３款予備費、１項予備費、１目予備費１, ８３０
万円の減につきましては、収支の差額を計上しよう
とするものでございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして議決くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑を賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１４号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５７分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 

──────────────────                
◎日程第１２ 議案第１５号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第１２ 議案第
１５号平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事
業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたし
ます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 特別養護老人ホーム所長。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） た だい
ま上程いただきました議案第１５号平成１４年度上
富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算
（第３号）につきまして、提案の要旨を御説明申し
上げます。 
 第１点といたしまして、利用者の増によりまし
て、サービス収入及び自己負担の増額補正でござい
ます。 

 第２点といたしまして、道補助金の生きがい対応
型デイサービス補助金の額が確定いたしましたので
増額補正するものでございます。 
 第３点といたしまして、今後の支出見込み等を精
査いたしまして、関係する経費を減額補正するもの
でございます。 
 第４点といたしまして、収入及び支出額を精査
し、今後、不測の財政需要に備えるため、予備費に
増額補正するものでございます。 
 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第１５号平成１４年度上富良野町ラベンダー
ハイツ事業特別会計補正予算（第３号）。 
 平成１４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業
特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ
ろによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
４５５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ３億２, ３４４万４, ０００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債
務を負担する行為をすることができる事項、期間及
び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 
 第１ページをお開きいただきたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。 
 補正額のみ申し上げます。 
 第１款サービス収入３６０万円、１項介護給付費
収入２３０万円、３項自己負担金収入１３０万円、
２款道支出金５０万円、１項道補助金５０万円、６
款諸収入４５万円、１項雑入４５万円、歳入の補正
額の合計は、４５５万円でございます。歳入の合計
は、３億２, ３４４万４, ０００円となります。 
 ２、歳出。 
 １款総務費１３０万円の減、１項施設管理費１３
０万円の減、２款サービス事業費４２０万円の減、
１項居宅サービス事業費９０万円の減、１項施設介
護サービス事業費３３０万円の減、５款予備費１,
００５万円、１項予備費１, ００５万円、歳出の補
正の額の合計は、４５５万円でございます。歳出の
合計は、３億２, ３４４万４, ０００円となります。 
 第２表、債務負担行為。 
 年度初めの業務を事前に債務負担行為をすること
によりまして、４月１日からの業務開始に支障のな
いように債務負担行為をするよう、行為をお願いす
るものでございます。 
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 施設警備業務委託、期間は平成１４年度から１５
年度です。限度額は、３２３万４, ０００円です。 
 施設清掃業務委託、期間は平成１４年度から平成
１５年度、２９４万円。 
 施設洗濯業務委託、期間は平成１４年度から平成
１５年度、金額は２９４万円。 
 ４ページ、５ページの歳入歳出予算事項別明細書
は、説明は省略させていただきます。 
 ６ページ、７ページをお開きいただきたいと思い
ます。 
 ２、歳入。 
 補正額のみ申し上げたいと思います。 
 １款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居
宅介護サービス収入２３０万円、これはショートス
テイ利用者増によるものでございます。 
 １款サービス収入、３項自己負担金収入、これは
特養利用者とショートステイ利用者増の自己負担金
によるものでございます。 
 ２款道支出金、１項道補助金、これは生きがい対
応型デイサービス事業補助金の額が確定したもので
ございます。 
 ６款諸収入、１項雑入、これは施設実習等の謝礼
及び配食サービス収入によるものでございます。 
 ３、歳出。 
 １款総務費、１項総務管理費、１節一般管理費、
これは事業精査により不用となるため減額するもの
でございます。 
 ２款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、
これは今後の支出見込み額を精査いたしまして、関
係する経費を減額補正するものでございます。 
 ２目居宅支援サービス事業費、これは財源の組み
替えでございます。 
 ２款サービス事業費、２項施設介護サービス事業
費、これは事業精査により不用となるため減額する
ものでございます。 
 ５款予備費、１項予備費、これは歳入歳出を精査
いたしまして、今後の不足する財政需要に備えるた
めに予備費に増額するものでございます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。御審議い
ただきまして、お認めいただきますよう、よろしく
お願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑を賜ります。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 現在入所者の人数は何名
になっておりますでしょうか。 
 それと、入所者の介護度合い、１から５まである
と思うのですけれども、その内訳はどのようになっ

ているのでしょうか。 
 それと、現在待機者は何名ぐらいいるのかどう
か、ちょっと教えていただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 特別養護老人ホーム所長、
答弁。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） １ ５番
村上議員の御質問にお答えします。 
 現在の入所者は５０名でございます。それと、特
例で２名入所いたしまして、現在５２名入所いたし
ております。 
 待機者については、６５名でございます。 
 介護度が１の方が４名、２の方が８名、３の方が
１４名、４の方が１１名、５の方が１５名です。合
計５２名で、平均で３. ５です。以上でございま
す。 
 待機者は６５名。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１３ 議案第１６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 議案第１６号
平成１４年度上富良野町水道事業会計補正予算（第
２号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第１６号平成１４年度上富良野町水
道事業会計補正予算（第２号）につきまして、初め
に補正の要旨を御説明申し上げます。 
 収益的収支につきましては、水道施設の修繕費用
等の増額分を予備費から充当するものでございま
す。 
 また、資本的収支につきましては、事業量、事業
費精査によります減額補正でございます。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第１６号平成１４年度上富良野町水道事業会
計補正予算（第２号）。 
 総則。 
 第１条、平成１４年度上富良野町水道事業会計の
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補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 収益的収入及び支出。 
 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。 
 補正予定額のみを申し上げます。 
 支出。 
 第１款水道事業費用、第１項営業費用１８８万
９, ０００円、第２項営業外費用２６万５, ０００
円、第３項特別損失１万１, ０００円、第４項予備
費２１６万５,０００円 の減。 
 資本的収入及び支出。 
 第３条、予算第４条本文括弧書き中「不足する額
６, ３８０万円」を「不足する額６, ０３４万３, ０
００円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金６,
３８０万円」を「過年度分損益勘定留保資金６, ０
３４万３,０ ００円」に改め、資本的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正しようとするものでござ
います。 収入。 
 第１款資本的収入３７３万９,００ ０円の減、第
１項企業債２７０万円の減、第２項負担金１０３万
９, ０００円の減。 
 支出。 
 第１款資本的支出、第１項建設改良費７１９万
６, ０００円の減。 
 次のページの平成１４年度上富良野町水道事業会
計予算実施計画につきましては、説明を省略させて
いただきます。 
 ３ページ、４ページの収益的収入及び支出明細書
につきまして御説明申し上げます。 
 １、支出。 
 １款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び
浄水費、６節修繕費１００万１,００ ０円につきま
しては、導水管の途中にあります接合井の修理費用
に充てるものでございます。 
 ２目配水及び給水費、３節修繕費８８万８,００
０円につきましては、配水管の漏水修理に充てるも
のでございます。 
 ２項営業外費用、３目消費税、１節消費税２６万
５, ０００円につきましては、消費税の納付確定に
よるものでございます。 
 ３項特別損失、２目その他特別損失、１節その他
特別損失１万１, ０００円につきましては、配水管
布設替に伴います固定資産の精査によるものでござ
います。 
 ４項予備費、１目予備費２１６万５,００ ０円の
減につきましては、収支の差額を計上しようとする
ものでございます。 
 ５ページ、６ページの資本的収入及び支出明細書
につきまして御説明申し上げます。 

 １、収入。 
 １款資本的収入、１項企業債、１目企業債、１節
企業債の２７０万円の減につきましては、日の出浄
水場の電気計装設備更新の事業費の確定によるもの
でございます。 
 ２項負担金、１目負担金、１節負担金１０３万
９, ０００円の減につきましては、下水道事業施設
工事に伴います水道管移設工事補償費の確定による
ものでございます。 
 ２、支出。 
 １款資本的支出、１項建設改良費、１目機械及び
装置費、２節工事請負費１５３万９,０ ００円の減
につきましては、検満工事の取付け費用の確定によ
るものでございます。 
 ２目配水管設備費、１節工事請負費２８１万６,
０００円の減につきましては、北６条と北７条の配
水管の布設がえ、それと下水道工事に伴います水道
管移設工事の執行残でございます。 
 ３目施設整備費、１節工事請負費２６９万円の
減、同じく２節委託料９万７, ０００円の減、これ
につきましては、日の出浄水場の電気計装設備更新
事業の事業費の確定によるものでございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして議決くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。 
 済みません、議決案件の中で漏れていましたの
で、追加させていただきます。 
 第４条といたしまして、予算第５条に定めた起債
の限度額を３, ２３０万円に改める、これを追加し
ていただきたい。済みません、抜けていましたので
追加いたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑を賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１６号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１４ 議案第１７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１４ 議案第１７号
平成１４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第
３号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第１７号平成１４年度上富良野町病院事
業会計補正予算（第３号）につきまして、最初に提
案の要旨を御説明申し上げます。 
 補正の１点目は、債務負担行為の設定でありま
す。清掃、洗濯、警備、ボイラー取扱主任者業務等
の施設管理業務と、維持に関する業務について、新
年度の初日から業務を開始させなければならないこ
とから、本年度において業務契約の事務手続を行う
必要があることから、債務負担行為を設定するもの
であります。 
 なお、現行のボイラー取扱主任者の任を担う職員
は３月末日定年退職となることから、新年度におい
ては、これら業務を外部に委託しようとするもので
あります。 
 ２点目は、医療機械の購入において、執行額が確
定したことにより、借り入れいたします企業債の限
度額の変更を行うものであります。 
 また、予算の収支において額の確定による所要の
措置を講じるものであります。 
 ３点目は、寄附金の計上であります。 
 町民の方より寄附金３０万円をいただきましたこ
とから、御寄附の趣旨に沿いまして、備品等の購入
に関しての所要の費用を計上するものであります。 
 以下、議案を朗読をもって御説明といたします。 
 議案第１７号平成１４年度上富良野町病院事業会
計補正予算（第３号）。 
 総則。 
 第１条、平成１４年度上富良野町病院事業会計の
補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 資本的収入及び支出。 
 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。 
 科目及び補正額のみ申し上げます。 
 収入。 
 第１款資本的収入４６９万５,００ ０円の減、第
１項出資金１０万５, ０００円、第２項企業債５１
０万円の減、第３項寄附金３０万円。 
 支出。 
 第１款資本的支出４６９万５,００ ０円の減、第
２項建設改良費４６９万５,０００円 の減。 
 債務負担行為の補正。 
 第３条、予算第５条に定めた債務負担行為の追加
は、次のとおりと定める。 
 事項、町立病院管理業務並びに維持等業務。 
 期間、平成１４年度から１５年度。 
 限度額、３,６９１万 ４, ０００円。 
 企業債。 

 第４条、予算第６条に定めた起債の限度額１億
１, ８５０万円を１億１, ３４０万円に改める。 
 １ページ、２ページの実施計画については、説明
を省略させていただきます。 
 ３ページ、４ページお開きをいただきたいと思い
ます。 
 科目及び補正予定額のみ申し上げます。 
 １、収入。 
 １款資本的収入４６９万５, ０００円の減、１項
出資金、１目他会計出資金、１節一般会計出資金１
０万５, ０００円。これにつきましては、建設改良
費の財源として、政府資金を活用いたしてございま
すが、耐用年数４年以下のものについては対象とな
らないことから、民間資金を活用予定をいたしてお
ります。 
 政府資金のいわゆる１０万円以下と民間資金の１
０万円以下の合計額１０万５, ０００円について、
一般会計から出資金として計上させていただいてい
るところでございます。 
 ２項企業債、１目企業債、１節企業債５１０万円
の減でございます。これにつきましては、医療機
械、ＣＴほか３点の購入についての額が確定したこ
とから、不用額となる費用について減額を行うもの
でございます。 
 ３項寄附金、１目寄附金、１節の寄附金３０万
円、これにつきましては、町民の方より患者のため
にお使いくださいといったことで御寄附をいただい
たものでございます。 
 ２、支出。 
 １款資本的支出、２項建設改良費、１目資産購入
費、１節医療機械４６９万５, ０００円の減につき
ましては、ＣＴ装置等医療機械の購入に関する額の
確定したことによる不用額の減額でございます。 
 また、寄附金等の執行において、患者用備品購入
をさせていただきたく、３０万円の予算計上をいた
したところでございます。 
 ５ページお開きいただきたいと思います。 
 債務負担行為に関する調書でございまして、前段
で申し上げました施設管理業務、また、維持業務等
に関しての限度額、支払い義務発生の期間及び予定
額、財源内訳を調書としてまとめたものでございま
す。 
 御審議賜りまして、お認めくださいますようお願
いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑を賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
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疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全
部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ
ます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 明３月４日は、本定例会の２日目で、開会は午前
９時でございます。定刻までに御出席賜りますよう
お願い申し上げます。 
 以上です。 

午後 １時２８分 散会 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 １８名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 昨日に引き続き、御出席ま
ことに御苦労に存じます。 
 ただいまの出席議員は、１８名であります。 
 これより、平成１５年第１回上富良野町議会定例
会２日目を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 議会審議資料として、平成１５年度一般会計予算
（案）の概要、平成１５年度総合計画実施計画書、
行財政改革実施計画推進状況、その他予算関係資料
を配付いたしております。 
 また、本日、平成１５年度上川南部消防事務組合
一般会計予算書、平成１５年度富良野広域串内草地
組合一般会計予算書並びに平成１５年度富良野地区
環境衛生組合一般会計予算書をお手元にお配りいた
しましたので、審議の参考としていただきますよう
お願い申し上げます。 
 なお、一般質問の通告期限は、本日午後３時まで
でございます。時間内に通告を賜りますようお願い
申し上げます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 
○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
    １５番 村 上 和 子 君 
    １６番 清 水 茂 雄 君 
を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第 ２ 執行方針から 
日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 町政執行方針、
教育行政執行方針、日程第３ 議案第１号平成１５

年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議案第２
号 平成１５年度上富良野町国民健康保険特別会計
予算、日程第５ 議案第３号平成１５年度上富良野
町老人保健特別会計予算、日程第６ 議案第４号平
成１５年度上富良野町介護保険特別会計予算、日程
第７ 議案第５号平成１５年度上富良野町簡易水道
事業特別会計予算、日程第８ 議案第６号平成１５
年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程
第９ 議案第７号平成１５年度上富良野町ラベン
ダーハイツ事業特別会計予算、日程第１０ 議案第
８号平成１５年度上富良野町水道事業会計予算、日
程第１１ 議案第９号平成１５年度上富良野町病院
事業会計予算の件を一括して議題といたします。 
 まず、町長より、町政執行方針について説明を求
めます。 
 町長、尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 平成１５年第１回定例町議
会の開催に当たり、町政執行の基本姿勢について、
その概要を申し述べさせていただきます。 
 さて、我が国の経済は、米国経済の先行き懸念や
株価低迷の影響などから、横ばいで推移することが
見込まれており、引き続き厳しい実態にあります。 
 国においては、この厳しい経済情勢にあっても、
日本経済の再生を図る道は、聖域なき構造改革を敏
速かつ着実に推進する以外にないと言われ、経済活
性化に向けた金融システム改革、税政改革、規制改
革、歳出改革の４本柱の構造改革を一体的かつ整合
的に実行されようとしております。 
 また、デフレを抑制しながらも、民間需要主導の
持続的な経済成長の実現を目指すことを基本に、経
済、財政運営を行うこととされております。 
 このような状況下にあって、地方においては分権
時代への対応、地方交付税など主要財源の削減され
ることへの対応、少子高齢社会への対応などに向
け、従前の行財政のあり方を根本から見直す大改革
とあわせて、市町村合併に関する幅広い議論を重ね
ることが強く求められております。 
 本町においても、この市町村合併は将来の上富良
野町の町づくりの方向を定める大変重要な課題であ
ることから、国や道、近隣市町村の動向を把握する
とともに、北海道の地理的特殊性を考慮してまとめ
た北海道町村会、町村議長会による市町村のあり方
についての提言や、道による北海道の基礎的自治体
のあり方についての提言、第２７次地方制度調査会
で検討されている基礎的自治体の方向性、小泉総理
が提唱する地方財政改革における骨太方針第２弾で
示している三位一体での地方への税財源配分のあり
方など、今後、これらの示される方向性や改革案の
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中身についても十分に注視しなければならなく、今
まさに、地方自治体は大きな変革の節目を迎えてお
ります。 
 今後、これらの動向を踏まえ、逐次情報の提供を
申し上げながら、議員各位、町民皆様の意見を伺
い、自立の道を歩むべきか、また合併の道を歩むべ
きか、はたまた新しい枠組みでの自治体の方向に進
むものか、我が郷土、上富良野町の将来を見据え
て、その方向性を見きわめていくことが私に課せら
れた使命と痛感いたしております。 
 それでは、町政執行の基本であります財政運営に
ついて申し上げます。 
 国家財政、地方財政ともに危機的な状況のもと
で、地方交付税を初めとする税財源の抑制が余儀な
くされている一方、公債費や既定施策経費、また国
営土地改良事業負担金の償還が始まるなど、義務的
経費の占める割合が高くなることから、財政の硬直
化傾向は一段と厳しさを増す重い課題を抱えており
ます。 
 とりわけ、低迷する経済背景のもとで、国が地方
の財政を主導している今日、町の今後の財政見通し
を見きわめていくことは大変困難でありますが、こ
の厳しい状況を乗り切っていくために、財政改革の
断行は緊急かつ優先課題と考えております。このた
め、行政内部における大胆な自己改革の断行はもち
ろん、受益を受ける者はみずから負担するという、
いわゆる受益者負担の原則にのっとり、財政構造そ
のものを抜本的に改革していくことを基本として、
職員ともども必死の覚悟で取り組み、平成１６年度
を初年度とする新たな行財政改革大綱を本年度中に
策定し、町民の期待と負託にこたえ、町づくりに全
力を尽くしてまいる所存でありますので、議員各位
並びに町民皆様の特段の御支援と御協力をお願い申
し上げます。 
 以下、町政執行に当たっての方針と、各施策につ
いて申し上げます。 
 第４次上富良野町総合計画が目標とする「四季彩
のまち・かみふらの～ふれあい大地の創造」を目指
し、町づくりの基本方針として掲げている「新時代
をひらく取り組み」「町民主役の取り組み」「ソフ
ト重視の取り組み」「情報発信・受信の取り組み」
「連携のとれた取り組み」を基本にしながら、四つ
の柱である「豊かな心の人のまち」「活力ある産業
のまち」「住みよい快適なまち」「共に創るまち」
の各分野の諸施策を推進してまいります。 
 初めに、一つ目の柱である「豊かな心の人のま
ち」づくりついてであります。 
 国際的にも国内的にも大きく変化する社会にあっ
て、本町が真の豊かさや生きがいと活力に満ちた地

域社会を築いていくためには、その基盤となる人づ
くりが最も重要であります。このため、教育委員会
とも十分連携をとりながら、生涯学習の観点に立っ
て、幼児から高齢者までの各期にわたり、教育、文
化、スポーツなど、各領域にわたる学習の場の条件
整備に努めてまいります。 
 人材育成では、友好都市提携を結んでいるカナダ
国カムローズ市と三重県津市との交流をより一層促
進するため、本年度は小・中・高校生の派遣を計画
いたします。 
 男女共同参画の社会づくりでは、審議会などの附
属機関を含め、行政組織の中で女性がより各分野で
活動していただく機会の拡充に努め、男女共同の町
づくりがより一層推進されるよう努めてまいりま
す。 
 町民の皆さんが待望していましたパークゴルフ場
は、本年度からオープンし、町民の健康づくりとコ
ミュニケーションの場として有効に活用されるよう
促進を図ってまいります。 
 健康と福祉の施策については、町民のだれもがい
つまでも健康で安心して暮らすことができるよう、
保健・福祉・医療が相互に連携を図りながら各施策
を推進してまいります。 
 ２１世紀の高齢化時代を見据え、本町の町づくり
の根幹をなす、その活動拠点施設として位置づけし
ている保健福祉総合センターについては、平成１６
年度の完成を目指し、本年度から建設に着手してま
いります。 
 高齢者福祉及び介護保険制度については、本年度
を初年度として見直しを行った上富良野町老人保健
福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、在宅福祉
を重点として、介護保険サービスの安定的な提供
と、生活支援や生きがい活動支援など、地域福祉を
一層推進してまいります。 
 また、高齢者が要介護状態に陥ったり、要介護者
になっても、できる限りその状況を悪化することの
ないよう、在宅介護支援センターが中心となり介護
予防事業を展開してまいります。 
 敬老事業については、満７０歳以上一律の敬老年
金から、節目の長寿年齢に対する敬老祝い金に改め
たことを踏まえ、住民会主催による開催方式に移行
してまいります。 
 社会福祉協議会に対しては、ボランティア活動、
老人クラブ支援など、地域福祉の中心的な役割を担
う組織として、また、介護保険サービスと在宅福祉
サービスを提供する事業所として、一層の充実強化
が図られるよう連携を密にしながら運営を支援して
まいります。 
 障害者対策については、障害者が障害のない人た
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ちとともに地域で生活し、社会参加ができるような
地域づくりを目指し、これからの障害者福祉施策の
方向性を定めるため、本年度は障害者福祉計画を策
定いたします。 
 また、本年度から知的障害者、児童障害者の福祉
関連事業にかかわる権限が市町村に移譲され、措置
制度から支援費制度に変わります。このことによ
り、町としても新たな財政負担が伴いますが、新制
度が円滑に推進するよう努めてまいります。 
 母子通園センターについては、支援費制度に変
わったことから、障害児の児童デイサービスの事業
所として知事の指定を受け、サービスの提供を行う
ことになります。このとから、中富良野町と共同事
業として行ってきたものが、両町間の受委託事業の
関係となることから、事業所として新たな展開で運
営してまいります。 
 児童福祉については、少子化の進行に伴い、子育
て支援策の必要性が一段と増してきている中、子育
てしながら安心して働くことができる環境づくりな
ど、これからの児童福祉施策の方向性を定めるた
め、本年度は児童育成計画を策定いたします。 
 保育所においては、利用者の期待にこたえる保育
所運営を目指し、障害児や乳幼児、一時的に保育に
欠ける児童についても、引き続き積極的に受け入れ
てまいります。 
 西保育所については、民間の持つ活力と運営の柔
軟性などを活用することにより、多様化する保育
ニーズへの対応を図るとともに、町財政の負担軽減
効果を上げるため、平成１６年度からの民間委託に
向けての条件整備に取り組んでまいります。 
 社会福祉法人わかば愛育園に対しては、暖房設備
と給湯給水設備の老朽化に伴う施設改修費の一部を
支援してまいります。 
 保健予防関係については、新寝たきり老人ゼロ作
戦事業を軸に、寝たきりの主な原因となる脳卒中や
心疾患などの予防活動を引き続き推進してまいりま
す。 
 また、昨年度策定いたしました健康日本２１上富
良野計画に基づき、本年度は働き盛りの青年期層と
壮年期層を対象者の重点と位置づけ、生活習慣の改
善に取り組んでまいります。 
 また、健康診査事業については、町民がみずから
健康に関心を持ち、生活習慣の改善が行われるよう
一層推進してまいります。 
 特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターの
運営については、施設サービスと在宅サービスの趣
旨に沿った運営に努めるとともに、本年４月より介
護保険制度における居宅介護支援事業所の指定を受
け、在宅サービスを推進しながら高齢者の生活支援

に努めてまいります。 
 国民健康保険事業については、昨年の法改正によ
り、国保税の算定見直しや前期高齢者の段階的増加
により、これまで以上の医療給付と、それに対応す
る財源の確保が必要な状況となりました。このこと
から、応能応益バランスを考慮した国保税の税率改
定を最小限にとどめ、基金の一部を支消することで
事業運営の安定を図ってまいります。 
 医療給付費については、制度改正による加入者の
増加など、給付費の増加が必至であり、何よりも医
療費の縮減が重要であります。このことから、本町
の特徴と言える循環器系疾病と、とりわけ高血圧症
を抑制するため、引き続き町民検診事業と連携を図
りながら、循環器系疾病の早期発見、早期治療に努
め、医療費の縮減を進めてまいります。 
 老人保健事業については、昨年の法改正により、
対象年齢は毎年１歳ずつ引き上げられ、最終的には
７５歳以上となることから、対象者数は徐々に減じ
てまいります。しかし、財源負担割合の改正によ
り、公費負担割合も引き上げになったことから、町
の負担についても前年度対比で１３.５ ％の増とな
るなど、大変厳しい状況を迎えておりますが、安定
した制度運営に一層努めてまいります。 
 病院事業については、近年、診療報酬、医療提供
体制の見直し、高齢者に対する定率負担制の導入な
どの引き上げを伴う改正などが行われ、病院経営を
取り巻く環境は、一段と厳しいものとなっておりま
す。 
 本年度は、改正医療法による病床区分の届け出、
看護職員の人員配置引き上げに対する措置、入院基
本料の上位届け出が行われます。また、病室など環
境改善のための整備、医療機器など整備計画に基づ
く更新などを図り、診療体制の充実に努めてまいり
ます。 
 また、新院長による診療体制のもとで、職員一丸
となって効率的な病院経営に取り組んでまいりま
す。 
 次に、二つ目の柱の「活力ある産業のまち」づく
りについてであります。 
 近年の農業をめぐる情勢は、国際化、情報化、規
制緩和などが加速する中で、農畜産物の輸入も増大
し、農産物価格の低迷を招き、農業の収益性も低下
しております。 
 また、食の安全・安心が揺らぐ中で、消費者から
は良質で安全な食料が求められております。これら
の動向を踏まえ、町の基幹産業である農業の振興を
図っていくため、農業者の自主的、主体的な取り組
みを基本にして、第４次農業振興計画の諸施策を関
係機関との連携のもとに推進してまいります。 
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 農地行政については、農業委員会と連携を図りな
がら、地域農業の担い手の集団的な農地利用の集積
と土地利用調整を推進し、優良農地の保全確保と適
切な利用を図りながら、農地流動化を推進してまい
ります。 
 水田農業経営確立対策については、米需要の大幅
な減少から、今後の米政策の見直しにより、米受給
の安定を図ることが求められております。このた
め、本年度の生産調整規模は、需要量に見合った生
産を推進する観点から、全国ベースで１０６万ヘク
タール、本町においては１, ２５０ヘクタールの規
模となります。 
 経営確立助成の水準は現行どおりでありますが、
収益性を高める観点から、麦、大豆などを組み合わ
せた取り組みを進めてまいります。 
 認定農業者制度については、農業者みずからが効
率的で安定した農業経営を目指す上において、ます
ます重要となってきております。このことから、農
業者に対する制度の普及促進に、より一層努めてま
いります。 
 農用地利用集積実践事業については、農業経営基
盤強化促進法に基づき、効率的で安定的な農業経営
の育成を進めてまいります。国の補助制度を活用し
て、農用地利用改善団体による利用調整活動を通
し、認定農業者などへ農地の利用集積を行うため、
利用権を設定する受け手農業者を対象に、事業を実
施する農用地利用改善組合への運営支援を引き続き
実施してまいります。 
 農業の家族経営を形成確立するため、家族経営協
定締結を推進してまいります。 
 また、農業者の老後の生活、福祉向上を図るとい
う農業者年金制度については、大幅な制度改正がな
されたことから、政策支援を受けるための青色申
告、並びに認定農業者制度を積極的に推進し、農業
者年金への加入促進と経営移譲年金などの受給指導
に努めてまいります。 
 生産振興総合対策事業については、安全・安心で
良質な馬鈴薯の出荷をこれまで以上に行っていくた
めに、農林水産省の補助採択を受け、農協の事業主
体による馬鈴薯中心空洞化機械の導入を進めてまい
ります。 
 演習場周辺農業用施設設置助成事業については、
防衛施設庁所管の補助採択を受け、農協の事業主体
による麦乾燥調整施設建設のための実施設計に取り
組んでまいります。 
 道営基盤整備事業については、富原地区、富原南
地区の担い手育成基盤整備事業、草分地区農地防災
事業、東中１９地区農道整備事業を引き続き実施し
てまいります。 

 国営土地改良事業については、昭和４８年度から
スタートしたしろがね地区が平成１４年度をもって
完了し、本年４月より負担金の償還と施設の維持管
理が始まります。負担金の償還については、受益負
担の軽減に意を注ぎ、新たにしろがね土地改良区を
設立し、施設の維持管理に努めるとともに、基幹水
利施設の管理についても、関係自治体と連携しなが
ら万全を期してまいります。 
 森林整備地域活動支援交付金事業については、水
土保全や大気循環、地域温暖化防止など、森林の公
益的機能を持続させるため、民有林の施業計画に基
づき、適切な管理を行う森林所有者の活動に対し、
国、道の補助のほか、町の助成も講じてまいりま
す。 
 商工振興については、日本全体の景気回復の兆し
が見えない中で、経済のデフレ現象により厳しい事
業経営とともに、国民の消費購買力の低迷が続いて
おります。 
 こうした中で、町内の商工業においても売り上げ
の減少など、大変厳しい状況が続いていますが、活
力ある産業の育成を図るため、小規模事業者の店舗
増改築など、町商工会との連携を緊密にして助成策
を引き続き実施してまいります。特に、現在進めて
いる市街地の歩道整備と連動した店舗整備の促進を
取り進めてまいります。 
 また、地域産業の育成のため、企業に対する雇用
助成、利子補給、税の優遇措置などを継続するとと
もに、中小企業の融資を通じた事業資金の円滑な供
給に努めてまいります。 
 労働行政については、雇用情勢は依然として厳し
い状況でありますが、町内の就職先は、本町の誘致
企業の事業拡張などによって、他の同様な町に比
べ、よい実態にあります。しかし、地元高校への求
人が少ないことから、高校生の企業体験などを通
じ、地元企業の理解をより一層深め、就職率の向上
に努めてまいります。 
 観光振興については、観光客の入り込みが年間１
００万人を超えるまでになりましたが、町の観光情
報を絶えず提供し続けることが重要なことから、観
光協会や観光関連団体及び富良野地域の市町村と連
携をした広域観光を一層推進してまいります。 
 あわせて、ホームページを活用した観光情報の提
供やパンフレットの見直しなどの改善を図りなが
ら、より効果的な観光宣伝活動に努めてまいりま
す。 
 また、訪れた観光客に満足いただけるよう、優し
くもてなすホスピタリティー運動の推進を図るとと
もに、体験型観光やウオーキングコースなどの観光
資源の整備、並びに通年型、回遊型、滞在型観光の
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推進に努めてまいります。 
 次に、三つ目の柱の「住みよい快適なまち」につ
いてであります。 
 都市計画マスタープランを推進する観点から、市
街地の整備を初め、都市計画マスタープランに位置
づけした事業の推進を図ってまいります。 
 駅を中心とした周辺地域の整備については、本年
度において町が主体となって行う事業の規模や手法
の検討と、事業費算出のための調査を行ってまいり
ます。 
 昨年度に着手いたしました通称銀座通りの整備に
つきましては、沿道周辺の繁華街が町のにぎわいと
活気を創出する場となるよう、本年度も引き続き整
備を進めてまいります。 
 景観条例の制定については、昨年度実施した町民
の景観に対する意識などの調査結果をもとに、平成
１６年度の施行を目指し、単に規制や罰則を規定す
るものではなく、協議、誘導、共働を柱に据え、か
かわりの深い産業関係者の方々を初め、町民の参加
を得ながら制定作業を進めてまいります。 
 昭和５８年度から整備を進めてまいりました日の
出公園は、本年度の西斜面の花壇整備、遊具の設
置、展望台の舗装などの整備をもって、都市計画公
園としての事業を終了いたします。 
 建築確認申請事務については、本年度より北海道
から権限移譲を受け、建築主事を配置し、申請手続
及び完了検査事務の迅速化を図り、住民サービスの
向上に努めてまいります。 
 町営住宅の整備については、昨年度より着手しま
した泉町北団地の建てかえ事業を進め、２号棟８戸
の建設を本年度から２カ年計画で建設してまいりま
す。 
 また、既設の町営住宅については、上富良野町営
住宅ストック総合活用計画に基づき、西町団地２０
戸の住環境整備事業としてトイレの水洗化を行うと
ともに、町営住宅の適正な維持管理に努めてまいり
ます。 
 飲料水供給施設整備事業については、昨年度から
整備を進めてまいりました清富地区の水道施設が本
年１０月には完成することから、１１月からの供用
開始に向けて取り進めてまいります。 
 簡易水道施設整備事業については、里仁浄水場の
原水における水質悪化の恒久対策として、本年度か
ら２カ年計画でろ過装置の整備を図ってまいりま
す。 
 また、既存施設の水質管理に努め、安全な水の供
給に努めてまいります。 
 上水道事業については、老朽管の更新を計画的に
進めるとともに、漏水を防止し、有収率の向上を図

ることにより経営の健全化に努め、良質で安全な水
の供給に努めてまいります。 
 公共下水道については、計画的な事業の推進を図
り、本年度は西町、島津地区の汚水管渠工事を実施
してまいります。 
 また、全体処理区域の見直しを行い、新たに北町
地区を拡大し、衛生的で快適な生活環境の向上に努
めてまいります。 
 ごみの処理については、昨年１０月から一部有料
化と新たな分別を実施しましたが、町民の皆様の御
協力をいただきながら、より一層の奨励を図ってま
いります。 
 富良野圏域における広域分担処理の中で、本町に
おいては、粗大ごみ、衛生用品の分担処理を本格的
に受け入れてまいります。 
 また、し尿及び生ごみについても、本年４月より
富良野地区環境衛生組合の汚泥再生処理センターが
本稼働になることから、広域分担処理が推進される
運びとなりました。今後も関係自治体と連携しなが
ら、環境型社会の構築を推進してまいります。 
 合併浄化槽設置事業については、公共下水道の処
理区域以外に生活する住民の生活排水やし尿の浄化
処理を進め、地球環境の保全と農村地域の生活環境
の向上はもとより、農業後継者対策としても重要な
事業として、第４次総合計画の主要施策にも位置づ
けがなされております。 
 本年度は、５人槽換算で３０基の整備を予定して
おり、国の補助事業に公共下水道事業との均衡を考
慮した町の助成を上乗せしながら、計画的な整備に
着手してまいります。 
 交通安全防犯対策については、町民のだれもが事
件や交通事故の加害者、被害者にならないという願
いのもとに、事件や事故発生の抑制を主眼に置き、
関係機関、団体と連携を図りながら、啓発活動の充
実に力を注いでまいります。 
 交通安全は、町民の安全意識に支えられることか
ら、長年、「交通安全は家庭から」をスローガンに
進めてまいりましたが、今後においても事故発生を
未然に防ぐため、家庭や地域での交通安全活動をよ
り一層推進するとともに、意識の高揚に努めてまい
ります。 
 防犯関係では、暴力団などによる巧妙化する不当
行為被害を未然に防ぐため、町の公共施設の使用を
制限するためのいわゆる暴力団排除条例の制定に向
けて、富良野警察署及び関係機関とともに検討を進
めてまいります。 
 防災対策については、平常時から危機管理意識の
高揚を図るため、啓蒙活動を引き続き推進してまい
ります。 
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 昭和６１年３月に策定した上富良野町地域防災計
画の全面改定と、職員災害初動マニュアルを策定し
て、大規模災害に対する備えを充実強化してまいり
ます。 
 また、平成１３年度から更新を進めている防災行
政無線施設については、引き続き防衛施設庁所管の
演習場周辺無線放送施設設置助成事業の補助を受
け、本年度で整備を完了いたします。 
 総合防災訓練では、町民への情報伝達訓練、関係
機関との通信連絡訓練、危険区域での避難訓練、災
害弱者の救助救出訓練などを通じて検証し、課題を
解決することにより、十勝岳火山噴火などの自然災
害に備えてまいります。 
 道路網の整備や河川、砂防などの施設整備につい
ては、安全で安心して暮らせる地域社会の形成と、
地域の産業を支える基盤づくりを基本に据え、国土
交通省、防衛施設庁の補助制度を活用し、有効かつ
効率的に事業を推進してまいります。 
 九〇式戦車への対応として、本年度は富原橋の架
換工事を完成させ、北２４号道路改良舗装工事に着
手してまいります。 
 除排雪対策については、除雪や運搬排雪及び交差
点の安全対策などを重点的に行い、町民が快適に活
動できるよう対応してまいります。 
 次に、四つ目の柱の「共につくるまち」について
であります。 
 町民との共働によるまちづくりを進めていくため
には、町の保有する情報を広く町民に提供し、共有
する中で、町民参加による町政を推進していくこと
が重要であります。 
 このため、広報かみふらのや防災かみふらののほ
か、行政ホームページ、さらに会議の公開など、さ
まざまな機会や手段を通じて情報の提供に努めてま
いります。 
 また、町民が考える町づくりについて、意見を交
換できる広聴活動の充実に努めてまいります。 
 自衛隊との協調については、上富良野駐屯地との
連携を一層強め、良好な関係を築いてまいります。 
 住民基本台帳ネットワークシステムについては、
第２次稼働として、８月から開始となる住民基本台
帳カードの発行に向けて機器などの整備を進めてま
いります。 
 カードの発行により、本人確認が容易となること
から、住民票の広域交付も可能となります。町にお
いても、町内各施設を利用する際の本人確認手段と
しても、カードの活用拡充に努めてまいります。 
 国や北海道においては、電子自治体の形成を推進
していることから、町においても本年中には総合行
政ネットワークに接続するよう取り進めてまいりま

す。 
 また、町内の学校や主な公共施設を無線により
ネットワークで結び、住民が利用できる端末を適宜
配置し、情報通信を利用した情報の開示と共有化を
進めるとともに、町の条例集の電子化など、新たな
行政サービスの展開についても検討を進めてまいり
ます。 
 本年４月に施行される北海道議会議員選挙及び本
年８月に任期を迎える上富良野町議会議員の選挙に
ついては、公正な執行に努めてまいります。 
 町税は町財政の根幹をなすものであり、自主財源
としての税収確保には極めて重要であります。課税
に当たっては、適正な課税客体の把握に努め、税負
担の公平と公正を期してまいります。 
 また、納税については、納期内完納の推進を図る
とともに、滞納者に対しては納税意識の高揚に努
め、収納の向上対策に職員一丸となって取り組みま
す。 
 町税等滞納処理対策プロジェクトについても、引
き続き徴収強化月間を設定し、訪問徴収と収納督励
に一層の努力をしてまいります。 
 行財政改革については、最終年次を迎える行財政
改革実施計画の着実な遂行と目標の達成に重点を置
くとともに、激変する地方行財政環境に対応するた
め、従来の視点から大きく脱却を図りながら、次期
行財政改革大綱と行財政実施計画を策定してまいり
ます。 
 行政組織については、地方分権を主軸とした社会
情勢の変化に対応できる地方自治体を目指して、よ
り横断的、機動的、かつ効率的な組織に改革するこ
とで検討を進めてまいります。 
 本年４月から施行する職員給与水準の見直しにつ
いては、近隣や類似市町村との均衡や、その動向を
把握しながら、適正化に向けた取り組みを進めてま
いります。 
 財務会計システムについては、行政イントラネッ
トを活用しながら、行財政改革の一環として財務事
務の効率化を図ることで、来年度の稼働を目指して
導入してまいります。 
 庁舎内の指定金融機関派出所については、本年３
月末をもって廃止されることから、これまで旭川信
用金庫の派遣職員が行っておりました窓口での収納
及び現金支払い業務は会計課職員で対応することに
なりますが、事務処理の効率化を図り、住民サービ
スの低下を招くことのないように努めてまいりま
す。 
 旭川信用金庫には、従来どおり本町の指定金融機
関として公金事務を取り扱いいただきますので、派
出所廃止後も連絡調整を密にしながら円滑な事務処
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理に努めてまいります。 
 公共工事などの入札・契約については、その透明
性、競争性が強く求められており、法令などの規定
に基づき、適正な執行に努めてまいります。 
 また、平成１５、１６年度は、新たな資格申請に
基づく登録者において、入札、契約を執行すること
となっており、公共工事以外の契約についても、登
録の適正化を図り、契約実務全体の適正執行を図っ
てまいります。 
 以上、平成１５年度の町政執行に当たり、所信を
述べさせていただきました。 
 次に、平成１５年度予算案の概要を申し上げま
す。 
 平成１５年度予算案の編成に当たっては、行財政
改革大綱及び健全財政維持方針に基づき、特に創意
工夫の点検、歳出一般財源の４％の削減目標達成、
行財政改革所管事項の進捗状況把握と達成に向けた
行動、事務事業全般にわたる実施方法などの点検見
直し、受益者負担の原則に基づくコストを勘案した
料金水準に重点を置き、限られた歳入一般財源の中
で、いかに町民の負託にこたえ、効率的な行政サー
ビスを提供していくかを主眼に予算編成を行ったと
ころであります。 
 まず、一般会計の予算規模は、国営土地改良事業
負担金の一括償還分約１４億円と、保健福祉総合セ
ンターの建設費約７億円の２１億円を含めた総額９
８億２, ５００万円となり、前年度当初予算対比２
５. １％の増となっております。 
 一般会計から特別会計及び公営企業会計に対する
繰り出し金及び補助金などとしては、国民健康保険
特別会計には保険税軽減の措置などとして、老人保
健特別会計及び介護保険特別会計には基準に基づく
ものとして、ラベンダーハイツ事業特別会計には事
業運営費として、また公共下水道事業特別会計及び
簡易水道事業特別会計には、建設費及び公債費の償
還に要する経費などとして、それぞれ計上いたしま
した。 
 また、公営企業会計であります病院事業会計に
は、基準に基づく経費、経営健全化の経費などとし
て、水道事業会計には水道事業に伴う負担措置とし
てそれぞれ計上いたしました。 
 これらの措置を講ずることによりまして、特別会
計及び公営企業会計予算は、国民健康保険特別会計
１１億５, ５４０万円、老人保健特別会計１３億９,
２９０万円、公共下水道事業特別会計５億７,５１
０万円、簡易水道事業特別会計８, ０６０万円、介
護保険特別会計５億６,３ ００万円、ラベンダーハ
イツ事業特別会計２億９,７６ ０万円、病院事業会
計１０億３, ２８１万６, ０００円、水道事業会計２

億４, ８４０万円となっております。 
 特別会計と公営企業会計予算の合計は５３億４,
５８１万６,００ ０円で、一般会計予算と合わせた
町の総予算額は１５１億７, ０８１万６, ０００円
で、前年度当初予算対比１２. １％増、額にして１
６億３, ４６８万６, ０００円増の財政規模になって
おります。 
 以上、議員各位並びに町民皆様の御理解と御協力
を切にお願い申し上げ、平成１５年度の町政執行方
針といたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長より教育行政
執行方針の説明を求めます。 
 教育長、高橋英勝君。 
○教育長（高橋英勝君） 平成１５年第１回定例町
議会の開会に当たり、教育委員会の所管する教育行
政の主要な方針について申し上げ、町議会並びに町
民の皆さんの温かい御理解と御協力をいただきたい
と思います。 
 初めに、今日私たちを取り巻く社会・経済情勢は
目まぐるしく揺れ動き、厳しさも一段と増しており
ます。今後においても、楽観のできない先行き不透
明な激動の時代が予想されます。 
 こうした時代の流れが大きく変化する中、社会の
あらゆる分野で、新しい時代にふさわしいシステム
を構築するための改革が現在積極的に進められてい
るところでございます。 
 教育に関しましても、国においても教育は国家百
年の計であり、国政上の最重要課題であるとの位置
づけのもとに、２１世紀にふさわしい教育のあり方
を見据えた２１世紀教育新生プランが策定され、学
校がよくなる、学校が変わることが実感できるよう
な教育改革を実現するための諸施策が講じられ、そ
の目的達成に向けての取り組みが着実に進められて
おります。 
 このように厳しい今日の社会の時代背景の中に
あって、２１世紀という新しい時代を切り開いてい
くためには、社会の変化への対応を見誤らず、さら
に将来の確かな展望を抱きながら、柔軟かつ適切に
対応し、実現する道を着実に見出していくことの取
り組みが大切であります。 
 特に教育の果たす役割は、これまでと何ら変わる
ことなく取り組んでいかなければならない課題も山
積されておりますので、現在進められている教育改
革の必要性と重要性を認識し、地域に根差した特色
ある教育を力強く推進していくことが大切であると
考えております。 
 教育委員会といたしましては、今日的課題を的確
に把握し、新しい時代の要請と幼児から高齢者に至
るすべての町民の皆さんが、学ぶことの尊さや喜び
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を味わえる生涯学習社会の実現を目指して、学習意
欲を引き出す努力をしながら、学習課題を適切に把
握し、各種事業や学習機会を通じて、学校教育、社
会教育、家庭教育、芸術、文化、スポーツの各分野
の充実を図るよう、学校、家庭、地域との連携、協
力を一層深めながら総合的な教育行政を推進してま
いります。 
 いつの時代においても、町づくりの原点は人づく
りとの不変の精神を持って、町の総合計画、社会教
育中期計画はもとより、国、道の教育方針等を指標
とし、町民の皆さんの御理解と御支援をいただきな
がら、適切な教育行政と諸施策推進に最善の努力を
してまいります。 
 最初に、学校教育について申し上げます。 
 学校教育につきましては、冒頭に申し上げました
が、現在国においては、今日の急激な社会変革に迅
速に対応した教育推進を目指し、学校がよくなる、
教育が変わることを実感できるよう、新しい時代に
ふさわしい、広範囲にわたる教育改革が進められて
おります。 
 また、昨年４月から完全学校週５日制のもとで、
新学習指導要領による新しい学校教育がスタートい
たしました。この基本的なねらいは、ゆとりある授
業の中で子供たちに基礎学力をしっかりと身につけ
させ、一人一人の学習能力に応じて学ぼうとする意
欲を高め、個性を生かし、みずから考える力や生き
る力をはぐくもうとするものであります。 
 この学習指導要領が各学校の教育活動によって円
滑に実施され、成果を得ていく上で、総合的な学習
の時間の充実と地域の自然や人材、文化などを活用
した各学校の特色ある授業が推進されることが必要
であり、学校、家庭、地域社会が一体となり力を合
わせ、教育内容の充実が図られるよう努めてまいり
ます。 
 また、授業時間や教育内容の削減により、学力低
下といった不安の声も聞かれますが、その不安を取
り除くためには、基礎、基本の確実な定着と学習意
欲の向上を図り、それぞれの実態に合わせてきめ細
やかな指導の工夫や学ぶ機会の充実など、効果的な
取り組みが必要であります。 
 成果を上げるためには、直接その責務を担ってい
ただいている教職員の意識改革や資質向上が必要で
あり、行政の支援も重要であります。 
 このため、教育委員会と学校現場が一体となって
教職員の力量や指導力の向上に取り組むとともに、
学校経営の支援を前向きに取り進めてまいります。 
 また、完全学校週５日制の実施に伴い、子供たち
が休日を有意義に過ごせるよう、地域社会が一体と
なり、さらに連携を深め、子供たちの活動や学習の

場、学習機会など、さまざまな体験や活動がより効
果的に実践され充実するよう、今年度より専門的嘱
託職員を配置し、積極的に取り組んでまいります。 
 生徒指導につきましては、児童生徒の不登校、い
じめ、校内暴力などの問題行動について、その未然
防止や早期解決に、全教職員の熱意ある指導によ
り、大きな成果を上げているところであります。 
 これからも、学校現場において児童生徒との日常
的な触れ合いや相談活動を充実し、悩みや問題行動
の早期発見と、個々に応じた指導体制の充実に努め
てまいります。 
 また、本年度も引き続き上富良野中学校に心の教
育相談員を配置し、生徒へのきめ細やかな指導、相
談に努めてまいります。 
 本年度も、それぞれの学校施設を生涯学習の拠点
として活用していただくよう積極的に開放し、地域
と結びついた、地域に開かれ、親しまれる学校づく
りの推進に努めてまいります。 
 教職員の資質と指導力の向上につきましては、児
童生徒が生き生きと楽しく充実した学校生活を送っ
ていくためには、教職員の資質や努力、情熱に負う
ところが大きく、教職員みずからが教育改革の基本
的な考え方を十分理解し、また、実践的な指導力や
子供の変化に的確に対応できる専門性を高めていく
ことが極めて重要であります。このため、校内研修
を初め、各種研修会などへの計画的な参加を奨励す
るとともに、幅広い視野を持った教職員の養成のた
め、研修活動の一層の充実に努めてまいります。 
 僻地・福祉教育につきましては、小規模校の特性
を生かし、地域の恵まれた自然との触れ合いや体験
学習の充実と交流学習を進め、一人一人が学ぶ意欲
を高める学習指導を工夫するなど、地域と一体と
なった特色ある僻地・福祉教育の充実に努めてまい
ります。 
 特殊教育についてでありますが、本町において
は、年々特殊教育の対象となる児童生徒がふえ、ま
た障害の程度も複雑化しており、多様な対応が求め
られております。このため、発達段階や障害の程度
に応じて適切に対応する指導体制や、きめ細やかな
指導の確立と施設の整備を図ることが必要であり、
今後も、家庭、地域との連携を一層密にし、特殊教
育の充実に努めてまいります。 
 本年度は、上富良野小学校の特殊学級と言語指導
教室の大規模改修を実施するとともに、東中小学校
に特殊学級を設置するよう、所要の予算措置をいた
しました。 
 教育環境の整備につきましては、学校施設は経過
年数等の関係で適切な維持管理を必要とする時期に
来ている建物もありますので、今後も児童生徒が安



 

― 12 ―

全で快適な中で学習が行えるよう、計画的に教育環
境の整備に努めてまいります。 
 本年度は安全確保のため、急を要する施設の改善
と整備を行うとともに、清富小学校に自然体験学習
用施設の整備を行うよう、所要の予算措置をいたし
ました。 
 教職員住宅につきましては、現在７７戸を各地域
に配置し管理しておりますが、建築年数が経過し、
老朽化している住宅もあり、居住している教職員よ
り早期の改善を要望されているところでもありま
す。 
 本年度は、１棟２戸の改善と２棟２戸の水洗化及
び２棟４戸の解体と清富地区の教職員住宅の水道配
管設備の整備を行います。 
 今後も教職員住宅整備計画に基づき、年次計画で
逐次住居環境の整備を進めてまいります。 
 学校給食につきましては、心身ともに成長発達の
途上にある児童生徒にバランスのとれた栄養のある
おいしい給食を提供するよう、今後とも献立内容の
工夫と児童生徒の嗜好も取り入れ、また、衛生管理
や安全対策にも細心の注意を払い、安全で喜ばれる
学校給食の実施に努めてまいります。 
 幼児教育につきましては、幼児期は生涯にわたる
人間としての健全な発達の基礎を培い、また、社会
の変化に対応し得る能力をはぐくむための極めて大
切な時期であります。その重要性を認識するととも
に、幼児教育をより充実させるためには、家庭にお
ける教育力向上も不可欠であります。幼児一人一人
のよさを伸ばし、健康で明るく伸び伸びと行動する
子供の成長を目指し、学校や保育所、関係機関との
連携の強化を図り、相互の実践交流や家庭教育学級
をより充実させ、創意に富んだ幼稚園教育活動の充
実が図られるよう支援をしてまいります。 
 次に、道立上富良野高等学校の振興についてであ
りますが、上富良野高等学校の改築計画につきまし
ては、町にとっても重要な課題でありましたが、町
民挙げての熱意が功を成し、昨年８月から工事が進
められ、校舎、体育館、柔剣道場、グラウンド、前
庭整備等の全面改築が施行され、平成１７年度まで
に完成いたします。本年度の１０月には、快適な教
育環境の新校舎で学ぶことができる見通しでありま
す。 
 町といたしましても、これまで同様に地域に根差
した魅力ある学校づくりを推進していただくよう、
上富良野高等学校教育振興会を初め、各関係機関と
の連携を密にし、教育活動の充実や地元高校への志
望をより一層高めるためにも、積極的な支援策を講
じてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜
りたいと思います。 

 次に、社会教育について申し上げます。 
 社会教育の推進につきましては、今日、人生８０
年の時代を迎え、健康で心豊かに過ごすことは、だ
れでもが望む永遠の課題であります。 
 また、町民の皆さんが生涯を通じ、健康で生きが
いのある人生を築き、より豊かで充実した人生を
送っていただくためには、社会教育の果たす役割
は、今後ますます重要になってまいります。 
 本町においても、子供から高齢者まであらゆる人
たちが生涯を通じて教育、文化、スポーツ、余暇活
動に親しめるよう、いつでも、どこでも、だれで
も、何でもといった多様な学習活動のできる環境づ
くりを築いていくことは、時代の要請でもありま
す。 
 このために、学校教育と社会教育が相互に協調
し、一体となって取り組む学社融合の活動のより一
層の推進と、学校、家庭、地域社会が連携し、それ
ぞれの持つ機能や役割を十分発揮しながら、町民の
皆さんのニーズに対応した潤いのある地域づくりや
活動できる人づくりを進めるため、第５次社会教育
中期計画を基本に、その目的実現に向けての推進に
努めてまいります。 
 本年度は、第５次社会教育中期計画の最終年であ
り、将来を見据えた総合的生涯学習システムの構築
を目指し、平成１６年から平成２０年までの第６次
社会教育中期計画の策定を行います。 
 また、この策定と生涯学習活動がより推進するよ
う、道教育委員会に専門的知識を持った社会教育主
事を派遣していただくよう要請しているところでご
ざいます。 
 家庭教育について申し上げます。 
 家庭は、子供にとって人間形成や社会生活に必要
な基本的な生活習慣を培う上で重要な役割を担って
おります。しかしながら、家庭環境を取り巻くさま
ざまな変化の中で、親子のきずなの希薄化や他人任
せの教育など、本来家庭が果たさなければならない
教育力の低下も指摘されているところであります。
このため、家庭教育学級や育児サークルの連携によ
る子育てネットワークなど、家庭での教育力を高め
る学習機会の充実や、学校、保育所、幼稚園、保護
者との関係機関との連携をより一層密にし、子育て
支援の諸活動をより充実するよう、家庭教育の向上
に努めてまいります。 
 青少年の学習活動について申し上げます。 
 次代を担う青少年の健全育成は、町民のだれもが
強く望んでいるところであります。 
 また、心身ともに著しく発達をする時期で、運動
能力、思考力、社会性など、人間形成の基礎を培う
大切な時期でもあります。このため、運動能力の向
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上のほか、自主性、創造性、感受性を発揮したり、
協調性や道徳観念を身につけさせるための各種体験
学習や社会体験学習等をより活発化するよう、子ど
も会、スポーツ少年団や各関係機関や団体との連携
を深めながら、心身ともに健全な子供の育成に努め
てまいります。 
 さらに、青少年の健全育成は、地域の子供は地域
全体で育てるとの基本理念のもとに、上富良野の青
少年健全育成を進める会との連携も深めながら、望
ましい環境づくりや各種事業の推進と町民意識の高
揚に努め、青少年の健全育成を進めてまいります。 
 次に、青年・成人の学習活動について申し上げま
す。 
 今日の急激な社会構造の変化や価値観の多様化と
ともに、町民の学習ニーズも多様化し、高度化の傾
向にあり、学習内容と実践活動をより効果的に推進
していくことが必要であります。このため、今日的
課題や地域課題を的確に把握し、町民ニーズに基づ
いた学習機会の提供を始め、成人や女性のみなら
ず、各領域に応じて各関係機関、団体、職場との連
携を図り、幅広い学習機会の充実や、学習活動に対
する支援や活動への積極的な参加の推進に努めてま
いります。 
 さらに、男女共同参画社会が進む中、女性の社会
参加の意識と女性の果たす役割と期待もますます高
まってきております。このため、学習機会の提供や
学習活動の支援と女性団体活動の充実と活性化が図
られるよう、積極的な支援に努めてまいります。 
 高齢者の学習活動についてでありますが、本町に
おいても高齢化が進んでいる状況を踏まえ、現在の
長寿社会にふさわしい高齢者の学習活動をより充実
するために、いしずえ大学を始め、地域の老人クラ
ブに対するさまざまな学習活動をより推進してまい
ります。 
 また、年齢、体力の個人差も広がっておりますの
で、個々の興味、関心に応じた学習機会の提供や、
高齢者の持つ豊かな経験と知識を生かしていただ
き、異なる世代との交流や社会参加の機会を提供す
るよう努めてまいります。 
 次に、文化振興について申し上げます。 
 町民の文化の振興は、地域社会に豊かさと潤いを
もたらし、創造的な地域づくりの原動力となりま
す。 
 本町においても、生活水準の向上や余暇時間の増
大に伴い、心の豊かさを求め、文化活動に対する欲
求や地域文化の創造への関心が高まっており、町民
の自主的な文化活動も年々充実してきております。 
このため、本町の文化振興に大きな役割を担ってい
ただいている文化連盟を中心に、より文化活動への

興味、関心を高めるための学習の場や活動への参加
機会の充実と、芸術文化に広く接する鑑賞機会の促
進に努めるとともに、各種団体やサークル活動組織
の育成を進め、町民の皆さんの豊かな心を培う文化
振興の一層の推進に努めてまいります。 
 また、昨年６月には日本を代表する日本画家の後
藤純男先生が、当町に私立美術館としては規模、設
備、豪華さでは全国にも誇れ、また公立美術館にも
まさる屈指の後藤純男美術館を開設していただきま
した。このことは、本町のみならず、北海道全体の
文化・芸術発展はもとより、地域の活性化に大きく
寄与され、その効果ははかり知れないものと考えて
おります。 
 町といたしましても、芸術鑑賞の拠点施設として
位置づけ、側面的な協力をしてまいりたいと考えて
おります。 
 郷土館と開拓記念館につきましては、施設の狭隘
や展示品の固定化といった課題もありますが、町の
歴史や文化財に興味を持っていただけるよう、展示
物の配置がえや情報の提供、展示会等の工夫を図る
など、効率的な運用についてさらなる努力をしてま
いりたいと考えております。 
 また、郷土学習における文化財の保護、活用と、
伝承文化保存のための伝承活動の推進に努めてまい
ります。 
 本年度は、かみふらの郷土をさぐる会が創立され
て２５周年を迎えますが、この節目を記念して、第
２０号の記念誌と、昭和１８年に元役場の職員で
あった熊谷一郎氏が執筆された上富良野村史の複製
版を製本する計画であり、町の歴史の貴重な資料と
なりますので、そのための支援をしてまいりたいと
思います。 
 公民館図書室につきましては、図書の利用度は、
その町の文化度をはかるバロメーターとも言われて
おります。本町の平成１３年度の利用実績は、貸出
冊数が３万８, ６３０冊、１日平均１３４冊の貸し
出しを行っており、生涯学習活動の基幹的な拠点施
設として重要な役割を担っております。 
 また、完全学校週５日制により、今後ますます児
童生徒の読書活動が増大するものと考えられます。 
 現在の図書室は昭和４６年に設置され、以来３２
年を経過しており、施設も老朽化し、狭隘で施設機
能も悪く、大変不便な中で利用していただいている
状況であります。 
 図書館の整備は、町民の皆さんから早期実現を熱
望されている町の重要な懸案事業でもありますの
で、今後も一年でも早く町民の皆さんの期待にこた
えられるよう、さらなる努力をしてまいりたいと考
えております。 
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 本年度は、国の緊急地域雇用創出特別対策推進事
業の採択を受け、図書管理システムを導入し、利用
者の利便性と図書室運営の円滑化を図ってまいりま
す。 
 情報通信教育につきましては、今日の情報化社会
に対応するため、道の助成を受けましてＩＴ講習を
１３、１４年度の２年継続で６１講座を開設し、
１, １１５名が受講され、大変好評を得たところで
あります。本年度も公民館講座で１２講座を計画
し、推進してまいります。 
 国際理解教育と国内外交流の推進でありますが、
今日、国際化が進む中にあって、町民の国際理解を
促進して、国際性豊かな人づくりを行い、新しい時
代の町づくりの中に生かしていくことの取り組みが
大切であります。 
 特に、次代を担う青少年に見聞を広め、さらに知
識を深めていただくことは、人材の育成のために大
きな意義があると考えております。このため、学校
教育と社会教育において、外国諸教育の基礎的学力
の育成や英会話、外国の文化などの講座をより充実
させるよう、昨年に引き続き英語指導助手としてモ
リーン・ボールディングさんに留任いただき、国際
理解教育を推進してまいります。 
 さらに、本町と友好提携を結んでおりますカナダ
国カムローズ市と三重県津市との友好交流事業とし
て、小・中・高校生を対象に派遣するように計画い
たしました。 
 スポーツの振興について申し上げます。 
 町民の健康づくりや体力づくりに対する意識の高
まりや余暇時間の増大する中で、子供から高齢者ま
で個々の能力に合ったスポーツ、レクリエーション
活動に参加する人もふえております。 
 また、スポーツは人との触れ合いを深める手段と
しては非常に効果的であり、また、青少年の健全育
成にも極めて大きな役割を果たしております。この
ため、青少年の健全な発達を目指すスポーツ少年団
への活動支援や、体育協会を始めとする関係各団体
との連携を図り、スポーツ活動の充実や大会等にも
創意工夫を凝らし、子供から高齢者に至るまでの各
年代に合わせた生涯スポーツの振興がより一層推進
されるよう努めてまいります。 
 また、本年度は待望のパークゴルフ場がオープン
いたします。オープンは、芝の育成状況によります
が、４月２７日にオープンするよう準備を進めてい
るところでございます。町民の皆さんに喜んで有効
活用していただけるよう、利用者のニーズに応じた
運用と指導に努めてまいります。 
 社会教育施設の整備についてでありますが、教育
委員会が所管する建物は、社会教育総合センター、

公民館、運動施設等、幅広い分野で施設管理を行っ
ております。施設の中には、年数も経過し、適切な
維持管理を必要とする施設も相当数ありますので、
今後も年次計画で逐次整備を進めてまいります。 
 本年度は、江花コミュニティ会館の建設、草分防
災センターの全面補修、清富分館の水道配管工事、
Ｂ＆Ｇ海洋センターの駐輪場の塗装整備のほか、緊
急を要する維持管理について、所要の経費を予算措
置いたしました。 
 以上、平成１５年度の教育行政について申し上げ
ました。 
 今、時代の流れが大きく変化する中で、あらゆる
分野で新しい時代にふさわしいシステムづくりの改
革が進められております。教育委員会といたしまし
ても、気持ちを新たにして、当面する教育課題を的
確にとらえ、時代の要請に対応した教育行政の推進
と、さらに文化・スポーツの振興や生涯学習の構築
にも最善の努力を傾けてまいりますので、議員並び
に関係各位の温かい御支援と積極的な御協力をお願
い申し上げ、教育行政執行方針といたします。 
○議長（平田喜臣君） 以上で、執行方針の説明を
おわります。 
 続いて、各予算についての説明を求めます。 
 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま町長から、町
政各般にわたります基本的な執行方針と、教育長か
らは、教育全般にわたります執行の方針が述べられ
たところでございます。それらに基づき編成をいた
しました一般会計予算の基本項目の概要について、
御説明を申し上げます。 
 まず、目次に記載してございますとおり、地方自
治法に定められてございます議会の議決対象となり
ます予算の部分につきましては、１ページから１０
ページにわたり掲載をしてございます。１１ページ
以降につきましては、地方自治法施行令に基づきま
す予算に関する説明書の項目となってございます。
既に御高覧いただいていることと思いますが、１
ページから１０ページまでの議決項目についてのみ
御説明を進めてまいります。 
 それでは、１ページをお開き願いたいと思いま
す。 
 ここでは、予算条文につきまして朗読を申し上げ
ます。 
 議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計予
算。 
 平成１５年度上富良野町の一般会計の予算は、次
に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 



 

― 15 ―

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ９８億２, ５００万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債
務を負担する行為をすることができる事項、期間及
び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 
 地方債。 
 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ
り起こすことができる地方債の起債の目的、限度
額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 
地方債」による。 
 一時借入金。 
 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、３３億円
と定める。 
 次、２ページから歳入歳出予算の内容について、
款ごとの金額のみ申し上げます。 
 最初に、歳入を申し上げます。 
 １款町税８億６, ４７３万６, ０００円、２款地方
譲与税１億６, ９００万円、３款利子割交付金７０
０万円、４款地方消費税交付金１億６００万円、５
款国有提供施設等所在市町村助成交付金８, ８００
万円、６款自動車取得税交付金５, ０００万円、７
款地方特例交付金３, ０５０万円、８款地方交付税
２９億７,７ ００万円、９款交通安全対策特別交付
金３００万円、１０款分担金及び負担金６, ５９３
万円。 
 ３ページに移ります。 
 １１款使用料及び手数料１億２, ２６４万７, ００
０円、１２款国庫支出金１５億８, １５０万円、１
３款道支出金３億８, １９８万５, ０００円、１４款
財産収入１, ４３６万７, ０００円、１５款寄附金１
万円、１６款繰入金４億３, ９３６万円、１７款繰
越金５, ６００万円、１８款諸収入２億５, １１６万
５, ０００円。 
 ４ページに移ります。 
 １９款町債２６億１,６ ８０万円、歳入合計９８
億２, ５００万円でございます。 
 次、５ページから歳出について申し上げます。 
 １款議会費７, ７３９万１, ０００円、２款総務費
３億７, １２８万６, ０００円、３款民生費１３億９
１１万１, ０００円、４款衛生費１０億９２万３, ０
００円、５款労働費１１８万６,００ ０円、６款農
林業費１７億２, ７５０万４, ０００円、７款商工費
２億１５３万５, ０００円、８款土木費１９億３, ５
１７万５, ０００円。 
 ６ページに移ります。 

 ９款消防費２億５, ６１２万１, ０００円、１０款
教育費４億７, １８９万４, ０００円、１１款災害復
旧費６５９万１, ０００円、１２款公債費１１億１,
１２８万円、１３款諸支出金１, ２７７万３, ０００
円、１４款給与費１３億７２３万円、１５款予備費
１, ５００万円、歳出合計、９８億２, ５００万円と
なります。 
 次に、８ページの債務負担行為を設定する６件の
項目について、その目的を申し上げます。 
 まず、１点目の財務会計システム導入事業でござ
いますが、既に御説明申し上げてございます行財政
改革の実施計画に基づきまして、事務の効率化を図
るために導入を図るものでございます。 
 ２点目は、現在接続してございます住基ネット
ワークシステムの第２弾としまして、希望者に対し
住基カードを発行する必要から、その設備を整える
こととしてございます。 
 ３点目の保健福祉総合センター建設事業から最後
の６点目にございます町営住宅の建設事業までの各
事業につきましては、平成１５年度に一括発注を行
い、平成１６年度までの２カ年間におきまして工事
を施工し、完成を見るために債務負担行為を設定す
るものでございます。 
 次に、９ページの地方債について申し上げます。 
 その発行限度額を総額で２６億１,６ ８０万円と
いたします。本年度は国営畑地帯総合土地改良パイ
ロット事業しろがね地区負担金のいわゆるガイドラ
イン相当分の一括償還に伴います１２億４, ３９０
万円、保健福祉総合センター建設に５億２, ４４０
万円を始め、地域情報化基盤整備、農道及び用排水
路等農業施設の整備、生活関連の飲料水供給施設、
道路橋梁の整備、町営住宅並びに学校校舎の大規模
改修事業など、延べ２２件の起債の目的と位置づけ
しまして地方債の発行を計画してございます。 
 次、１１ページ以降につきましては、目次のとこ
ろでも申し上げましたように、地方自治法施行令に
おきまして定められてございます予算に関する説明
書の内容となってございます。既に御高覧いただい
ていることから、事項別明細書を初め各種調書とな
ります給与費明細書、債務負担行為及び地方債に関
する調書の各説明につきましては、省略をしたいと
思います。 
 また、別冊にて平成１５年度一般会計予算説明資
料を議案にあわせまして配付してございますので、
審議の参考としていただきたいと思います。 
 以上、簡単でございますが、一般会計予算の説明
といたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、国民健康保険特別会
計予算並びに老人保健特別会計予算について説明を



 

― 16 ―

求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 議案第２号平成１
５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算につき
まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 
 国民健康保険の財政状況は、ますます進む高齢化
や生活習慣病の増加などによります保険給付費など
の支出増加見込みに加え、平成１４年８月に改正さ
れました健康保険法等の影響を受け、一層厳しい環
境にありますことは、御案内のとおりであります。 
 国におきましても、医療保険制度運営について抜
本的改善を目指し、各種の検討がなされているとこ
ろでもあります。 
 本町におきましても、国民健康財源につきまして
は、保険基盤安定制度等各種の支援対策によりまし
ても、前年に比べまして新たな要素としての保険税
所得割算定見直しによる税収減１, ３００万円、歳
出につきましては、老人保健対象年齢の段階的引き
上げによります前期高齢者の増加によります給付費
は、高額療養費を含め約６, ０００万円の増、老人
保健拠出金の精算増８,５ ００万円など、歳入歳出
バランスが大きく崩れ、主要な財源であります保険
税の現行税率での財政運営は、困難な状況に至って
まいりました。 
 このことから、御提案いたしました平成１５年度
予算につきましては、平成１５年度の国民保険税率
の医療分に関し、所得割税率を１. ５％、被保険者
１人に係る均等割１, ０００円、１世帯に係る平均
割５００円、介護分につきましては、所得割につい
てのみで０.１５ ％現行税率から引き上げ改訂を行
い、その財源確保をしようとするもので、本定例会
に条例改正についてもお願いをいたしているところ
であります。 
 これらを総計いたしまして、本特別会計予算規模
を前年対比１億６,８２ ０万円、率にいたしまして
１７％増の１１億５, ５４０万円とするところであ
ります。 
 なお、当該税率引き上げ改訂につきましては、被
保険者の急激な負担増を可能な限り緩和することを
考慮し、最小限の緩和改正にとどめ、国民健康保険
財政調整基金７, ５００万円の支消により不足する
財源に充てようとするものであります。 
 以下、議案の朗読により説明いたします。 
 議案第２号平成１５年度上富良野町国民健康保険
特別会計予算。 
 平成１５年度上富良野町の国民健康保険特別会計
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１１億５, ５４０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 一時借入金。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定
める。 
 歳出予算の流用。 
 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き
の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用
することができる場合は、次のとおりと定める。 
 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過
不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経
費の各項間の流用。 
 １ページ、２ページをお開きいただきたいと思い
ます。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 款のみについて申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款国民健康保険税３億２, １９０万５, ０００
円、２款国庫支出金４億５, ４３９万９, ０００円、
３款療養給付費交付金１億２, ７５５万１, ０００
円、４款道支出金８５４万７, ０００円、５款共同
事業交付金１, ５４９万６, ０００円、６款財産収入
１, ０００円、７款繰入金２億７２９万２, ０００
円、８款繰越金２, ０００万１, ０００円、９款諸収
入２０万８, ０００円、歳入合計１１億５, ５４０万
円となるところであります。 
 ２、歳出。 
 １款総務費４, ７０５万２, ０００円、２款保険給
付費６億６, ８５９万１, ０００円、３款老人保健拠
出金３億４, ４１６万円、４款介護納付金５, ５０３
万２, ０００円、５款共同事業拠出金３, ０９９万
１, ０００円、６款保健事業費４０８万８, ０００
円、７款基金積立金１,０ ００円、８款公債費２０
万円、９款諸支出金７５万２, ０００円、１０款予
備費４５３万３, ０００円、歳出合計１１億５, ５４
０万円となるところであります。 
 以下、３ページから３２ページにつきましては歳
入歳出予算事項別明細書、３３ページから３９ペー
ジまで給与費明細書でありますので、御高覧賜りた
いと存じます。 
 以上で説明といたします。 
 次に、引き続きまして議案第３号平成１５年度上
富良野町老人保健特別会計予算につきまして、提案
の趣旨を御説明申し上げます。 
 平成１４年８月に改正されました健康保険法によ
りまして、老人保健加入年齢が７５歳以上と定めら
れ、毎年１０月を基準日として、段階的にこれまで
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の７０歳から引き上げられることとなりましたこと
から、被保険者数自体は自然減の状態が平成１８年
度まで推移することとなり、これに伴います医療費
給付減が徐々に進む予測から、予算総体も前年に比
べまして約６, ４００万円、率にしまして１％減
で、総額１３億９,２９ ０万円で編成したところで
あります。 
 歳入におきましては、段階的な負担改正により、
支払基金交付金が大きく減額され、国、道、町の公
費負担が増額されたところであります。 
 歳出におきましては、前年度に比べ被保険者の減
による医療給付費減約１億円を見込みましたが、高
額医療費の制度化により、新たに約３,９０ ０万円
計上したところであります。 
 以下、議案の朗読により説明といたします。 
 議案第３号平成１５年度上富良野町老人保健特別
会計予算。 
 平成１５年度上富良野町の老人保健特別会計の予
算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ１３億９, ２９０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 １ページ２ページをお開きください。 
 第１表、歳入歳出予算。款のみ申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款支払基金交付金８億９, ５４１万４, ０００
円、２款国庫支出金３億２, ９４０万４, ０００円、
３款道支出金８, ２２９万４, ０００円、４款繰入金
８, ５７８万５, ０００円、５款繰越金１, ０００
円、６款諸収入２, ０００円、歳入合計１３億９, ２
９０万円となるところであります。 
 ２、歳出。 
 １款総務費３７１万５,００ ０円、２款医療諸費
１３億８, ９１８万２, ０００円、３款諸支出金３,
０００円、歳出合計１３億９, ２９０万円となると
ころであります。 
 以下、３ページから１２ページにわたりまして
は、歳入歳出事項別明細書であります。御高覧賜り
たいと存じます。 
 以上をもちまして、説明といたします。御審議い
ただきましてお認めいただきますようお願い申し上
げます。 
○議長（平田喜臣君） この際、暫時休憩いたしま
す。 

──────────────────                
午前１０時３２分 休憩 
午前１０時５０分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 次に、介護保険特別会計予算について説明を求め
ます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第４号平成１５年度上富良野町介護保険
特別会計予算につきまして、概要を申し上げます。 
 介護保険事業がスタートして４年目を迎えます
が、介護保険制度では、３年ごとに５年を計画期間
とする事業計画を定めるとされていることから、平
成１２年度から平成１４年度までの実績評価を踏ま
えて、このたび第２期計画として、今年度から５年
間の介護サービスの見込み量やサービス基盤の確保
などを見きわめの上、見直しを行ったところであり
ます。 
 新年度予算につきましては、この第２期介護保険
事業計画に基づき、被保険者の保険料及び国と道、
町の公費負担を財源として保険給付費の費用を賄お
うとする考え方により、歳入歳出それぞれ計上した
ところでございます。 
 なお、６５歳以上の第１号被保険者の方から御負
担いただく保険料についてでございますが、国から
示されたワークシートに基づき算定を行ったとこ
ろ、最終的に平成１５年度から１７年度までの月額
の基準額は、端数分を除き、現在と同額の３,００
０円となったところであります。 
 保険給付外の特別給付につきましては、これまで
一般財源の繰入金をもって賄っておりましたが、制
度における位置づけの明確化を図る必要があること
から、本年度から３年間、介護保険事業基金を財源
に充てる考えで見直しを行うよう所要の額を計上し
たところであります。 
 また、事務事業の管理経費につきましては、財源
に一部国庫補助金を見込んでおりますが、残り大半
を一般会計繰入金で賄うことになることから、経常
経費の節減などに努めた内容で予算を計上しており
ます。 
 以上が新年度予算の主な内容でありますが、前年
度当初予算対比５.６％ 増の予算規模となったとこ
ろであります。 
 以下、議案を朗読して説明といたします。 
 議案第４号平成１５年度上富良野町介護保険特別
会計予算。 
 平成１５年度上富良野町の介護保険特別会計予算
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
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れ５億６, ３００万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 歳出予算の流用。 
 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き
の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用
することができる場合は、次のとおりと定める。 
 １、保険給付費の各項に計上された予算額に過不
足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費
の各項の間の流用。 
 １ページをお開きください。 
 第１表、歳入歳出予算につきまして、款ごとの金
額のみ申し上げます。 
 １款介護保険料８, ７６８万１, ０００円、２款国
庫支出金１億４, ３６５万６, ０００円、３款道支出
金６, ５７０万９, ０００円、４款支払基金交付金１
億６, ８２１万６, ０００円、５款財産収入１, ００
０円、６款繰入金９, ７７２万９, ０００円、７款繰
越金１, ０００円、８款諸収入７, ０００円、歳入合
計が５億６, ３００万円となります。 
 次、２ページ、歳出の内訳を申し上げます。 
 １款総務費３, ３０７万７, ０００円、２款保険給
付費５億２, ５７７万２, ０００円、３款財政安定化
基金拠出金５４万９, ０００円、４款特別給付費２
７５万円、５款基金積立金１, ０００円、６款諸支
出金５, ０００円、７款予備費８４万６, ０００円、
歳出合計につきましては、５億６, ３００万円とな
ります。 
 次、３ページ以降の総括及び歳入歳出の事項別明
細等につきましては、既に御高覧いただいているこ
とから、説明を省略させていただきます。 
 なお、２１ページから２４ページにわたりまして
は、所定の様式に従いました給与費明細書を添付し
てございます。 
 以上をもちまして、説明といたします。御審議い
ただきまして、議決くださいますようお願い申し上
げます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、簡易水道事業特別会
計予算説明並びに公共下水道事業特別会計予算につ
いて説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第５号平成１５年度上富良野町簡易
水道事業特別会計の予算につきまして御説明申し上
げます。 
 予算総額８, ０６０万円を計上させていただいて
おります。前年度対比では１, ５２０万円、２３. ２
％の増となっております。 
 主な増額要素といたしましては、里仁浄水場の水

質悪化に対します恒久対策としまして、２カ年計画
で整備いたしますろ過装置の設置に対する認可設計
及び実施設計費の計上でございます。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第５号平成１５年度上富良野町簡易水道事業
特別会計予算。 
 平成１５年度上富良野町の簡易水道事業特別会計
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ８, ０６０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 地方債。 
 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ
り起こすことができる地方債の起債の目的、限度
額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 
地方債」による。 
 一時借入金。 
 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、５,００
０万円と定める。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 款のみの予算額を申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款使用料及び手数料１, ７９９万３, ０００円、
２款国庫支出金３８３万３, ０００円、３款繰入金
４, ９０９万８, ０００円、４款繰越金１, ０００
円、５款諸収入２４７万５, ０００円、６款町債７
２０万円、歳入の合計といたしまして８, ０６０万
円でございます。 
 ２、歳出。 
 １款衛生費４, ７２７万円、２款公債費３, ３３２
万９, ０００円、３款繰出金１, ０００円、歳出の合
計といたしまして、８, ０６０万円でございます。 
 第２表、地方債。 
 起債の目的、簡易水道事業。 
 限度額、７２０万円。 
 起債の方法、普通貸借または証券発行、利率４％
以内。 
 償還の方法、政府資金につきましては、その融資
条件によることとします。銀行その他の場合には、
その債権者と協定する者によることとします。ただ
し、町財政の都合により、損益期間及び償還期限を
短縮し、もしくは低利に借り替えすることができる
こととします。 
 次の３ページから１０ページまでの歳入歳出予算
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事項別明細書につきましては、説明を省略させてい
ただきます。 
 なお、１１ページから１４ページにわたりまし
て、給与費の内訳及び地方債の内容につきまして調
書を添付させていただいております。審議の参考と
していただきたいと思います。 
 続きまして、議案第６号平成１５年度上富良野町
公共下水道事業特別会計予算の概要を申し上げま
す。 
 予算総額５億７,５１ ０万円を計上いたしており
ます。前年対比では３億１, ２２０万円、３５. ２％
の減となってございます。 
 主な減額要素といたしましては、汚水量の増加に
対処する水処理施設３池目の増設工事の完了による
ものでございます。 
 汚水管渠工事につきましては、昨年に引き続き西
町工区、新たに島津地区の一部を施工区域として予
定しております。 
 また、処理区域の拡大につきましては、北町地区
を新たに加えるべく、処理区域の変更を予定してい
るところでございます。 
 また、以下議案を朗読して説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第６号平成１５年度上富良野町公共下水道事
業特別会計予算。 
 平成１５年度上富良野町の公共下水道事業特別会
計の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ５億７, ５１０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定より債務を
負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、「第２表 債務負担行為」による。 
 地方債。 
 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ
り起こすことができる地方債の起債の目的、限度
額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 
地方債」による。 
 一時借入金。 
 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、２億円と
定める。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 １、歳入。 
 款のみ予算額を申し上げます。 

 １款分担金及び負担金２, ７８０万円、２款使用
料及び手数料１億６０５万４, ０００円、３款国庫
支出金１億円、４款繰入金２億２, ５７４万２, ００
０円、５款繰越金１００万円、６款諸収入８４０万
４, ０００円、７款町債１億６１０万円、歳入の合
計といたしまして、５億７, ５１０万円でございま
す。 
 ２、歳出。 
 １款下水道事業費３億２, １３６万２, ０００円、
２款公債費２億５, ３２３万８, ０００円、３款予備
費５０万円、歳出の合計といたしまして、５億７,
５１０万円でございます。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第２表、債務負担行為。 
 平成１５年度水洗化等改造資金貸し付けに伴う利
子補給金の期間につきましては、平成１５年度から
平成１９年度、限度額につきましては、貸付実績額
に対する利子相当額でございます。 
 なお、平成１５年度といたしまして、１０件を見
込んでいるところでございます。 
 第３表、地方債。 
 起債の目的、公共下水道事業。 
 限度額、１億６１０万円。 
 起債の方法、普通貸借または証券発行、利率４％
以内。 
 償還の方法、政府資金につきましては、その融資
条件によることとします。銀行その他の場合には、
その債権者と協定するものによることとします。た
だし、町財政の都合により、据え置き期間及び償還
期限を短縮し、もしくは低利に借りかえすることが
できるものとします。 
 次の５ページから１９ページの歳入歳出予算事項
別明細書につきましては、説明を省略させていただ
きます。 
 なお、２１ページから２６ページにわたりまし
て、給与費の内訳及び債務負担行為、地方債の内容
につきまして、調書を添付させていただいておりま
す。審議の参考としていただきたいと存じます。 
 以上で説明を終わります。御審議いただきまし
て、お認めくださいますようよろしくお願い申し上
げます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、ラベンダーハイツ事
業特別会計予算について説明を求めます。 
 特別養護老人ホーム所長。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） た だい
ま上程いただきました議案第７号につきまして、提
案の要旨を御説明申し上げます。 
 ラベンダーハイツ事業につきましては、利用者が
生きがいある生活が送れるよう、創意工夫によりま
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して質の高い施設介護サービス並びに居宅介護サー
ビスの提供に努めるよう、予算の編成に当たったと
ころでございます。 
 予算の総額は、昨年に比較して２２０万円、率に
いたしまして０. ７％減の２億９, ７６０万円となっ
ております。 
 予算の内容につきまして、第１点といたしまし
て、歳入でございますが、サービスの収入は、前年
度の状況並びに今後の利用状況を十分勘案し、予算
を計上いたしたところでございます。 
 また、一般会計からの繰入金につきましては、前
年度に比し約１, １４０万円の減額に努め、施設運
営の適正化を図ったところでございます。 
 第２点といたしまして、歳出でございますが、施
設内における経常経費の節減、効率化により健全経
営に努めるよう予算を計上したところでございま
す。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきたいと思います。 
 議案第７号平成１５年度上富良野町ラベンダーハ
イツ事業特別会計予算。 
 平成１５年度上富良野町のラベンダーハイツ事業
特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ２億９, ７６０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 一時借入金。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、４,００
０万円と定める。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 １、歳入。 
 款のみ説明させていただきます。 
 第１款サービス収入２億５, ４９６万２, ０００
円、２款道支出金８０万円、３款寄附金５万円、４
款繰入金２, １５０万円、５款繰越金２, ０００万
円、６款諸収入２８万８,００ ０円、歳入合計２億
９, ７６０万円。 
 ２、歳出。 
 １款総務費１億８, ２８５万２, ０００円、２款
サービス事業費８, ７０９万８, ０００円、３款施設
整備費１００万円、４款公債費２, ６５４万９, ００
０円、５款諸支出金１,０ ００円、６款予備費１０
万円、歳出合計２億９, ７６０万円となります。 
 次に、３ページから１６ページまでは、事項別明
細書につきましては、説明は省略させていただきた

いと思います。 
 １７ページから２２ページまでは、給与明細書に
つきましては、説明は省略させていただきたいと思
います。 
 ２３ページは、債務負担行為に関する調書でござ
います。 
 ２４ページは、地方債に関する調書として添付し
てございます。既に御高覧いただいたものと存じ、
説明は省略させていただきたいと存じます。 
 以上で説明にかえさせていただきたいと存じま
す。御審議を賜り、議決賜りますようよろしくお願
い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、水道事業会計予算に
ついて説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第８号平成１５年度上富良野町水道
事業会計予算につきまして、初めに予算の概要を申
し上げます。 
 収益的収入及び支出の予算総額１億８, ７５０万
円を計上いたしております。前年当初比では１７０
万円で、０.９％ の増となっております。既拡張事
業分の償還金などの負担金としまして、１, ０７８
万４,００ ０円が一般会計より繰り入れされており
ます。 
 また、資本的収入の予算額１０５万９, ０００円
を計上いたしております。前年対比では３, ６０４
万１, ０００円、９７. １４％の減となっておりま
す。 
 資本的支出の予算額６,０９ ０万円を計上いたし
ております。前年対比では４, ０００万円、３９. ６
％の減となっております。 
 また、資本的収入が資本的支出額に対し不足する
額につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補
てんしようとするものでございます。 
 また、主な減額要素といたしましては、日の出浄
水場の電気計装設備の更新事業が完了したことによ
るものでございます。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第８号平成１５年度上富良野町水道事業会計
予算。 
 総則。 
 第１条、平成１５年度上富良野町水道事業会計予
算は、次に定めるところによる。 
 業務の予定量。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 
 （１）給水戸数、４, ２３４戸。 
 （２）年間総給水量、９０万２, ４００立方メー
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トル。 
 （３）１日平均給水量、２, ４７２立方メート
ル。 
 収益的収入及び支出。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと
おりと定める。 
 款のみ朗読させていただきます。 
 収入。 
 第１款水道事業収益１億８, ７５０万円。 
 支出。 
 第１款水道事業費用１億８, ７５０万円。 
 資本的収入及び支出。 
 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと
おりと定める。 
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
５, ９８４万１, ０００円につきましては、過年度分
損益勘定留保資金５, ９８４万１, ０００円で補てん
しようとするものでございます。 
 収入。 
 第１款資本的収入１０５万９, ０００円。 
 支出。 
 第１款資本的支出６, ０９０万円。 
 議会の議決を経なければ流用することのできない
経費。 
 第５条、次に掲げる経費については、その経費の
金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またそれ以
外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会
の議決を経なければならない。 
 （１）職員給与費、３, ９７４万円。 
 （２）交際費、３万円。 
 他会計からの補助金。 
 第６条、水道事業運営のため、一般会計からこの
会計へ補助を受ける金額は、１, ０７８万４, ０００
円でございます。 
 棚卸資産購入限度額。 
 第７条、棚卸資産の限度額は１, ３４１万３, ００
０円と定める。 
 次の１ページから１０ページの平成１５年度上富
良野町水道事業会計予算実施計画書及び１１ページ
からの予算説明書につきましては、説明を省略させ
ていただきます。 
 また、２３ページから２６ページにつきまして
は、給与費の内訳及び債務負担行為の調書を添付し
ございます。審議の参考としていただきたいと存じ
ます。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまし
て、お認めいただきますようよろしくお願い申し上
げます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第９号平成１５年度上富良野町病院事業
会計予算につきまして、概要を御説明申し上げま
す。 
 本年度に関する病院経営に関しての業務の取り組
みにつきましては、さきの町政執行方針に記述させ
ていただきましたことから、省略させていただきた
いと思います。 
 次に、平成１５年度の予算規模についてでありま
すが、３条及び４条予算の総額１０億３, ２８１万
６, ０００円、前年比１億３, ５１１万４, ０００
円、１１. ６％の減となったところであります。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第９号平成１５年度上富良野町病院事業会計
予算。 
 総則。 
 第１条、平成１５年度上富良野町病院事業会計の
予算は、次に定めるところによる。 
 業務の予定量。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 
 （１）業務量。 
 イ、病床数、一般病床４４床、療養型病床３６
床。 
 ロ、患者数、年間７万６, ５１１人、１日平均２
７７人。入院患者、一般病床、年間１万５, ００６
人、１日平均４１人。療養型病床、年間９, ８８２
人、１日平均２７人。外来患者、年間５万１,６２
３人、１日平均２０９人。 
 収益的収入及び支出。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと
おりとする。 
 収入。 
 第１款病院事業収益９億７, ２６６万２, ０００
円、第１項医業収益８億３, ６４８万４, ０００円、
第２項医業外収益１億３, ６１７万８, ０００円。 
 支出。 
 第１款病院事業費用９億７, ２６６万２, ０００
円、第１項医業費用９億５, ４２４万７, ０００円、
第２項医業外費用１, ８４０万４, ０００円、第３項
特別損失１, ０００円、第４項予備費１万円。 
 資本的収入及び支出。 
 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと
おりとする。 
 収入。 
 第１款資本的収入６, ０１５万４, ０００円、第１
項出資金４, ０５５万４, ０００円、第２項企業債
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１, ９６０万円。 
 支出。 
 第１款資本的支出６, ０１５万４, ０００円、第１
項企業債償還金３, ４６３万２, ０００円、第２項建
設改良費２, ５５２万２, ０００円。 
 企業債。 
 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率
及び償還の方法は、次のとおり定める。 
 起債の目的、医療機械など整備事業。 
 限度額、１,９６０万 円。 
 起債の方法、普通貸借または証券発行。 
 利率、４％以内。 
 償還の方法、政府資金については、その融資条件
による。銀行その他の場合は、その債権者と協定す
るものとする。ただし、企業財政その他の都合によ
り据え置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは低
利に借り替えすることができる。 
 一時借入金。 
 第６条、一時借入金の限度額は７億円と定める。 
 予定支出の各項の経費の金額の流用。 
 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用する
ことのできる場合は、次のとおりと定める。 
 １、医業費用と医業外費用との間。 
 議会の議決を経なければ流用することのできない
経費。 
 第８条、次に掲げる経費については、その経費の
金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ
以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議
会の議決を経なければならない。 
 （１）職員給与費、６億７８４万９, ０００円。 
 （２）交際費、５０万円。 
 他会計からの補助金。 
 第９条、一時借入金利子及び特殊経費に充てるた
め、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は
５, ６５２万５, ０００円である。 
 棚卸資産購入限度額。 
 第１０条、棚卸資産の購入限度額は、２億４８６
万７, ０００円と定める。 
 次の、１ページ以降の予算実施計画、さらに予算
説明書、そして給与明細書、債務負担行為に関する
調書等の諸資料等につきましては、説明を省略させ
ていただきたいと思います。予算審議の糧としてい
ただきたいと思います。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 以上で議案の説明を終わり
ます。 
 これより、質疑に入ります。 
 なお、先ほど前段で説明されました町長並びに教

育長の行政執行方針に基づいて、各案件が今議会に
提出されております。この質疑は、先ほど町長並び
に教育長の行政執行方針の概要についてのみ質疑と
いたしたいと思います。 
 また、質疑の回数は、上富良野町議会運営に関す
る先例により、１人１回限りといたします。 
 これより、質疑をお受けいたします。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 町長に、まず最初お尋ね
いたします。 
 きょう、平成１５年度の富良野市の市政執行方針
が出まして、上富良野町の町長のあわせまして、そ
このところの同じ項目になるかと思うのですが、市
町村合併、これについてお尋ねをしたいと思いま
す。 
 町長がこちらで言っているところでは、自立の道
を歩むべきか、また合併の道を選ぶべきか、はたま
た新しい枠組みでの自治体の方向に進むのかと、こ
のように言われております。こちら富良野の市長の
方針では、はっきりと、合併については１市３町１
村で、それから広域連合についても１市３町１村で
と、このようにはっきりとわかるようにしておりま
す。 
 町長もこのように言われますと、旭川の方はもう
既に１市８町というようなことで話も進んでおりま
すから、これは非常に町民惑うのではないかなと、
この辺のところについて一つお伺いします。 
 いま一つにつきましては、富良野市長のこれを見
ますと、富良野圏域１市３町１村で合併協議を進め
ていくことは困難であると判断したと。次に、広域
連合につきましては、富良野圏域１市３町１村が合
併問題の方向性が決まってから検討することで確認
をすると。こういうことで、非常に手詰まりになっ
たのかな。私もちょっとわけがわからなくなるよう
な感じがするわけでございます。 
 それで、ただ、合併というのは避けて通れない、
平成１７年３月、これでもって切れるという避けて
通れない道ではないかと思います。ここのところで
もって、町長の富良野市長の言っているところの違
いと、それから広域連合、それから合併、この話が
ストップしているという、これについて町長の御所
見お伺いしたいと思います。 
 それから、教育長の方は、これまた後でよろしい
ですか。続いて。 
○議長（平田喜臣君） 一括でおやりいただきた
い。 
○１１番（梨澤節三君） 一括ですね。 
 教育長、教育基本法の改正の話が現在出ておりま
して、生涯学習という項目が新たに加わると思いま
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す。こういうことでもって、この生涯学習につい
て、具体的にどうあるのか、これを読んだだけでは
ちょっと具体性が見えなくて、どのように、私など
は今の図書室ではなというような感じもあるのです
が、その辺のところをお聞かせいただきたいと思い
ます。 
 それから、次に幼児教育についてなのですが、男
女共同参画社会との絡みがあります。それで、この
男女共同参画社会の方では、ひな祭りというのは、
これは男女差を出しているからだめだとか、そうい
うような日本古来のもののところのものを否定して
きているのです。これ徐々に見えてくると思いま
す。そういうことでよいのか。やはり小学校に入る
前の子供たち、この幼児の教育、非常に大事な今、
日本はこれから３０年、４０年かけて教育というも
のをやっていかなければならないと思いますが、こ
の入学前の子供たち、幼児に対する教育、日本古来
のものに誇りを持てるような、そして男の子は男の
子らしく、女の子は女の子らしくという、日本が世
界に誇れるような教育をしていただきたいなという
のが私の希望でございますが、教育長のこの幼児教
育に対する考え方についてお聞きしたいと思いま
す。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 きょうの報道で、朝刊でのお話だというふうに認
識いたしておりますが、市町村合併の方向性につき
ましては、私の考え方につきましては、ふだんから
皆様方にお話し申し上げているわけでありますし、
また加えて今回の行政報告、また執行方針でもお話
しさせていただきました。今後の課題としては、基
本的には、第２７次地方制度審議会の基礎的自治体
のあるべき姿の答申の状況を見きわめるとともに、
また加えて、経済財政諮問会議における地方財政の
方向づけが国がどう示すのかというようなことも含
めながら、十分その中で検討していかなければなら
ない課題であるというふうに思っておりますし、そ
の市町村合併ありきということではないというふう
にも思っておりますが、住民懇談会等々の御意見等
も承りながら、今後の課題としての研究を進めてい
きたいというふうに思っております。 
 富良野市長の行政執行方針の中での報道でありま
すけれども、５市町村という合併の問題につきまし
は、既に皆様方に御説明を申し上げておりますよう
に、１月２６日の委員会の会議の中で、この方向性
を、協議を、合併に向かっての協議会の設立が不可
能であるということで結論づけをさせていただいて

いるところでありまして、これらにつきましては、
今後またそれぞれこの圏域の中で、また圏域の枠外
等々も含めながら、それぞれの自治体が検討し、対
応するべきもの、されるものというふうに思ってい
るところであります。 
 また、広域連合の対応につきましては、これにつ
きましても、１月２６日に会合の中で方向づけをさ
れまして、既に皆様方に御報告をさせていただいて
おるところでありますが、この報道によります内容
につきましては、１月２６日の協議会での話し合い
の結果の部分でございます。その後、皆様方にも御
報告させていただいておりますように、２月２０
日、広域圏の振興委員会を開催させていただきまし
て、その中で調整をさせていただいた結果、今後広
域連合の推進に向かって、今現在方向を定めました
事務組合あるいは介護認定等々の対応に、また、他
の行政事業、事務事業等々について、広域連合で対
応でき得るものがないかどうかということを担当課
長会議、言うならば幹事会に検討をさせるというこ
とで、２月の２０日に方向を修正させていただいて
いるということは既に報告させていただいておりま
すが、けさの新聞では、その部分について報道はさ
れないで、１月２６日の結果についての報道という
ことでありますが、担当課の方で富良野市の方に先
ほど調整確認した結果、この行政執行方針の後ほど
に高田市長の方から、今申し上げました２月２０日
での協議内容についての議会報告がなされていると
いう報告を受けているところでございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 梨澤議員からの２点の質
問ですけれども、１点目の教育基本法の中での生涯
学習というのは、ちょっと整理していただきたいな
と思っているのは、私も学校教育と社会教育の二つ
の部分で申し上げております。その中で生涯学習と
いうのは、子供からお年寄りの各分野にわたって
の、ここにも書いてありますように、健康で生きが
いのある人生を築いていただくためのいろいろな活
動があると思っております。それでは、学校教育の
中では、学校基本法に基づくそれぞれの教育という
部分の使命の中での取り組みが必要なのかなと思っ
ておりますので、そういうことで生涯学習、学校教
育も、ともに私たちは大事なことだと思っています
ので、それぞれの受け持つ分野、立場のそういう乗
り越えながら頑張っていかなければならない課題だ
なということで御理解いただきたいと思います。 
 それから、２点目の幼児教育、本当に言われてい
るとおりに、子供は町の宝だと言われております
し、今幼児教育、子供たちの健全育成には、私たち
もまだまだ意を尽くしてあげていかなければならな
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い課題だな。 
 それから、いつでも議会からも子育て支援の問題
も出てきております。私たちも学校法人の幼稚園の
問題を抱えて、保育所と幼稚園とがどうしても垣根
がある。そのものをきちっとやっぱり垣根を取っ
て、やっぱり保護者、子育てする親の立場に立っ
て、その条件を整備してあげることが必要なのだと
いうようなことの課題も今取り組んでいる最中でご
ざいます。そんなことで、子育て支援についても、
幼児教育についても十分意を尽くしてまいりたいと
思いますし、また、ひな祭りの男と女との区別とい
うことで、これは男女平等ですから、ただ、日本古
来のひな祭りだとか、例えばいろいろな行事の中で
日本古来の伝統文化、そういうものを大事にして子
育てをしっかりしていくことが大切だということ
は、共通した認識でございます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） 町長に、２点ばかりお聞き
したいと思います。 
 町長は、一体この上富良野の未来像をどのように
考えているのかなと。確かに都市の一極集中という
のですか、それに対する過疎、高齢化に対する少子
化、本当に厳しい状況にあり、未来のことをなかな
か考えられないのでないかなと、そう思いますけれ
ども、歴代の町長は、やはり強烈な個性を持ってこ
の上富良野を推進してきたと思うのですね。 
 海江田町長の場合は、自衛隊に対する厳しい目
を、融和を図りながら農業、そして道路だとか学校
のグラウンドなんかを自衛隊を利用しながら推進し
てきた、そして農業振興。 
 また、村上町長は、林業、農業というものに力を
入れてきた。それに対しては絶対譲らんぞという姿
勢がありました。 
 和田町長にしてもそうです。学校教育ということ
で校舎等を建て、そして農業振興。 
 酒匂町長においては、環境の酒匂だと、スポーツ
振興、そして観光の振興に力を入れました。 
 菅野さんもしかりです。 
 ですが、尾岸町長はもう６年になりますけれど
も、なかなか見えてこない。総花的なことばかりで
あって、確かにあれなのですが、見えてこない。 
 私は、尾岸町長は、この一番最初にある、豊かな
心の人のまちづくりという感じで、福祉に力入れた
のでないかなと。そのために、パークゴルフ場も何
億円もかけてつくったわけです、健康のためにと。
そして、今度また健康福祉センターをつくると。こ
れはやはり町民の健康が大事なんだと、健康が第一
なんだという眼目から入ってきた。ですが、その面

に関しては、やはり一貫性がないのでないかという
か、整合性がないような気する。 
 例えば、この間の基本健康診断にしてもそうで
す。受益者負担です。この受益者負担の原則、確か
に聞こえはいいですけれども、これはやはり私から
見れば、官僚の答弁書という言葉がありますが、そ
れに近いのかなと。尾岸町長の本音がなかなか見え
てこない。そしてお金がない、聖域はないのだと言
いながらカットすると。本当にお金がないのならば
健康福祉センターもつくれないわけですから、それ
はつくると。そして、こういう面においても、健康
保険の問題も出てくるだろうと思いますけれども、
すべてにおいて聖域はないのだと。だから一貫性が
ないのでないかなと思うのですね。 
 私は、そこで町長にお伺いしたいのは、これから
合併の問題も出てくるだろうし、いろいろな問題が
あります。しかし、上富良野を町長はどのようにし
ていくのか、これは絶対譲らんぞと、そういうもの
を見せていただきたい。 
 ２０年後に、今職員の方々がいる、これは海江田
町長初め村上町長、和田町長、酒匂町長に入った人
たちが、今こうやって活躍してこの町を動かしてい
るのです。ということは、その時の町長の判断に
よって質も向上するわけですから、尾岸町長の考え
方が２０年後に、３０年後に生きてくるわけですか
ら、私はやはりその点をきちっと皆に知らしめ、そ
して地域住民の未来像というものを出していただけ
ればなと思っておりますが、以上でございます。よ
ろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ２番中川議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 まだ私を理解していただけないのだなと思って、
まだ説明の仕方が不十分かなというふうに認識して
おりますが、いつも申し上げておりますのは、私は
この町の将来像をどうするのか、それは私がつくら
させていただいた第４次総合計画の実現であると。
その中で、当初から申し上げておりますのは、今、
中川議員から御質問２件にありましたように、総計
の前期は、豊かな心の人のまちづくりに全力投球を
していくぞということで、福祉を含めたその対応の
中での前期の施策の展開を進めさせていただいてい
ると。ちょうど前期はことしで、平成１５年で前期
が終了し、１６年からは後期に入るわけであります
が、ただその中でたった一つ言えることは、当初計
画していた４次計画の中で位置づけしていたより
も、もっともっと財政的な厳しさが、急激に対応が
迫られたというところに大きなその事業展開の中
で、予定よりもおくれを来しているという部分もご
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ざいますし、では後期見定めたときに、では第４次
総合計画の当初計画していたものを達成でき得るの
かということになりますと、いささか現在の財政状
況から見きわめると、非常に後期においても厳しさ
があるなというふうに思っております。 
 そういう中にありまして、将来的な我が町の町づ
くりの将来像を見きわめるためには、この第４次の
総合計画を、本当にこの４本柱を対応していけ得る
のかどうかということが大きな課題であるというふ
うに思っておりますが、その中で私といたしまして
は、今言うように財政的に厳しい中にあって、やは
り緊急性、優先性を十分に認識した上での取捨選択
をした中での対応をせざるを得ないというふうに
思っているところであります。 
 そういう中にありまして、今申し上げますような
財政的に厳しい中にあることから、言うならばその
受益者負担の原則をも取り入れつつ、財政運営を図
りながら、豊かなの心の人のまちづくりの推進をこ
の前期で進めていくと。その中にあっては、応分の
負担をいただくと。従前のようにすべて公費賄いと
いうことではなくて、受益者の負担を応分にしてい
ただくということを含めながらの財政運営を進めて
いかなければならないという状況にあるというふう
に、私としてもその対応を進めているところでござ
います。 
 また、それぞれの中で歴代町長のそれぞれの顔と
申しますか、それぞれの特色というものが出ている
ということでありますが、これは言うならば、歴史
が後で認定してくれるというか、歴史が後で判断を
してくれるものというふうに私としては認識し、議
員が御質問にありました海江田町長あるいは酒匂町
長、和田町長、菅野町長、それぞれの特色ある町づ
くりを目指してきたということにつきましては、同
感でございます。ただ、私の経過につきましては、
やはり歴史がまた判断してくれるものというふうに
認識しているということで御理解を賜りたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 次、１５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 町長の１５年度の執行方
針が述べられましたが、今年度は国営土地改良事業
の負担金の償還が始まり、また保健福祉センターの
整備と大きな事業を抱え、きょうのような春の嵐の
中を突っ走るような大変さだと思うのですけれど
も、ますます町財政の厳しい折、これからの時代に
合った行政に向け、かじ取りを誤ることがないよう
に頑張っていただきたいと思いますけれども、この
方針の中で、まさに今、町長がよく申されておりま
す、小泉総理が提唱する地方財政改革における骨太
の方針第２弾、この動向をよく見てからとよくおっ

しゃいますけれども、国の方も財政不足で次々と新
しい方針が出されまいっておりまして、この一番大
事なところは、三位一体での地方への税財源配分の
あり方ですけれども、これが今後これから示される
方向性が見定めてというような、注視しながらとい
うことをおっしゃっておりますけれども、もう既に
この方針が出ております。国土交通省は、２００３
年度から市町村に対する補助金を原則廃止すると。
それで一つの市町村内にしか効果が及ばないような
事業は補助対象から外す方針と。それと同時に、補
助採決の基準も、現在の５, ０００万円以上から、
都道府県並みの５億円以上に引き上げると。そのか
わり、市町村道の補助金の見直しは、国からの道路
特定財源を市町村に移譲して、自治体の配慮で道路
整備できる余地を拡大するかわりに、補助金を縮減
する、これが三位一体の行革だそうですけれども、
これから動向を見てというよりも、もう今までの画
一的な国の補助をもらって道路の整備をするとか、
そういう国の事業も大体終結にまいっております
し、そういう時代は終わりまして、もう即優先順位
をつくって、それでスピィーディーに英知を集めま
して、この三位一体の税財源の配分をぶん取るぐら
いの気持ちで対応していきませんと、原則廃止とい
うことですので、画一的な、この計画も方針も三位
一体とすらすらと書いてありますけれども、これが
非常に注視しなければならないとなっております
が、その基礎的自治体の方向性、これももう見誤る
ことがないようにしなければいけませんし、即優先
順位をつくりまして、スピィーディーに具体策を国
に発信しませんと、なかなか今度市町村の道路なん
かはできなくなってしまうと思うのです。それで、
ここのところちょっと、道路の政策にしましても、
補助を仰いでというふうに書いてありましたが、国
土交通省や防衛施設庁の補助制度を活用しというこ
とをおっしゃっておりますけれども、この九〇式戦
車の対応、これらに伴っての富原の橋の架換えなん
かは、これは防衛庁の関係で補助を仰ぐことができ
ると思うのですけれども、次々と方針が変わってま
いりますので、この三位一体というところ、誤りな
きようにひとつしっかりかじ取りをやっていただき
たいと思います。 
 それから、男女共同参画でございますが、審議会
の附属機関の規約を女性は２０％採用すると、こう
いうふうに基準を変えていただきましたところは評
価させていただきますけれども、ちょいちょいここ
の庁舎に参りまして、トイレなんを見ましても、こ
の庁舎にありますトイレなんか、まさに男世界のト
イレかなと。やっぱりまだまだ男性の社会だなとい
う気はいたしておりまして、これは取り組みが町の
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方の庁舎の方なのか、あるいは教育委員会の方なの
か、ちょっとわかりにくいところもありまして、さ
らに取り組みの方をひとつ進めていただきたいと思
います。 
 それから、高校の雇用の関係ですけれども、実際
に働く場所が少ないということは実態でございます
けれども、やっぱり企業がどういう人を求めている
かということをよく連絡をとっていただきまして、
それでそういう方が１人採用しておられると思うの
ですけれども、就職に向けましての就職先で必要な
資格とか、それからあいさつとか、それからマナー
の指導とか、こういったことをひとつやっていただ
けるように、企業体験も必要ですけれども、企業と
学校との情報交換をうまく取り合って、それでなく
てもなかなか雇用厳しいわけですので、取り組んで
いただきたいと思います。 
 それで、保健福祉センターは、これは地方総合債
がことしから廃止だと、危うく継続事業として政府
で地域総合債を活用して、これを建てるということ
でございますけれども、今度国土交通省は補助金を
原則廃止すると、こういうふうに言っておりますの
で、ひとつそこらを誤ることなきよう、スピー
ディーに対応、それから立案計画、ひとつよろしく
お願いしたいと思います。町長のお考えを聞かせて
いただきたいと思います。 
 それから、教育長にお伺いいたします。 
 学校がよくなる、教育が変わる、まさにそうだと
思います。それで、この教育改革に力を注いでいか
れるということで、そうだと思うのですけれども、
その学校の情報開示、学校が取り組んでいらっしゃ
ることがなかなか町民にわかりにくい、こういった
こともありますので、その学校の情報開示、これに
取り組んでいただきたいと思います。 
 それから、教育委員会と学校現場が一体となって
教職員の力量や指導力の向上に取り組むとともに、
学校経営の支援を前向きに進めてまいりたいと、こ
うありますけれども、学校評議員というのを設置い
たしましたので、設置したばかりではちょっと困り
ますので、これらの方を大いに活用して、学校経営
に取り組んでいただきたいと思います。 
 それから、社会教育主事を派遣ということで考え
ていらっしゃるようでございますけれども、いつぐ
らいから置けることになりますのか、ちょっとお伺
いしたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 まず、第１点は、小泉内閣の骨太第２弾の問題で

あろうというふうに思いますが、これは今、議員
おっしゃるように、今、小泉内閣は骨太第２弾の中
で、地方財政についての位置づけとして、三位一体
の改革を図るということで、その方向性を経済財政
諮問会議の中に諮問をしているということでありま
す。これは御案内のように、国土交通省が言ってお
ります、補助金は廃止するぞというような話であり
ますが、国土交通省が何を言っても、平成１５年度
予算につきましては、今衆議院を通過して今決定さ
れるところでありますが、この三位一体の中にあっ
て、補助金については縮減から廃止に向かっていく
と。それから、地方交付税については縮減から見直
しをすると。そのかわりというか、その地方財政の
財源補てんのために地方税配分を見直す。この地方
税配分の見直しというのは、今国と地方が四分六の
税配分になっておるわけでありますが、これを五分
五分にしたいというのが片山総務大臣の私案であり
ます。しかし、今その方向が結論的には出ておりま
せん。地方税配分をどうするのかということについ
ては、位置づけはされてない。 
 御案内のとおり、平成１５年度の予算なんかにお
きましても、補助金、助成金につきましては、国土
交通省が言っているように大幅ななたが振るわれま
して削減されました。また地方交付税についても
７. ５％の削減ということで、非常に厳しい状況に
あるわけであります。しかし、地方税配分について
は、一切平成１５年の段階では手はついていないと
いうのが現状で、地方財政は非常に厳しくなってい
ると。 
 ただ、これから、基本的には経済財政諮問会議の
中間答申が３月中にはなされるだろうというような
方向でありましたが、現在の状況では６月か７月に
延びるというようなことでございます。この６月か
７月に延びる、この経済財政諮問会議における地方
財源の三位一体の改革がどのような方針を示されよ
うとも、御案内のとおり国家財政がこのように厳し
いわけでありますから、従前のように潤沢に地方財
源が潤うということは全く考えられない。ただ、相
当な厳しい地方財政の状況になるであろうけれど
も、現在のようではなく、方向が見えると。地方財
政の方向性が見きわめられるというような財政運営
が地方でなされるように方向づけをしていただける
のではないかという期待を持っているということで
あります。 
 そういう中にありまして、財政運営におきまして
は、議員御質問にありましたように、町としても十
分見きわめながら、今後の厳しい財政運営を遺憾な
く対応していかなければいけない。その中で、やは
り第４次総合計画で位置づけした中から、やはり優
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先性を持つ、そして緊急を要する、そういった事業
をいかに取り入れていくか、その取り入れる中にあ
りまして、皆さん方のところに総合計画に位置づけ
した中で実施計画、３カ年ローリングにおける実施
計画の中で、その方向性を定めているということで
ひとつ御理解を賜りたいというふうに思います。 
 それから、男女共同参画型社会の形成につきまし
ては、さきにも述べました。何度も申し上げており
ますように、行政としては、もう門戸を開いて待っ
ている。そういう中にありまして、地域の女性の皆
さん方がこういう各種の組織の中に、またいろいろ
な中で対応し、率先して参加し、町づくりに参画し
ていただけるように扉を開けて待っておりますの
で、その対応を促進するように、今後もより一層努
めていきたいなというふうに思っているところであ
ります。 
 また、高等学校の雇用の問題につきましては、後
ほど教育委員会の方から、教育長の方から御答弁い
ただくとして、議員おっしゃるように、今高等学校
では、職員を１人、町として配置し、教育委員会と
して配置して、高校卒業生の皆さん方の就職対応を
図っていると。これが促進されることを期待して対
応しているということで、細部につきましては教育
長の方からお答えさせていただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １５番村上議員の４点の
質問かと思いますけれども、１点の教育改革の問
題、私も申し上げましたように、国の方で学校がよ
くなる、学校教育が変わるということで、２１世紀
プランで、今いろいろ文部科学省の方からどんどん
来ています。私も幾らいい制度ができても、マニュ
アルができても、指導要領ができても、それを実践
に移さなければ絵にかいたぼたもちだよということ
で、先生にもよく話しして、とにかく先生たちも上
富良野の子供たちのために、その情熱を燃やしてく
れということであれしてますので、その意を体する
ようにこれからも共有して、このことの実感できる
ような教育ということで頑張っていきたいと思って
います。 
 ２点目の学校の情報公開の、昔は学校というのは
聖域の部分があったのでしょうけれども、今、学
校、家庭、地域一丸となってということで、そのた
めに学校評議員を置いて、地域が学校に思うこと、
学校が地域の人に理解していただきたいということ
で、これ今までＰＴＡ会の中でいろいろやっており
ましたけれども、よりその聖域のないように、今言
われたように、学校でこうやって頑張っているのだ
よということが地域にわかり、地域も学校に理解さ
れるということでさらなる努力をしてまいりたいと

思っております。 
 それから、社会教育主事は、これもひょうたんか
らこまで、なかなか今、道も財政的に厳しいという
ことであれだったのですけれども、いろいろ道の方
にお願いして、４月から配置の見通しが立ちまし
た。この社会教育主事が来ることによって、将来の
社会教育のビジョン、それから子供たち、それから
お年寄り、各分野にわたっての実践活動が、より実
践的に生かされるようにさらなる努力をしてまいり
たいと思っております。 
 それから、高校の雇用対策、ことし本当にうちの
方でも１人頼んで１年間地道な活動が功を成しまし
て、４３人の卒業生がおります。１８人が就職希望
でしたのですけれども、そのうち１７名が就職を決
定しております。これは、地道な活動が最終的にこ
ういう一つの成果を得たのかな。ただ、今までは学
校の先生に依存型でなくて、やっぱり地域の子供た
ちですから、私たちも行政で学校に支援して、行政
と一体となってということの成果は、地道な成果を
上げているということで御了承いただきたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ただいま昼食休憩の時間になりましたが、本質疑
にまだ質問があるという方、ちょっと挙手をいただ
きたいと思いますが。３番さんのみですか。 
 できましたら昼食休憩をちょっと延期しまして、
終わらせていただきたいと思いますので。では、簡
潔によろしくお願いします。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 簡潔にと思っておりますの
で。 
 町長の町政執行方針を賜って、極めて崇高で聡明
な町長の所信を拝聴いたしましたが、一定の評価を
いたすものの、文言について、この機会にお伺いを
しておきたいと思います。二つ、三つです。簡単で
いいですから、町長、コメントしてください。 
 町民の家庭経済、昨今町長も御案内のとおり、疲
弊しているという環境にあるのでないかと思いま
す。そこで町長にお伺いいたします。受益者負担の
原則にのっとりと、こうあるのですよ、文言が。町
長は、最近とみに受益者負担の原則ということを強
調されるやに伝わってくるわけですけれども、それ
では、それぞれの領域がはっきりしているという考
え方に自分は立っているのですけれども、行政サー
ビスと受益者負担の原則との違いがおのずと違って
いると思うのですよ。その辺の見解を承っておきた
いと思います。 
 それから、１１ページのごみの処理について、一
部有料化と、こうありますが、では全部という中の
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一部の有料化とするならば、ではこの表現はどのよ
うに理解すればいいのか、この点をお尋ねをしたい
と思います。 
 それから１５ページ、最後の質問になりますが、
財政会計システムにあっては、行政イントラネッ
ト、自分日本人で外国語よくわからないので、町長
この辺、朗読された後にちらっと教えてもらえばあ
りがたかったと思うのですけれども、これはどうい
うことか理解したいので説明してください。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １３番福塚議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、受益者負担の原則ということの行政サービ
スと受益者負担とどうなのだということであります
が、行政サービスにも経費がかかるわけでありま
す。その経費がかかる部分の中で、応分の受益者の
皆さん方から応分の御負担をいただく。今まで行政
サービスというのは、すべて認識としては無料とい
う認識でありますが、決してこれは私は無料ではな
いのだと。全町民の税によって、全町民が負担して
の行政サービスであって、その中で、その行政サー
ビスを特に余計受ける者がいるとするならば、平等
に対応するのでなくして、応分の直接的な負担をし
ていただくというのが受益者負担の原則かなという
ふうに私としては認識しながら、今後の対応を進め
ていきたいというふうに思っております。 
 また、ごみの一部有料化ということは、燃やすご
み、一般廃棄物における燃やすごみ等々についての
一部でありまして、再利用する部分については、従
前のとおり無料化であるということで、その一部分
が有料化であるということで御理解をいただきたい
と思います。 
 また、行政イントラネットにつきましては、担当
の総務課長の方からちょっと説明をさせたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚議員の最後の
質問のイントラネットの関係でありますけれども、
非常に片仮名でわかりにくいかと思います。今回特
に庁舎内、それから庁舎外の公共施設含めまして、
いわゆる施設ごとにそういう電子化情報を双方から
発信できるようなことでシステム化をするという計
画を持っています。非常にわかりにくいということ
を前提に、予算特別委員会の事前資料ということで
議案と一緒にお配りしてございますので、図化しま
して資料を添付してございますので、後ほど十分ご
らんをいただきたいというふうに思っていますの
で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、質疑を終了
いたします。 

──────────────────                
◎予算特別委員会の設置について 

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 ただいま議題となっている議案第１号から議案第
９号は、なお十分な審議を要するものと思われます
ので、この際、議長を除く１９名の委員をもって構
成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審
査することにいたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号から議案第９号については、
議長を除く１９名の委員をもって構成する予算特別
委員会を設置し、これに付託の上審査することに決
しました。 

──────────────────                
◎休 会 の 議 決           

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 議事の都合により、３月５日から３月１０日まで
の６日間を休会といたしたいと思います。これに御
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、３月５日から３月１０日までの６日間休
会とすることに決しました。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全
部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 休会中及び再開後の予定について、事務局長から
報告いたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 ただいま御決定いただきましたとおり、明５日か
ら３月１０日までの６日間は、休会といたします。 
 ３月１１日は、本定例会の３日目で、開会は９時
でございます。定刻までに御参集賜りますようお願
い申し上げます。 
 以上であります。 

午後 ０時０９分 散会 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 １９名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席まことに御苦労に存
じます。 
 ただいまの出席議員は１９名であります。 
 これより、平成１５年第１回上富良野町議会定例
会３日目を開会いたします。 
 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 町の一般行政について、小野忠議員外８名の議員
から一般質問の通告があり、その要旨はお手元にお
配りしたとおりでございます。 
 なお、あらかじめ執行機関に質問の要旨を通告し
てございます。質問の順序は、通告を受理した順と
なっております。 
 また、質問の日割りについては、さきに御案内の
とおりでございます。御了承賜りたいと存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
   １ ７番 小  野    忠  君  
   １ ８番 向  山  富  夫  君  
を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 町の一般行政に
ついて質問を行います。 
 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま
す。 
 初めに、１７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 私は、さきに通告いたしま
した２項目について、町長にお伺いをいたします。 
 第１点は、景観条例制定について、景観条例の制

定を今後はどのように進めようとしているのかをお
伺いいたします。 
 私は、景観条例制定について、平成１３年６月の
定例議会において１度町長に質問をいたしておりま
すが、その後どのように進められているかについ
て、再度質問をいたします。 
 昨年１１月１８日の北海道新聞に、景観条例の策
定を目指す町の動きとして、景観づくりの講演会
「東大堀教授との景観懇談会」「景観づくりに関す
る町民の意向調査」について報道されていました。
その中で堀教授は、上富良野町は大雪山国立公園、
十勝岳という第１級の景勝地に恵まれ、なおかつ、
ラベンダーという観光資源によって全国から観光客
が押し寄せてくるという、他の町村がうらやむよう
なすばらしい観光地としてすぐれた条件を備えてい
ると、非常に褒めていました。ただ、深山峠にして
も、千望峠にしても、眺望はすばらしいが、防護さ
くや看板などが景観を邪魔していると、環境整備を
問題にしています。 
 また、住民のアンケート調査でも、「景観に関す
る指針づくりを行うべき」と答えた方が１１. ７
％、「景観条例を定め、景観づくりを明確に」と答
えた方は２８. ４％、「町の財政支出で積極的な景
観施策を」と答えた方は２９. ４％、「積極的に行
政が主体となって景観条例の制定を進めるべき」と
答えている町民は、これらを合わせると７３.１％
に及びます。反対に消極的な意見では、「意識啓発
を進める程度でよい」と答えた方は、わずか２０％
しかおりません。 
 このような住民の意向を踏まえて、堀東大教授が
褒めている我が町のすばらしい観光資源を保護する
ためにも、一日も早く景観条例を制定する必要があ
ると思いますが、町長は今後どのように条例制定を
進めようと考えておられるか、お伺いをいたしたい
と思います。 
 ２点目でございます。町民の叙勲申請についてお
伺いいたします。 
 町民の功績をたたえ明らかにすることについて、
郷土の発展のため、ふだんから家業を顧みることな
く地方自治の振興に寄与された先輩の自治・産業関
係者に対する叙勲の申請を、賞勲局長あてにされて
いる向きがあると思いますが、何人申請中であるの
かについて、名前を明かさずに、現状についてお伺
いをいたします。 
 以上で終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
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 まず、１番目の景観条例の制定についてでありま
すが、議員の御発言の中でも御紹介ありましたが、
昨年実施しました景観基礎調査を通じ、町民の皆さ
んの景観に対する意識が極めて高いものであること
を認識させていただきました。 
 先日の執行方針の中でも述べさせていただきまし
たが、平成１６年度施行を念頭に、平成１５年度に
おいて本条例の策定作業を行ってまいります。策定
作業を進めるに当たりましては、かかわりの深い産
業関係者の方々初め、一般の方々にも呼びかけを行
い、策定委員会を立ち上げた中で行っていく所存で
あります。 
 また、景観を守り、つくり、はぐくむという観点
から、本条例は単に理念のみを掲げるものではな
く、町民や地域事業者の役割を初め、地元産業の発
展を本条例の大きな目的として、ハード・ソフト両
面にわたる事業展開の可能性や、公共事業における
景観形成への貢献など、行政の役割をも明確にした
実のある条例にしたいと考えておるところでありま
す。 
 次に、２番目の国家の特定の私人の栄誉を表彰す
るため、栄典制度についての御質問にお答えさせて
いただきます。 
 その種類は、叙位、叙勲、褒賞の多岐に分かれて
いるもので、その中の春秋叙勲について申し上げま
す。 
 国家または公共に対し功労のあった方々の中か
ら、一定の条件を満たす場合に、候補者として推薦
することとなる春秋叙勲については、国の各省庁別
に対象となる職種やその在職年齢などの推薦要領が
定められており、その内容に基づき、市町村や関係
団体が該当者について申請手続を行う仕組みとなっ
ておりますが、現在、春秋叙勲候補者として町が申
請中の方はおりません。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 再質問を町長にお伺いいた
します。 
 ことしの２月１８日付の北海道新聞に、国土交通
省北海道局で、近く景観道路制度を道内に導入し、
景観が美しくドライブに適した道路を指定し、民間
営利団体などによる環境整備活動を支援する新制度
を取り入れたいとの記事が載っていましたが、我が
町もこれらの国の制度により景観道路の指定を受
け、観光客の誘致に努めるためにも、一日も早く景
観条例を制定し、美しい景観を保護し、観光の条件
整備を積極的に進めるべきと考えますが、再度、町
長の決意のほどをお聞かせいただきたいと思いま

す。 
 次に、２点目ですが、町の叙勲申請につきまして
ちょっとお聞きしたいのですが、私は、趣旨を余り
聞いたわけではございませんが、何か趣旨の方が多
くて、ちょっと私にはわからないなというような感
じがいたします。何にしろ、わかりやす過ぎて私に
わからないと、余りにも難しくお書きになられるも
のですから。私はただ、叙勲申請を賞勲局長に出さ
れていると思うが、何人ぐらいいますかと聞いただ
けで、別段趣旨は聞いておりません。ですから、今
後、趣旨を聞かされなくても、認識してお聞きして
おるのですから、もう一度その点を御答弁賜りたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 景観道路につきましては、管内南地区の富良野圏
域の昨年の懇談会におきまして、私の方から提案さ
せていただいて、旭川開発建設部の方も動き出して
おりまして、何とか花人街道、国道２３７号線は指
定を受けられそうであるという報告を聞いていると
ころでございます。そのことによりまして、地域の
景観に対する対応も、今後花人街道の推進について
両面から対処していくというようなことに、大いに
期待をいたしているところであります。 
 それから、２番目の叙勲の問題でありますが、先
ほど最後に申し上げましたように、現在、我が町に
おきましては、申請している人はおりませんという
ことでお答えさせていただきましたように、議員は
そこをお聞きしているのはよくわかります。 
 そこで、私の方から、現在、我が町では候補者に
申請している人はおりません、終わりというので
は、これは余りにも単純過ぎるなということもあり
ますので、叙勲制度等々についての中で、春秋叙勲
候補者についてということで御説明をさせていただ
いたということで御理解いただきたいと。これから
も、時間の問題もありますので、なるべく簡潔にお
答えするように努めたいというように思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問ありますか。 
 １７番小野忠夫君。 
○１７番（小野忠君） 景観条例につきましては、
一応平成１４年度にも委託調査費をつけて、皆さん
頑張っていただいておりますので、１６年度には間
違いなく条例の制定ができるのか、この点につい
て、もう一度町長に健全な、明確な御答弁をいただ
いておきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
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 今年度の執行方針でも述べさせていただいており
ます。きょう、またここでお答えさせていただいて
おるわけでありまして、この条例につきましては、
既に方向性が定まっております。あとは、先ほど申
し上げました策定委員の立ち上げをすることによっ
て動き出していただくものというふうに認識してお
りますので、今年度策定をして、次年度から施行し
ていくような方向で取り進めていくということで御
理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１７番
小野忠君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ
ります２項目４点について質問いたします。 
 まず、行政の構造改革・機構改革について。 
 地方分権の時代になった現在は、今までの縦割り
行政では対応しにくくなり、１点目、縦割り行政の
弊害の調整または解消に向け、改革に取り組むべき
と考えるが、いかがでしょうか。 
 平成１１年に１８課から１６課に統合され、改革
されたはずだが、廃止した課はないので、またその
課の中で縦割りが起き始めていると感じるが、職員
も縦割り行政の矛盾を感じておられると思います
が、いかがでしょうか。 
 ２点目は、機構編成を考えてはどうか。 
 児童館利用の実施や保育所の管理運営等は保健福
祉課が担当となっているが、これらは教育委員会に
移管してはどうか。また、これらを子育て課などに
してはどうか。 
 ３点目は、総合窓口を設置してはどうか。 
 引っ越しなどしてきたときの手続等、町民をたら
い回しにしないで、一カ所で行政上の手続が済むよ
うに住民サービスをしてはどうか。 
 ２項目めは、協働のまちづくりについて。 
 これまでは、行政がその地域が抱える問題の解決
に当たってきましたが、財政状況が厳しくなってき
たのと、行政の画一的なサービスの提供だけでは多
様化する住民のニーズに対応し切れなくなっている
ため、町民も参加してまちづくりをするべきと考え
るが、町民がまちづくり活動に積極的に参加しやす
いシステムを構築してはどうか。住民参画まちづく
り条例を制定してはどうかと考えますが、いかがで
しょうか。 
 以上、お願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 組織機構改革につきましては、行政の効率的な運
営を目指し、平成１１年４月１日より一部スタッフ

制の導入と機構改革を実施し、現在の行政組織体制
となっております。 
 この改革は、行政の縦割り弊害を解消し、より多
様化する行政需要に的確に対応していくための第一
歩として着手したものであり、地方分権が推進され
ている今日にあって、今後の組織体制はいかにある
べきかをさらに検討し、変革期の時代に対応した執
行体制を確立していくことが重要と考えておりま
す。 
 まず、第１点目の縦割り行政に関する御指摘であ
りますが、行政組織のあり方を考えるとき、縦の体
制と横の体制をいかに有機的に機能させていくかと
いうことが大切であります。そのような意味から、
平成１１年度に導入したスタッフ制が十分な機能を
発揮しているという評価にはいまだ至っておりませ
んものの、組織内にその素地が確立されてきたと受
けとめているところであります。 
 次に、第２点目の子育て支援における組織体制に
関してでありますが、現在、児童館及び保育所は、
児童福祉法に基づく施設として、児童福祉行政を所
管する保健福祉課が担当しておりますが、子育て支
援の各種事業などは、これら児童福祉施設や教育施
設を拠点としながら、教育委員会と連携・協力しな
がら取り進めているところであります。 
 上富良野町の将来を担う子供たちの健やかな成長
は、だれしもが望む社会全体の共通課題であり、今
後においても、教育委員会初め、関係各課との連携
を一層深め、子育て支援策の強化に努めていくこと
が重要と考えているところであります。 
 また、３点目の総合窓口の設置に関しましては、
役場を利用される方々の視点に立った対応が重要と
の認識から、転入者などの住民登録に際しては、関
連して届け出が必要となる他課へ出向いていただく
ことを避けるため、関係各課の職員を窓口へ呼び寄
せることなどの方法を講じることで、総合窓口的な
機能を発揮しているところでありますが、一層の機
能強化を図ることが必要と考えられます。 
 御発言にあった子育て課や総合窓口についても、
今後の組織改革の中で検討していく課題と受けとめ
ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
 平成１１年度の改革を第一歩として、さらなる組
織改革にあっては、子育て支援や総合窓口、さらに
は定住促進や環境保全、広域行政など、課の枠を越
え横断的な機能を発揮して対応していかなければな
らず、推進が難しい面がありますので、これらの視
点を受けとめ取り組んでまいります。また、それぞ
れの政策目標の達成に向け、職員の能力を最大限に
発揮していくための体制整備にも取り組んでまいり
たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存
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じます。 
 ２番目の協働のまちづくりについての御質問であ
りますが、私は、これからのまちづくりの基本は、
議員と同様、町民と行政とが情報を共有しながら、
相互の理解と信頼のもとに、力を合わせて進めてい
くことが極めて重要であると考えております。この
ことを実践することが、まさに協働のまちづくりで
あります。第４次総合計画において、４本の柱の一
つとして、共に創る町を位置づけているところであ
ります。 
 さて、住民参画まちづくり条例の制定についてで
ありますが、条例の制定に当たっても、町民と行政
が共通理解のもと、その必要性を認識し合うことが
何よりも重要と考えております。このことから、ま
ずは協働のまちづくりの理念を基本にしたまちづく
りを進め、その過程の中で、条例制定という手法の
必要性を見きわめてまいりたいと考えております。
したがいまして、条例の制定については、今後の課
題として受けとめさせていただきたいと思いますの
で、御理解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） １点目の縦割り行政の解
消の件ですが、機構改革、一部スタッフ制の導入が
３年以上たった現在もうまく機能していないという
ことは、一体どういうことなのでしょうか、もう一
度お願いしたいと思います。 
 それから、２点目の児童福祉、保育を教育委員会
の方に移譲してはどうかという件でございますけれ
ども、今、子育てネットワークは教育委員会の方で
やっております。それから、国の方でも、保育所は
厚生労働省、幼稚園は文部科学省の所管なのですけ
れども、今は保育所も幼稚園も一元化して運営して
もいいと、こういうふうに柔軟になってきておりま
す。ですから、国の方でもそういうことをやってい
るわけでございますし、あるいは子育て課があれで
したら子供課でも結構でございますけれども、上富
良野独自の運用はできるはずなのですよ。 
 ただ所管が違うからということではなくて、統一
して、教育委員会にあれだというのであれば、保健
福祉課でも、どちらかに統一されてはどうなので
しょうかと思いますけれども、独自の運用はできる
はずだと思いますし、他町村でもやっているわけで
すので、うちの町ができないということはないと思
います。その点、よろしくお願いしたいと思いま
す。 
 それから、３点目の共に創る町でございますけれ
ども、いつも町長の施政方針にもございましたが、
四つの柱ということで、共に創る町と、こういう計

画は何回も出てくるわけでございますけれども、ど
うも取り組みは……。 
 今、補助があるとはいえ、４, ０００万円かけ
て、高額をかけて地域のイントラネットをやるわけ
です。全部インターネットで情報をつなぐわけで、
これだけの大がかりのネットワークを張るわけです
から、今までと同じようなやり方、組織の対応では
いけないと思うのです。職員の人員配置の件もある
と思いますけれども、やはり住民と情報を共有しま
して、即取り組んでいただく気持ちがなければ、町
民も行政に参加するという啓蒙、計画倒れのような
気がいたしますので、そこをもう一度お聞かせいた
だきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、縦割り行政の件でありますけれども、１１
年４月１日でスタッフ制の一部導入を図ったと。こ
れは、組織機構改革を図ったわけでありますが、御
案内のとおり、長い年月、職員の皆さん方にはそう
いった認識がない。旧態依然の組織体系の中で、長
い年月を経過した。その中で、職員が係、部署を持
たないで、他の職員という、流動的な職員に相なる
というようなことから、非常にいろいろな戸惑いも
あるものというふうに認識し、一挙にスタッフ制の
導入に取り組まずに、第１段として、職員だけは、
従前のように人事権を持った私の方から何々課、
何々係の職員を命ずるという辞令を交付するのでは
なくて、何々課の職員を命ずるという委嘱状を人事
権を持った私の方から辞令を交付して、あとの係の
仕事につきましては、課長裁量の中で課の係を全部
一遇して対応させるということで、人事権を持った
私の人事権を一部課長職に移譲して対応させている
と。それがまだ、従前の流れと違って、十分機能し
ているという状況は、御指摘のとおり、私自身もそ
う思っております。ある程度機能している課、機能
の不十分な課、そういったところがあるということ
は十分認識しておりますので、今後、これらの部分
も含めながら、第２段階としての本格的な組織機構
の改革に向かっては、それらの部分を十分認識した
上で対処しながら、縦割りの対応をなくしながら、
横の連携というものに十分対処でき得る組織機構に
いま一度見直しを図ってまいりたいと。 
 今年度につきましては、その見直しの一つかな
と。それが、先ほど来申し上げております財政等を
含めた中で、今回の行財政実施計画は今年度で終わ
りでありますから、次なる１６年度からの行財政実
施計画、行財政大綱の中で十分それらを煮詰めて対
応していきたいというふうに思っておりますので、
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御理解を賜りたいというふうに思っております。 
 それからもう一つ、福祉と教育の問題であります
が、子育て等々の問題でありますけれども、今対応
する施設の管理につきましては、それぞれの福祉施
設であっても、教育委員会に管理運営を任すという
ような対応は可能であろうなというふうには認識い
たしておるところでありますが、御案内のように、
児童福祉行政につきましては厚生労働省所管の対応
の事業であると、また、子育ての生涯学習の中にお
いて教育委員会が対応するのは文部科学省の対応の
中であると。その中で、町長部局である厚生労働省
の部分の権限を、しからば教育委員会に全部移譲で
き得るかということになりますと、なかなかこれは
難しい課題があると。 
 ですから、そのためには、やはりそれぞれの部署
の対応がありますので、横の連携というものにいか
に十分に対応していくかと。そして、施設の管理と
いうものについては、まとめて教育委員会に移管す
るというような対応を図られるかどうか。教育委員
会の中に保健福祉事業の児童福祉部門を移管して執
行させるということになりますと、そう単純ではな
いなというふうに思っておりますので、これらにつ
きましては、十分今後も組織機構の中で検討を加え
ながら対処していかなければならぬ課題と、横の連
携をいかに充実・強調していくかということを大切
にしたいなというふうに思っております。 
 それから、共に創る町、これにつきましては、私
がいつもお話しするわということでありますが、私
が話をするのでなくて、第４次総合計画の大きな柱
の、４本柱の一つになっておるということで、常に
これからのまちづくりは、先ほども申し上げました
ように、住民と情報を共有して、行政が何をやるべ
きなのか、そしてまた、住民は何をやるべきなのか
という、第４次総合計画の中で位置づけいたしまし
た、初めて対応した、住民がやるべきもの、行政が
やるべきもの、そしてそれらが一つになって、協働
でともにつくっていくまちづくりを目指そうという
のが、第４次総計の大きな柱の一つでございます。 
 そういう中にありまして、議員おっしゃるとお
り、当然にして情報を共有ししながら、まちづくり
が住民の主体性でもって進められるということに、
我々は対処していかなければならぬというふうに
思っておるところでありますが、ただ問題は、その
ためにまちづくり条例をということで、行政が先行
してまちづくり条例を制定していったから、しから
ば協働のまちづくりが促進できると、果たして行政
主導でやってそうなるだろうか。私としては、先ほ
どもお答えさせていただきましたように、そういう
土壌を住民の皆さん方につくっていただき、住民の

皆さん方が盛り上がって、まちづくりに対する、行
政に対する対応を認識していただけるような土壌を
つくって、その中でまちづくり条例的なものを設定
していくということが大事であると。条例をつくっ
たから、町民の皆さん方、このとおりやってくださ
いよと言っても、なかなかこれは難しいと。私は、
土壌をまずつくるべきだというふうに思っておると
いうことで、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 確かに、まちづくり条例
をつくればすべてということは申し上げておりませ
ん。第４次総計にも、４本柱として、ともにつくる
町ということは計画されているのです。ですけれど
も、実際には手がつけられていないということを、
町民も巻き込んでというところの部分の取り組みが
なされていないということを申し上げているので
あって、１０年後には、自治体の取り組み方によっ
ては相当自治体に格差がついてくると思うのです。
職員の方も、民間団体や住民が協力して、進んでい
るところに研修なんかも、今コスト制限でいろいろ
経費の方の削減は図られているのですけれども、行
政のサービスまでコストを下げたのでは困りますの
で、どんどん研修していただいて、そして町民を巻
き込んで、情報を共有して、そしてまちづくりに参
加する。どこまで町民がかかわっていいか、そこら
辺が町民もはっきりしないところもありますので、
そういうことを何とか町長、共に創るまちづくり、
これをひとつもう一度よろしくお願いしたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 第４次総合計画におきます４本目の柱であります
ともにつくるまちづくり、何もなされていないわと
いう御指摘でありますが、議員も行政改革推進委員
をやられたことがあろうかと思いますが、公募によ
る委員会構成だとか、私が就任させていただいて以
来、いろいろな組織をつくって、町民の声を聞い
て、財政的に厳しい中でありますけれども、今回つ
くらせていただきます保健福祉総合センターにつき
ましても、本来であれば、今年度、１５年度で完成
する予定であると。しかし、１４年度１年間かけて
ひとつ町民の皆さん方の声を聞きたいということ
で、いろいろな組織団体、町民の皆さん方の声を聞
いたりしながら、まちづくり、行政づくりをしてき
ております。 
 ですから、議員の御指摘のように、何もしていな
いと、他の自治体よりも遅れてしまうぞという御心
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配につきましては、私もそういうことにならぬよう
に努力をしなければならないし、いつも申し上げて
おりますように、町民とともに情報を共有しなが
ら、まちづくりをしなければいかぬというふうに
思っておるところでありますが、何もしていないと
いう御指摘についてはいささか、私としても、そう
ではないということを御認識いただきたいなという
ふうに思っております。 
 ただ、まちづくり条例につきましても、決して必
要ないものという認識はしておりません。先ほども
申し上げましたように、条例が先か土壌づくりが先
かということを考えますと、私としては、住民の皆
さん方に情報を共有していただきながら、行政に関
心を持って、まちづくりに関心を持って立ち動いて
いただける、そういう土壌を一生懸命つくることが
先であり、つくり上げていく段階において条例制定
というものが必要になってくるというふうに認識い
たしておりますので、御理解をいただきたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１５番
村上和子君の一般質問を終了いたします。 
 次に、３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 私は、尾岸町長の２期目の
ちょうど中間点も過ぎましたので、当面する行政課
題について、町政が公平・公正に執行されることを
願い、憶せず、町民の声を踏まえて、さきに通告し
てあります件につきまして一般質問をさせていただ
きます。 
 初めに、都市計画基本計画についてであります。 
 町長の公約の中で、商店街の活性化、駅前再開発
が掲出されていますが、町長在任中、時間とお金だ
けは惜しみなく費やされてきていますが、これら事
業の推進に当たっては至難であるのではないかと理
解するものの、中心市街地活性化法、土地区画整理
または街路事業等考えられることと思いますが、都
市マスの点について、就任以来、町民と協議を踏ま
え今日まで来ていることについて、町長は１３年１
２月定例会では、駅前整備は基本的に街路事業で取
り組む、また１４年３月には、構想をまとめ上げて
都市計画変更届を知事に提出すると答弁されてきて
おります。また、１４年６月定例会では、北海道の
８８カ所の都市計画に採択されるため申請すると答
弁されていましたが、１年たった今日、全く先が見
えてきておりません。 
 また、そのときの会議録の６７ページの関係に
あっては、町の都市計審議会に答申してまいると発
言された記録がありますが、このことは大きな間違
いではないでしょうか。諮問したいが正当であると
私は思うわけでありますが、これでは、町長とし

て、日暮れ道遠しの思いがいたしますので、責任あ
る町長のその後の所見をこの際承っておきたいと思
います。 
 次に、２番目であります入札制度について。 
 このことについては、以前から公的機関において
さまざまな問題が発生し、その都度、綱紀粛正が求
められ、本町においては、これら事故もなく現在に
至っておりますが、町の情報公開条例が施行され、
町民が行政事務に対する知る権利と町民に知らしめ
る義務が存在し、入札事務についても一層の透明性
が求められていることは御案内のとおりでありま
す。 
 国においては、公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律が制定され、この法律に基づい
て事務を進めておられると思いますが、次の点につ
いてお伺いをいたします。 
 一つ、町の共同企業体の取扱要綱の規定に基づ
き、自主結成してきた法人の資格申請を受理してき
たと説明されているが、事実は、理論と実際は違っ
ているのではないでしょうか、その点お伺いいたし
ます。 
 二つ目として、工区割りをして工事を進めている
のでしょうか。また、現場代理人の届け出はどう
扱っておるのでしょうか。町民の、ここではうわさ
とは書いてありますけれども、生の声として、落札
業者が直接工事に参加していないと、公共工事の発
注について不信が広まっていることについて、町長
として慎重に調査されることが最善と思いますが、
町長のこれからの答弁によって、調査しないと答弁
賜るのであれば、次の展開も私は視野に入れており
ますので、町長の所見を賜りたく存じております。 
 次に、３番目に、保健福祉施設の工事発注につい
てであります。 
 ここに、建設新聞のコピーを手にしておりますけ
れども、この記事を見る限り、尋常ではないのです
ね。したがって、看過するわけにはいかないのであ
ります。いわゆる責任問題であると私は思います。
予算審議も未了で、この責任ははっきりとしていた
だかなければ、議会軽視で許容できることにはなり
ませんので、質問をいたします。 
 このことについては、昨年１２月１７日付建設新
聞に「一括発注」と子細報道された記事を見た町民
から、どうなっておるのかと尋ねられましたが、ま
だ予算審議も議会に詳細説明されていない経過に
あって、全く私は知りませんと答えましたが、前年
早々に、１４年１２月１７日建設新聞に、このよう
な情報を提供することは常軌のさたではないと思う
わけです。何か意図的なものがあったのか。行政配
慮が欠けて、この責任は決して小さくないと思いま
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す。今日的課題を考えないで、１０億円近くも借金
して建設するのに、どうして総合商社ゼネコンに一
括発注することになるのか、全く町長としての姿勢
がわからないのであります。 
 不況と公共工事の削減で、町内業者は従業員を抱
えて切実な現状を、町長は十分御承知おきのことと
存じます。町内企業が積極的に参加できるようにす
るのが行政ではないでしょうか。技術的には十分こ
たえてくれるだけの企業は、町内に存在していると
思うからであります。したがいまして、この際、一
括発注をゼネコンにすることなく、分離発注される
ことがベストであると考えますので、この際、町長
の見解を賜りたく存じます。 
 次に、４番目として、財政改革についてでありま
す。 
 このことについては、従前から評価はしてきてい
ますが、聖域と思っていた職員の給与までに及んだ
ということは、町の財政も今や崖っぷちに来たと私
は思うところであります。これからは、小さなこと
を積み重ねて徹底した歳出削減をしない限り、財政
の健全化が図られないことなのでしょう。例えば、
節電作戦とか封書・はがきの出し方等が考えられま
すが、行政コスト、経済効果等から次のことについ
てお伺いをいたしたいと思います。 
 職員の超勤命令の出し方、その結果の検証、町長
の登退庁時の公用車の利用の検討をすることに対し
て、みずから率先垂範を示すことが士気の高揚、勤
労意欲の増進につながるのではないでしょうか。 
 また、除排雪のために４トンダンプ２台をこの冬
から借り上げ、臨時職員を雇って対応されたようで
すが、コスト的には従来の方法より高くなっている
のと違いますか。 
 さらにまた、民間委託している十勝岳線でありま
すが、受託側では人件費だけ賄い、ほかは維持、燃
料、バスを含めまして役場が負担し、その人件費だ
けで６３０万円も新年度予算で措置していることに
対しては、町民感情からいっても納得できないとこ
ろであります。 
 また、２トンダンプを売却したようですが、どう
して１０万キロそこそこで公売するのか、この関係
に対しても、行革の精神から照らし合わせて納得で
きません。４トンダンプの２台借り上げ、臨時を２
人雇っているということであるようですが、裏道の
排雪には有効利用できたのではないでしょうか。 
 また、最近、公用車が更新されていますが、借り
上げ料は幾らになっておるのでしょうか。富良野市
では、自転車５台を買って対応するとか、よいとこ
ろは見習ってもよいのではないでしょうか。 
 以上、６点について、町長の所見を賜りたいと存

じます。 
 次に、市町村合併についてであります。 
 このことについては、町長は早くから町民の意向
を踏まえて考えると言明されて経過してまいりまし
たが、その間、沿線の事務研究会をつくり、その報
告を受け、沿線首長会議を３回持たれたようです
が、中富良野町が、任意か法定かよくわかりません
が、協議会に加わらないからといって、短絡的に白
紙になったようです。このことは、引き続き何らか
の方法で話をする場を持たれなかったのかどうか、
まことに残念のきわみでございます。 
 さて、私たちの町で考えてみるとき、町長は、町
民の知恵と力を出し合い、ともに考える協働による
まちづくりを進めると、ことしの年頭所感で述べら
れております。したがって、その感覚から町長にお
伺いをいたします。 
 一つ、自主自立の町政と強調され、１月から始
まった地域懇談会では、合併するもしないも地獄と
か、北に向かって検討するとか、２０１０年度には
合併しないと２３億円の歳入減になるとか、２月６
日の夢未来を語る会を、中富良野町が町村合併に対
して加わらないので中止するとか、総括するこのと
きこそが町の将来について再確認することではな
かったのでしょうか。そうかと思えば、一連の流れ
の中で、拙速議論は避けるとか、自立する道も選択
肢であるとか、町民の多くは町長は何を考えている
のかわからない、泰然自若として職務に専念してほ
しいというのが多くの町民の考え方であります。 
 したがって、お尋ねいたします。 
 地域懇談会の資料の説明でありますが、従前、議
会で説明された中期財政計画と違った数字で説明さ
れていますが、議会で説明されない資料をもって公
表されるということは、それなりの意味を持ちます
かもしれませんけれども、私たち議会は、どのよう
な考え方を持って信頼すればよいのかわかりません
ので、責任ある説明をこの際承りたく存じます。 
 最後になりましたけれども、６番目、国営土地改
良事業についてお伺いをいたします。 
 このことについては、受益農家の負担軽減、すな
わち財政支援が目的かと思いますが、町が全町約６
００農家のうちの約１００戸の特定農家のために、
町民の税をもって担保されることは、公平の原則か
らして意見の分かれるところだと思います。自治法
上は、根拠となるものは該当ないということでなか
ろうかと思いますが、私は町長の裁量権と考え、今
日まで経過してきていると思っておりますが、そう
なりますと、町長のこの６年間を顧みるとき、町長
を信頼して議決はされてきているものの、大変恐縮
ですけれども、さかのぼって上富良野町１００念記
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念品の時計の件、パークゴルフ場のホール数から位
置の決定の件、日の出山の問題の件、墓地の件、こ
のたびの町村合併の問題、行政改革等々、枚挙にい
とまがありません。シンボル的な存在ではなく、決
断と実行のある尾岸町長として、行政の責任者は町
長であるということを確認したいのであります。一
言で申し上げて申しわけありませんが、優柔不断で
は困るのであります。 
 したがって、しろがねの件について、最終的に
は、基本的には私は町長と同じ考え方であります。
発言が極めて軽率でないかと思っておるので、質問
をいたします。 
 受益農家が負担能力を欠いたら、税金で手当てし
なければならないと表現した、この一言でありま
す。現行条例の当該事業の負担金徴収条例にあって
は、どこにもそのようなことは書いていないと思い
ます。尾岸町長の裁量権の行使であるがゆえに、慎
重に発言されるべきで、法的根拠を欠き、議会の議
決があっても正当化されないとして、世の中が暗く
なれば暗くなるほど、町民の感情が心配されるので
あります。したがいまして、そのためには、私は、
新生土地改良区と尾岸町長との間の議定書みたいな
ものがあれば、原因、根拠が後世に残ると思うから
であります。 
 話題を変えます。ガイドライン１３億円の内容
は、どう理解すればよいのか。例えば、線の部分で
幾らで、交付税が補てんされるということで従来
参ってきていますが、その数字はカウント前倒しさ
れているのかいないのか。既に離農された方の負担
はどうなっていくのか。行政の損失補償となる原因
はないのか。新生土地改良区の定款は、いつ、どう
なるのか、全くわからないのであります。議会とし
て一度も議論せずに、所管で協議したでは理解でき
ないのであります。 
 なぜならば、議会としては、所管委員会に付託案
件として付託していないということであります。所
管で議了した早い時期に集中審議することが議会制
民主主義の基本であり、また町民からの行政監視を
する点も議会の役割で、予算議会直前、一辺倒の説
明では、行政配慮が欠如していると言いたいのであ
ります。 
 以上の点について、御答弁を賜りたく存じておる
のであります。 
 また、私は、大変恐縮ですが、どうしてもこの事
業に対して、隣町の美瑛町が主で、我が上富良野町
が従であるかのように思えてなりません。その思い
は、美瑛町の、いわゆる申請事案の受益面積の返上
から事が始まっているのではないかと思うからであ
ります。 

 フラヌイダムの中止、この工事の費用負担は、上
富良野町分があるとすれば、当然、原因がしろがね
の水が余ったということ。フラヌイダムをやめたと
いうことは、申請しておきながら美瑛の西部地区の
受益面積の返上でありますから、美瑛町にはやはり
応分の負担をしてもらわなければ理解できないとこ
ろであります。 
 また、日新ダムに１０億円をかけて、しろがねダ
ムから落水する事業が始まっているにもかかわら
ず、事業の説明が全くない。この関係にあっては、
土地改良法に基づく変更議決が必要であったのかな
かったのか。また、この部分に関する利率は何％な
のか、５％であるのかないのか、この辺のところは
全然言及されていないのであります。理解したくて
も理解できないのであります。 
 また、計画によりますと、国の委託を受けて、美
瑛町がダムの管理をして、水力発電設備を２月中に
も終え、北電に売電し、美瑛町の財政負担の軽減に
努めるとの報道記事を見ましたが、一体これらにつ
いてはどうなっておるのでしょうか。維持管理は、
新生土地改良区がするのではないのでしょうか。 
 また、ダムの造成費は本町も応分の負担をしてお
るにもかかわらず、なぜ美瑛町だけ維持管理費の軽
減につながっていくのでしょうか。その辺のところ
が全く理解できないのでありまして、この件に対し
ても町長の答弁を賜りたく存じます。 
 以上で終わりますが、町長の明快な答弁を期待い
たします。以上。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、１番目の都市計画についてでありますが、
駅前周辺の整備がなかなか進まないことに対する御
指摘かと思いますが、昨年３月に駅周辺整備を主と
した市街中心部の整備構想の提言を受け、関係地権
者への説明を初め、構想の概要については、広報を
通じて町民の皆様にお知らせいたしたところであり
ます。 
 また、事業に関係する北海道やＪＲとの調整も進
めているところでありますが、議会や諮問機関であ
る都市計画審議会に対しましては、具体的な事業案
をお示しするにはもうしばらくの調査と準備、地権
者などとの調整を初め、加えてこの厳しい財政状況
を考えますと、事業の規模や着手するタイミングな
ど、慎重に判断する段階にあるものと考えておりま
すので、それらに要するお時間をいただきたいと思
うところであります。 
 執行方針でも述べさせていただきましたが、平成
１５年度におきましては、事業手法の検討をさらに
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進め、事業実施によって生ずる家屋などの権利関係
について調査を進めてまいりますので、御理解を賜
りたいと存じます。 
 なお、平成１４年６月定例議会におきます答申と
の発言は、御指摘のとおり、諮問の間違いでありま
すので、ここで訂正をさせていただきます。 
 次に、２番目の入札制度についての御質問にお答
えいたします。 
 議員の御指摘のように、公共事業の入札・契約を
めぐってさまざまな問題が各地で発生する中、国民
の目はますます厳しさを増しているものと受けとめ
ておるところであります。平成１３年度には公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施
行され、本町においても、同法の適正な運用を図る
ため事務処理要綱等を制定し、入札契約事務の透明
性、公正性に努めるとともに、昨年１０月より運用
を開始した行政ホームページにおいても、入札結果
の概要を公表しているところであります。 
 まず、第１点目の共同企業体の結成方法に関する
御質問でありますが、昨年４月１日から共同企業体
取扱要綱を改正施行し、共同企業体の結成方法を自
主結成としたところであります。この改正以降、特
定共同企業体に発注した工事は、障害防止関連の４
事案でありますが、すべて入札参加資格の申請要綱
を公告し、２週間程度の受け付け期間を設けて、自
主的に結成された共同企業体の申請を受理し、入札
執行に至っております。 
 よって、事実と違っているのではないかとの御指
摘でありますが、どのようなことを指しての御質問
かわかりませんが、あくまでも公告要件に基づき自
主結成の申請されたものと認識しているところであ
ります。 
 次に、２点目の共同企業体における工区割り及び
技術者の届け出に関してでありますが、施工計画な
どは、共同企業体協定書の規定に基づく当該企業体
の運営委員会において、各構成員の役割分担などが
決定され、施工に当たられているものと確信してお
ります。また、技術者の届け出については、経歴書
を添えて届出書を受理しており、現場代理人及び主
任技術者を構成員双方から選任配置いただいており
ます。現在施工していただいております４事業案に
ついても、この責任の技術者を中心に、構成員双方
の協力のもとで現場が進捗している旨、報告を受け
ているところであります。 
 ３点目の落札した共同企業体の構成員が工事に参
加しないとのうわさがあるという御指摘であります
が、私の耳にはそのようなうわさは届いておりませ
ん。また、さきにも述べましたように、担当課長を
初め、各監督員からも、そのような事実はないと確

認しているところであります。 
 なお、そのような事実があったとするならば、指
名停止及び入札参加排除に関する基準に基づき、対
処してまいらなければならないと思っております。 
 次に、３番目の保健福祉総合センターの発注につ
いての御質問にお答えいたします。 
 昨年１２月１７日付の北海道建設新聞によって報
道された記事については、当方において何らその方
針を定めていない中での報道であり、まことに遺憾
に思っているところであります。 
 保健福祉総合センターは、財政状況が厳しい中で
の大型事業への着手であり、一円でも安価な契約を
実現するための方法を検討したい旨の発言が、あの
ような記事で掲載されたものと思われ、具体的な契
約方法や発注形態など、意図的なものは一切ござい
ませんので、御理解を賜りたいと存じます。 
 当施設は、将来にわたる町民の健康に資する施設
として、厳しい財政状況の中にあっても決断したも
のであり、御理解をお願いする事業でありますの
で、当事業の発注に伴う入札執行には、多くの町民
が注目をしているものと感じております。議員もさ
きの質問で述べられておりますように、透明性、公
正性、競争性を旨として、納税者全体の利益が達成
されるよう、その執行に当たりたいと考えておりま
す。 
 いずれにいたしましても、平成１５年度早期に発
注を予定している事業でありますので、新年度早々
には具体的な発注方法等を決定できるよう、さまざ
まな御意見をお聞かせいただければと存じます。 
 さきにも述べましたように、財政状況を考えます
と、当事業の入札に当たっては、最大限の競争性を
発揮していただくこと、また、地域経済の波及効果
という両面の課題に対応でき得る手法を検討してい
くことが必要と考えておりますので、御理解を賜り
たいと存じます。 
 次に、４番目の財政改革についての御質問にお答
えいたします。 
 福塚議員の御指摘のとおり、景気の低迷や国・地
方の財政構造の問題点から、本町においても極めて
厳しい財政状況に置かれており、１５年度が終期と
なっている現行財政改革に取り組んでいるところで
あります。 
 さて、御質問の６点についてでありますが、まず
第１点目の職員の超勤命令の検証についてお答えい
たします。 
 従来は、係長及び係員により係単位として執務に
当たっておりましたが、時期により業務量に変動が
あるなど不効率な面の見直しを含めて、平成１１年
４月に行った組織構造改革と一部スタッフ制の導入
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により、業務量の年間変動を吸収し、時間外勤務の
解消に努めているところであります。平成１３年度
では１９０万円削減の効果を上げ、平成１４年度か
らは、さらに縮減をより具体化するため、年度当初
で２０％を削減し、各所属へ配分する方式に改めた
ところであり、現時点では目標値を上回る削減効果
が上がるものと考えております。 
 次に、２点目の私の公用車利用に関してお答えさ
せていただきます。 
 御質問の登庁・退庁時の公用車使用については、
平成８年１２月の就任以来、自宅から直接に会議、
行事へ出かけることも多く、また、帰宅について
も、時間が遅くなる場合は出先から直接の場合もた
びたびあったため、自宅からの送迎が日常的になっ
ているわけでありまして、その問題点については自
覚しているところであります。 
 町長車運行についても聖域とせず、さまざまな実
情や代替方策について検討を加え、現状について見
直しを図りたいと考えておりますので、御理解を賜
りたいと存じます。 
 次に、３点目の除排雪についてお答えいたしま
す。 
 まず、この方法は、今年からではなく、以前より
実施している方法であります。交差点周辺の雪山解
消や２間道路など狭隘道路の除排雪作業用として、
毎年１２月から３月までの４カ月間、４トンダンプ
２台を借り上げして継続的に実施しているものであ
り、歩行者と通行車両双方の視界不良の解消と安全
通路の確保に、大きく効果を上げているところであ
ります。 
 なお、これらの事業従事者は、除雪への出動状況
を見計らいながら、その合間を縫って臨時の除排雪
要員６名の中で当たってもらっており、新たなコス
トを発生させずに良好な交通環境を実現しているこ
とから、御指摘のようなことはありませんので、御
理解をいただきたいと思います。 
 次に、４点目の十勝岳線の民間委託についてお答
えいたします。 
 当路線については、退職職員の不補充に対応し
て、平成８年度から運行業務を委託したものであり
ます。当路線は１日４便で、元旦を除く年間３６４
日運行しておりますが、運転時間及び車内清掃整備
時間、折り返し待合時間を加算すると、１日当たり
８時間５６分の就労時間であります。この内容は、
人件費用を基礎に算定しており、代替運転手の確保
など、責任体制を整えることから見て適正なものと
考えておりますので、御理解をいただきたいと思い
ます。 
 次に、第５点目の２トンダンプ売却に関してお答

えいたします。 
 この２トンダンプは、昭和５６年、２, ９００ｃｃ
のディーゼル車で、走行距離は１１万８, ０００キ
ロメートルでありますが、既に登録から２０年以上
を経過しております。購入当初は道路管理用の道路
パトロール車として配置し、平成３年にパトロール
車を更新した際に衛生センターへ移管して、汚泥等
運搬に活用してきたものであります。しかし、本年
１月末に衛生センターを閉鎖したため、再度の転用
も検討いたしましたが、汚物や堆肥などの運搬に使
う現状の使用形態ならば、まだ幾分の利用価値が
残っておりますが、他に転用する場合には多額の改
修費用を要し、また車体全体やエンジンの耐用年限
も少ないことを勘案し、廃車といたしたものであり
ます。 
 最後に、６点目の公用車更新についてお答えいた
します。 
 御質問には、平成１４年度のこととしてお答えし
ますが、取得した１台は、国営しろがね地区パイ
ロット事業の完了年を迎え、施設の維持管理及び業
務連絡用として、旭川開発建設部から無償貸与を受
けた中古車両でありますので、取得費用は要してお
りません。 
 なお、富良野市の例もお聞かせいただきましたの
で、今後、検討させていただきたいと考えておりま
す。 
 次に、５番目の市町村合併についての第１点目、
町長としての考え方を示すべきとの御質問について
でありますが、私は、この市町村合併について判断
する上で重要なことは、ここ上富良野町に住む住民
の皆さんがどのような考え方を持って、合併を望む
のか望まないのか、どことの合併を希望するのか、
また、相手の合併対象市町村はどのように考えてい
るのか、さらに、町の財政状況と将来予測から考え
て、単独でのまちづくりは可能なのか不可能なのか
など、あらゆる角度から慎重に検討し判断を下して
いかなければならないと考えております。 
 それともう一つ、国や道の動きを見きわめていく
必要があるとも考えております。第２７次地方制度
調査会による基礎的自治体の方向性、また経済財政
諮問会議における地方行政の改革の方向、さらに骨
太方針第２弾による三位一体での地方への税源配分
のあり方によって、市町村の将来のあるべき姿に大
きな影響を及ぼすものと考えております。 
 以上のことから、私といたしましては、今までも
あらゆるところで申し上げてきておりましたが、市
町村合併問題については上富良野町の存立にかかわ
る大きな課題でありますので、議会並びに町民の皆
様の御意見を伺った中で、慎重に判断を下さなけれ
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ばならないと考えております。先ほど来申し上げて
まいりましたように、現段階で合併の判断をするこ
とについては、いましばらく国などの動向を見きわ
めてまいりたいと考えておりますので、御理解をい
ただきたいと思います。 
 合併に関する第２点目の懇談会と議会の説明資料
についての御質問でありますが、御承知のように、
富良野圏域の５市町村で、昨年の１０月に、圏域内
に住む住民の方々に合併についてわかりやすい情報
を提供することを目的に、合併研究会を設立いたし
ました。このほど、地域懇談会等で説明した資料に
つきましては合併研究会が作成した資料であり、道
と町村会、市長会が作成した市町村行財政運営シ
ミュレーションの計数を用い、５市町村共通の資料
ということで、歳入から基金の繰り入れなどを除く
といった一定のルールを定めて推計したものであり
ます。 
 また、昨年の３月に議員の皆様に示した中期財政
計画は、平成１４年度の予算編成時点において国が
示している財政指針等をもとに町独自で審査し、お
示ししたものでありますので、懇談会と議会で使用
した数値について差異があることにつきましては、
御理解をいただきたいと思います。 
 ６番目の国営土地改良事業についてお答えいたし
ます。 
 国営土地改良事業しろがね地区については、昭和
４８年度より事業が開始され、平成１４年度をもっ
て完了の運びになり、事業負担金の償還も開始され
ます。事業負担金の償還に当たっては、受益農家の
負担軽減に意を注ぎ、この３月議会の債務負担行
為、損失補償を提案し議会の議決をいただいたこと
で、新生土地改良区に対する町の責任を明らかにし
たものであり、議定書などにかわる何よりのあかし
であると考えております。 
 ガイドラインについては、平成３年度農業農村整
備事業の費用負担に対し、都道府県市町村の負担と
して妥当と考えられる標準的な水準として、工種ご
とに２％ないし９％の範囲内で負担することで、国
が示しております。ガイドライン分として町が負担
する主な内容は、ダム関係施設流域変更工、送水幹
線延長２万２, ７９０メートル、配水幹線延長７万
４, ４７９メートル、幹線・支線排水路・河川整備
延長３万１,８３ ４メートル、幹線・支線道路延長
１万７, ９１８メートル、区画整理などの事業に対
し約１３億８, ２２０万円を負担するもので、国は
ガイドライン分の借入１２億４,３９ ０万円に対し
地方債発行を認め、毎年度２, ０００万円程度を交
付税に算入し、２０年の期間で総額約４億１,４０
０万円の交付を受けることになっておるところであ

ります。 
 事業実施後に離農された方への行政の対応につい
ては、離農者の状況もさまざまでありますが、事業
償還金を新生土地改良区が収用賦課金として徴収す
るものであり、受益農業者の義務負担となるところ
であります。 
 離農者においても、農地を所有している限り、事
業負担金として当然の義務負担となります。経済的
に破綻状態にある方や、今後破綻に追い込まれる方
も想定されますが、このため、負担金償還が困難と
なった場合は、あくまでも土地改良区が賦課金徴収
権者として、農地の売買、流動化を通して負担金の
償還対策に当たられることになります。したがっ
て、この精算段階において最終的に土地改良区が損
失を生じた場合においては、町は補償することに相
なるわけであります。 
 新たな土地改良区の定款、登記等については、土
地改良法に基づき、平成１５年２月２０日北海道知
事から設立認可をされておりますが、土地改良区は
公法人扱いで、土地改良法において登記の必要はな
いものとされております。 
 議会への説明については、議員からの一般質問へ
のお答えのほか、平成１４年６月、平成１４年９
月、平成１５年２月開催の議員協議会において説
明、協議させていただいているところであります。 
 国営フラヌイ事業については、平成１４年９月、
議員からの一般質問にお答えしたとおり、昭和６１
年度に水田の用水改良、畑地かんがいを目的にフラ
ヌイダムの建設、用水路新設及び改修を行う計画で
着工しております。その後、フラヌイダムの建設に
よって必要な用水を確保する計画でありましたが、
隣接するしろがね地区の受益面積の変動、水田の転
作率の変化により、しろがねダムの容量に余裕が生
じる見通しとなったため、地区受益地への配水計画
等が検討され、しろがね地区とフラヌイ地区の水源
の供用が可能となったことで、平成１２年度に土地
改良法に基づき第２回の計画変更手続がとられ、美
瑛町受益地の地区除外がされ、またフラヌイダムの
建設も中止になったことで、美瑛町の負担は生じて
いないと聞いております。 
 上富良野分につきましては、西部用水路、日新用
水路、上南送水幹線用水路の整備を行っていること
から、約２億２, ５４０万円の負担が伴ってきてお
ります。 
 また、新規地区として、９０億円の事業費をもっ
てフラヌイ２期地区の採択がなされ、本町に関係す
る分として、日新注水路、草分地区の水田かんがい
用水を日新ダムより取水するための施設整備の負担
率は２. ５％で、約１億１, ７６０万円の負担が生じ
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てきております。 
 国営土地改良事業により建設されたダム及び流域
変更工等の関連施設については、上富良野町も費用
負担を伴うところでありますが、美瑛町が行う水力
発電については美瑛町が独自で行うものであり、建
設費用８億円は、美瑛町の全額負担となっておりま
す。北海道電力への売電については約１, ４００万
円程度と聞いておりますが、美瑛町として、発電の
ための人員配置や維持管理費に約１,０ ００万円が
充てられ、収支としては４００万円の余剰となりま
すが、施設の償還費が伴うことで逆にマイナスの収
支になり、実際は報道されているような内容ではな
く、財政負担の軽減にはつながらないのではないか
と懸念していることでお聞きいたしております。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 自分の質問について、町長
の答弁はただいま承りましたが、聞くところ、いず
れも正面から向き合った内容の答弁になっていな
く、繕っている面が多々あるので、理解いたしたい
ので再質問をいたします。 
 まず、質問する用意はしていなかったのですけれ
ども、町長の生の声を聞いて、都市計画の関係につ
いて答弁書をもらっているわけですけれども、これ
は基本的に、町長としてのいわゆる認識の問題を超
えて、資質等、大変失礼ですけれども、そういう問
題にかかわってくると思うのですよ。答申と諮問を
間違うような町長では困るわけですよ。この点に対
しては言及する考え方はなかったのですが、重大な
間違いですよ、これは。 
 答弁書では「訂正するとともに深くおわび申し上
げます」と書いてあるのですよ。これを町長は言わ
ないのですよ。紙の上ではおわびしていて、町長本
人の気持ち、心はどこへ行ったのですか。少なくと
も、ここに書いてある「訂正するとともに深くおわ
び申し上げます」とまで言ってくれているのです
よ。これを割愛するということは、全然精神そのも
のが備わっていないと、やる気がないと、こう言わ
ざるを得ません。 
 入札制度についてですけれども、１点目の共同企
業体の結成方法について質問をいたします。 
 どのようなことを指して質問しているのかわから
ないと。わからなければ、聞いたらいいのでないで
すか。聞かないで、わからないで、あくまでも公告
要件に基づき自主結成し申請されたと認識していま
すと、勘違いも甚だしいのでないでしょうか。だか
ら、町長に調査をしてくださいと、私は簡潔に質問
しておるわけですよ。構成員双方から専任を配置さ
れていると。配置されていないというふうに聞かさ

れるわけですよ。 
 ３点目の、工事に参加していないうわさがあると
の御指摘ですが、町長の耳にはそのようなうわさは
聞こえていません、届いていませんと。当たり前。
発注者にこういうことを聞こえていったらどうなる
かということで、聞こえていく道理がないでしょ
う。ですから、町長には慎重に調査をしてください
と。調査しないで、ああです、こうですと言われ
たって、それでは選良の一人として町民に対して説
明できないわけですよ。町長の立場を考えて、自分
は町民に説明しようという考えに立っているわけで
すから、調査をするのかしないのか、その点をお聞
かせください。 
 それから、保健福祉センターの件についてであり
ますが、まことに遺憾に思っておると。町長がそう
思っているのだったら、自分はそれ以上に、及ばず
ながら遺憾に思うところが大きいわけですよ。報道
された原因を尋ねておるのであって、どうしてこう
なったのですか。一円でも安価な契約を実現してい
くための方法を検討したい旨の発言が、このように
誤解されたと。だれが言ったのかということになる
と、では、町長が言ったのですか、一円でも安価な
契約をしたいので、その話をブン屋さんにしたので
すか。なぜそこで一括発注というか、町長としての
発言が、責任ある町長の考え方が、なぜそういうこ
とになるのか、私には理解できない。もし一円でも
安い発注を町長がしたいとするのであれば、相手を
考えて沈着冷静に、経費率を下げることだって、ブ
ン屋さんに言わなくたって行政配慮できるのでない
ですか。その辺に対して、町長の大いなる発言を賜
りたいと思っております。 
 ちょっと長くなって恐縮ですけれども、町内外の
話として、これは本当にうわさの域を超えていませ
んけれども、衆議員選挙区６区以外の国会議員の関
係者をして大手ゼネコンに暗示し、その企業は着々
とその環境を整えつつあると聞かされてきました。
これが事実とは受けとめたくありませんが、もし事
実だとすれば、責任ある立場の人でなければ情報は
提供できないと思うからであります。今後のために
も、町長、よく調査していただきたいのでありま
す。 
 このこと以外にも、当局にあっては、本町の公共
工事の発注について、懐疑心を持って注意深く注視
しておられるような動きもありますので、公明正大
に執行されることをこの際御期待申し上げておきた
いと思います。火の気のないところには煙は上がら
ないとも言われます。町政をつかさどる者はいつも
クリーンでなければならないと、町長は肝に銘じて
おられると思いますが、町長、大義の一つとして、
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この事業は町の経済の活性化、雇用の創出、このよ
うな大義があると思います。ぜひ分割発注すること
で検討をしていただきたいと思っております。 
 次に、行政改革の幾つかでお尋ねをしたいと思い
ます。 
 除排雪についてですけれども、この除雪の方法
は、ことしからではなく、以前より実施しています
と。このこともやはり繕っていますよね、表現が。
違うでしょう。ことしの冬からレンタルで４トン２
台を借り上げしたのでないですか、そして、臨時雇
用２人を雇ったのでないですか。その辺はどうなの
ですか、それをお尋ねしておきたいと思います。 
 従来、町内業者に委託して除排雪していたもの
が、この冬から４トンダンプ２台を借り上げて、多
くの町道に対しては、今度４トンで除排雪している
のと違いますか。そのために、運転手の臨時２人を
雇用したということでないのでしょうか。小型だけ
に、何回もピストン輸送して、これは極めて効率的
ではないと思うのですよ。したがって、改革の精神
から大きく逆行しておると思います。 
 平素から、事業の民間委託と言いながら、理論と
実際は全然かみ合っていないのですよ。レンタル業
者とスタンド業者は歓迎しておられると思います
が、町長は上富良野町民１万３,００ ０の町長なの
ですから、そのことは大変失礼な表現でありました
けれども、従来までのこの町の除排雪に対しての関
係者は、このことによって大きく落胆しておるので
あります。 
 また、従前から町内建設業者には、災害のとき
は、水害だといったら応援を依頼し、友好的な関係
にあった信頼関係が崩れつつあると思います。ま
た、町長は商工振興に力点を置くと言いながら、や
り方を変更するのであれば、粗野で乱暴的でなく
て、一方的でなく、事前に今までの関係者と十分話
し合い、協議をなぜしなかったのか、これまた行政
配慮に欠けていると言わなければなりません。従来
までの除雪関係業者は、従業員を確保して、機械を
購入し整備して、体制を組んでですね。尊重しない
行政は考えられないのですよ。この点について町長
の答弁をお願いしたいと思います。 
 それから、十勝岳線の民間委託です。 
 結論から申し上げますと、十勝岳線は三百数十万
円しか料金収入はないと思うのですよ。６３０万円
もかけてやるのであったら、町が直接臨時雇って
やった方がいいのでないでしょうが。６３０万円を
払って、そして燃料も修繕も保険も全部役場、委託
先は、ただ雇用している運転手、ドライバーの人件
費だけ。あと代替のために、それが６３０万円。極
めて根拠が明らかでない。この点の根拠を再度はっ

きりさせていただきたいと思います。 
 私は、こうであれば、先ほど申し上げたように、
町で直接やった方がいい。民間委託の精神にのっ
とっていないわけですから、行革の精神に反してい
ると言わざるを得ません。 
 それから、５点目の２トンダンプの売却。これ
は、いろいろな考え方からいって、広報に出ていた
わけですよ、乗用車２台とダンプ公売の記事が。そ
の関係のダンプが１０万キロ、なぜ１０万キロで処
分するのかと。レンタルから４トンダンプ２台借り
上げるから、だから、ここで乗用車２台と２トンダ
ンプ１０万キロで公売にかけたでしょう。その乗用
車２台と、１０万キロの２トンダンプは３０万キロ
ぐらい走れるというのですよね。４０万、５０万走
れると言う方もおりました。なぜ売るのかと。その
点を聞いているのですよ。ごみの運搬車を聞いてい
るのではありませんので、その点の答弁を賜りたい
と思います。 
 それから、公用車ですね。公用車は、何もしろが
ねで１台を取得したという考え方に立っていないわ
けです。何でしろがねのパイロット事業の車が出て
くるのですか。私が質問しているのは、議席を持っ
て以来、備品購入費の車で一度も予算が出てきてい
ない中で見る限り、この４年近くの間、公用車の新
車がふえているわけですよ。だから、この点に対し
てはどうなのですかと、そこを聞いているのであっ
て、再度御答弁を賜りたいと思います。 
 それから、町村合併については、いろいろお尋ね
したいと思いますが、１点に絞ります。 
 答弁の中で、議会並びに町民の皆さんの御意見を
伺った中でとあります。町民の皆さんの御意見は、
町長は従来から言ってきているわけですから、町民
の考えを聞いてということで一連の地域懇談会も終
わったわけですから、ここで言う、さらに議会並び
に町民の皆さんの御意見を伺った中でと、では、今
後、町民の意見をどのように伺っていくのですか。
議会とどのように向き合っていくのですか、その１
点お伺いしたいと思います。 
 それから、最後にしろがねですけれども、本定例
会で質問することは、まことに自分としてはしのび
がたいものがあります。本事案については、従前か
ら事後で聞かされ、議論なき理由から再質問をいた
します。 
 まず、６点ばかりありますけれども、議会の議決
をいただいたと、議定書にかわる何よりのあかしで
ありますと。債務負担行為の議決をしたことが何よ
りのあかし、印でありますと。極めてこれは、考え
方というものを全く理解していない。議会の議決は
根拠に当たらないと思うのですよ。私権、すなわち
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裁量権でやっているわけですから、その辺の議決権
と裁量権は全く違うと思うのですよ。自治のプロ
フェッショナルがたくさん控えておりながら、裁量
権と議決権の意味がわからないはずはないのです
よ。 
 もし住民から異議が出されれば、例えば道内であ
る例ですけれども、再開発で損害賠償したら、全然
損害が発生していないのにということで、その首長
は訴えられているわけですよ。あるいはまた、裁量
権で屠場の排水で海が汚れ、漁業補償したが、全然
被害がないと、こういうことで表面化してきている
わけですよ。 
 だから、私は、あくまでも町長が勝手にやったの
でないのだと、町長が自主的に考えてよかれと思っ
てやったのでないのだと、あくまでも上富良野町民
の意向を踏まえて、自己宣伝することなく行政配慮
をしたのだという観点から、議定書あるいは覚書、
そういう行政配慮をした方が、今後にあっても盤石
な考え方に立つのでないかという考え方から、私は
質問しているのであります。この点に対して、町長
の考え方を賜りたいと思います。 
 それから、２番目ですけれども、土地改良区の定
款についてですけれども、２月のうちに道から認可
されているのであれば、この２月に議員協議会を
やっているわけですから、なぜそこで一連の説明を
しなかったのか。自分が質問したら答弁してくる、
これでは議会軽視。議会制民主主義、議会の活性化
に余りにも……。質問したら言う、言わなかったら
黙っている。自分から一般質問に答えたと。私は２
０分の１の考え方で質問しているのであって、自分
が質問したからいいのだという、了とはならないと
思うのですよ。 
 １４年６月、１４年９月、１５年２月、時系列に
はっきり書いてあります。これは、あくまでもこの
事案に対する定例議会の議案になる前の話で話題を
提供してもらってきているだけで、そこで自分が反
対するわけにいかないわけですよ。もともとこの事
案に対しては自分は反対する考え方はないのであり
まして、これらのことをここで強調されて、文字と
して残っているのですけれども、では、１４年６
月、１４年９月、１５年２月は最近のことですか
ら、どういう提案をされたのですか、この際お伺い
したいと思います。 
 繰り返しますけれども、１５年２月の、この３月
定例会に向けての議員協議会で、新生土地改良区の
関係に対しては道知事の許可がおりました、面々は
こういう方に役員をお願いできました、事業目的は
こういう目的になっております、事務所はここへ置
くことになりましたと、なぜそういう説明をしない

のですか。それが、１５年２月に議員協議会で説明
協議をしましたと、これでは余りにも行政のプロと
して、責任ある職員にはなり切っていないのでない
でしょうか。 
 それから、あと二つで終わります。 
 受益面積の変動があったと、したがって、ダムの
全体計画が変わったと。受益面積の変動は、上富良
野町はないのですよ、美瑛町なのですよ、西山。あ
そこが返上するから。申請事案ですよ、これは、美
瑛町も上富良野町も。美瑛町が西山をやめたから、
しろがねダムの水が余ったわけでしょう。そして、
フラヌイダムをやめたとするのであれば、美瑛町の
負担は生じていないと聞いておりますと、聞き流し
たらだめだと思うのですよ。原因が美瑛町にあるわ
けですから、応分の負担を上富良野町はするわけで
すから、そうしたら、美瑛町も応分の負担、少なく
とも上富良野町の２分の１ぐらいは持ってもらわな
ければならないのですよ。ここで聞き流すこと自体
がおかしいのですよ。そのように私は思うのであり
まして、この辺に対しての責任ある答弁をお願いし
たいと思います。 
 それから、最後になりますけれども、しろがねダ
ムの水力発電について、建設費用は８億円かかっ
て、美瑛町全額負担となっていますけれども、いい
のですよ。ですけれども、ダムの管理は新生土地改
良区がするのでしょう。美瑛町はしないわけでしょ
う。しない美瑛町が、どうして発電を関係すること
になるのか、その辺も極めて不透明で、わからない
のですよ。 
 それと、建設費が８億円ということは、全額美瑛
町が負担するのですか。国費の投入は一銭もないの
ですか、その辺をお尋ねして、再質問といたしま
す。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再質問にお
答えいたします。 
 まず、昨年６月の定例議会におきます諮問と答申
の間違いでありますが、私も、諮問と答申というの
は基本的に、議員おっしゃるように逆のものであり
ますから、間違いはよく認識いたしておりますが、
できることならば、そう答えたときに、町長、その
発言は違うぞと御指摘いただけば、すぐ議長に申し
上げて、議事録を修正でき得たなというふうに思っ
ておるところでありまして、この過ちは、諮問が答
申というふうに答えたことにつきましては、十分深
く認識をいたして、遺憾に思っております。 
 さて、都市計画の問題でありますけれども、これ
は執行方針でも述べさせていただきましたようなこ
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とで取り進めさせていただくつもりでおります。た
だ、財政的にも非常に厳しいというようなことか
ら、地域の状況等も見きわめながら、今後の大きな
課題として対処していかなければならないと。その
タイミング等々も、優先性、また緊急性等々も比較
しながら、事業の取捨選択をした中で判断をしなけ
ればならぬというふうに思っております。 
 それから、入札制度の問題でありますけれども、
もう少し、ひとつ問題点を御指摘いただきたいな
と。私どもといたしましては、先般も議員の皆さん
方から御質問をいただいておりまして、担当課長を
通じて調査をさせております。その結果の報告は、
問題ないという報告を聞いておるわけでありまし
て、これらにつきましても、ひとつ問題があるとい
うことは信頼性の問題も絡んでまいります。 
 ただ、ここで御指摘を受けるということだけでな
くて、もう少し情報をお知らせいただいて、こうい
うところにこういう問題があるぞという細部の御指
摘をいただければ、それらに対する調査につきまし
ても、従前から御指摘を承るたびに担当課を通じて
調査をさせておりますので、その調査の内容も明確
に対処でき得るものと。そのような対応があれば、
先ほど申し上げましたように、指名等々の対応の中
でも規定の中で対処していかなければならぬと。適
正に、公正に、そして透明性のある対応をしていく
ということが重要であるというふうに思っておりま
すので、そういった課題につきましてお気づきの点
がございましたら、ひとつ細部をお聞かせいただき
たいものだなというふうに思っております。 
 次に、保健福祉センターの件でありますけれど
も、これは私自身、正直申し上げて、北海道建設新
聞の記者さんと個別にお会いしたことはございませ
ん。ただ、ことしの２月２８日に予算の記者発表を
したときに、おいでいただいておりました。 
 聞くところによりますと、私は記憶がないのです
が、昨年も２月に予算の記者発表したときに来てい
たということで、言うならば、同じ人かどうか知り
ませんけれども、その新聞社は２度町に来ていた
と。しかし、その時点において私どもが説明するの
は、予算の概要を説明するところでございまして、
その細部につきましては、ことしにつきましてはい
ろいろな説明をいたしました。ことしから着工して
いくというようなことでありますから、入札はいつ
ごろするかというような御質問もあったかに記憶し
ておりますが、６月ごろになるのでないかと。その
手法についてはということでありますが、まだ手法
については決定していないと、まだ指名委員会で最
終的な結論を出していないということでお答えして
いた記憶を持っておるところでありまして、この時

点で、今、新聞を見せていただきましたが、ああい
うような形でお答えした経緯は私も持っておりませ
ん。 
 そういうようなことで、ただ、単に言えること
は、先ほどもお答えしましたように、このような事
業でありますから、基本的には、こういう財政状況
でありますから少しでも安価な契約をすると。その
ための手法としてはどういう手法があるのかという
と、こういう手法があるぞと。また、逆に地域振
興、地域の対応をどうするかということからする
と、こういうことになるぞと。その両面をどう対処
していくかということを十分認識した上で、指名委
員会としての方向を定めれということで指示してお
ります。 
 私は指名委員会の委員でありませんので、指名委
員会が最終的に決めてきたことについて、私なりの
判断で決裁するか、対応を考えていきたい。今、指
名委員会の中でも方向を定めていないというのが現
状でありますので、ひとつそういう報道がなされた
ということにつきましては、私自身、直接記者発表
したり、あるいは面接して対応したことでない。記
者さんがどういう考えで新聞に載せたかということ
につきましては、私自身も遺憾に思っているところ
でありますので、御理解を賜りたいと思います。 
 それから、行政改革であります。 
 除排雪等につきましては、私の記憶では、ことし
から始まったのでないというふうに思っておるとこ
ろでありますので、細部につきましては、担当課長
の方から御説明をさせていただきたいと思います。 
 また、十勝岳線につきましては、御案内のよう
に、運転業務のみを委託しているというようなこと
で、先ほどもお答えさせていただきましたように、
年間、元旦１日休むだけで３６４日と。そして、１
日約９時間の労働時間と。１日９時間の労働時間で
計算した３６４日分の賃金と法定福利等々の対応を
しているということでありますが、細部につきまし
ては、これも担当課長の方から、どういう算出に
なっているかお答えさせていただきます。 
 それから、２トンダンプの売却の問題であります
が、これらにつきましては、さきにもお答えさせて
いただきましたように、汚泥の搬出等々で使用して
いたというようなことから、それを修理し対応する
にはある程度の費用もかかるということで、キロ数
は１１万キロぐらいしか乗っておりませんけれど
も、年数としては２０年以上というようなことか
ら、売却、廃棄の方向を定めたということでありま
すが、その実情につきましては、担当課長の方から
御説明させていただきます。 
 それからまた、公用車の更新につきましては、こ
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れも担当課長の方から御説明させていただきます。 
 それから、町村合併でありますが、今までは、町
村合併に関する町民懇談会等々も実施させていただ
いて、状況を説明させていただきました。 
 先ほど来お答えさせていただいておりますよう
に、今まだ、なおかつ町村合併の方向の結論を出し
得ないということは、道や国の方向がどうなってい
くのかということの先がまだ見えないと。それから
もう一つは、国が今検討しております第２７次地方
制度調査会の中で、基礎的自治体の人口というのは
どうするのか、市町村というのはどういう対応をす
るのかというようなことが今審議されております
が、これにつきましては、当初は３月中に中間答申
をするというような報告を聞いておりましたが、今
のところ、統一地方選挙終了後というように、おく
れてくるというような状況でございます。そういっ
た国の状況、それからもう一つは、先ほどお話しさ
せていただきました地方財政がどのような方向に位
置づけられるのかと。 
 今、御案内のとおり、補助金、助成金については
削減から廃止に向かっていくと。地方交付税につい
ても削減に向かっていくと。そのかわり、地方と国
との税配分の見直しをすると。この三位一体の改革
というのが、どのような形で地方財政の位置づけを
してくれるのかということを十分見きわめた中で、
我が町が財政的に自立してやれるのか、そういう方
向性を十分見きわめた中で、私としては判断をさせ
ていただきたいなと。しかしながら、最終的に決定
をするのは議会議員の皆様方でありまして、私はこ
ういう方向でいかがかという方向性を示させていた
だくということであります。 
 これらにつきましても、今後もそういう状況を見
きわめた中で、町民の皆さん方と町長との語り合い
だとか、トークだとか、そういうようなものを考え
ながら、国の情勢を見きわめた中で、それらの報告
をさせていただくと。 
 それからもう一つ、これからの課題の中で見きわ
めていきたいなと思っておりますのは、過般も全国
町村会並びに町村議長会で提案し、第２７次地方制
度調査会でも検討しております連合自治区の問題、
合併した９自治体が、そのまま自治体としてのもの
を残していくという手法の中の合併という手法もあ
るわと。その方向がどうまた位置づけされてくるの
かということも十分見きわめながら、方向を定めて
いきたいというふうに思っているところでありまし
て、現在のところ、私としては、まだ最終的な考え
方をまとめる段階でないということで、御理解をい
ただきたいと思います。 
 それから、しろがねの問題につきましては、議員

とちょっと考え方は違いますが、議定書等々につき
まして、しろがね土地改良区と上富良野町とで交換
するといいますか、協定を結ぶことがないのかとい
うことでありますが、私としてはそういう考え方を
持っていないと。今現在、債務補償、債務負担行為
をして対処しているということで、これでしろがね
土地改良区の皆さん方も御理解をいただいているも
のというふうに認識しております。 
 それから、しろがね土地改良区の定款だとか、規
約だとか、役員構成だとかということにつきまして
は、御案内のとおり、きのう設立総会がありまして
決定したということでございまして、しろがね土地
改良区の申請人等々につきましては、以前から御説
明を申し上げておるところであります。そういう細
部につきましての御質問については、また担当課長
の方からお答えさせていただきたいと思います。 
 また、その中で、美瑛町がしろがね地区の事業の
中で対応面積を減少したと、中止したということに
つきましては、特にその分の美瑛町の負担は、事業
をしなければなくなるわけであります。上富良野町
の分は上富良野町で負担すると、美瑛の方は美瑛町
で負担すると。そして、ダムの部分については、流
量計算によっての負担ということで対応しておると
いうことで、美瑛の方は、それがなくなったから、
上富良野の方のも負担するということには相ならぬ
ということだと私は思いますが、これらにつきまし
ても担当課長から説明させていただきます。 
 最後に、ダムの問題であります。 
 この問題につきましては、議員と同じような考え
方を私も持ちまして、担当課長に美瑛町と調整をせ
よと、美瑛町がこのダムを使って発電をして利益を
上げるのであれば、ダムの維持管理について相応の
負担をしてもらわなければ困るぞということで、美
瑛町と調整するように担当課長に指示をいたしてお
るところでございまして、このことにつきまして
は、ここで美瑛町が発電事業、たとえ全額工事費は
自分で負担したからといっても、ダムを利用して利
益を上げるわけでありますから、そうなれば、ダム
の維持管理費につきましては応分の負担をしてもら
わなければならないと。そのことにつきましては、
美瑛町と調整するようにということで、担当課長に
指示をいたしております。この件につきましては、
議員と同じように、ダムを利用して利益を上げると
いうことであれば、それ相応の維持管理費等の負担
をしてもらわなければならないというふうに私は考
えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 道路河川課長、答弁。 
○道路河川課長（田中博君） ３番福塚議員の再質
問にお答えをさせていただきたいと思います。 
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 ４トンダンプによる除排雪でございますけれど
も、これにつきましては、以前からもこのような方
法で行っておりまして、リースしている理由につき
ましては、危険箇所等の不可視部といいますか、見
通しの悪い部分が発生している箇所の早期対応を図
るために、うちの車庫のところにリースしている車
を置いている状況にあります。 
 それから、運転手でございますけれども、これに
つきましても、除排雪の作業員６名の中から、除雪
路線のあいているところの人間をこの作業に充て
て、排雪を行っているところでございます。 
 排雪の効果といいますか、住民のサービスという
ことを第一に、また効率性も考えまして、このよう
な方法でやっているのが現状でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 十勝岳線のバス運
行にかかわります件でございますが、当該路線につ
きましては、始発の６時５８分から最終の格納が１
８時１４分ということでございまして、そのほかに
始業点検、それから格納前の清掃整備等ございまし
て、これらを勘案いたしまして、先ほどお答え申し
上げました１日の拘束の時間を８時間５６分という
ふうにとらえてございます。これに基づきまして、
年間３６４日にかかわります対応を進めることと、
当然にして、法定福利費用につきましては必要でご
ざいますので、これらを勘案いたしました金額に
なっているものでございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） 私の方から、２トンダ
ンプの売却の関係と、それと最近の公用車の更新に
つきましての質問にお答えさせていただきます。 
 まず、２トンダンプの売却の関係につきまして
は、町長の方から答弁させていただきましたとお
り、登録時から２０年以上経過してございますの
で、その点、それと現在の使用実態、それから転用
した場合の費用のかけ方等を総合的に判断しまし
て、最終的に売り払うことがよりいいだろうという
判断をして行ったことでございます。 
 それと、最近の公用車の更新の関係であります
が、この１４年に限りましては公用車の更新計画は
なかったことから、町長が答弁したような内容と
なってございますが、それ以前の状況を申し上げま
すが、公用車の更新に当たりましては、月７万円か
ら８万円程度の借り上げ料を支弁してございます。
期間につきましては、年間と申しますか、月数で３
０カ月程度でございますので、総額で申し上げます
と２１０万円から２４０万円程度の借り上げ料とな

るところでございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の３点の
御質問にお答えをいたしたいと思います。 
 まず、土地改良区等の設立にかかわることであり
ますけれども、これにつきましては、平成１４年９
月の議員協議会におきまして、内容的には２点、大
きくは２点だと思いますけれども、一つは負担金の
償還に関すること、それからもう一点につきまして
は、国営事業で造成されます施設の維持管理という
ようなことでお答えをしてございます。その中に、
ことしの２月の中旬ごろというような表現でござい
ますけれども、いわゆる２月の半ばに土地改良区が
許認可され、また改良区において総会を行っていく
と、それで体制等も決めていくというようなことで
御説明をさせていただいております。 
 それから、美瑛町の面積減に伴うことであります
けれども、昭和６１年、これらフラヌイ事業の開始
が決定されたわけでありますけれども、並行して
行っておりましたしろがね国営事業が、しろがねダ
ムに余裕ができたということで当然国営フラヌイダ
ムが廃止になったということであります。内容的に
は、転作率等の変化、こういうようなものがござい
まして、一応廃止になったところでございます。 
 それから、美瑛町におきます水力発電の関係であ
りますけれども、先ほど町長からもお答えしました
ように、ダムの維持管理、それから基幹水利の関係
がございますけれども、これらにつきましては、当
然美瑛町、上富良野町、中富良野町、３町において
維持管理をしていくところでありますけれども、水
力発電に限っては、美瑛町のあくまでも独自で行う
ものであります。いずれにしても、当然であります
けれども、美瑛町において全額費用負担するという
ことであります。 
 私が聞いておりますのは、それに伴って発電にか
かわる部分の人員配置、それから発電にかかわる部
分の維持管理を当然していかなければならないと。
ひいては、２０年、２５年後には更新もしなければ
ならない。そういう意味では、大変重い荷物を背
負ったなというようなことで、美瑛町からそういう
ことは聞いてございます。 
 それで、今、国費も投入されていることもありま
すけれども、いずれにしても、建設費用の負担もこ
としから出てくるというようなことで、大きな負担
になったなというようなことで聞いてございます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜りま
す。 
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 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 町長、切れる刀を差してい
るのですから、やはり決断と実行を今後は強く持っ
ていただきたいと思うのですけれども。 
 答弁書をもらっているのですけれども、町長はま
だ謙虚でないのですね。答申と諮問は、深くおわび
申し上げますとどうして言わないのですか。自分に
は書いてよこしているのですよ。どうしてここを省
略するのですか。この点聞いているのですよ。全然
言及されないのです。最後のチャンスですから、こ
の点聞かせてください。 
 それと、入札制度ですけれども、私は端的に調査
するのかしないのか、そこを聞いているわけです
よ、その点教えてください。 
 それから、保健福祉センターですけれども、工事
発注者の責任者として基本的にどうするか、もう町
長の胸のうちには、ある程度の見定めを持っている
と思うのですよ。あとはシンクタンクにかけるだけ
だと思うのですけれども、本町の財政事情から勘案
して、１０億円から借金をして建設するわけですか
ら、大型プロジェクトの工事としてはこれが最後の
建物でないかと思われるのですね。したがって、町
内業者には、技術的にも能力的にも十分町長にこた
えるだけの受注能力は備わっておると思いますの
で、町内業者に受注機会が与えられるよう、今後の
行政配慮をすることに対しての町長の見解を賜って
おきたいと思います。 
 それから、行革の経費的な面については予算特別
委員会でお尋ねすることにして、最後の国営土地改
良区の関係でありますけれども、これについては、
私は、町の支出は法的根拠を欠いているわけですか
ら、あくまで町長の裁量権でやっているわけですか
ら、それも結局不特定多数の町民でないのですか
ら、やはり今後の争いを避けるためにも。議会の議
決があっても正当化されないわけですから、少なく
ともそれにかわるものを。いわゆる町長の保身のた
めにやったのでないのだと、あくまでも高い次元で
行政配慮したのだと、そのためにも新生土地改良区
と町長との関係、町村長との紳士協定を結んでおく
こと。裁量権と違うわけですから、法的根拠がない
わけですから、その辺の考えに対して、先ほども言
いましたけれども、盤石な体制をつくっておくこと
が大事でないですかと、こういう意味なのですよ。
その点、町長、お答えください。 
 以上で終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 何か優柔不断だと常に議員には言われるわけであ

りますが、私は決断すべきものは決断するという主
義で今まで来ておりますので。ただ、議員から見る
と優柔不断だなと思われるかもしれませんが、私は
そういう優柔不断で行政執行をさせていただいては
いないというふうに思っております。 
 さて、諮問と答申の過ちでありますが、これは私
も申しわけないなと遺憾に思います。ただし、私
は、あの時点でなぜ指摘いただけなかったか。そう
することによって、議長にお願いして議事録を修正
できると。月日がたって、何回も議事録に目を通し
て、これは間違っているわということで、そこまで
御指摘をいただくということになれば、私としては
まことにその点についても、福塚議員としてのお考
えがこの問題に執着するということは、福塚議員が
そのような議員ではないなというふうに理解してい
る中で、いささか私自身も戸惑いを感ずるものであ
ります。 
 ただ、過ちは過ちとして認め、過ちであることは
間違いありませんから、それについては（発言する
者あり） 
○議長（平田喜臣君） ３番、御静粛に願います。 
○町長（尾岸孝雄君） そのとおり、私としては遺
憾に思っておるし、間違いを起こしたことについて
は深く謝ります。 
 さて、次に入札制度の問題でありますが、これに
つきましては、その都度、担当課長を通じて調査さ
せております。しかし、調査させた結果、問題はな
いという報告を聞いております。ですから、先ほど
来言っているように、どういう部署のどういう者な
のかということを議員がおわかりであるならば、ひ
とつお知らせいただいて、そのことについて調査を
すると。また、再びこれにつきましては議員から御
指摘を受けておりますから、調査はさせます。当然
にして、言われれば、それが事実かどうかという調
査はします。しかし、うわさということで、どうし
ても調査の結果、そういう問題が生じてこないとい
う状況にあるということで御理解いただきたい。こ
の問題につきましては、常にそういう御指摘を受け
るたびに、それが正しいのかどうなのかということ
の調査はいたしております。 
 それから、福祉センターの入札方法であります
が、今なお私自身も最終的な結論を考えておりませ
ん。指名委員会の方でも、結構戸惑いながら方向を
定めてくれるものというふうに思っておりますが、
先ほど来申し上げておりますように、財政的に厳し
い中にありまして、低廉な契約をするためにはどう
したらいいのかという一つの方法と、地域に対する
対応をどうしたらいいのかという、この全く相反す
る両面性の中間をとった中で、いかにして対処して
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いくかと、方法をとっていくかということについ
て、今後、指名委員会の中で十分検討されて、私に
提言してくれるものというふうに思っております。
今現在、方向性については、まだ定まっておりませ
ん。 
 また、しろがねの問題でありますが、私は、しろ
がねの軽減策につきましては、厳しい財政状況、農
業環境の中で、これらに対する負担の軽減策を講じ
ているということで対処して、農業振興策の一つと
して対処したわけでございます。 
 議員おっしゃるように、全農業者に対する対応で
はないぞと、６００農家のうちの１００戸に対し
て、特定農家に対して対処するということでありま
すが、農業振興施策におきまして農家全員、あるい
は商業振興施策において、商工業者全員を対象とす
るということで対応することばかりでないという部
分もあるわけであります。言うならば、今現在、パ
ワーアップ事業もやっておりますが、パワーアップ
事業をやっております部分については、一部の地区
の農業者のために北海道がやるパワーアップ事業で
対応しているということであります。それと同じよ
うに、国営しろがねは国営しろがねの地域の農家の
皆さん方に対する農業振興策として、負担軽減策を
講じたということで考えておりますので、土地改良
区等々との議定書等々の新たな協定を結ぶ考えは
持っていないということで、先ほどお答えさせてい
ただいたように対処させていただくということで、
御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、３番福
塚賢一君の一般質問を終了いたします。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１１時１２分 休憩 
午前１１時３０分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、一般質
問を続けます。 
 次に、８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 質問の内容なのですが、前
議員が質問しているところもありますので、簡単に
ひとつやってみたいなと思います。 
 再開発ということについては、町長も商工会の時
代からずっと私と一緒に長い間やっておりますの
で、十分に察知しているというふうに思っておりま
すけれども、現在、どの辺まで状況が進んでいるの
かなということと、駅前再開発というのは、もう１
０年以上というよりも２０年近くに恐らくなるのか
なと。駅前再開発プラス商店街開発とあわせてやる
と、そのぐらいの年数になるのだろうと思うし、

３, ０００万円近い金も費やしていると思っており
ます。 
 今現在、駅前再開発を担当して、まちづくり課で
やっていると思うのですが、どうも私が聞いている
範囲内におきましては、出発点に戻ってしまったの
かなという感覚がどうしてもするわけですよ。 
 この前、図面というのがある程度できていたと思
うのですが、それは、当時は都市計というところで
たしかやっていたと思うのですが、その図面を見せ
ていただきながら、商工会で一応話し合いをしたこ
とがございます。その図面そのものが一体どうなっ
てしまっているのか。現在、また全く違う構想で
やっているような状況であるというふうに思ってお
ります。今後、どのような考え方を持ちながら、町
長はこの計画を進めていこうとするのかというとこ
ろを、ひとつ明確にお聞かせを願いたいと思ってい
ます。 
 それと、商業振興条例でございますけれども、こ
れは、私が産建委員のときに出てきた問題でござい
まして、初めは非常に厳しい内容であったわけです
が、再度やり直せということで、少し範囲を広げた
経緯もございます。現在、何件ぐらい実際に利用さ
れ、金額的に幾らぐらいになっているのかなという
ふうに思っておりますので、その点をひとつお知ら
せ願いたい。 
 この振興条例というものは、町長はどのように考
えていらっしゃるのかなと思うのですね。経済効果
なり、使った金に対して、どうも光が見えていない
ような気がしないわけでもないのですよ。今後、ど
ういうふうな考えを持ちながら、この振興条例とい
うのを進めていくのかなと。進めていくとするなら
ば、本当に経済的効果が果たしてあるのかどうかと
いうところを、もう少し精査する必要性があるだろ
うというふうに思っているのです。 
 中身については、悪いというものではなくして、
いいのだろうと思うのです。実は、これは下川でも
やっていることだと思うのですよ。商店街開発とい
うことで力を入れながらやってきて、途中でとんざ
してしまったような状態に今現在あるのですが、だ
からといって、ぽつんぽつんと、やれる人だけがや
るのだというふうな前向きな姿勢なのだろうと思う
のですが、考えるところによると、金持ちの優遇策
の一例もあるぞということを、たしか私は産建のと
ころで言ったと思うのですが、自己資金がないと、
これは絶対できないというところにあるのですね。 
 今現在、信金にしても道央にしても、名も変わっ
てしまって旭川信金になってしまったというふうな
形になりますと、どうも借り入れというのが非常に
厳しくなっているだろうと思うのですよ。今まで富
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良野信金の場合だったら、長年のつき合いがあるか
ら、そうか、頑張ってみれやというようなこともあ
るのだろうと思うのですが、現在はそういうことは
全くないだろうと思うのですね。そのときに、半分
助成する、１, ０００万円については５００万円の
金を補助しますよと。では、５００万円の自己資金
をつくれる人はいいのですが、つくれない人は全く
できないと。本当にやりたいというのは、自己資金
がないのだけれどもやりたいという人が、私は七、
八割おると思うのですね。だから、この効果という
のは本当にあるのかどうかというところを、ひとつ
町長の明確なお答えを願いたいなと思っています。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、１番目の駅前再開発についてであります
が、議員の御発言のとおり、駅周辺の整備につきま
しては、平成元年度に基本計画を策定した経緯がご
ざいます。このときには、駅前広場を含む街路事
業、駅舎の改築、駐輪場、セントラルプラザの配
置、駅の東側にあります中央コミュニティー広場の
拡張などが主な整備項目として掲げられ、その中で
も町が単独で行える事業については、逐次、整備を
進めてきているところであります。 
 しかしながら、駅前広場の整備につきましては、
北海道が行う街路事業の活用を予定していたとこ
ろ、昭和６３年から平成元年にかけての十勝岳噴火
災害によって、避難路を確保する緊急性と必要性か
ら、平成６年度から１０年度に実施いたしました道
央道瑠辺蘂上富良野線の整備を優先させた経緯がご
ざいます。よって、駅前広場の整備と連動する駅舎
の改築につきましては、道の１市町村１街路事業採
択方針から整備がなされず、今日に至っているとこ
ろであります。 
 平成元年度の基本計画策定から既に１０年以上が
経過し、この間、市街中心部の状況や行政を取り巻
く情勢も大きく変わってきました。特に、施策展開
や計画策定への住民参加や住民意見の反映が求めら
れるようになり、それに沿う形で平成１０年度、１
１年度の２カ年をかけて都市計画マスタープランを
策定いたしました。長時間にわたる住民議論の末、
市街地全体の整備方針の中における駅周辺整備の必
要性が位置づけられ、また、これを受けて、平成１
２年度、平成１３年度にわたり、商業者、町内関係
団体の代表により研究調査が精力的に行われ、平成
１４年３月には駅周辺を含む市街中心部の整備構想
が提言されたところであります。 
 この構想に基づき、事業実現のため、町としても

作業を進めているところでありますが、平成元年度
の基本計画との比較において、駅舎の改築と駅前広
場の整備については共通しておりますが、今回の構
想では、構想ができるまでの経過はもちろんのこ
と、内容的にも集客性のある施設配置による駅周辺
の整備や公的住宅の配置など、隣接する商店街への
波及を考慮されるものになっております。 
 議員の御発言もありましたが、私も、ある意味で
は今が出発点であると思います。ここからが本番と
の認識に立って、事業を進めてまいりたいと考えて
おります。 
 しかしながら、先ほど福塚議員の御質問にもお答
えいたしましたとおり、この厳しい財政状況の中
で、他の事業の緊急性、優先性を見きわめ、本事業
の規模や着手するタイミングなど、慎重に判断する
段階にあると考えておりますので、この点につきま
しても御理解を賜りたいと思います。 
 次に、御質問の２番目の商業振興条例についてお
答えいたします。 
 商業振興条例によるこれまでの利用件数は１２件
で、事業費７, ８２４万５, ０００円、補助金が２,
６７５万円であります。内訳といたしましては、個
性化支援事業が１０件、共同化支援事業が２件と
なっております。さらに、この個性化支援事業の利
用状況は、業種別では、小売業５件、飲食業４件、
サービス業１件となっております。 
 また、この制度の利用に当たっては、補助金以外
に自己資金が必要となるため、町商工会や地元金融
機関との連携を図り、町の中小企業融資や他の制度
資金などの低利資金の活用をしてもらいながら、経
営意欲を持って取り組んでおられます。 
 商工会のお話では、現在、道や町が進めている商
店街の歩道や街路などの町並み整備に合わせて店舗
整備を進めたいとのことで、この制度の活用を考え
ている方もあるようなので、当補助制度の一層の普
及啓蒙に努めてまいりますので、御理解を賜りたい
と存じます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 ８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 大体のことは、答弁要旨を
いただいているのでわかっているわけですが、この
計画そのものからすると、２０年近くもたっている
ということもありますけれども、本当に町長がやる
という気持ちがあるならば、当然進んでいかなけれ
ばならぬ問題だと私は思うのですね。 
 町長は当選して６年ぐらいになるのですが、福祉
総合センターを建てるという計画を持ってやったと
きには、既にもう計画実施に移る段階まで来ている
と。片一方の方は、１０年たっても１５年たっても
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全く出発点に立っているということは、町長そのも
のが、このことに関して、それほど力が入っていな
いのでないのかなというふうに私は受け取るのです
よ。なぜこの問題が何十年たってもまだ出発点に
戻っているのかと。 
 考えてみますと、町長は副会長で、随分長い間、
実際に私とやってきているのですよね。にもかかわ
らず、ずっと据え置きになってきていると。今に
なって、ようやくまちづくり課で話が出ていると。 
 そして、十勝岳の問題で、平成６年から１０年に
瑠辺蘂との街道になるのだろうかなと思うのです
が、そちらに進んでいったので中断したと。けれど
も、この計画そのものは進んでいっても構わないと
思うのですね。そこで計画を中断すること自体が、
身が入っていないのでないのかなと私は思うのです
よ。 
 それと、前に僕は都市計のときに話したのです
が、この計画は早目に出さないと、道としては金が
なくなるのだと。１町村１事業ということはできな
くなるぞと。なぜかというと、旭川の駅前再開発に
かかると、１００億円以上も金がかかると。それが
始まってしまうと、もう地方都市には来ないのだ
と。だから、早くこの計画を出しなさいというのが
たしかあったと思うのですよ。にもかかわらず、い
まだかつてこういう状態であると。 
 この計画そのものは、町長、これはもうできない
のでないかなと私思うのですよ、これからずっと財
政を考えたときに。二、三十億の金がかかるだろう
という話なのですが、今、福祉総合センターもやり
ますよと、これで恐らく最終的なのだろうと私は思
うのです。本当にやれると思って、この計画を進め
ていくつもりでいるのか。 
 また、担当者の話を聞くと、無理かもしれないな
という話もちらっとあるのですよ。私も無理だなと
思うのです、実際。そうすると、ここに担当してい
る職員がいるわけだから、むだ金を使っているとい
うことになるね。実現できないことに一生懸命担当
職員を与えているわけだから、税金のむだ遣いにな
るわけですよ。その辺を町長はどう考えているのか
なというふうに思うのですね。 
 それと、駅前開発ということなのですが、私も今
回おかげさまでというのか、何といいますか、ヨー
ロッパ視察をさせていただいたのですが、あちらの
方に行って、歩道なり、それから車道をずっと見ま
すと、向こうは石の文化だと思うのですが、石を小
さく砕石したものをずっと敷き詰めてあるのです
よ。そういうふうなことも非常にいいことだなと。
結局、色違いで砕石があるのですが、水道管が埋
まっているところは何色とか、ガス管が埋まってい

るところは何色とかと色分けしているのですよ。そ
こだけ起こすと。終わったら、またそのまま埋めて
しまうと。だから、廃棄物は一切出ないと。 
 うちの町をもう少し皆さんが一生懸命考えるので
あれば、十勝岳が噴火して非常に困る部分もあると
思うのですけれども、あの石を持ってきて、噴火通
りにするとかなんとかと、そういうふうなものを発
想していくべきだろうと思うのですね。どこの町で
もやっているような歩道をつくってみたって、何も
ならぬと思うのです、僕は。何か特色のあるものを
しないと、見にも来ないし、上富良野町は違うまち
づくりをしているのだなというようなものがなけれ
ば、だめだと思うのですね。ただ業者の発注すれ
ば、それで終わりなのだというのであれば、やって
もやらぬでも同じだと思うのですよ。 
 店を直したら、では、お客さんが来るのかといっ
たら、そんなことにならないと思うのですね、僕
は。中身を変えないと、お客さんは来ないですよ、
店だけ直しても。それと同じ理屈だと思うのです
ね、僕は。だから、そういう発想を持ちながら、こ
れからのまちづくりというのをやっていただくこと
が、一番大切でないかなと私は思うのですよ。その
点、どういうふうに考えるかなというふうに思いま
す。 
 それと、商業振興条例なのですが、この内容も
ちょっと調べさせていただきました。そういうとこ
ろも、やはり歩道なんていうのは、そういうふうな
考えを持って。銀座通りをこれからやると思うので
すけれども、そういうところをこれから考えてやっ
ていくというようなことをしなければ、特色のある
まちづくりはできないと。 
 私も三重県の津市に行ってきたのですけれども、
あそこの新町商店街の方には、上富から持っていっ
た噴火の石があるのですが、今で言えば、丸一さん
の十字街みたいな空き地にきちっと石を飾り、そし
て噴火の内容を書いたものを置いて、そしていすを
置き、町民の憩いの場になっていると。しかし、我
が町にはそんなものは一つもないと。その辺から
も、もう少し考えていく必要性があるのでないかな
と思うのですね。何だかんだ金をかけなければだめ
だという問題でないと思うのですね。 
 それと、１２件で、共同化支援事業が２件となっ
ておるのですが、この内容というのは、共同でやっ
ていることだから、店の方でやっているのか。私が
聞くところでは、また違うような話なのですが、ど
ういう内容の共同化でやっているのかなと思うので
すね。そこをひとつお聞かせを願いたいのと、店舗
整備を進めるということで、今一生懸命やっている
ところなのですが、町長のお答えの中では、商工会
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の話では、現在、道や町が進めている商店街の歩道
や街灯などの町並み整備に合わせて店舗整備を進め
たいということなのですが、この内容はどういうふ
うに受けとめればいいのかなと思うのですね。これ
は、また独自で商工会で考えている内容のことなの
か、また、今現在、商業振興条例でやっていること
なのか、その違いがどこかにあるのかなとちょっと
考えるのですが、その点はいかがなのでしょうか。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、駅周辺整備と中心市街地連動の整備事業で
ありますけれども、このことにつきましては、議員
の御質問にございましたように、財政投資も非常に
多額であるというようなことから、非常に厳しいわ
けでありますが、今現在、私の考え方といたしまし
ては、この事業は、第４次総合計画の中で後期に取
り入れて進めていこうという当初からの予定でおり
ました。まず、福祉関係の充実を前期で対応すると
いうことを前提とした中で、後期で対応しようとい
うことでありましたが、第４次総合計画を立案した
当初から見れば、非常に財政的に厳しい状況になっ
てきたと。果たして今期総計の中で対処できるかど
うか、非常に厳しいわけでありますが、何としても
この周辺の整備を図り、商店街の活性化を進めてい
くということを重点にしながら、今、それぞれに住
民の皆様方が対応していただいた成果をもって、こ
の構想の着手に取り組んでいきたいものだというふ
うに思っております。 
 今年度につきましては、さきの執行方針でも述べ
させていただきましたように、町が行うべき、また
道が行うべき街路事業の対応と、また加えて、町が
行うべき区画整理等々の事業について、事業の規模
をどのようにしていくのか、そして、その手法をど
のようにしていくのかということを検討しながら、
事業費の算出に対応するために調査を行って、こと
しは取り進めていきたいなというふうに思っている
ところでございます。 
 何はともあれ、これらの対応を図るにいたしまし
ても、地域商店街の皆さん方や地域の皆さん方の意
欲ある対応を図っていただかなければ、先ほど御指
摘ありましたように、行政が周辺整備したからと
いって売り上げが伸びるということでは決してござ
いません。議員のおっしゃるとおりであります。で
すから、そういった部分の内部的な対応を含めて、
やはり商店街の皆さん方が地域を挙げてやり、意欲
的な商店街形成のための、中心市街地形成のための
御努力をいただかなければならない。それを、行政
とともに対応していかなければならぬというふうに

思っているところであります。 
 また、町の特色ある対応を図るというようなこと
も含めながら考えてまいりたいと思いますが、た
だ、従前の対応とは別な特色ある対応をすることに
よって、費用、経費の増額等々の部分も生じてくる
のかなというようなことも考えられますので、そう
いった経費の問題等々、費用の問題等々も勘案しな
がら、十分検討してまいりたいというふうに思って
おるところであります。 
 次に、商業振興条例の対応でありますが、先ほど
お答えさせていただきました道や町がということ
は、平和通り、旧国道につきましては、今、道に歩
道の整備と街路樹の整備、また街路灯の整備等々を
実施していただいております。また、銀座通りにつ
きましては、町が今、歩道の整備と街灯の整備を実
施しております。 
 そういう中にありまして、その周辺の商店街の皆
さん方で、店舗の改築等々対応したいというような
方がいるということを商工会からお聞きいたしてお
りますので、これらにつきましては、既存の商業振
興条例の適用の中で対処していくということで進め
てまいりたいというふうに思っております。 
 なお、共同化事業等々の細部につきましては、担
当課長の方からお答えさせていただきます。 
○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 仲 島議
員の御質問の共同化支援事業についての内容につい
て説明いたします。 
 この事業は、商工会の商業部会で、各商店の方々
に参加をいただきまして、各商店街の通りに花木の
鉢を置いていただいたのが１３年度にございまし
た。あと、植樹桝にも花を植えていただいた経緯が
ございます。 
 それから、昨年、１４年度につきましては、引き
続き同じ商業部会の取り組みで、前年度に配置しき
れなかった部分の花木の鉢の設置と、それから、主
にラベンダーシーズンに町をＰＲするためのフラッ
グの作成を行いまして、それを各街灯のところに取
りつけて宣伝などを行っております。 
 それから、昨年はそれに加えまして、街灯に花の
鉢を中間点につけまして、そこに花を植えまして、
高さ的な部分についても花を飾っていった事業に取
り組んで実施しております。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜りま
す。 
 ８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 昼までに終わらせたいと思
いますので、端的にひとつ。 
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 駅前再開発ということでやっておるのですが、あ
そこを今開発するときに、ちょっと見ると、商店街
がないのですね、あそこは。商店という商店がない
のですよ、駅前というのは。そこを開発して一体何
をしようとするのかなと思うのですね、僕は。駅前
をただきれいにするだけだということなのか、どう
なのかと思うのですよ。それが一つ、大きな問題が
あると思うのですね。そこに、もしか商店街を持っ
てくるのか、また、あそこを立ち退いてもらったと
ころを直してしまって、きれいにしたぞと、それで
終わりだよということが駅前再開発の仕事なのかと
私は思うのですね。その点。 
 それと、商業振興条例で店舗整備を進めたいと、
ここのところは、銀座通りをやるときに、外壁だけ
直してもいいのだぞというような話もちらっと聞く
のですが、そういうことも対象にしているのかどう
かと。町長の今の話では、振興条例に合わせてとい
うことだから、そうなると、これらは当てはまらな
いと思うのですよ、僕は。その点の二つをひとつ。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 まずは、駅周辺整備と中心市街地への連動の問題
でありますが、駅周辺につきましての今の考え方に
つきましては、構想を１４年３月に提言していただ
きました。その中にありましては、街路事業で対応
する部分と、北海道に対応してもらう部分と、それ
から周辺の区画整理というもの。今、道の方も街路
事業だけの採択はなかなか難しいと。周辺の区画整
理を含めた中でのまちづくり整備でなければならな
いというようなお話もございますので、周辺の区画
整理をも含めた中で考えておるわけでありますが、
先ほど申し上げましたように、町の事業の規模等々
について、これから検討していこうというふうに
思っております。 
 ただ、駅周辺のにぎわいと連動した中で、中心市
街地への連動をどのようにしていくのか、今の駅前
通りをどのような形で進めていくのかと。それにつ
きましては、今議員から御発言がありましたような
周辺の区画整理の中で、そこらにどういう対応をし
ていくのかということは、これからの課題として事
業を検討していかなければならないだろうし、今、
提言としてあるのは、その周辺に公営住宅ですか、
老人対応の住宅施設の整備等々も考えるべきである
と、あるいはまた、加えて、今後大きな課題となっ
ております図書館等を含めた情報施設を公共施設の
部分で配置すべきではないかというような、いろい
ろな御意見がございます。 
 また、駅舎の建築につきましては、駅舎だけでな

くて、他の併合施設として対応すべきでないかとい
うような、いろいろな御意見があります。それらの
提言がなされておりますので、それらの中で事業規
模等々、また事業予算等々の対応を検討しながら、
進めていくようにしていきたいというふうに思って
おりますので、ひとつ御理解をいただきたいと思い
ます。 
 また、もう一点の商業振興条例の中におきまして
は、大通りにおきましては、先ほど申し上げました
ように、北海道に歩道の整備と街路灯の整備等々を
実施していただいております。また、銀座通りにつ
きましては、町が対応しているというようなこと
で、周辺の商店がそれに倣って店舗の改築等々を含
めて対処を考えているというような情報を聞いてい
るところでありますが、今の議員の御質問の細部に
つきましては、所管課長の方からお答えさせたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ２ 点目
の個性化事業に対します商店が取り組みます外構・
外壁等の部分で、補助の対象になるかという御質問
だったと思いますが、個性化事業につきましては、
一応額を定めてございまして、事業費が２００万円
以上であれば、外構それから外壁等の改修等につい
ては認められるということになっております。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、８番仲
島康行君の一般質問を終了いたします。 
 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５９分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 
 一般質問を継続いたします。 
 次に、１０番佐藤政幸君。 
○１０番（佐藤政幸君） 質問をいたします。 
 まず初めに、都市計画マスタープラン関連事業の
促進状況についてであります。 
 上富良野町は、第４次上富良野町総合計画の中で
都市計画マスタープランの策定を位置づけして、平
成１２年３月、上富良野都市計画マスタープランを
策定、その基本方針を進めてきたところでありま
す。 
 まず、お伺いする一つ目といたしましては平和通
り整備事業、二つ目といたしましては、東１条通り
整備事業、この２事業については、平成１３年度平
和通り整備、平成１４年度東１条通り整備事業に着
手したが、ようやくその姿が見え始めたところです
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ので、計画の進捗状況と、完成したときはこのよう
な姿になるという将来像を明示していただきたいの
で、わかりやすい説明をお願いいたします。 
 次に、上富良野駅及び駅周辺商業地域整備構想に
ついてでありますが、最近、この地域の状況を一口
で表現しますと、閑散とした駅周辺、年々衰退する
商店街など、かつてにぎわいにあふれた中心街はそ
の面影も消え、上富良野の中心はどこに行ってし
まったのか、これは私一人が思うものではなく、地
域住民はもとより、多くの町民が実感として抱いて
いる現実の姿ではないでしょうか。 
 このような問題意識のもとに、地域町民による新
中心市街地にぎわい隊が組織されて、町の中心づく
りに向けて議論を重ね、その議論の結集として、駅
及び駅周辺地域構想も提案されております。 
 そこで、現在、町として推進しているこの開発構
想の進捗状況と実態について、さきの同僚議員の質
問と重複するところがあろうかと思いますが、重ね
てお伺いいたします。 
 次に、２番目でありますが、上富良野小学校、西
小学校、中学校の少人数学級の実現に向けて、教育
長にお伺いいたします。 
 地方教育行政のあり方を検討してきた中央教育審
議会は、学級編制や教職員の配置を地方自治体にゆ
だね、法改正なども進めて、現場の実情に応じた少
人数学級が実現できるよう答申したが、現状は余り
進んでいないのが現実ではないでしょうか。 
 堀知事は、１学級３５人の少人数学級を小学校１
年生を対象に導入する意向を明らかにいたしました
が、検討するにとどまっていて、財政負担の関係も
あり、道教育委員会としても慎重な姿勢にとどまっ
ているのが実情かと思います。 
 道外では、既に埼玉県、山形県などで２５人学級
の導入も報道されており、最近に至りましては、道
内の清水町で単独予算で小学校教諭を採用する方針
を決め、道教育委員会に打診しているとの新聞報道
もありましたので、そのようなことから、上富良野
町内小中学校の少人数学級編制の実現に向けて、次
の３点についてお伺いいたしたいと思います。 
 一つ目は、公立小中学校の学級編制について、文
部科学省は条件つき少人数学級編制を容認している
が、その具体的な内容を説明願いたいと思います。 
 二つ目に、上富良野町教育委員会として、これら
の必要性をどのように考えているか、具体的に取り
組む計画はあるか、お伺いいたします。 
 ３番目に、本町の現状として、１学級４０人に近
い編制の状況はあるか、実態をお伺いいたします。 
 以上、質問といたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １０番佐藤議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 １番目の都市計画マスタープラン関連事業の第１
点目、平和通りの整備状況でありますが、現在、北
海道によって歩道の舗装化、植樹桝の改修、街路灯
の設置が平成１３年度より進められているところで
あります。現在のところ、錦町２丁目区間の整備が
行われており、平成１５年度には中町２丁目区間へ
と整備が進む予定となっております。平成１６年度
には、中町２丁目区間の整備を完了し、以降は歩道
の舗装化を除き、通称いしずえ通りの区間、栄町２
丁目区間へと整備を進めていく予定になっていると
ころであります。 
 次に、２点目の東１条通りの整備事業についてで
ありますが、整備区間は錦町２丁目通りと東１条通
りの２路線で構成されており、錦町、東２条通りに
つきましては、道道上富良野停車場線を起点とし、
北２丁目通り交差点を終点とする区間であります。
また、東１条通りは錦町２条通りを起点とし、栄町
地域の北栄公園を終点とする区間であります。平成
１４年度から平成１６年度までの３カ年計画によ
り、歩道拡幅改修並びに街路灯の設置について整備
を進めることになっており、平成１４年度において
は、錦町２条通り区間の整備に着手したところであ
ります。 
 ３点目の駅及び駅周辺地域整備構想についてであ
りますが、さきの福塚議員、仲島議員の御質問の答
弁と関連してくるものと思いますが、昨年３月に本
整備構想が提言され、それに基づく形で具体事業の
実施に向けた準備作業を進めているところでありま
す。 
 現在のところ、本構想の整備地区となる地域住民
への説明、また町民への構想概要のお知らせなどを
行ってまいりましたが、今後は、事業手法の検討や
事業実施によって生ずる家屋などの権利関係につい
て調査を進めてまいります。また、事業手法の検討
においては、整備区域へ導入する施設機能の検討も
同時に行うこととし、計画の中には、公共施設など
の配置を予定することとなることから、町民から要
望の多い図書館もこの選択肢の一つとして考えてい
ますので、御理解を賜りたいと存じます。 
 次の少人数学級につきましては、教育長の方から
答弁させます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 佐藤議員の少人数学級編
制についての３点の御質問にお答えさせていただき
ます。 
 １点目の少人数学級の具体的な内容であります
が、小中学校の学級編制につきましては、公立義務
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教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関
する法律、略して義務標準法と言いますが、この法
律により、１学級の児童生徒は４０人と定められて
いるところでございます。 
 平成１２年度において、義務標準法が改正されま
して、児童生徒の実態を考慮して、特に必要がある
と認める場合には、都道府県教育委員会の判断で、
４０人を下回る人数で学級編制を行うことができる
こととされているところであります。 
 北海道教育委員会では、この義務標準法の改正を
踏まえて、平成１４年度から２カ年、小学校低学年
少人数モデル校を全道で２５校指定し、低学年の少
人数制による学級編制を実施しております。本町で
も上富良野小学校がモデル校としての指定を受けま
して、平成１４年度は第１学年で３５人による学級
編制を実施しており、平成１５年度においても第１
学年及び第２学年で実施するよう計画しているとこ
ろでございます。 
 現在のところ、少人数による学級編制は、モデル
校として指定を受けた上富良野小学校のみで実施し
ておりますが、今後においても、この学級編制基準
が緩和されて、少人数による学級編制が早期に実現
されることを期待しているところでございます。 
 ２点目の少人数学級の必要性については、基礎学
力の向上ときめ細やかな指導を行う上で大変重要で
あり、その必要性を強く感じております。しかしな
がら、現行では、北海道教育委員会の施策による実
施でありまして、少人数での学級編制の導入は、そ
の必要性は重視しても、町単独での取り組みは財政
的にも難しいものと考えております。今後、各市町
村と同じ共通課題でありますので、一丸となって北
海道教育委員会に対し、基準の緩和を早期に実現さ
れるよう要望してまいりたいと考えております。 
 ３点目の４０人に近い学級の状況でありますが、
上富良野小学校で第２学年と第５学年でそれぞれ２
学級、西小学校では第２学年に１学級あり、小学校
では５学級、中学校では第３学年が３学級と、小中
学校合わせて８学級が４０人に近い人数で学級を編
制している実態であります。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １０番佐藤政幸君。 
○１０番（佐藤政幸君） それでは、再質問をいた
します。 
 ただいまの町長の答弁で、１点目の平和通り整備
事業については年次計画で順次進めて、ほぼ整備が
終了する見通しがついたわけであります。 
 ２点目の東１条通り整備については、平成１６年
度までの３カ年計画で整備が終了するとの答弁をい
ただきましたので、計画どおり整備が進められるよ

う期待して、これについては終わります。 
 次の駅及び駅周辺地域の整備事業関連について
は、この開発計画の当初から、町長は当事者として
十分承知している事業でありますので、一歩進めた
答弁をいただきたいと思います。 
 当時の商工業者、商工会、行政の３者が一体とな
り、商工業者みずからの危機意識も高まって、平成
２年度、道商工指導センターに商店街診断を委託
し、その結果に基づいて、平成３年度には商店街活
性化の基本方針を策定して取り組み、その後、商店
街活性化推進委員会を発足させて取り組んだことは
御承知のとおりでありますけれども、現実には、ま
とめ上げることは困難であり、今日に至ったわけで
あります。 
 これらを踏まえて、私は、このたびのこの計画
は、地域町民はもとより、全町民もその推進を願う
ところだと思っております。先月は、不幸にも駅前
の火災があり、また駅前の通りには空き地や空き店
舗が続いております。この計画については、この際
どうしても実現しなければならない重要な課題であ
ると、私は確信している一人であります。 
 そこで、町長の答弁では、昨年３月、整備構想が
提言され、それに基づく形で今構想の実現に向けて
準備を進めておると、計画の中には公共施設の配置
を予定して、町民から要望の多い図書館も選択肢の
一つして考えているとのことであったので、実施に
当たっては、事業の手法として、昨年３月に示され
た整備構想を基本として、今度こそ実現できると理
解してよろしいのか、明確に答弁をしていただきた
いと、この１点であります。 
 次に、教育長にお伺いいたします。 
 道外では既に先行実施の見られる少人数学級が、
道教育委員会でも平成１４年度から小学校１年生を
対象にモデル形式で導入、数年試行した後、本格実
施を検討する方針のようでありますが、本町では平
成１４年度から２カ年、上富良野小学校がモデル校
として指定され、１５年度も継続して実施されるこ
とは喜ばしいことでありますが、そこで、明年以降
については継続されるのか、見通しについてお伺い
いたします。もし継続ができない場合は、その対策
はあるのか、少し詳しく御説明をお願いしたいと思
います。 
 また、これらの対策として、町単独の取り組みは
財政的にも難しいことは理解しますが、ただいまの
答弁の内容によりますと、町内の３校で４０人に近
いすし詰め学級といいますか、そういう学級編制が
８学級にも及ぶとのことですが、私は、何とかして
これらの解消を図れないものかと。 
 最近の情報として、近隣の旭川市においては嘱託
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職員の配置、明年度以降には３０人学級を、財政上
の課題も固めて導入を目指すという方針も出されて
おります。本町教育委員会としても、１学級でも２
学級でもよいから、これから４０人に近い学級編制
を解消する施策は講じられないか。再度になります
が、教育行政については特段の配慮が必要であると
私は考えますので、実態を踏まえた上での教育長の
見解を重ねてお伺いいたします。 
 次に、先ほど町長への質問で、駅及び駅周辺地域
整備構想について質問をいたしましたが、その中
で、整備地区へ導入する施設あるいは機能の検討の
中で、公共施設の配置を予定し、町民の要望の多い
図書館もこの選択肢として考えているとの町長から
の答弁をいただきました。 
 そこで、近年特に要望されている生涯学習体系の
確立は急務でありますし、上富良野町はこれらの施
設は貧困であると言わざるを得ないと私は考えてお
ります。駅周辺に公共施設等を配置するという構想
は、ぜひ取り上げて、促進すべきであると考えます
ので、教育委員会として今持っている構想の概要に
ついて、でき得れば詳しく御説明願えれば幸いだと
思います。 
 以上で、質問を終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １０番佐藤議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、通称平和通り、銀座通りにつきましては、
事業計画どおり進めさせていただきたいというふう
に思います。 
 さて、駅周辺整備と中心市街地の問題であります
が、これにつきましては、先にも申し上げておりま
すように、第４次総合計画の中で位置づけしておる
事業でございまして、当初から後期に対応していこ
うというようなことでありますけれども、御存知の
とおり、財政的に非常に厳しい中にありまして、こ
れの位置づけの期日につきましては、なかなかタイ
ミングをつかむことができ得ない。財政的な裏づけ
対応を十分見きわめて対処していかなければならな
いということにつきましては、先ほど来申し上げた
とおりであります。 
 商店街の活性化につきましては、議員の御質問に
ありますように、当時、私も商工会の役員として携
わりながら、数多くのいろいろな対応を図り、構想
をつくり上げてまいりました。しかしながら、どう
してもその中にありましては、それぞれの商店街の
利害関係等々いろいろな絡み出てまいりまして、最
終的な結論に至らずに今日に至っている状況にあり
まして、このことにつきましては、基本的には都市
計画の中で位置づけしながら対応していかなけれ

ば、住民の皆さん方の理解を得て対処していきにく
い課題だなというような認識のもとで、今、駅周辺
と中心市街地への、言うならばにぎわい地区の対応
を図る中で、都市計画マスタープランの策定、ある
いは駅周辺の構想等々、住民の皆さん方の声を聞き
ながらつくり上げて策定し、提言していただいたそ
の構想を何とか具現化していきたいというふうに
思っているところであります。 
 その中には、今現在、先ほどもお答えさせていた
だきましたが、道に対応していただきます街路事業
の部分と、町が対応します区画整理の部分と、これ
らに対応する中にありまして、今、構想の中には、
駅周辺並びににぎわい地区に対応するためには、や
はり公営住宅的な公共施設、また人の集まる施設を
も対応していくべきであるというような御提言があ
るわけでありまして、そういった中に図書館の問題
とか、あるいは情報発信に対応でき得る施設とか、
またお年寄りの住宅だとか、そういった部分が出て
まいっておりますので、それらを十分に見きわめな
がら、先ほど来お答えさせていただきましたよう
に、それらの事業手法と事業費用がどれぐらいかか
るのかというあたりを今年度十分見きわめて、そし
てまた、地域住民、関係する住民の皆さん方に御説
明を申し上げ、御理解をいただきながら対応を進め
てまいりたいと。 
 しかしながら、この対応を図るためには、先ほど
来申し上げておりますように、都市計画の見直しを
図らなければならない。しかし、現在、都市計画の
見直しを図って、それに対応するためには、実施す
る年度をもって対応していかなければいかぬという
ようなことがありまして、都市計画を見直すだけで
済まないと。都市計画を見直すためには、何年度に
着工し、何年度にどのような対応をしていくかとい
う、事業実施と並行しなければならないという状況
にありますので、都市計画の見直しにつきまして
は、先ほど来申し上げておりますように、事業着工
のめどを含めながら、北海道との調整も図りつつ、
またＪＲとの調整も図りつつ、また地権者の皆さん
方との調整を図りながら、今後の課題としてそのタ
イミングを、財政的な裏づけというものを見きわめ
ながら検討していきたいものだというふうに思って
おるところであります。 
 厳しい財政状況でありますが、できる限り、今期
第４次総合計画の中で何とか対応できるように努力
をしていきたいというふうに思っておりますので、
御理解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １０番佐藤議員の再質問
にお答えいたしたいと思います。 
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 少人数学級制の問題については、御答弁して御理
解いただいたと思いますけれども、国においても、
今、３０人学級、少人数制ということで力を入れて
おりますので、近い将来にはそういうことになるの
だろうなということで認識しております。 
 ただ、明年度以降も、今、道の施策でやっており
ますものについては、１年生、２年生が該当になっ
て、モデル校として指定を受けておりますけれど
も、恐らく来年は、今の２年生が３年生になっても
そういう形で対応してくれるのだろうなということ
で期待していますし、その実現に向けてまた努力を
してまいりたいと思っております。 
 また、できない場合どうなるのだという御質問な
のですけれども、うちの町独自では、ほかのいろい
ろな先進事例を新聞報道で見ておりまして、その必
要性は十分認識しているのですけれども、うちの町
の財政的な問題からいくと、すぐ手を伸ばしてやれ
るということの夢とロマンのお答えができないのが
現状でありまして、いずれにいたしましても、道だ
とか国の施策が早く位置づけされてということの努
力はしてまいりたいと思っております。 
 また、特殊な子供たちも今非常に多くなっており
ますので、そういうものについては、逐次解決を
図っているということで御理解いただきたいと思い
ます。 
 また、図書館の問題、生涯学習の施設整備につい
ては、私たち担当する立場といたしましては、これ
からの余暇時間の問題だとか、人生の生きがいとい
う部分では、早く整備をしてあげたいなと。 
 それで、１１年に、今の公民館をどうするのだと
いうことで調査費をつけていただきまして、耐力度
調査、耐震度調査もいたしました。その中で、将来
のビジョンとして、うちの町としては、生涯学習セ
ンターをもし計画するのであれば、こういう機能を
持った施設が必要でないかということの一つの骨格
案、構想案も持っておりますので、実現に向けては
理事者と十分協議して、一年でも早くということの
さらなる努力をしてまいりたいと思っております。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば。 
 よろしいですか。 
 以上をもちまして、１０番佐藤政幸君の一般質問
を終了いたします。 
 次に、１番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 私は、さきに通告をしてお
ります行政一般の質問ということで、３項目１１点
について質問をさせていただきます。 
 まず第１点は、交通事故防止対策でございます。 
 交通事故死ゼロを目標に、交通安全協会、交通安
全対策協議会は、富良野警察署また上富良野交番と

ともに、交通安全運動を家庭や地域、職場から推進
されていますが、本年度は残念ながら２件の死亡事
故が発生いたしました。昭和５２年から本年３月の
きょうまで、上富良野町では４３件、５１名の方々
がお亡くなりになっております。したがって、私は
交通事故防止対策及び町職員の交通事故及び交通法
令違反等について、次の諸点についてお伺いをいた
したいと思います。 
 まず第１点は、平成１３年度の富良野警察署、上
富良野交番取り扱いの交通事故統計によると、交通
事故は３７６件発生しております。この交通事故の
実態を発生時間、発生場所、運転者年齢、免許歴、
事故原因等を分析検討し、交通事故防止対策の資料
にすべきと考えるが、その点をお伺いいたしたいと
思います。 
 第２点目は、交通事故防止等の住民への啓蒙周知
掲示板の現行維持をどう進めているかということで
お伺いをいたしたいと思います。 
 ３点目は、町職員の公務中の交通事故が毎年度数
件報告され、専決処分等で明らかになっているが、
平成１０年度からの町職員の公務中、公務外での交
通事故及び交通違反件数を明らかにしていただきた
いと思います。 
 第４点は、町職員の交通法令違反の処分基準に関
する訓令でございますけれども、これについては、
内容を明示してくださいということで質問しており
ますけれども、本来は、これらの内容及び適用状況
はどうなっているかということでお伺いしたいと
思ったのですが、これは再質問で行いたいと思いま
す。 
 次に第２項目め、上富良野高等学校の振興対策に
ついてお伺いをいたします。 
 上富良野高等学校の平成１５年度入学の出願状況
は、募集人員８０名で、出願者数、３月１日の新聞
発表によりますと５３名、前年同様の倍率というこ
とではございませんが、今回は０. ７倍の倍率に
なっています。これは、少子化と富良野緑峰高校の
新校舎及び職業学科の影響かとも考えられます。 
 当町は、上富良野高等学校の振興対策として、入
学時の支援、卒業者への修学資金貸し付けを行うと
ともに、就職活動支援の振興対策業務員を配置して
きました。上富良野高等学校振興対策について、次
の各項について、状況及び方針についてお伺いをい
たしたいと思います。 
 まず第１点は、入学時の支援、修学資金の年度別
支援人員、金額、修学資金の利用人員、金額を明ら
かにしていただきたいと思います。 
 第２点は、振興対策業務員活用車両として、平成
１２年度の決算書を見ますと、１５７万６７円の支
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出をしております。この振興対策業務員活用車両の
運行状況を、平成１２年度から各年度ごとに、目的
使用、目的外使用と分けて、運行日数、走行距離を
明らかにしていただきたいと思います。 
 ３点目は、上富良野高等学校振興対策業務員の主
な職務として、上富良野町非常勤嘱託職員取扱要領
では、上富良野高等学校生徒の就職活動支援に関す
ることとなっております。職務の内容から、当然、
資料調査・収集、生徒それから親の動向調査、企業
訪問、学校との連絡調整等、この不況期に大変困難
な職務と承知をしております。平成１２年度からの
就職希望者数、就職内定数、企業等の訪問件数及び
日数についてお伺いをいたしたいと思います。 
 それから４点目は、上富良野高等学校の間口減及
び学校の存亡への振興対策と理解しておりますが、
町財政の今後の見通しが厳しい中での今後の振興策
の方針についてお伺いをいたします。 
 第５点目は、上富良野高等学校の校舎改築完成と
あわせて、職業学科も含めて特色ある学校づくりを
行うと言明されておりましたが、その具体的な考え
方をお伺いいたします。 
 次に３項目め、市町村合併についてお伺いいたし
ます。同僚議員からの質問もありましたけれども、
できるだけ重複しない範囲で質問を行いたいと思い
ます。 
 まず第１点目は、市町村合併について、町民トー
クとして各種団体の懇談会、地域懇談会は１３カ所
１４１名の参加で、１会場１１人弱で、この参加呼
びかけの方法と内容についてお伺いをいたしたいと
思います。 
 第２点目は、１月２６日に、中富良野町長は任意
合併協議会に加わらないと言明されましたが、町長
として、市町村合併の住民への情報提供とともに説
明責任があるが、今後どう進めるのか、町長の所信
をお伺いいたしたいと思います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、１番目の交通事故防止対策についての御質
問にお答えいたします。 
 第１点目の事故発生状況実態統計の利用について
の御質問でありますが、事故発生状況に関します情
報につきましては、警察によります事故処理結果に
基づく内容のうち、個人にかかわります情報を除き
まして提供いただいているもので、個人を特定でき
るような内容や状況が省かれてまいりますことか
ら、情報自体が限られているのが現状であります。
また、情報を提供いただくことに関しましても、交

番の勤務状況に応じて作成いただいておりますこと
もあり、提示の資料とすることが難しいところであ
もあります。 
 現在、発生件数に関しましては、毎月、まとめら
れたものを富良野警察署より提供いただいており、
状況を把握し、資料とさせていただいております。 
 また、死亡事故につきましては、富良野警察署と
ともに現地確認や、以降の対策協議を都度行ってい
るところであります。 
 交通安全対策に関しまして、事故の発生状況分析
は、以降の対策に重要であります。今後とも、交番
の協力をいただける範囲で、事故防止資料として分
析・活用できるように努力してまいりたいと存じま
す。 
 ２点目の掲示板に関してでありますが、町民の啓
発掲示に関しましては、役場玄関に配置しておりま
す死亡事故ゼロ日数表示、毎月、広報お知らせ版に
事故発生等につきまして掲載させていただいており
ます。引き続き、掲示等を進めてまいります。 
 また、上富良野交番前に設置しております啓発掲
示板につきましては、現在、未使用状態にありま
す。今後、補修を加え、交番などとも協議を行い、
交通安全意識啓発のため、効果的な利用の検討を進
めてまいりたいと考えております。 
 次に、３点目の職員が関係した事故などの件数の
御質問でありますが、公務外での交通事故、違反行
為に関しては承知できておりませんので、公務中の
件数を申し上げます。 
 まず、事故はすべて物損事故でありますが、平成
１０年度から現在までの５カ年間で、飛び石による
ものや車庫などの建物に接触した自損事故が２８
件、相手車両が伴う事故が２４件であります。 
 なお、交通法令違反件数はありません。 
 次に、第４点目の交通法令違反の処分基準に関す
る訓令についてでありますが、無免許運転、飲酒運
転、スピード違反の、いわゆる交通３悪を起こした
場合の懲戒処分を中心に定めております。 
 なお、子細内容につきましては、議員の皆様に配
付しております町の例規集に掲載しているとおりで
ありますので、御高覧いただきたいと存じます。 
 次に、２番目の上富良野高等学校関連については
教育長からお答えすることとして、次に、３番目の
市町村合併についての２点の御質問にお答えさせて
いただきます。 
 第１点目の地域懇談会の周知につきましては、１
１月２０日に開催しました住民会長会議において、
懇談会開催についての予定と参加協力についてお願
いをし、その後、開催日が決定した１２月から、各
住民会長へ電話連絡と文書による周知を図ったとこ
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ろであります。また、１２月２５日号の広報お知ら
せ版への掲載、そして開催日直近の防災無線による
案内を行いました。その他、新聞各社にも開催日を
情報提供し、行事日程での掲載に御協力をいただい
たところであります。 
 また、団体などの懇談会の周知方法につきまして
は、団体代表者への文書と電話による参加依頼、地
域懇談会と同じく、広報かみふらのと防災無線によ
る案内を行ったところであります。 
 ２点目の今後の住民への情報提供についてであり
ますが、全国町村会、町村議長会から国へ、実施の
あり方の提言が出され、第２７次地方制度調査会の
中間報告が近々なされる予定から、国や道などの動
向とか、また富良野圏域での市町村合併や広域行政
の推進状況の変化などに応じて、適宜広報誌などを
通じて情報の提供に意を注いでまいります。 
 なお、今後におきましても、住民の意見を聞く機
会をつくることで考えておりますので、御理解をい
ただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番中村議員の２点目の
上富良野高等学校振興対策についての御質問にお答
えさせていただきます。 
 上富良野高等学校振興対策につきましては、上富
良野高校が地元にあることで、通学の便、父母負担
の軽減、人材の確保、地元経済への波及等、その効
果は極めて大なるものがあると思っているところで
ございます。 
 このため、上富良野高等学校の安定した学校運営
と、地域に根差した魅力的で特色ある学校とするた
めに、道立学校といった概念を抜きにして、町とい
たしましても上富良野高等学校振興計画を策定し、
平成１２年度から入学時の支援、修学資金制度の創
設、就職活動を支援するための振興対策業務員の配
置等の施策を実施しているところでございます。 
 御質問の第１点目の入学時支援及び修学資金の状
況でありますが、入学時支援の入学準備金の支給状
況は、平成１２年度には４８名、２３２万４,４６
８円、平成１３年度には５９名、２９５万円、平成
１４年度には５０名、２５０万円を支給していると
ころでございます。 
 また、上富良野高等学校卒業者に対する修学資金
ですが、平成１２年度の卒業生から、５カ年の貸付
制度でありまして、平成１３年度４月より貸し付け
を開始しております。平成１３年度には６名、３６
０万円、平成１４年度には６名、３６０万円を貸し
付けしているところでございます。 
 ２点目の振興対策業務員活用車両の運行状況につ
いてでありますが、この公用車は主として上富良野

高校の振興対策業務の目的で購入し使用しておりま
すが、支障のない範囲で、教育委員会の業務にもあ
わせて使用している実態であります。平成１２年度
には、目的使用は３６日、９６８キロメーター、そ
の他の業務の使用は１４４日、８, ３７６キロメー
ター、平成１３年度には、目的使用は４３日、９１
２キロメーター、その他の業務の使用は１９６日、
１万３, １１８キロメーター、平成１４年度には、
２月末現在で目的使用は５４日、９４１キロメー
ター、その他の業務の使用は１８２日、１万２, ０
６７キロメートルとなっているところでございま
す。 
 ３点目の就職希望者数、就職内定数と企業等の訪
問件数及び日数についてでありますが、まず、就職
希望者数と就職内定数の状況について答弁いたしま
す。 
 平成１２年度には、就職希望者数２７名で、就職
内定者数は２１名でございます。平成１３年度は、
就職希望者数３７名で、就職内定者数は２３名、平
成１４年度は、就職希望者１８名で、就職内定者数
は１７名となっているところでございます。 
 企業等の訪問件数及び日数につきましては、平成
１２年度の訪問件数は１１２件で、日数は３６日、
平成１３年度の訪問件数は９２件で、日数は３７
日、平成１４年度の訪問件数は１２３件で、日数は
４３日となっております。 
 ４点目の振興策の今後の方針でありますが、上富
良野高等学校を魅力的で特色ある学校とするために
は、高校のみに依存するのではなく、また、地元の
子供の人材育成といったことからも、行政の積極的
な振興策の推進も必要なことと考えており、これか
らも、より効果的な振興策を講じ、支援してまいり
たいと考えているところでございます。 
 ５点目の特色ある学校づくりについてであります
が、現在、新校舎の全面改築工事が進められてお
り、平成１７年度までにすべてが完了する予定であ
り、新校舎の完成とともに、上富良野高校への志望
も高まるものと期待しているところでございます。 
 今後においても、上富良野高校で学びたい、学ん
でよかったと言われるよう、地域に根差した特色あ
る学校づくりのために、上富良野高校では、学習活
動の充実や企業から信頼される生徒の育成など、人
材育成に意を注いでくれておりますので、今後、町
といたしましても、特色ある学校づくりがより加味
されるよう支援をしてまいりたいと考えておりま
す。 
 職業学科への転換につきましては、富良野緑峰高
校との関係もあり、また、現在建築が進められてい
る上富良野高校は、普通科としての施設機能での整
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備が進められており、当面、早期に職業学科への移
行の条件を満たすことは困難ではないかと思ってお
ります。 
 今後、時代の要請にふさわしい学校づくりのた
め、学習内容の充実と職業学科の課題も視野に入れ
まして、学校とも十分協議をし、その対応について
検討を重ね、道に要請をしてまいりたいと考えてお
りますので、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） まず、第１点の交通事故防
止の関係の統計上の問題でございます。 
 平成１３年度の交通事故発生状況実態統計という
ことで、上富良野交番から上富良野の町民生活課に
来たデータを見させていただきました。そうする
と、交通事故が３７６件発生していると。そうする
と、天候のかげん等で、場合によっては数件発生し
ているとは思いますけれども、一応データ的には１
日１件以上発生している実態にあります。 
 それで、今、町長が交通安全対策に関しては、事
故の発生状況の分析は以降の対策に重要であります
という形で答弁をされています。したがって、私
は、まず一つは、事故発生件数に関して毎月まとめ
られたものが富良野警察署より提供いただいている
と、これは当然、上富良野の広報お知らせ版でも掲
載をされているので、承知をしております。しか
し、その資料では、交通事故発生状況の各種分析資
料としては適当でないと思います。その点で、この
ものだけでオーケーということではないということ
で、その考え方をまず１点お伺いしたい。 
 次に第２点は、交通事故実態統計の情報提供は、
交番の勤務状況に応じて作成をしていただいており
ますこともあり、提示の資料とすることが難しいと
答弁がありました。確かに、３７６件を交番で全部
一々、１年間だとか６カ月だとか、また１カ月をま
とめて、発生状況、実態をまとめるということは私
は大変だろうと思うのです。したがって、１週間ま
たは１０日というような短期間ごとにまとめて報告
を受ける体制を、富良野警察署や上富良野交番と十
分協議をして進めていってはどうかという点が、第
２点目でございます。 
 それから次に、２点目の啓発掲示板の関係です。 
 交通安全啓発活動として、広報かみふらのお知ら
せ版で、富良野警察署から、また上富良野交番から
ということで、「ラベンダー」という周知欄がござ
います。また、交通安全協会女性部会が発行してい
る「ななかまど」、それから交通安全の旗を要所要
所に立て、いろいろな形で活動されているのは承知
しておりますが、上富良野町役場正面玄関を入って

右側に、交通安全掲示板というのがありまして、こ
れに標語が一つ、「だれよりもあなたのためです交
通安全」という標語があります。けさ見てきました
ら、上富良野町の交通事故死亡ゼロは４２日と表示
をされておりました。下に、上富良野交通安全推進
会、上富良野安全協会ということで、それぞれ日数
等が更新されるようになっています。 
 これは、上富良野町の交通安全条例の第７条で、
広報啓発活動の実施の一つして、私は取り組んでい
ると理解をしています。そして、この第７条には、
町長は町民に対して交通安全に関する広報及び啓発
活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するも
のとなっております。 
 したがって、私は次の点についてお伺いしたいと
思います。 
 現在、上富良野交番前の交通安全掲示板の設置年
月日、それから設置者はだれなのか。 
 それから２点目は、この交番前の啓発掲示板の維
持管理の責任はどこなのか。それから、あそこは数
字が差し入れできるようになっています。この数字
板は、今どこに保管しているのか。 
 それから３点目は、この啓発掲示板にただ一つ数
字が入っています。それは、平成１３年８月４日と
いうことになっています。これは、統計を見ます
と、平成１３年８月４日午前３時２５分、島津４北
で、ほかの住民がここで死亡事故で亡くなっている
というのがこの日にちだろうと思います。その後、
平成１４年６月１８日、十勝岳線で他の住民、町民
でない方が亡くなっています。また、平成１５年１
月２６日には、扇町３丁目で、皆さんの御存じの方
がお亡くなりになっております。 
 ですから、言うなれば、この掲示板の数字が何で
こんな状態になっているかということで、あそこの
道路を利用される方、それから警察に行かれる方、
それからバス停で待っている方が、何でこうなのと
いうことで言われまして、私が調べたところでござ
います。 
 それで、未使用状態にあると今町長が答弁されま
したけれども、警察交番前としての設置意義は、非
常に効果が大きい場所と私は認識しております。そ
れで、平成１３年８月４日のみの年月しか入ってい
ません。そうすると、それから１年８カ月もそのま
まの数字になっているということなのです。それ
で、放置された要因は何なのかということでお伺い
をいたしたいと思います。 
 というのは、交番前の設置には、シートベルトを
つけよう、それから交通安全掲示板となっていま
す。交通事故死ゼロ何日目標ということで、その何
日が何にも入っていません。それから、開始と達成
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となっています。開始のところは平成１３年８月４
日と入っておりまして、達成の欄は、恐らくこれは
昭和の時代につくられたと思うのですが、昭和が
入って年と月と日しか入っていません。それから、
当然、ことしの交通事故死累計何件と入るところも
何も入っていない。その下に、死亡何名、重傷何
名、軽傷何名という欄がありますけれども、これも
まるっきり何も入っていません。したがって、入っ
ているのは開始の平成１３年８月４日、このとき
は、先ほど申し上げました島津４北で亡くなってい
る方のあれだろうと思うので、この点を放置された
要因についてお伺いをいたしたいと思います。 
 それから次に、３点目の関係なのですが、ただい
まの町長の答弁では、５年間で自損事故２８件、相
手車両が伴う事故が２４件とありまして、合計で５
２件です。そうすると、５年間ということですか
ら、平均１年間に１０件発生しているということに
なろうかなと思います。ただ、年度ですから、それ
よりまだ少なくなると僕は承知をしておりますけれ
ども、死亡事故が発生していないのが救いでありま
すけれども、今後、職員に対して交通安全教育、そ
の徹底を図っていかなければならないと思います。 
 先般の臨時議会で、専決処分は、それぞれ職員の
上司である課長がやるような形になっていたので、
これも、それぞれの課で十分認識をするということ
ではよかったのではないかという気はいたしますけ
れども、その対策の徹底についてどうあれするかと
いうことでお伺いをいたします。 
 それから、訓令の第２条の４項、職員が違反及び
事故を起こしたときは、当該職員の所属長は上司を
経てその概要を任命権者に報告しなければならない
ということになっておりますけれども、現実に交通
法令違反件数はありませんという、当然スピード違
反も入りましょうけれども、そういうことはないと
いうことで断定していいのですね。上司に報告しな
ければならないというあれがあるのに、ここではな
いということなので。 
 私は、何件かスピード違反の事実のあれを知って
おります、公務外ですけれども。ですから、その点
は、訓令に沿って職員がどう動いているかというこ
とを承知したいと思いますので、その点の確認をい
たしたいと思います。 
 それから、交通法令違反処分基準に関する訓令に
基づく処分があれば、その件数及びその処分理由、
処分内容についてお伺いをいたしたいと思います。 
 それから次に、上富良野高等学校の振興対策につ
いてです。 
 入学金支援対策として、入学準備金の支給状況と
いうことで、３年間で１５７名、７７７万４,４６

８円ということになっております。今、教育長の答
弁では、できるだけ地元の学校に入っていただくよ
うにということの施策、それから、できるだけ上富
良野高等学校で上富良野の子供たちを育てていくと
いうことですけれども、入学する生徒数が、定員８
０名のところ、平成１２年度は４８名、平成１３年
度が５９名、平成１４年度は５０名ということで、
定員を大きく割っている現状です。これは、一つ
は、富良野緑峰高校が新校舎になったという面、そ
れから少子化の関係等、いろいろな諸課題があると
思いますけれども、実際にこの支援策が入学生徒増
になっているかということになると、横ばいの状況
であると判断せざるを得ません。ということは、余
り効果がないのでなかったのかというような気がい
たします。 
 それで、私は、上富良野高等学校に入学された父
母の方の五、六人に聞きますと、確かに入学準備金
は助かりますと、しかし、入学準備金を目的にして
上富良野高校に入学はさせていないということを言
われているのですね。それぞれ親の気持ち、子供の
気持ち、いろいろあろうと思います。たまたま普通
科であれば富良野にもある、それから旭川にもある
という関係等もあると思います。したがって、こう
いう現状を含めてどうとらえるかということで、教
育長の見解をお伺いいたしたいと思います。 
 それから、修学資金の貸付制度で、条例化されて
２年間で１２名、７２０万円の貸し付けを受けて、
それぞれ卒業生は新しい進学、それから各種専門学
校等も含めて努力をしていると思います。したがっ
て、私は、上富良野高校の修学金の活用の的確な進
路指導策とともに、これらは、できれば継続をして
いただきたいということで、平成１５年度の現在わ
かっている数、この貸付制度を利用する生徒数をつ
かめておられれば、それについて数字をお知らせし
ていただきたいと思います。 
 次に第２点目、振興対策業務員の活用車両という
ことで配備をした運行状況を見ますと、過去３年間
をトータルしますと、本来の業務に使用しているの
が１３３日、１年平均で言いますと４４日です。そ
れから、走行キロ数にして２, ８２１キロメート
ル。１年間で９４０キロです。 
 それで、教育長の答弁は、支障のない範囲で教育
委員会の業務にあわせて使用しているという日にち
ですけれども、これが５２２日で、１年間平均で１
７４日です。そうすると、本来目的の日にち１３３
日、目的外使用は５２２日ということになると、目
的使用の３. ９倍になっているわけですね。 
 それからもう一つ、走行キロ数で、一概にはそれ
ぞれ言えませんけれども、目的使用が２, ８２１キ
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ロ、それからその他の業務の使用が３万３, ３５６
１キロ、そうすると、僕もびっくりましたが、本来
の目的使用の１１.９倍 も、支障のない範囲でとい
うことで、教育委員会としていろいろな業務にお使
いになられたのだろうと思います。 
 私は、振興対策業務員は、上富良野高等学校の生
徒の就職活動の支援という任務から、活用車両の運
行は時期的に特殊であることは十分認識をしており
ます。そして、支障のない範囲で教育委員会の業務
に使用している実態であるが、この状況を、車両管
理責任者として総務課長の見解をお伺いいたしたい
と思います。 
 それから、３点目の就職希望者数、内定数の関係
ですが、それぞれ実績を上げ、御苦労をかけた。特
に平成１４年度については、就職希望者が１８名の
ところ、内定者は１７名ということで、本当にその
御苦労に感謝を申し上げたいのですが、１２年度、
１３年度、１４年度の就職内定の中で、振興対策業
務員がかかわった内定数もしくは新規開拓した等も
含めて、そういう件数をそれぞれ年度別に教えてい
ただきたいと思います。 
 それから、企業訪問件数及び日数ですけれども、
平成１０年度の訪問件数は１１２件で、日数は３６
ということで、平成１２年度の車両運行の日にちと
も合致します。１３年度、１４年度はそれぞれ合致
はしませんけれども、これは当然学校の打ち合わせ
だとか、父母への情報提供だとか、いろいろなこと
があろうと思いますけれども、これらの実働の日数
を見てどう判断するかということで、教育長の見解
をお伺いしたいと思います。 
 それから、４点目の振興策の今後のあり方です。 
 教育長の見解を伺い、今後、効果的な振興策を講
じ支援をしていくということですけれども、町財政
が今後も厳しくなる中で、上富良野高等学校への振
興策の今後の方針について、一応町長の見解をいた
だきたいと思います。 
 この条例ができる段階で、上富良野から富良野、
美瑛、旭川へ行っている子供たちのことはどうなの
かという論議もいろいろ出たのも事実でございま
す。そういうことで、財政がこれだけ厳しくなって
いるということであれば、どう判断していくのかと
いうことでございますので、よろしくお願いをいた
したいと思います。 
 それから、５点目の特色ある学校づくりというこ
とで、今、教育長が答弁されておりました。富良野
緑峰高校が新校舎になったとき、学校見学等、上富
良野中学校の生徒が行って、ああ、すばらしい学校
だ、トイレがボチャンでないわというようなことも
含めて、緑峰への志願率が多くなったということも

事実でございますけれども、上富良野高校が新校舎
になると、当然、教育長答弁のように、上富良野高
校への志望も高まると期待をしているということで
すけれども、ただ、普通科ということだけで考え
て、富良野、旭川と対等にやるということになる
と、非常に厳しい面がある。そういうことで、特色
のある学校づくりということになれば、新校舎の全
面改築計画及び工事の進行とともに、これらの特色
ある学校づくりの内容について、どうするかという
ことを当然論議していかなければならなかった問題
でないかと思います。 
 したがって、総合学科の課題も視野に入れていう
ことで、学校とも十分協議し、当然、当局との協議
もあろうかと思いますが、現時点での教育委員会と
しての考え方をお伺いいたしたいと思います。 
 それから、最後の３項目めの市町村合併の関係で
す。 
 まず第１点は、市町村合併の町民トークとして開
催された各種団体との懇談会、それから地域懇談
会、これが１月２２日から３０日の日程で実施をさ
れました。私は、この開催された１３カ所の全部に
オブザーバーとして参加させていただきました。し
かし、参加者は全部の１３カ所の会場で１４１名と
いうことで、私は非常に落胆をしたところです。そ
れで、町民の市町村合併の認識はどうなっているの
か、それから情報提供が十分ではなかったのでない
かということも感じました。 
 それで、最大の参加者は江花地区の１８名です。
それから、最少の参加者は、高齢者団体対象の７名
でありました。そうすると、町長、助役、総務課
長、それから企画調整課の担当が行ったら、言うな
れば、そちらの方が多いというのが実態でありまし
た。 
 ある自治体では、「我が町の名前が消える」「考
えよ我が町の将来」だとか、そういうキャッチフ
レーズで町民にいろいろなアピールをして、ぜひ参
加という呼びかけを行ったところ、開催場所の数は
多かったですが、町民の約３０％が集まったとの報
道があります。 
 平成１４年３月７日に北部方面総監部幕僚副長の
宗像陸将補がおいでになって、防衛講話がありまし
た。これに私も参加したのですが、所管と言えば所
管ですけれども、外郭団体の主催ではございますけ
れども、短期間の周知で公民館の席が埋まる３１２
人の皆さん方が、町民や、それから町外からも参加
をされました。この防衛講話の同じ企画調整課の取
り組みで、この御苦労を私は多としたいといったと
ころでございますけれども、このようなエネルギー
ある企画調整課のスタッフは、何とかこの地域懇談
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会に多くの人を集めるという努力、言うなれば、周
知方法にもうちょっと町民の心を打つようなものが
あってもよかったのではないかと、何となくあれも
やりました、これもやりましたということでござい
ますけれども、どっちかというと、通り一遍の周知
として判断せざるを得ないという結果になって、こ
の参加者の少なかった要因の見解をお伺いいたした
いと思います。 
 町長は、２７日からのあれでは、中富良野が１月
２６日任意合併協議会から離脱したから、その影響
だという話はしておりますけれども、現実はその影
響が大きな要因ではないというのを、私はこの１３
カ所に行ってみて痛切に感じております。 
 それから、２点目の中富良野町の任意協議会への
不参加ということでございます。 
 というのは、２月５日に予定していた町民トーク
が延期をさせられました。これは、中富良野が離脱
をしたから、大きな根拠がということでお話をされ
て、なかったかなという気がいたします。こういう
あれを配りましたね。「２月５日、夢未来を語るま
ちづくりトークの開催は、状況の変化により中止い
たします」と。私は、中富がそうなったのであれ
ば、なぜこうなったかということ等を含めて……。
これは、上富良野町の地域懇談会のある面でトータ
ル的な町民と語るトークだろうと、僕は判断してい
たのです。そうであれば、１３カ所をやった経過、
それから中富良野の離脱のその状況等を踏まえて、
僕はやるべきだったということで判断をしておりま
す。 
 そういうことで、中富良野の任意協議会不参加と
いうことのあれがあるけれども、なぜしなかったか
ということでは、企画調整課長には一応お聞きしま
したけれども、町長としての情報を町民に明らかに
する立場で、このことについてお伺いをいたしたい
と思います。 
 それからもう一つは、中富良野町がこうなったの
だから、上富良野町のまちづくりは、とりあえず合
併協議会が中断されたのだから、それでやれないの
でないか。町長は、地域懇談会では「飛び石もある
けれども、飛び石は全国で４カ所か５カ所しかな
い。中富良野の合併、北の合併、いろいろ視野に入
れている」ということでございますけれども、どっ
ちかというと、住民の声として「町長、よかった
な」、言うなれば、町長が判断しなくとも、中富良
野が先にやってくれたから、余り合併のことを考え
なくてもいいのでないかというような町民の声もあ
りました。 
 私は、やはり中富良野がどうであれ、上富良野町
の将来をどうするかということを基本的に考えて、

町民への情報提供、それと対話等を含めてやってい
かなければならない。確かに、町長の言う、任意協
議会がなければ、すべていろいろな形で進められな
いという町民からの声の答弁もありましたが、現実
に自治労の青年部の皆さん方がいろいろなデータを
集めて、あれを拝見していますと、それぞれ、この
ことは町民に知らせた方がいい、このことはという
ようなことが随所にあるわけですね。ですから、僕
はそういう観点から、やはり１町落ちた形でという
ことでは非常に残念な気がいたします。 
 それで、これらの関係について、中富良野は中富
良野、上富良野は上富良野ということで、一応情報
の提供を含めてやるべきではないかということでご
ざいますので、これらついて町長の見解をいただき
たいと思います。 
 それから、今、沿線市町村でそれぞれ定例議会が
始まっております。そうすると、ここに富良野の高
田市長の施政方針「広域連合につきましては、富良
野圏域１市３町１村が合併問題の方向性が定まって
から検討することで確認をしたところです」という
のが一つ。それから、後半に「今後とも、広域行政
の推進につきましては、市町村合併問題や広域連合
の方向性などの推移を十分把握し、関係町村の主体
性を尊重するとともに、連携を図りながら進んでま
いります」ということが、高田市長の施政方針の中
に出ています。 
 それから、中富良野町長の施政方針は、「議員や
住民の意向から、当面、市町村合併は時期尚早と判
断した。行政の健全化と合理化を図っていく上で、
広域連合を重視し、推進していきたい」ということ
でございます。 
 尾岸町長も基本的には、第２７次地方制度の関係
等もありますけれども、言うなれば、国や道の動向
を見きわめながらやっていくということで、同僚議
員の質問に対して答えております。 
 したがって、富良野市長と中富良野町長の見解、
それから当然尾岸町長の見解も、若干ずれはありま
すけれども、僕は基本的には同じでないかと。富良
野市長は、当初、施政方針でそうは言っていました
けれども、代表質問の答弁では、尾岸町長が言って
おります、今後とも５市町村で話し合う受け皿が必
要と、一部事務組合の効率化や共同処理が効果的な
事業については、課長級の幹事会で協議をしていく
ということで、これは尾岸町長と同じでございま
す。 
 それで、先ほどの町長の答弁の中で、今後も住民
の意見を聞く機会をつくることも考えているという
ことでございます。私は、情報提供を十分しながら
ということで、協議会ができた場合の情報提供と、
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できない場合の情報提供と、やはり二つがあろうか
と思います。しかし、道や国の動きを見ながら今後
とも住民の意見を機会をつくるということを考えて
いるのであれば、その手法と時期について明らかに
していただきたいと思います。 
 以上、再質問を終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、交通事故防止対策についてでありますが、
昔は交番の方も警察の方も、事故の原因だとかいろ
いろな部分について情報を提供していただいて、私
も交通安全協会の役員をしているころには、そうい
う細部の情報をいただいて、その中で事故原因の分
析等々、上富良野町で起きる交通人身事故の分析を
一覧表をつくって、提示されていただいていた経緯
がございます。しかし、最近はプライバシーの問題
だとかいろいろな問題等々がございまして、細かな
情報がいただけないと。また、交番の人員も当初よ
りも２名減っているというようなことから、今、情
報はすべて富良野警察署から月まとめの情報として
町に提供していただくというような状況でございま
す。 
 議員から先ほど来御意見をいただいております件
数等々についてのあれは、富良野警察署本署から来
るというようなことで、なかなかそういう細部の情
報をいただくことができないわけでありますが、今
後もそういった情報提供いただくことを含めなが
ら、先ほど申し上げましたように、事故原因の分
析、これらに対処していくことが事故抑止の中で大
きな意義があるというふうにも思っておりますの
で、今後また交番との調整を図りつつ、その対応を
図っていきたいというように思っております。 
 それから、交番の前にあります掲示板であります
が、これは交通安全協会が設置して、過去におきま
しては、交番の職員、警察官に全部事故のあれを差
しかえをしていただいていたと。管理は警察官にし
ていただいたという過去における経緯があるわけで
ありますが、現在、御案内のとおり、先ほど申し上
げました定員も減ったというようなこととかいろい
ろで、交番の職員もなかなかそこまで手が届かない
というような状況下にありますし、また加えて、老
朽化されてきているというような部分もありますの
で、今後、これらにつきましては、掲示しておりま
す交通安全協会とも調整をさせていただきながら、
今後の対応についてまた交番とも調整をしながら、
ひとつ取り進めてまいりたいなというふうに思って
おるところであります。 
 それから、次の職員の事故におきましては、先ほ

ど報告させていただいたとおりでありますが、違反
につきましては、今のところ報告を受けてございま
せん。私は違反がないものと、報告がないから、な
いものというふうに思っておりますが、この問題に
つきましても、今後、課長会議等々を通じて、十分
に状況の徹底をさせて、報告の対応を進めさせるよ
うにいたしたいなというふうに思っておりますが、
今のところ、私としては、報告がないというような
ことから、その事実はないものと認識いたしている
ところであります。 
 また、訓令におきます処分につきましては、私が
就任してからは一件もございません。交通３悪、飲
酒運転並びに無免許運転、最高速度制限違反という
ようなことで検挙されたり、あるいは事故を起こし
たというような、公用車での対応等々は起きていな
いということで、私が就任して以来、処分は一件も
ございません。 
 それから次に、市町村合併でありますが、懇談会
の実施につきましては、議員から御質問あるよう
に、住民会長さんにお願いし、またいろいろな面で
ＰＲもいたしました。しかし、キャッチフレーズが
悪いから集まらなかったのだと言われてみれば、そ
ういうこともあるかもしれませんけれども、私自身
も、住民の皆さん方が市町村合併という、町の名前
がなくなるのだと、町がなくなるのだというような
大きな課題について、もう少し関心をいただだける
ものというふうに思っておりましたが、実際にやっ
てみますと、参加が非常に少なかった。 
 私も、議員と同じように残念に思っておるところ
でありますが、昨年の夏に実施しました町民トーク
におきまして、昼と夜とやって４０何名と、あの人
数から見ても、やはり関心が少ないのかなと。この
関心をいかに持っていただくような対応をするかと
いうことが、広報による町村合併についてのＰＲで
あるというようなことから、広報におきまして、毎
月連続で、ある程度の期間、市町村合併についての
ＰＲ等々もさせていただきました。 
 しかしながら、最終的に年明けてことし実施した
懇談会におきましては、あれだけ住民会長さん方の
御苦労をいただきながらも、また組織の代表の皆さ
ん方の御苦労をいただきながら、参加者が非常に少
なかったということは、まことに残念だなというふ
うに思っておりますが、今後、こういった事業につ
きましては、地域の皆さん方、町民の皆さん方が行
政に対する、町政に対する関心を持つと、そのため
には、やはり情報を提供すると、情報を共有すると
いうことが最も大切だというふうに思っております
ので、今後もまた、さきに御質問をいただいており
ましたけれども、情報の共有化のためにも、より一
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層の努力をしていかなければならぬというふうに反
省をいたしているところでございます。 
 また、今後の対応についてどうするかということ
でありますが、さきの議員にもお答えさせていただ
きましたけれども、今後につきましては、行財政諮
問委員会並びに第２７次地方制度調査会等々が中間
答申をすると、中間で内閣総理大臣に報告するとい
うその状況が出た中で、また町報等々で町民の皆さ
ん方に情報提供するとともに、その中で、今後は町
長と語ろうあるいは町民トーク等々の開催も含め
て、今後考えてまいりたいというふうに思っており
ますので、御理解をいただきたいなというふうに思
います。 
 また、中富良野町が任意合併協議会に参加をしな
かったと、上富良野町もそのことによりまして、い
ろいろと今後の問題についてどうするかと。これに
つきましては、懇談会でも御説明申し上げました
が、一つの方法として、飛び石合併という方法があ
るわと。また、一つの方法として、北に向かってい
く方法もあるわと。しかし、あくまでも相手のいる
ことでありまして、相手との話が進まなければなら
ないというようなこともございますし、町政懇談会
におきまして、いろいろな中で多くの方々が、特に
市町村合併の推進に全力を注げというような御意見
が非常に薄かった、自主自立の道を歩めというよう
な御意見が多かったように、私としては受けとめて
いるところでございまして、そういうようなことか
ら、自主自立の道をどのように進めていくのかとい
うことも、先ほど来お話ししておりますように、こ
れからの国や道の方向を見きわめながら、最終決断
をしていかなければならぬなというふうに思ってお
るところでありまして、そういった観点で、当時に
おきましては、合併という方向の模索が、言うなら
ば、ある面で中断されていると。そういう中で町民
トークを開催いたしましても、自主自立の道という
ことが前提の中で話し合いをするということに相な
りますれば、夏に実施しました合併か自主自立かと
いう一つの方向性を示しながら、町民トークをでき
得る状況下になかったというようなことから、方向
を変更させていただいて、町民トークを中止させて
いただいたという経緯を踏まえておるところでござ
います。 
 そういうようなことで、今の状況からすると、今
後は、最も私が関心を持つのは、第２７次地方制度
調査会がどのような基礎的自治体の位置づけをする
のか、また、行財政諮問員会が今後地方財政にどの
ような方向づけを示してくれるのかということを十
分見きわめた中で、今後の、将来のまちづくりを考
えていかなければならぬというふうに認識をいたし

ておるところでございますので、そういった観点か
ら、特段の御理解を賜りたいなというふうに思って
おるところであります。 
 それからもう一点、高等学校の今後の振興策につ
いてという御質問が私の方にも振り向いてきたとこ
ろでありますが、私といたしましては、先ほど来申
し上げておりますように、現在、１３、１４、１５
年度の行財政大綱のもとで行財政実施計画を取り進
めさせていただき、今年度は最終年度になると。こ
とし、１５年度におきましては、次期に向かっての
行財政改革大綱をつくり上げ、その中で１６年から
の行財政改革の実施計画をつくり上げていきたい
と。その中にありましては、先ほど来福塚議員の御
質問にもありました今後の財政運営については、聖
域なき改革を図っていかなければならぬということ
から、この高等学校の問題につきましても聖域とい
うことではなく、今後、行財政改革の中で検討を加
えていく課題というふうに認識いたしておりますの
で、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番中村議員の７点ぐら
いの御質問があったと思いますけれども、順次お答
えさせていただきますけれども、計数的なもので抜
けていたら、また課長の方から答弁させたいと思い
ます。 
 １点目の、今、振興策でやっております入学金の
問題、確かに父兄の方から事業効果がないのでない
かということの御指摘もいただきました。 
 ただ、私が就任した平成１０年には、入学者が３
２名しかいない実態でございました。そのときに、
適正配置という問題が出てきまして、そして、この
ままいくと上富良野高校は富良野に吸収されるとい
うような問題がございまして、その中で、町として
も高校に依存するのではなくて、学校に魂を入れて
いかないとならぬということで、理事者にお願いい
たしまして、入学金制度を設けたところでございま
す。 
 ただ、定着してきますと、出していても余り喜ば
れないのであれば、むしろ入学金を免許を取得する
振興策に使ったり、またいろいろな面での振興策が
あると思いますので、これについては町長に５年の
時限立法で何とか見てあげてということであれして
いますので、今、父兄の意見だとか、また議員から
御指摘いただいたことを十分意に含めて、より効果
のあるものということの検討を加えさせていただき
たいということで御理解いただきたいと思います。 
 修学資金の問題については、今まで１２名に出し
ておりまして、ことしも２名おります。これについ
ては、そういう意見を聞いたことがありませんし、
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議員からも、これは効果があるから続けれよという
ことの意見もいただきましたので、これについても
事業評価をしながら、また検討を加えてまいりたい
と思っております。 
 それから、運行のものも、ただキロ数だけを言っ
て非常に誤解を受けているのかなと。目的は１０％
しか使っていないぞと言われていましたけれども、
実質的にはキロ数は１０％かもしれませんけれど
も、ただ、うちの職員やなんかも今非常に効率的な
運営をしなさいということで、近くのところ、遠く
のところについては、ガソリンの効率のいい車とい
うことで代替しながら使っておりますので、そうい
う面でキロ数やなんかも、ほかの方の目的で使って
いる部分が多いのかなと思っております。 
 ただ、これについては、目的外ということのみで
なくて、管理課全体で配車されておりますので、そ
ういうような中で運用しているということで、就職
活動の中に支障を来しているということではありま
せんので、御理解いただきたいと思います。 
 それから、今後の振興対策につきましては、先ほ
ど町長も聖域なきというようなことも言われており
ますし、また一つの大きな区切り。ただ、今２０数
億円を投じてくれた学校に７０数％の進学しかされ
ていないわけですから、８０人の定員ということで
あれば、あと２７名の枠があるわけですから、そう
いう意味では、８０人学級の２間口が満度になるよ
うにということのさらなる努力をしていかなければ
ならないと思っておりますし、仏つくっていただい
て、魂を入れるのは町だぞということも、道から建
設のときにいろいろ言われておりますので、そのこ
とについては、意をもって学校振興対策ということ
で力を注いでまいりたいと思っております。 
 それから、職業学科への転換については、緑峰高
校の施設機能を持ったものイコール高校ということ
にはならないと思いますけれども、私が答弁させて
いただきましたように、時代の要請に従って、例え
ばビジネス科をつくるとか、文化・芸術の部分で、
今の施設機能でも可能なものがあると思いますの
で、ただ、それは４０名でなくても、例えば１０名
でも５名でも、そういうような特色ある学校づくり
ということで、例えば画家の先生もおりますし、陶
芸の先生もおりますし、写真もおりますし、いろい
ろなあれがありますので、学術・文化という部分も
含めて検討していく課題だなということで認識して
おりますので、御理解をいただきたいと思います。 
 もう一点、大事なことが抜けていました。申しわ
けございません。 
 就職も、議員も評価していただいたように、これ
は本当に地道な活動がこういう大きな成果を得たの

かなと思っております。１８名のうち１７名が就職
して、１名も何か近々決定するというような話も聞
いております。 
 前に私の執行方針にも書いて、皆さんに御理解い
ただきたいということで、きょう・あすの理解より
５年、１０年先に花を咲かせたい、それが人材育成
ですよねということを書かせていただいております
ので、今後も上富良野高校に入ってよかったと言わ
れるような対策を講じてまいりたいと思っています
し、職員も含めて、そういうことで御理解いただき
たいと思います。（「答弁漏れあり」と呼ぶ者あ
り） 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） 担当課長から答弁させま
す。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） 交番前にございま
す掲示板につきましては、記憶をたどってというこ
とでございまして、全く正確かということについて
微妙ではございますが、設置年につきましては５８
年度の設置ではないかということでございます。設
置者につきましては、交通安全協会ということでご
ざいました。管理の部分につきましては、当然、設
置者でございますが、事務局としても当然その役割
であるというふうに理解をしてございます。 
 数字板につきましては、交番の方にあるというこ
とでは聞いてございますが、実態として、十分な調
査はしてございません。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問ございますか。 
 １番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 交通事故発生状況実態統計
と言うことで、書いてあるものを見ますと、平成１
３年度は１年間分まとめて一遍に来ているから、交
番では大変だ。今、町長の言うように、２人も減っ
たということであれなので、できれば町と交番もし
くは富良野警察署と連携をとりながら、交通事故が
発生したら、こういう書式を決めて、そして、あの
行からいえば、１件１件掲示すれば、そんなに時間
のかかる作業ではないのですよ。 
 僕は、場合によっては、交通事故が発生したとき
に早急に対策をとらなければならぬ場所が出てくる
なと。そういうことになると、できればその都度
か、１週間まとめてもよろしいですけれども、そう
いう体制をとって、それを上富良野のマップに落と
したり、それから系統分析をきちっとやるような方
向にして防止対策をすべきと思うので、今の方法で
いけば、非常に交番も大変だなという気がいたしま
すから、そういう方法で書式を取り決めて、随時や
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るような方向ということでお願いをいたしたいと思
います。 
 それからもう一点は、交番前の掲示のことなので
すけれども、私は、昨年の１２月に、課長と担当者
に、これが平成１３年８月４日のままになっている
よと、その下は昭和なのですね。あとは何も入って
いないのですよ。これは、本当に交通事故防止の啓
発のあれにはならないから、何とか現行維持をして
くれないかということで、その適切な措置を求めた
ところなのです。それからもう３カ月を過ぎても、
平成１３年８月４日がそのままになっているのです
ね。もし、各月、月末にというような話を課長が
ちょっとしていましたけれども、そうであれば、そ
れまでになる体制で、あそこの日にちの欄だけでも
シートで覆うとか何かの方策で、平成１３年８月４
日、そしてその下が昭和になっているということ自
体が、一体防止啓発策として、ましてや交番の前に
あるものがこんなことでいいのかなということで、
今回あえて一般質問をさせていただいたので、それ
らのことについて、担当課長としてどう判断してい
るかということでお伺いをいたしたいと思います。 
 それから最後に、市町村合併の関係でございま
す。 
 一応、第２７次地方制度の関係等も含めて、地方
統一選挙が終わった後に、これらのあれが出るので
ないかという、同僚議員の質問に対しての町長の答
弁でございました。現実に、それであれば、これが
出た後のどの時点で、町として住民にいろいろな意
見を聞く機会をつくる、それから住民の意見も聞
く、そして結論を出すめど。 
 言うなれば、財政関係のあれも当然出てきましょ
うし、ただ、議員の皆さん方が一番心配しているの
は、８月の町議選挙がございます。そうすると、そ
のことがいろいろな形で争点になるという観点も当
然出てまいります。そうすると、いろいろな情報提
供をきちっとしていただかないと、町議選で皆さん
方がいろいろな立場で言う場合に、いろいろ問題が
発生してくるのでないかということで、僕は、でき
れば市町村合併への結論が、第２７次地方制度調査
会等の報告が出た段階が地方統一選挙の後というこ
とであれば、一つのめどとして、町長はどういう時
期を考えているかということは、非常に難しい答弁
になろうかと思いますけれども、一応お伺いをいた
したいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） 交通安全対策の関係につき
ましては、所管課長から御答弁させていただきま
す。 

 市町村合併につきましては、先ほど来お話し申し
上げておりますように、議員の御質問のあるとお
り、第２７次地方制度調査会、行財政改革諮問委員
会、これらの動向、また全国町村会並びに町村議長
会が提案している問題、それから北海道が対応して
いる問題等々を十分に見きわめた中で、また私とい
たしましては、そういった情報が出次第、町民の皆
さん方に町報によって情報提供するとともに、加え
て議員の皆さん方にも御説明申し上げ、またそうい
う中にありまして、町長と語ろうという、組織的
に、あるいはそれぞれの中で開催をさせていただ
く。そしてまた、加えて町民トーク等につきまして
も、機会をとらえて対応していくというようなこと
を含めて、今後、これらのものが中間答申された中
で検討し、対処していきたいというふうに思ってお
りますので、それがいつになるかということにつき
ましては、まだ未定でございますが、そういうよう
なことで考えておるということで御理解をいただき
たいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） 交通事故防止対策
の関連でございますが、まず第１点の資料分析等に
関しましてでございます。 
 議員の御発言のとおり、私どもといたしまして
も、そのデータ分析をやっていきたいという考え方
がございまして、例えば、少なくとも地点だけでも
落としていただけないかなということで交番とも相
談をさせていただいていたところでございますが、
事故処理等、それからパトロール等で時間的になか
なか余裕がとれないということもございまして、今
日まで来てございました。 
 なお、様式等を定めながらということについて
は、再度また交番とも相談をしてみたいというふう
に思ってございます。 
 それから、第２点目の掲示板にかかわっての件で
ございますが、御指摘いただいておりますように、
大変対処が遅くなっているということにつきまし
て、誠に申しわけないことでございます。これにつ
きましては、再整備を施しながら、交番とも調整を
いたしまして、その内容も月ごとの設定ができるよ
うに再整備をしていきたいというふうに考えてござ
いまして、今後対応していきたいというふうに思い
ます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１番中
村有秀君の一般質問を終了いたします。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は全部
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終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ
ます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 ３月１２日は本定例会の４日目で、開会は午前９
時でございます。定刻までに御参集賜りますようお
願い申し上げます。 
 以上であります。 

午後 ２時４３分 散会 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 ２０名） 

───────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 昨日に引き続き、御出席ま
ことに御苦労に存じます。 
 ただいまの出席議員は、２０名であります。 
 これより、平成１５年第１回上富良野町議会定例
会４日目を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等、諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 町長から、議案第４２号平成１４年度上富良野町
病院事業会計補正予算（第４号）が平成１５年３月
１１日に提出されました。あらかじめ議会運営委員
会において、日程等を改めましてお手元に配付した
とおりであります。 
 本日の一般質問は、さきに御案内の日割り表のと
おりでございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営
等、諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 
○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より議長において、 

１９番  久保田 英 市 君 
 １ 番  中  村  有  秀  君  

を指名いたします。 
──────────────────                
◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 昨日に引き続
き、町の一般行政について質問を行います。 
 初めに、１６番清水茂雄君。 
○１６番（清水茂雄君） 私は、過日通告してあり
ます２件、５項目について、町長に所信をお伺いす
るものであります。 
 初めに、農業行政施策について伺いますが、上富
良野町の基幹産業である農業を取り巻く環境は、大
変に厳しく、例年離農者が続出している現況にある

が、そうした中で、このたび東京において、先月１
４日から３日間の日程で、世界貿易機関（ＷＴＯ）
非公式閣僚会合が開催され、農産物の関税削減につ
いて、ハービンソン農業交渉議長が一次案を提示、
討議されてまいりました。その内容は、関税を平均
６０％削減という極めて厳しい内容であります。 
 また、２月２４日から５日間の日程でスイスの
ジュネーブで世界貿易機関が農業委員会特別会合を
開催し、提示された市場開放一次案について論議さ
れているということですが、今後一次案が認められ
るようなことがあると、日本農業の根幹を揺るが
し、壊滅的な打撃を受けることは必至であります。
農業におきましては、死活問題でもあります。 
 町長は、常に基幹産業である農業の重要性を唱え
ているが、この難関をいかなる施策をもって対応
し、健全農業の確立に向けて努力される考えか、所
信を伺いたいと思います。 
 次に、交通安全対策について伺いますが、この関
連の問題につきましては、過去にも再三町長に御進
言申し上げてまいった点でありますが、あえて、ま
た再度お伺いしたいと思います。 
 まず、１点目に国道西１１線の変則交差点は、国
道改良工事により幅員が広くなり、近年の観光ブー
ムにより、シーズンには車両の通行量が増大いたし
ております。そのことにより、地域住民の国道横断
が困難な状態にあります。地域からの改善の強い要
望がありますが、正規の信号機設置が無理であれ
ば、点滅または手信号機設置等の安全対策が必要で
あります。 
 ２点目に、国道起点交差点につきましてお伺いし
ますが、この交差点は非常に危険要素が多く含んで
おり、事故多発地帯であります。地域から改善につ
いての強い要望があり、早急に安全対策が必要であ
ります。 
 ３項目に、基線北２７号のＪＲ踏切を含む変則交
差点及び道道吹上上富良野線東１線交差点は、ラベ
ンダー観光の日の出公園及び十勝岳温泉地区の主要
観光路線であるとともに、ＪＡ、ふじ、ダイイチの
３スーパーの進出と相まって、西地区住民の買い
物、旭川方面からの東側住宅地への通行等々によ
り、最も通行量の多い路線であります。そうした点
から、早急に改良及び信号機設置等の安全対策が必
要であります。 
 ４項目に、北３条東１丁目交差点は、最も児童の
通行が多い通学路であるとともに、事故多発地帯で
あります。信号機設置等の安全対策を早急に行うべ
きであります。 
 以上について、従来再三要望いたしてまいりまし
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たが、遅々として改善が進んでないと見受けられま
す。事故が発生すれば、人命に及ぶ重大な問題であ
り、早急に改善を図るべきであります。現在までの
経過状況及び今後の対応についての考えを詳細にお
伺いいたしたいと思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、１番目の農業行政施策についてであります
が、議員の御質問のように、平成１５年２月２４日
から２８日までの５日間の日程で、スイス・ジュ
ネーブにおいて世界貿易機関、いわゆるＷＴＯの農
業委員会特別会合が開催され、議論されたことは、
私も承知をいたしているところであります。 
 ＷＴＯについては、自由貿易推進のため、農業、
サービス、繊維などの分野で世界の新しい貿易の
ルールを決める機関であると理解いたしておりま
す。 
 ＷＴＯ農業交渉は、日本の国益にかかわる重大な
問題と考えておりますが、仮に、今回の農業交渉に
おいて示されております自由化の基準、いわゆるモ
ダリティー一次案を受け入れると、水田の国土保全
機能や農業の多面的な役割など、国内農業の維持、
発展に重大な影響を及ぼすことから、国内農業を維
持するため、日本としてその主張を訴え、交渉に当
たっている状況下にございます。 
 私も、この交渉の行方を心配しているところであ
り、日本の主張が通るよう願っているところであり
ます。 
 次に、２番目の交通安全対策についての４点の御
質問でありますが、町民はもとより、町や関係機関
が連携しながら交通安全の取り組みを進めていくこ
とは、尊い人命を交通事故から守る上で必要不可欠
であります。 
 信号機の設置については公安委員会へ、道路構造
の改良などにつきましては、管理者の開発建設部、
土木現業所へ何度となく要望を行ってきておりま
す。 
 また、地権者等にもお会いし協力を要請しており
ますが、なかなか解決に至らないのが実態でござい
ます。 
 今後も粘り強くその取り組みを進めてまいります
ので、御理解をいただきたいと存じます。 
 まず、１点目の国道西１１線交差点の安全対策で
ありますが、既に公安委員会には信号機の設置を要
望しており、一日も早い実現に向けて要望を引き続
き実施してまいりたいと思います。 
 ２点目の国道基線交差点についてでありますが、

以前にもお答えいたしましたように、現状では公安
委員会の見解として、信号機の設置は不可能という
ことから、他の改善策について関係機関とも検討を
進めておりますが、多額の予算も必要なことから、
最終の改善策には至っていない状況下にございま
す。 
 次に、３点目の基線北２７号交差点の踏切改良に
つきましては、引き続き地権者との協議を進めてま
いっておりますが、まだその解決のめどが立ってお
りません。 
 また、道道東１線交差点の安全対策につきまして
は、信号機の設置を要望しているところであります
が、信号機設置をする場合、横断歩道の設置が必要
要件となってまいりますので、まずこの問題を解決
することが必要となることから、引き続き道に歩道
の設置の要望を行ってまいります。 
 最後の４点目、北３条東１丁目交差点に信号機設
置の件でありますが、上富良野町の管轄内で何カ所
か信号機の設置要望いたしているところであります
が、ここの交差点におきましては、優先順位が高い
場所と伺っておりますので、早い時点で設置が期待
できるものと考えております。 
 いずれにいたしましても、信号機の設置や道路構
造の改善など、実現に向けて今後におきましても引
き続き、そして粘り強く要望活動を展開してまいり
ますので、御理解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １６番清水茂雄君。 
○１６番（清水茂雄君） ＷＴＯ関係の問題につい
ては、町長と同様に、私もその後どのような形で進
むのか、非常に気にしているところでありますが、
依然として、まだ不明確な状況にあります。ただ、
私が一般質問の通告後に、３回ＷＴＯに関連する記
事が道新に載っております。 
 まず、２月２７日の道新に、米国産米の継続販売
について記事が載っております。これをちょっと読
ませていただきますが、米国の米生産者でつくるＵ
ＳＡライス連合会は、２６日、東京近郊や京都の米
穀店と連携、カリフォルニア産米の継続的な販売を
始めたと発表いたしたということです。内容を見ま
すと、日本向けに栽培されるこしひかりやあきたこ
まち、本場の新潟産などと食べ比べても差はないは
ずと自信をのぞかせる。販売価格は５キロ当たり
１, ５００円から１, ８８０円の見込み。 
 このお米がなぜこんな安い値段で販売できるのか
と申しますと、世界貿易機関のルールで義務づけら
れているミニマムアクセス、最低輸入量の枠内で輸
入され、関税はかからないということであります。 
 なお、３月８日には、これも同じく道新ですが、
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米とＷＴＯということで、農産物の関税などを決め
る世界貿易機関（ＷＴＯ）農業交渉が正念場を迎え
ている。大枠など、一次案で日本の主要農産物の関
税を平均６０％、最低で４５％削減する提案がさ
れ、加盟国の議論を経て、今月中旬には二次案がま
とまる予定ということになっております。 
 また、同じく３月１１日、今月の１１日です。こ
れも同じく米とＷＴＯということで、家庭向けＰＲ
ということで、東京都大田区、週末の買い物客でに
ぎわう駅前商店街の米穀店で米国産米をＰＲするの
ぼりが並んでいると。端的に申し上げますが、買い
物客は、珍しいわねと購入する主婦が相次いだ。 
 なお、高年齢者は国内産米志向ですが、若い主婦
の方は、外国産米も価格が変わらない、安いのであ
ればその方がいいというような傾向にあると聞いて
おります。 
 そこで、実はＷＴＯの問題もさることですが、私
は町長が常日ごろから上富良野町の基幹産業は農業
であるというふうに力説されております。そうした
中で、非常に現在の上富良野町の農業状況は芳しく
ない状況にある。例年離農者がふえている。特に、
一昨年は東中地区、特に上富良野町の米倉とも言わ
れる東中地区において２８戸の離農者が出たという
ようなゆゆしき状況にあります。そうした中で、何
かやはり農業において施策を考えていただかなけれ
ばならない。大変な今現在上富良野町の財政事情は
厳しい中にありますが、住民の生活に直結しない事
業については、以前から申し上げていることです
が、控えていただき、こうした住民、特に農家の方
につきましては死活問題。長年培ってきた農地を捨
てて離農していかれるその心情、これは精神的にも
大変なことだと思う。 
 そうした中で、やはり思い切った農業施策をやっ
ていただきたい。これが私が特に今回農業問題につ
いてお聞きしたいことであり、その点について、今
回の答弁の内容では、ちょっと私といたしましては
乏しい気がいたします。再度この点について町長の
所信を、住民の皆さんが聞いても納得できる内容で
お答えいただきたいと思います。 
 次に、交通安全対策についてお伺いいたします
が、まず１点目の国道１１線交差点の安全対策であ
りますが、これにつきましては、町長に平成１０年
６月２５日の定例会で申し上げてから、再三にわた
りお願いしている点であります。内容につきまして
は、非常に前向きな形の御答弁ではありましたが、
一たん事故なんかがありますと、とんでもないこと
になりますので、何としてでも一日でも早く実現に
向けて努力していただきたいと思います。 
 また、２点目の基線交差点でありますが、あの地

点も非常に事故が多うございます。例年何件か事故
が起きているという現状にあります。 
 特に、あの地点で私よく見かけるのですが、電動
機つきの車いすであそこを横断されるお年寄りが何
人か見受けられます。非常に電動機つきの車いすと
いうのは、スピードが遅いですね。そうした関係で
横断が大変だと思うのです。そうした点から、いろ
いろ公安委員会等の理由があるのでしょうが、せめ
て手押しとか、それで無理であれば点滅、車を運転
する方に注意を促すための点滅信号とかいうような
ものを設けられるのではないかなと私は思うのです
ね。そうした点で、ぜひ努力していただきたいと思
います。 
 まず、３点目の基線北２７号踏切を含む交差点で
すが、あの地点も前から何回も申し上げているので
すが、たしか地権者等の交渉で非常に進んでないと
いうことと、裏を返せば、あそこは路線を変更し
て、ＪＲ踏切に対して直角というような形をとれ
ば、相当な事業費もかさみ、また農地も失われると
いうことで、地権者の方もなかなか納得できない、
また町としても大変な事業費がかさむというような
こともあるのかなというふうに私思いますが、どう
ですか、あそこ２７号通りに面して、前にも申し上
げたことありますが、踏切のところをちょっとあれ
していただければ、何のことない解決するのです
ね。あそこ実際に行って見ていただけばわかります
けれども、そうした方向で何とか解決できないのか
なと。 
 いろいろあちこち、私踏切そんなことで気をつけ
て見ているのですが、他所ではそういう形の踏切も
数多くあります。それで、なぜＪＲがそれほどこだ
わるのかちょっと私わかりませんけれども、何とか
そういう点を解決して改善をいただきたいと思いま
す。 
 それから、次に４点目の北３条東１丁目交差点で
すが、昨年も自動車のボンゴと普通乗用の小型乗用
車、出会い頭の事故がありまして車が大破しており
ます。 
 それから、私ちょうどあそこ町へ出るのに通行す
る道路なので、いつもそこを利用するわけですが、
非常に歩行者等の関連で危険です。というのは、ダ
イイチ側から来る路線につきましては、一時停止が
あるのですが、なかなか買い物客だとか、それから
車両についても一時停止をしない方が結構いらっ
しゃるのですね。つい最近も、私先月の月末です
が、あそこいつもスピードを落として通るのです
が、ダイイチ側から若い御婦人の方が２人で話をし
ながら、全然左右確認しないで、私も交差点に入り
かかっていたのですが、すたすたと交差点に何の
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ちゅうちょもなしに入ってこられる。そういうよう
な状況でありますので、あそこはもう早い時点で設
置が期待できるとなっておりますが、期待できるで
なく、早く設置をしてください。そういうことで、
いま一度以上の点について、明快なる御回答をいた
だきたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の再質問に
お答えさせていただきますが、ＷＴＯ問題につきま
しては、議員も御発言いただきましたように、私と
しても基幹産業の農業の今後に大きな影響を及ぼす
課題でありますので、国の交渉が一日も早く我が国
の農業に少しでも有利な形での終結が迎え得るよう
に願っているところでございます。 
 近年の農業情勢というのは、常に申し上げており
ますように、やはり農畜産物の輸入によりまして価
格の低迷が続くと。そういうような中にあって、生
産コストも抑え切れないと、下げ切れないというよ
うな非常に厳しい状況で農業経営を進めているわけ
でありますので、これらにつきましても、国の農業
施策、これに対し我々は十分見きわめながら、基幹
産業の農業の振興に努めていかなければならないと
いうふうに思っておりますし、私自身も農業という
のは、この地域活性化の最も重要な部分であります
ので、基幹産業の農業が生き続いてくれるというこ
とに大いに期待をいたして、農業の振興施策を、厳
しい財政ではありますが、一自治体として対応でき
る部分については、鋭意努力をしながら対処してい
るつもりでございます。 
 今年度の予算も見ていただければわかりますよう
に、農業関係予算というのは大幅な増額を見ている
わけでありまして、言うならば農業経営を維持して
いくための負担軽減策を講じて３億５,００ ０万円
ほどの投資をしているというような部分も含めなが
ら、今後も第４次農業振興計画に基づく推進策、最
終年度でありますので、継続して取り進めながら、
基幹産業の農業の位置づけをしていきたいというふ
うに思っております。 
 ただ、一つ言えることは、行政として価格の変動
に伴う、価格が安くなったからそれを補償するとい
うことにつきましては、なかなかその施策は難しい
と思っておりますので、他の施策の中で農業経営を
維持していく手法を考えて施策の展開をしていかな
ければならないというふうに思っております。その
ようなことで御理解を賜りたいと。 
 現在の関税率が、議員のように新聞に出ているの
を私も目を通しているわけでありますが、６０％か
ら削減、もし万が一そうなるとするならば、農産物

の輸入価格というのは物すごい低減化な、安価な価
格で入ってくると。我が国の農業が、上富良野ばか
りでなくて、日本の農業が成り立たなくなるという
非常に厳しい状況にあるわけでありますから、そう
いったことを含めながら、国がこの施策の展開に十
分な配慮をしていただくように願っているところで
あります。 
 続きまして、交通安全対策でありますが、これは
もう地域からの要望を受けながら、町の交通安全対
策会議におきましても、重要な課題として、この御
指摘いただいております箇所につきましては、重要
な部所として対応しながら、私自身も出向きながら
その調整をさせていただいております。しかし、な
かなか思うようにいかないと。言うならば、信号機
をつけるということは、公安委員会でつけていただ
くということは、経費的な部分というものもござい
ますし、道路構造上の問題でつけられないという問
題もございます。例えば、国道基線交差点につきま
しては、道路上の問題があるということで信号機は
設置できない。ということでありますから、点滅で
あろうと押しボタンであろうと、設置はできないと
いうのが公安委員会の見解でございます。 
 そういうようなことで、道路交差点の改造をしな
ければならないというようなこともございますの
で、そうなると開発建設部、そして町の町道基線の
大幅な改造等々も含めながらいろいろな課題を抱え
ておりますので、最少の経費で済む最大の安全策と
いうものを含めながら、今はまだ継続して公安委員
会並びに開発と調整を進めさせていただいていると
ころでありますが、なかなか難しい課題であるとい
うふうに思っています。 
 それから、国道西１１線の交差点につきまして
も、信号機の設置につきましては、なかなか公安委
員会もいろいろな面で対処していただけない状況で
ありますが、これらにつきましても、より今後も要
望を続けていきたいというふうに思っております。 
 やはりそれぞれに富良野警察署管内におきまして
も、優先的に対処をしていくということが基本であ
りますので、そういった中で、ここの交差点につき
ましても、また他の信号のつける場所につきまして
も、要望を重ねながら対応していきたいというふう
に思っております。 
 それから、３点目の基線２７号の交差点踏切であ
りますが、これはもう地権者との解決がなされなけ
れば、道路線形変更していくより方法はないと。Ｊ
Ｒは、やはり法律に基づいたＪＲ踏切の対応という
ことが基本であります。従前にもうでき上がってい
るところについては目をつぶっていただいているわ
けでありますが、これから新しく改造する場合にお
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いては、法律に基づいた対応でということになりま
すと、以前に皆様方にもお示し申し上げましたよう
な形での踏切改良しかないと。そうなると、地権者
の協力を得なければならないと。最近も地権者宅に
行って担当の方でお願いしているところであります
けれども、決して町の思うようにはならないと、も
う来なくてもいいよと、来てもらってもどうにもな
りませんよというようなお話でありますし、地権者
の考え方も農地がなくなるということに対する、議
員御質問のようないろいろな課題がありますので、
そういったことを含みおきながら、今後もまた粘り
強くその対応を図りながら改善を進めていきたいと
いうふうに思っております。 
 また、道道東１線の交差点につきましては、さき
にもお答えさせていただきましたように、歩道の改
良等々も含めて道等に働きかけ、土木現業所に働き
かけ、そして公安委員会との両面での要請は引き続
き今まで同様にしてまいりたいというふうに思いま
すし、北３条東１丁目交差点につきましても、従前
からの要望に従って、我々は逐次要望を展開してお
ります。その感触の中で、先ほど申し上げたような
上富良野町における信号機の設置の中においては、
最も優先順位が高いのかなというような感触を持っ
ているということでありますので、上富良野町に信
号機が設置されるとするならば、北３条東１丁目交
差点が最優先になるのかなという感触を持っている
ということでお答えさせていただいております。そ
のためにも、議員御質問にありましたように、引き
続き早期対応をしていただくように、それぞれの関
係機関に要望を展開してまいりたいというふうに
思っております。 
 また、４月に新年度に入りますれば、例年のとお
り要望書を持ってそれぞれの機関に要望運動を展開
していくということでございますので、御理解をい
ただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜りま
す。 
 １６番清水茂雄君。 
○１６番（清水茂雄君） 再々質問をさせていただ
きますが、農業行政につきましては、先ほどから町
長るる答弁いただきましたけれども、まず町長、こ
の問題だけでなく、いろいろとよく国の政策とか道
の動向を見ながらとか、他市町村の動向を見ながら
というようなことを言われるのですが、そういうこ
とではなくて、やはり上富良野町として考えていた
だきたい。 
 農業それぞれ何でもつくればいいということでな
くて、やはり何をつくるかということを十分に研究
されて、成功していらっしゃる方もおられるわけで

すが、それだからといって、そのまねをしていいの
かというと、なかなかそうもいかない。やはり生産
が少なければ値段もいいというこで、ところが皆さ
んがやりますと、なかなか値段も抑えられてしまう
というようなことで、だれでもが同じことをやって
いいということでなくて、やはり上富良野町は上富
良野町としての特色ある農業施策が私は必要でない
かなというふうに考えております。 
 そういうことで、今後農業施策については、思い
切った事業費をもって、例えば何か特色ある作物を
主体にした農業経営を奨励するとかいうようなこと
を考えてみてはどうかなと。 
 私も生まれは農家なのですけれども、農業をやめ
てからもう５０数年たちますので、そんなことで現
在の農業については、さっぱり無知でございます。
ですから、形をどうのというようなことはちょっと
私としては判断しかねるわけですけれども、そうし
たことは、やはり農業者の皆さんとよく農業施策に
ついての話し合いを場を設けて、そうした中でより
よい方向に向くような行政対応をしていただきたい
というふうに考えますので、よろしくお願いいたし
ます。 
 次に、交通安全問題についてちょっと２点ほど。 
 先ほどから基線交差点についての状況を再三説明
いただいたのですが、同じような説明を過去にも何
回もされているのですね。だけれども、改善に向け
て努力されるとは言いながら、それではどんな方法
がいいのかというようなことについての結果が全然
見えてこない。そういうようなことでなくて、非常
に大切なことなので、人の命は地球より重しという
例えもあるくらいですから、ひとつもっと先が見え
るような形での御答弁もいただきたいし、そうした
施策をお願いしたいと思います。 
 あの地点につきましては、特に冬期間は富良野方
面からは下りになっております。なおかつ、基線側
は両側とも上りになっているということで、車の通
行、ブレーキを踏んでもきかないわ、通行するのに
はなかなかすっとスムーズには基線側は走れないと
いうようなことで、あそこが事故が多発するのだと
思います。強いて言えば、欠陥路線でないかなと、
欠陥交差点でないかなと私は思います。 
 たしか以前に、町長が公安委員会か警察関係が
ちょっと忘れましたけれども、交通ルールを守って
もらえば事故は起きないというような御答弁があっ
たわけですが、とんでもない話で、交通ルールを守
れば事故が起きないのであれば信号機も要らないと
私は思うのですよ。そうしたことでなくて、やはり
もっと真剣に取り組んでいただきたいと思います。
この点、もう一度お願いしたいと思います。 
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 それから、基線北２７号の踏切を含む交差点です
が、この交差点につきましては、町長以前にも、前
町長にも平成８年までに２回、私、この地点につい
てはお願いしております。町長には、平成９年６月
１９日に最初お願い申し上げまして、その後、事あ
るごとに交通安全問題の質問させていただくときに
は、再三この点についてお願いしてきたわけです。
そうした点で、ただＪＲとのそうした直角云々の問
題だとか、地権者の問題だとかいうことで非常に進
歩を見てないわけですけれども、何かもうあきらめ
て、実際にはその点についての活動をしておられな
いのではないかというふうに私は疑いたくなるので
すが、この点についていつころをめどに、何年度ま
でに解決したいというそういう思惑があれば、ひと
つ御答弁いただきたいと思います。よろしくお願い
いたします。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １６番清水議員の再々質問
にお答えさせていだたきます。 
 私は、国の方の動向も十分見きわめなければとい
うような発言したように思いますが、それはＷＴＯ
の状況というのは、国が所管して、国の方で対応し
ていただくことを期待しているということでござい
ますので、御理解を賜りたいなと思います。 
 町の農業振興施策につきましては、農家の皆さん
方とＪＡさんがつくり上げました第４次農業振興計
画、平成１１年から平成１５年の５カ年期間をもっ
て対応する、その第４次農業振興計画に基づいた町
の農業振興策を講じているわけでありまして、単年
度単年度思いつきで対応しているのでなくて、この
５カ年間はこういうことをやりましょうということ
で、農家の皆さん方の意見をまとめてつくり上げて
いただいた第４次農業振興計画に基づいた農業施策
の展開をしているということで、ひとつよその町村
の物まねをしているということではないということ
で、ひとつ御理解を賜りたい。 
 それから、これはことし平成１５年で最終年度に
なりますので、今ＪＡさんにもお願いしております
のは、上富良野町農業の農家の皆さん方の意見を十
二分に集約した中で、第５次の１６年から始まりま
す農業振興計画を立案してくれと。その農業振興計
画に基づいて、行政は農家の皆さん方の期待に沿え
る対応で最大限できるように、振興計画に基づいて
農業施策の展開をしていきたいというふうに思って
おりますので、ひとつその計画に基づいて対応して
いるということで御理解をいただきたいなというふ
うに思っております。 
 それから交通安全対策、これはもう議員から御質

問いただく以前から、ここは先ほども申し上げまし
たように、交通安全対策会議の中におきましても重
要な部所というふうに認識しながら、それぞれの機
関にそれぞれの要望を展開しているわけであります
が、なかなか経費の問題、いろいろな問題等が絡み
合って解決ができ得ないというようなことと、また
町が直接対応できるものとできないものとがある
と。信号機つけるにしても、町がつけるわけにはい
かないというような部分も含めながら、これからも
十分その対応をしていきたいと思いますが、国道基
線交差点につきましては、非常に今あれをやるとす
ると、基線道路の交差点の変更をしなければならな
い。そうすると、あそこの私有の住宅も立ち退くよ
うな形の中で、道路が、あそこも御案内のとおり、
道路構造法によりまして、交差点の設定は９０度の
角度、ＪＲ踏切と同じように９０度の角度に持って
いかなければいけないということが、一つの対応が
道路構造上ありますので、そういうようなことも含
めて改善をしなければいけないというと、町の基線
の改修、それから国道の改修等々で、それぞれに多
額の財政投資をしなければならないというような部
分もございますので、そう簡単にいついつまでに対
応できますということには、なかなか財政的にも難
しいということでありますので、ひとつ最善を尽く
しながら、その現状の中でどう最少の予算で対応で
きるかというようなことも含めて、今公安委員会並
びに開発建設部、町と三者で今協議をしている最中
であると。 
 最終的に、現状では信号機の設置はでき得ないと
いう公安委員会の見解でありますので、そういった
対応も含めながら、ひとつ今後の安全策を考えてい
きたいというふうに思います。 
 それから、また２７号踏切でありますけれども、
これにつきましては、早急に町としては対処しなけ
ればならないと。あの２７号道路の通行状況、交通
量の状況を見きわめておりますと、早急に解決しな
ければならない、踏切改善をしなければならないと
いうふうに思っておりますので、地権者との解決が
でき得るならば、早急に解決したいというふうに
思っております。 
 ただ、現状では、まず地権者とのお話し合いにつ
きましてはなかなか難しいと。議員もひとつお力添
えをいただきたいなというふうに思うところであり
まして、どうかひとつそういった状況を御理解いた
だきたい。 
 町としては、もう来なくていいと言われながら
も、通ってお願いしているというのが実情でありま
すので、ひとつ御理解を賜りたいなというふうに
思っております。それができ得なければ、先ほど申
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し上げましたように、２７号道路の線形の変更まで
しなければならない。多額の財政投資をしなければ
ならない。現状の中では、そういうことが可能かど
うかということにつきましては、まず難しい課題で
ありますので、最少の投資で最善の対応を図れるよ
うに、今後も鋭意努力をしてまいりたいというふう
に思っております。 
 ただ、私といたしましては、この交通安全という
ことにつきましては、ハード面の整備も必要であり
ますが、ソフト面の対応ということが私は重要であ
る。ハードとソフト両面において、その対応するこ
とによって事故抑止が図れるものと、道路等々の交
通整備が十分充実としたとしても、やはりそこにス
ピードオーバーとかいろいろな部分があって事故発
生というもの起きるわけでありますから、ハード面
の整備、これも必要でありますが、ソフト面の推進
ということも必要であるというふうに思っておりま
すので、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１６番
清水茂雄君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１１番梨澤節三。 
○１１番（梨澤節三君） 私は、通告に従い質問い
たします。 
 初めに、市町村合併につきお聞きします。 
 先に同僚議員が２人市町村合併について質問して
おりまして、言っている内容についてはほぼ同じか
と思います。中富良野町に振り回されてはだめです
よということではないかと思います。 
 同じような質問ですが、切り込み方をちょっと変
えましてお聞きください。 
 さきに町が実施した市町村合併懇談会で、町長は
拙速議論を回避ということで、三段抜きで報道され
ていましたが、やはり町長もそのように思います
か。私もそう思いまして、３年前から合併情報を出
してはいかがですか、説明会、懇談会をしてはいか
がですかと言い続けていますが、どうもこの合併論
議を避け、タブー視し、現在の拙速議論に持ち込ん
でいるのは、町長みずからではないでしょうか。資
料も出さない、説明会もしないで拙速も迅速も言え
るものではないと思います。 
 懇談会で議論にならないと言っていたのは、参加
した住民の方の発言です。合併問題は、町にとって
大きな問題です。これは地方分権から始まり、地方
自治体に力をということで、国がこの合併を推進し
ているのです。 
 地方分権といいますと、１万３, ０００でもっ
て、これでもって分権されてやれるかやれないかと
いう問題が出てきます。こういう問題が出て、国は
１０万以上というのは本来目標ですか、特例法で３

万からやりましょうという、それが現状ではないか
と思います。私はこれを大きな問題としてとらえ、
早くから指摘しているのです。これは本来ならば、
町長の仕事なのです。合併資料には、法律支援、財
政支援とよい話もありますから、この話をすると、
合併賛成に受け取られやすくなります。しかし、合
併に賛成の人はおりません。ただ、住民の生活がか
かっていますから、そこの兼ね合いの問題だと思い
ます。 
 先週の国会で、現在の国会ですね。これで町長が
よく言う三位一体の話と特例法延長の話が出ていま
したが、片山総務大臣の答弁では、三位一体の話
は、まだまだ何年もかかる話であるから、その話で
もって合併特例法延長という話にはならないとはっ
きりと明言をしております。国の合併は進みます。 
 私が旭川でも富良野市でも、市議会議員であった
ならば、合併論議は絶対にしません。わかります
か。合併は法律で進みます。国はさきの昭和の合併
の失敗をしないため、話し合いをしなさいと言って
いるのです。これは自治労の報告にも書いてありま
したけれども、合併の話をする必要はないのです。
話し合いは、弱いところをかばい合う話になるので
す。だから中核となる市は黙っていれば、合併後は
過半数の議員がいますから、すべて議決して、最大
多数の最大幸福の民主主義、めでたしめでたしとな
るのです。もうこのことは、私は何回も議会で言っ
ています。黙っていて量を占めれるのは、過半数の
議員を持ったところなのです。 
 けさのこれは新聞です。合併協議で自治体綱引
き。原発財源、立地側、優先配分は当然、周辺側、
特別扱いはしない。ここ上富良野には、駐屯地と演
習場があります。黙っていれば、あとは議決でもっ
て、いやこれは全部に配りましょうということにな
るということをはっきり住民の方に知っていただか
なければならないのでないかと思います。 
 話はいろいろあります。せっかく１月から５市町
村の任意の合併協議会が発足し、５市町村共通の合
併資料が配付され、会議が開かれるかと期待してい
たところ、中富良野町が脱退し、会議が不成立とな
りました。議会決議をしたのかと思えば、していな
い。議員の中には、話をすることはよいことである
という議員もおりました。議会は反対から賛成まで
いて当然です。みんな仲よく全会一致などというこ
とはありません。 
 １２月の報道では、中富良野町は財政的に独立し
てはやっていけないと言ったかと思うと、１月には
合併協議会には参加しない。町が二つあるわけでは
ないのに話がわからない。この時間のない貴重なと
きに、空白帯をつくる中富良野町は、混乱を起こさ
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せるつもりなのか、理性のある話とは私は思いませ
ん。 
 そこで、合併の第２弾のこれは西尾試案、これが
どうなるかわかりませんが、強制合併まで中富良野
町には頑張っていただき、中富良野町を除いた４市
町村での合併協議会をしてはいかがか、お聞きいた
します。 
 次に、オンブズマン条例制定についてお聞きいた
します。 
 地方分権の名のもと、市町村合併は進みます。そ
して、執行機関が強力になっていきます。一方、議
会は最終的に２６名の議員となり、上富良野からの
選出議員も５、６名となります。強化される執行機
関に対し、議会は２６名の議員で緊張関係を保たな
ければならなくなります。 
 また、合併に伴い交付金、補助金、特例債等々巨
大な金が動きます。地域も広大となります。役所を
始め、あらゆる組織が動きます。合併当初は、議員
も職員も新規のことゆえ、みずからのことで手いっ
ぱいとなります。 
 そこで、ここにオンブズマンの組織を確立し、住
民の権利、利益を要望し、行政を監視し、その改善
を図る。そして、開かれた行政を推進し、理解と信
頼を確保する。このため、市町村合併のめどがつい
た段階でもってオンブズマン条例の制定をしてはい
かがか、お尋ねいたします。 
 次に、国旗、国歌と児童生徒の国際交流について
教育長にお尋ねいたします。 
 児童生徒に対し、国際交流をするということでご
ざいますが、その見聞は１０年後以降に芽を出すこ
とを期待したいと思います。 
 出発に当たり、日本の現状をしっかり認識させて
から行っていただきたいと思います。 
 さきに、某新聞が中学生以上の未成年者５,００
０人を対象に実施したアンケートを見ますと、日本
の将来に悲観が７５％となっています。日本の将来
に夢がないということですね。これだけ満ち足りた
生活をして、なぜそうなるのか。心の病にかかって
いるのだろうか、大人は心の病を与えていないだろ
うか、反省しなければならないかと思います。 
 次に、日の丸、君が代、国旗、国歌に関心がない
が約半数近くの４３％でございます。また、３割が
この子供たち、３割が日本国民として誇りを持てな
いとありました。一体どこの国の子供を育てている
のか、このような国は、世界中探してもないと断言
できると思います。 
 国際交流に行き、変わったもの、珍しいものを見
たり食べたりに行くのであれば単なる海外旅行、血
税のむだ遣いとなります。国際交流であるならば、

国旗、国歌の交換会も当然あると思います。自国の
みならず、他国の国旗に対する礼儀、自国の国歌君
が代を歌えなかったなどということは、決してない
ようにしていただきたいと思います。国歌は全員が
歌えるようにして行っていただきたいと思います。 
 小学校の父兄の方から投書をいただきました。国
歌斉唱の際の出来事に驚きを禁じ得ず、そのことが
ずっと頭から離れませんでした。こういう父兄もお
られます。国歌君が代を歌わない教師、児童を嘆い
ている、今言った内容です。交流先で声高らかに日
本の国歌君が代を歌ってくるだけでも、私は成果が
あるというように思います。当然国旗が掲揚されて
いるところを訪問するとは思いますが、老婆心なが
ら、国旗が掲げられているところの市長室、議会議
場、講堂等はよく注意をしていただきたいと思いま
す。 
 そう言いますと、偉そうなことを言うな、おまえ
のいる議会にも国旗もないくせにと言われるかもし
れませんが、これは議長が在任間揚げないと言明し
たことで決まったことです。 
 これは、引率の方に聞いてきていただきたいこと
があるのですが、アンケートでもって最もショック
であったのが、いや当たり前であるのかもしれませ
んが、この子供たち９割が政治家を信頼できると
言っているのです。 
 そこで、交流先でもって、ミドルスクール、ハイ
スクールのその子たちは、政治家に対する信頼はど
の程度であるのかなというようなことをできれば聞
いてきていただきたいなと思います。 
 国際交流は厳粛なものです。礼儀と礼儀のぶつか
り合いです。これは国と国のぶつかり合いというこ
とにもなります。根底にあるのは、愛国心というも
のになろうかと思います。日本人は礼節を守り、恥
を知る人間であることをしっかり見せてきていただ
きたいと思います。教育長のお考えをお聞きしたい
と思います。 
 次は、役場職員の選挙活動についてお聞きいたし
ます。 
 さきに、私は自治労はＫＳＤと同じく政治団体化
していないかと言ったところ、丁寧にもこのような
ものをいただきました。梨澤議員、自治労は政治団
体ではありません、自治労上富良野組合員だより
と、こういうのをいただきまして、ありがとうござ
いますとお礼申し上げたいと思います。 
 これが２００１年の３月です。その後、自治労元
委員長ら有罪、このように出ました。組合員に罰金
５, ５００万円です。この内容を言いますと、東京
地裁の判決が自治労委員長等有罪、裁判長は自治労
の犯行は納税者への不信感を抱かせ、その責任は重
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いとして、委員長に懲役１年６カ月、事務局長に懲
役１年、自治労に罰金５,５０ ０万円の有罪判決を
言い渡しました。その内容として、自治労が１０数
年前から裏金をプールし、組織対策と選挙運動資金
などに充ててきたとはっきり裁判で出ています。と
指摘して、このように明瞭に政治選挙運動をしてい
たと。 
 私は、議会で物を申すときは、ここに根拠を置い
て申しております。これが２００２年の６月。 
 また、役場庁舎内に自治労北海道壁新聞の称して
特定政党、自治労北海道壁新聞、名前までは言いま
せんが、民主党全員当選させようという、こういう
ようなポスターが張られているのです。特定政党
と、その候補のポスターを張っています。これは違
法です。これはやはり町長、助役が厳しく指導しな
ければならないと思います。これは、要するに規律
が乱れていると言っても過言ではないと思います。 
 ことし１月８日の報道で小泉総理は、最近統一選
挙が近くなり、地方公務員の選挙運動、政治活動の
動きで目に余るものがあると。公務員の選挙運動等
目に余る、首相苦言と、これ１月８日に出ました。
と述べ、公務員の政治的中立を厳守することについ
て述べました。引き続き総務省から、公務員の選挙
中立厳守、省庁自治体に指示。ですから役場にも来
ていると思います。 
 私は、今のような状況を何回も国に通告していま
す。ようやく動いたなという感じがします。 
 さらに３月６日、岩見沢市の職員組合は、臨時大
会で緊急動議を出し、１、専従役員制の廃止、これ
はちょっとわかりません、私には。２、組合費の引
き下げ、３、市職員組合からの市議会候補擁立廃止
など賛成多数で可決したとあります。これはきのう
の新聞です、このように出ました。 
 私は、一連の自治労北海道の状況を見ていて、下
部組織と言われるのかもしれませんが、市町村自治
労はなぜ怒らないのか、なぜ脱会しないのか、脱会
してはどうかということを前にも質問したと思いま
すが、疑問に思っていたところです。４５億円の裏
金です。全道に自治労会館全部建てられるはずで
す。町立病院の宿舎など貸さなくてもいいはずで
す。しかし、この自治労委員長は、みずからの豪邸
を建てております。町長が労働会館の心配など全く
する必要はないと思います。こういうことがわかれ
ば、町民があきれてしまいます。 
 そこで、役場職員の選挙、政治活動についてお聞
きいたします。 
 次は、最後の危機管理と有事法制についてお尋ね
いたします。 
 町長には、危機管理を地方から考えるということ

で、パネラーとして志方俊之氏、尾岸孝雄氏、これ
は虻田町長ですか、楢崎町長、あと学者とかそうい
う方、これ参加されまして、どうも御苦労さまでし
た。ちょうど十勝岳の火山情報が流れた後でもあ
り、大変有意義でした。 
 また、このフォーラムは、火山噴火、地震、拉
致、テロ、軍事攻撃まで時宜に適したものでした。 
 また、町長のパネラーとしての意見発表も、地に
足の着いた話でした。特に水源の水を使用できなく
なったとき、細菌というようなこともちらっと出た
かと思いますが、自衛隊の浄水器を使用する話など
は、他からは聞かれない話でした。参加者も、あの
ときはどちらかというと、有事の方に関心があった
ように受けとれました。 
 私が思いますのは、有事とは危機であり、管理と
は法制、ですから危機管理は有事法制イコールでは
ないか、表裏一体のものと私は理解いたします。有
事即危機において、住民の生命財産を守るのは自治
体首長、職員の責任であるとこのフォーラムでも
言っておりまして、皆さんもそのように認識してい
たと受けとめております。 
 この新聞を見ていただきたい。私たちは有事法制
に反対します。ここはいいと思います。この下で
す。自治労北海道本部なのです。ここの職員ではな
いのです。職員はこんな反対するはずないのです、
本部なのです、こういうのを出しているのは。大見
出しですね。 
 この方たちは本部なものですから、現場にいない
ものですから、責任放棄しているのですね、これ。
そして政治活動をしている。完全に北朝鮮寄りでも
つて拉致家族の方々の邪魔をしている、こういうこ
とにつながっていくわけなのです。 
 さらにこの時期、北朝鮮の拉致問題で、特定失踪
者リスト、それに上富良野町で仕事をしていた前上
さん２０歳、御承知だと思います。２０歳、この方
がリストに上がりました。恐ろしい話です。だれが
前上さんの情報を与えているのか、これはもう警察
の仕事です。いずれ解明されるかと思います。 
 私は、昨年９月定例議会に有事法制早期制定の意
見書を同僚議員とともに提出しました。そのときに
拉致についても質疑がなされ、私は拉致とテロは表
裏一体のものであり、有事ととらえるべきであると
言いましたが、反対意見は、拉致問題と北朝鮮問題
とは問題が別次元であると述べられ、このとき憲法
に抵触するというような話も出たかと思いますが、
その後意見書は議会において否決されました。 
 訪米された拉致家族の横田さん御夫妻がアーミ
テージ国務副長官と会見した結果、アメリカは、拉
致問題は現在進行形のテロであることを全面的に認
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め、北朝鮮との場においては、毎回必ず拉致問題に
言及すると言っています。なぜ日本では、同じ日本
人が苦しんでいるのに、さらに苦しめるようなこと
をするのか、理解に苦しみます。 
 私は、格好をつけるためにこのブルーリボンをつ
けているのではありません。被害者連絡会の方とも
会いました。署名もしました。苦労の連続であった
ビデオも見ました。涙が出ます。あの方々の血涙と
血の叫びを何ととらえるか、日本人ならすべてが応
援団でなければならないにもかかわらず、この方々
うっかり同じ日本人だから味方と思って近づくと、
足元をさらわれるのが現状で、アメリカに行くと
いったということかなというように想像します。 
 本来なら、自治体職員すべてがブルーリボンをつ
けて、拉致はテロ、有事法制の早期制定をとスクラ
ムを組むのではないのかなと私は思っていたので
す。 
 日本という国は、これも国会の話です。ノドン、
テポドンがぽんと飛んできて日本に落ちたら、災害
派遣だそうです。防衛庁長官が国会ではっきり言っ
てました。災害派遣だから、スコップとつるはしを
かついで行くのだと、こういうことです。こういう
国ですね。 
 上富良野町に関係ある方が、特定失踪者リストに
上がっています。だれか北朝鮮の工作員とつながり
を持った者がいるのです。やみくもに拉致などはで
きるわけがないのです。これから先は警察の仕事か
と思います。 
 そこで、拉致は明瞭なテロ、拉致は危機であり、
有事となるのです。危機管理と有事法制についての
考えをお聞きいたします。 
 以上で終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、１番目の市町村合併についての御質問であ
りますが、市町村合併の問題に対しましては、町広
報紙などを通じ、町民の皆さんへの情報提供に努め
てきたところであります。 
 また、富良野地区広域市町村圏振興協議会とし
て、市町村合併に関する共通の情報をお知らせする
ためにパンフレットを作成し、今年１月２７日発行
の町広報お知らせ版とあわせて、各世帯に配布させ
ていただいたところであります。 
 また、１月２２日より開催いたしました市町合併
懇談会において、このパンフレットなどを活用いた
しまして説明申し上げるとともに、参加されました
皆様より、貴重な御意見をいただいたところであり
ます。 

 この市町村合併の問題につきましては、今北海道
町村会及び全国町村会より、自治のあり方の提言を
国に示しており、また第２７次地方制度調査会の中
間報告も出されることから、今後の国などの動きを
注視する中で、この富良野圏域としての広域的行政
等のあり方を引き続き協議してまいりたいと思って
おります。 
 ４市町村での協議につきましては、現実問題とし
て中富良野を飛び越えての組み合わせになり、歴史
的なことや生活圏にかかわることなどから、可能性
は非常に薄いというものと認識いたしているところ
であります。 
 次に、２番目のオンブズマン条例についてお答え
いたします。 
 行政に対する苦情や不満を拾い上げ、公正・中立
な立場で迅速に処理し、住民を救済することを通じ
て、行政と住民のよりよき関係を築くことを目的と
するオンブズマン制度を導入している先進的自治体
が、限られた数ではありますが、あることを承知い
たしているところであります。このような新制度の
導入に当たっては、新たな人材の確保とあわせて、
それに対応する組織体制を強めることにつながるこ
とから、現状の問題点やその必要性などを十分に踏
まえ、さらに地域内の盛り上がりを背景として、具
体的な議論を経て導入の是非を問うことが重要であ
ると考えております。 
 これから将来に向けてあるべき行政機能として
は、必要であると思いますので、今後も調査研究を
行う課題であると考えております。 
 ３番目の国際交流については、教育長からお答え
することといたしまして、次の４番目の職員の選挙
活動についての御質問でありますが、改めて言うま
でもなく、一般職の職員の政治的行為については地
方公務員法で制限され、また選挙運動に関しては、
一般職を初め特別職の常勤・非常勤を問わず、公務
員全体について公職選挙法により一定の行為が禁止
されておるところであります。 
 この４月の統一地方選挙は無論のこと、今後行わ
れる各種選挙に関しては、他の自治体市長選挙での
公務員の逮捕事件を教訓に、改めて公務員の政治的
中立性の確保を徹底することが重要であると認識の
もとに、１月３１日付で統一選挙における地方公務
員の服務規律の確保についてとする文書により指示
をしたところであり、引き続き徹底を図ってまいら
なけばならないと強く感じているところでありま
す。 
 次に、５番目の危機管理と有事法制についての御
質問でありますが、有事法制における危機管理の問
題は、国の基本的な政策に関することであり、今後
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国政の場で議論が尽くされる、国民的な合意のもと
に対処されるべき問題と受けとめているところであ
ります。しかしながら、自衛隊が駐屯する町の町長
として、自衛隊との協調による町づくりを行政執行
の柱として進めてきておることから、有事法制に関
する私の基本的な考えといたしましては、有事に際
し自衛隊が受け持つ分野、そして自治体、警察、消
防、また国民の協力範囲が明確になることにより、
自衛隊の行動の円滑化が図られることが想定される
ことや、国民の保護に関しても、避難住民の誘導な
どの役割が明らかになるなどの理由から、有事法制
の成立については、期待するものであります。 
 また、地方自治体、地域住民とのかかわりが深い
面があることから、事前の十分な情報提供など、国
に要望してまいりたいと考えておりますので、御理
解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １１番梨澤議員の２点目
の国旗、国歌と児童生徒の国際交流についての御質
問にお答えさせていただきます。 
 議員から御指摘のありますように、今私たちを取
り巻く社会環境は、とても厳しい状況下にあり、次
代を担う青少年も、きっと日本の将来に対し、一抹
の不安と夢と希望の持てない時代と憂いの気持ちを
抱いているのではないかと思います。その結果がア
ンケート調査で顕著にあらわれているのではないか
と思っております。 
 また、国旗、国歌の問題に関しましても、学校教
育のみならず、日本人としての誇りと自覚を持ち、
郷土を愛するといった機運をつくっていくことも大
切であり、また国際社会において尊敬され、信頼さ
れるといった観点からも、重要視していかなければ
ならない課題であると認識しているところでござい
ます。 
 今後も学校においては、学習指導要領に示されて
いる趣旨が十分徹底されるよう、校長会等を通じ指
導してまいりたいと考えております。 
 また、国際交流についてでありますが、さきの執
行方針でも申し上げましたが、町づくりの原点は人
づくりとの基本理念や、今日の国際化が進む中で、
町民の国際理解を促進して国際性豊かな人づくりを
行い、新しい時代の町づくりに関していくことの取
り組みも大切であります。特に将来を担う青少年
に、百聞は一見にしかずという言葉がありますよう
に、日本のみならず、世界に目を向け見聞を広め
て、さらに知識を深めていただくことは、人材育成
の上からも大きな意義があり、また青少年に海外派
遣という大きな夢と希望、そしてあこがれを持た
せ、体験旅行で見聞を広げさせて、感動の機会を与

えることの意味からも、大きな成果を得られるもの
と考え、国際交流事業を実施しようとするものであ
りますのすので、御理解を賜りたいと思います。 
 また、今回実施いたします海外派遣についての体
験や交流内容につきましては、これまでも議員から
の御指摘の課題につきましては、国旗、国歌、文化
交流も含め実施いたしておりますので、御理解いた
だきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 危機と有事については、
町長の考えよくわかりました。 
 それから海外研修、これは長く時間かかると思い
ますが、教育長と私は同じ考えかと思います。ひと
つ、しっかりと研修をしてきていただきたいと思い
ます。 
 そこで、お聞きいたします。市町村合併から再質
問いたします。 
 今町民は合併資料が行かず、新聞には合併の話が
毎日報道されています。例えば、きょうのようにで
すね。不安に思っているのが現状ではないかと思い
ます。 
 私のところに、住民の方から投書が来ておりま
す。ずっと来ておりますが、取り残され組にはなり
たくない。南上川は、合併しない首領で占められて
いるというようにも書いてあります。書いてあるの
をこのまま読みました。そんなことはないと思いま
す、考えている最中ですから。この町、この地域最
大の合併の議論をしないということには、町長も議
会もならないと思います。 
 そこで、今市町村合併について、住民の中で最も
理解している、この合併を最も理解している町職員
に対し、アンケートをしてはいかがですか。自治労
上川南ブロック研究会の合併研究報告書を読みます
と、この前いただきました。全議員がいただきまし
た。非常に偏ることなく賛成、反対の立場で意見を
出してあって、わかりやすくつくられております。
よくできています。 
 そこで、そのアンケートしてもらいたいというこ
とでもって、聞いていただきたいなと思うのは、１
番目に市町村合併の住民投票の是非。 
 ２番目、合併特例債プラス補助金の約２５０億円
の要、不要。 
 ３番目に、合併後の職員削減は１５年かけて実施
するか、合併せず即５年でもって削減するか。 
 ４番目、合併財政支援項目のトップ、１番目に書
いてある交付金、概略年１５０億円です。これの１
０年間の要、不要について。 
 ５番目、町の借金、要するに地方債現在高１４０
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億円余りのこの返済方法。合併をしたならば一括返
還、全額ではないですが、一括返還は可能なところ
もあります。これは職員がよくわかるはずです。 
 そして、さらに合併が進んだ場合、聞いていただ
きたいなと思うのが、一つ、町長選挙が平成１６年
１１月にあるが、１７年３月には合併、この町長選
挙の要、不要。 
 ２番目に、議員特例法が２法ある。もう一つも聞
いていただきたい。これは新聞をにぎわしているか
ら。これは住民発議としてのも三つ。 
 一つは、合併後報酬はそのまま全員合併市議会議
員になる。次の選挙は２年後、これが一つ。 
 次は、合併後定数２６名の２倍５２名による設置
選挙、次の選挙は４年後、これが法律です。 
 次に、住民発議でひょっとして出るのではないか
ということも聞いていただきたい。住民発議で合併
と同時に解散、即２６名の選挙、次の選挙は４年後
ということです。 
 もう一つ、町の２０億円の基金の運用、そのまま
乗っていくのかどうするのか、この辺のところ。こ
れ職員ですからよくわかると思います。ということ
について聞いていただきたいと思います。 
 町の１３回の合併懇談会は、参加住民合計約１４
０名です。これは同僚議員も言っておりました。大
きな問題としては、まことに関心が薄い。 
 理由としては、説明会がない、資料が配付されて
いない、それから実感がわからない等々があろうか
と思います。 
 このときの議員の参加状況を言いますと、ゼロが
５名、１ないし３回が１１名。 
○議長（平田喜臣君） 梨澤議員に、ちょっと御発
言中ですがお願いといいますか、注意を申し上げた
いと思いますが、ただいまは梨澤議員の町長答弁に
よる再質問の時間を与えております。御自分の御意
見ということではなくて、理事者の答弁に対する再
質問ということを中心に御発言をいただきたいと思
います。 
○１１番（梨澤節三君） わかりました。 
 今議長に一言、言いたいのですが、これ今言って
いることは、町長に私が住民の意見を聞いてと、町
長の考えはというと、住民の意見、住民の意見と言
いますから、それでは住民投票してはいかがですか
と言ったら、今度は町長は議会の意見を聞いてとこ
う言うのです。ですから、この住民会、懇談会の状
況等も全部把握をして、この後質問に入っていきま
すのでよろしくお願いします。 
 それで、こういうことで同僚議員で全部行ってこ
れ確認してもおります。これで見ますと、市町村合
併は議員だけの問題ではない、住民すべての問題で

ある。だから住民投票の結果を議会決議をしたいな
というあらわれではないかというように私は思いま
す。 
 そこでお聞きします。市町村合併については、一
つ、職員アンケートをとる。２番目に資料を十分出
し住民投票をする。３番目に、自治労南上川の合併
報告書に基づき職員による説明会を、職員と合同の
説明会をする、この三つお聞きします。 
 ちなみに、鷹栖町は昭和の大合併で小さくてもき
らりと光る合併の反対の町だったのです。現在平成
の大合併では、この鷹栖町は４冊の資料を出して懇
談会をやっております、このように。この中には、
１市８町の資料というようなものも入れておりま
す。これをつけ加えておきまして、市町村合併の質
問といたします。 
 次に、国際交流で町長にお聞きしたいと思いま
す。これからの日本のため、子供たちのため、国際
交流参加の児童生徒の交流費用を全額町で負担して
はいかがですか。聞くところによると、生徒の交流
参加費用は、総額約４０万ということであります
が、自己負担が１０万円を超えているようです。今
この時期保護者にとっても大変であり、また町が計
画しているからということではなくて、真に必要と
認めるならば、全額面倒見るべきと思いますが、町
長の考えをお聞きしたいと思います。 
 次に、役場職員の選挙政治活動についてですが、
旭川の元道議、この方は市長選挙に出るということ
でやめられましたけれども、現職時代に道議会にお
いて、北教組の組合費の天引きは違法であると一般
質問しているのを報道で見ましたので、その道議に
お会いしたときに、天引きはどうなりましたと聞き
ましたら、これはやらなくなりましたと言ってまし
たが、多分御承知だと思います。 
 そこで、役場職員の組合費の給与からの天引きも
同じです。町民の血税を使って、町民のためでな
く、自分たちのための組合費を集めている。これは
だめなことは常識でわかるはずです。こういうこと
はやっておりません、公務員は。感覚が麻痺してい
ると善悪の判断ができなくなるのです。これにオン
ブズマンが入れば、私は一発だと思います。 
 そこで、自治労の組合費の天引きを中止してはい
かがということについてお尋ねいたます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） この際暫時休憩いたしまし
て、町長の答弁は休憩後に開会いたします。 

──────────────────                
午前１０時２６分 休憩 
午前１０時５０分 再開 

──────────────────                
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○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 ただいま１１番梨澤議員の再質問が終了いたしま
したので、その答弁を求めます。 
 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 通告と違う部分もありますので、私の頭の中で整
理させていただいた中でお答えさせていただきたい
と思います。 
 市町村合併の件につきまして、何項目かの御質疑
がございました。 
 まず、１点目の職員のアンケートについてであり
ますが、今庁舎内で職員の広域行政等の検討会議を
組織しておりますので、そういった中での十分な検
討を見合わせながら、その会議の中での方向づけを
させていただきつつ、職員のアンケートが必要とす
るならば、また考えていきたいなというふうに思っ
ております。ただ、基本的には、職員の中で庁舎内
におきます検討会議が今大いに活動をしております
ので、それらの意見というものを私は十分聞いて、
その対応を図っていきたいというふうに思っていま
す。 
 それから、情報の提供でありますけれども、今町
報にも市町村合併のページで報告させていただいて
おりますように、町が持つ情報につきましては、極
力というよりも、全面的に住民の皆様方に開示をし
ながら、住民の皆さん方とともに、この市町村合併
に対する情報の共有化を図っていくように努めてい
くことを念頭に置きながら対応していきたいという
ふうに思っておりますが、私ども自治体も当初から
お話し申し上げておりますように、これらの情報に
ついては十二分に、市町村合併に対する情報という
ものを掌握しにくい部分もございますので、そうい
うような部分に解消に努力をしながら、住民ととも
に情報の共有化に努めていきたいというふうに思っ
ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
 今後も町報等々を通じながら情報の提供を進めて
いきたいというように思います。 
 それから、住民投票につきましては、この件につ
きましての市町村合併についての住民投票につきま
しては、さきに議員の方からも御質問をいただいて
お答えさせていただきましたように、現状におきま
しては議会議員の皆さん方の判断というものを重視
しながら今後対処していきたいと。その状況等の中
では、議員の皆さん方が、あるいは町民の皆さん方
の盛り上がりの中で、住民投票という部分が出てく
るとするならば考えなければなりませんが、現状に
おきましては、住民投票を前提として対応していく

という考え方は持っていないということで御理解を
いただきたいと思います。 
 それから、富良野地区の自治労の皆さん方がつく
りました５市町村のいろいろな問題点につきまして
は、私も状況を承知いたしているところであります
が、これらにつきましては、私どもとは別な職員組
合自治労の対応でありますで、今後自治労が地域住
民との対応の中でどういう方向づけをしていくの
か、そこらあたりは自治労の判断の中で対処してい
くことで相なろうと。私の方から、いろいろなア
タックするということはないというふうに御理解を
いただきたいと思います。 
 それから、次の国際交流の関係につきましては、
教育長の方から答弁させます。 
 それから、職員の選挙運動につきましては、これ
はさきにお答えいたしましたように、公務員あるい
は地方公選挙法等々の含みの中で、既に１月３１日
に職員に対しては通達をもって指示をいたしている
ところであります。 
 また、給与の天引き等々につきましては、前回議
員からも御質問をいただいたところでありますが、
私といたしましては、今現在慣例で取り進めている
ことに大きな支障がない限り、継続して対応してい
くという認識を持っているということで御理解をい
ただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １１番梨澤議員の海外派
遣の問題、これは人材育成の部分については、私た
ちがほとんど受け持っておりますので、理事者と行
政配慮については十分協議させていただいておりま
す。その中でもＢ＆Ｇ、女性のリーダー、スポー
ツ、それから学校の交流、子供会、いろいろありま
して、これ全部７０％が基準になっております。 
 それから、海外派遣については、議員から御指摘
のありますように、４０万円ぐらいかかりますの
で、３割といったらちょっと父兄負担が多いのかな
という意識は持っておりますけれども、これは指標
をきちっと立てて、３年後にはこういう事業をやる
よということであれば、積立制度を設けるとか何と
かということで、父兄との話し合いの中で行きやす
い、多くの人たちが出席しやすい、参加しやすいと
いうことで配慮するということで考えておりまし
て、今回も５０％だったのが、理事者の方と協議の
中で７０％までしていただいたということでござい
ますので、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜りま
す。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 市町村合併について再々
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質問をいたします。 
 この市町村合併というのは、鳥瞰図といいます
か、鳥の目かと思います。高いところから広く見
る、北海道全部を見るというような鳥の目かと思い
ます。そういうことでもってお尋ねいたします。 
 上川中央の１市８町、それから十勝の大合併、釧
路の１市６町村合併、今話が出ております。この北
海道地図を頭に考えてみてください。そういう状況
でもって、苫小牧、千歳空港、札幌、小㌭、黄金の
ベルト地帯、ここの人、もの、金の流れは、特急、
高速自動車道で占冠を通って日勝トンネル、これは
新しくなります。日勝峠は事故が多い多いというこ
とで、日勝トンネル立派なのができます。その日勝
トンネルを通って帯広、釧路の道東に行きます。そ
の逆にもなるわけです。占冠をかすめて札幌圏に物
流があると。 
 もう１本、１２号線、これにやっぱり高速自動車
道、それから特急、これを通って旭川、名寄、それ
からもう一つは旭川から石北を通って道東へと、こ
ういうことになっていきます。 
 それで、今までは観光でもって、富良野の隣が旭
川だったのです。今度はもしこれ合併が進んだら、
旭川には大雪山あり、層雲峡あり、十勝岳が入る。
強力なものになります。 
 また、農産物にして、上川中央の米穀類に流通機
能を持った旭川がつき、これも強力になります。物
の流れ、物流が端々を通っていくわけなのです。そ
の狭間に上富良野が、この富良野圏域があります。
将来は、富良野圏の物産は占冠に置いたらいいので
ないのというようなことも考えなければならなくな
るのではないかと。 
 それから市町村合併、景気回復、農業問題の落ち
つくのが、あと５年かかると言われております。市
町村の場合もそうですね。今１５、１６、１７、１
８、１９、ちょうど５年です。景気回復もそのよう
に言われております。 
 そこで上富良野の歴代町長は、みずからの構想に
向かって努力ができました。が、尾岸町長には、だ
れもが避けて通りたいこの市町村合併という、いま
だかつてない大問題が出てきたわけなのです。そし
て、この状況を一番把握しているのは、町長だと思
います。だれよりも町長が一番よくわかっている、
この流れについては。だれかれに、この大波は越え
ることはできないのです。 
 町長は平成１７年３月の市町村合併、してもしな
くても、この大波を上富良野号が越えられるように
進路をしっかりとって、障害を配慮しなければなら
ないのです。これをしっかり越えることが、他の市
町村号より優位に立つことができるのです。地獄の

戦場で、しんがりを受け持つことは大変名誉なこと
であります。それだけ難しいと言われている、そう
いうような状況に入ってきております。町長みずか
らの名誉と、上富良野町のためにもしっかり構想を
練り、この大波に試練に向かっていっていただきた
いと。 
 そこでお聞きしたいのは、道東と旭川圏域のこの
狭間の富良野圏域、特にその中にあって上富良野は
どうあるべきか、考えをお聞きいたします。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 いみじくも議員から御発言ありましたように、私
にとりましては、歴代町長時代になかった市町村合
併という大きな課題と、あわせて財政的な危機と、
この二つがのしかかってきているわけでありまし
て、これらの対応をいかに対応していくか、議員の
皆様方から御質疑ちょうだいし、御心配をいただい
ておりますように、今後の我が町の財政運営をどう
していくかということも含めながら、市町村合併に
対しましては、最終的なその方向づけというものを
示さなければならないときが来るものというふうに
思っております。 
 ただ、私は今まで申し上げておりますように、平
成１７年３月までの期限となっております合併特例
法の期限が切れるから、期限内にしなければならな
い、合併をしなければならないという前提の中で、
この合併を判断していくことは避けたいというふう
に思っております。 
 今後我が町の将来像というものをいかに組み立て
ていくかということの最も重要なのは、一つには言
うならば、いつも申し上げております地方制度審議
会が方向を定めているであろう基礎的自治体という
ものの人口の構成であります。 
 それともう一つは、やはり地方財政がどのように
なっていくか、地方財政の方向づけを国はどのよう
にしていくのかというようなこと見きわめながら、
我が町の財政運営を比べ対応しながら、今後の町づ
くりに向かって対処していけるのかどうか、財政運
営ができるのかどうか、そういった部分を十分見き
わめて判断をしていかなければならないというふう
に思っておりますが、現状の中におきましては、皆
様方からお話を承っておりますように、市町村合併
に対する懇談会等々も開催させていただきました
が、参加する方々、町民の皆さん方の参加が非常に
少ない中ではありましたけれども、参加した皆さん
方の中で、合併の方向を進めるという強い意見とい
うものは出てこなかったように私自身は認識いたし
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ております。できることならば、自主自立の町づく
りを目指してはどうかというような声があったなと
いうふうに認識をいたしておるところであります
が、最終的な判断をするに当たりましても、やはり
町民の皆さん方の意向というものを十分見きわめな
がら、我が町の将来像を見誤らない判断をしていか
なければならないというふうに思っておりますし、
このことにつきましては、合併する方向を選ぶにし
ろ、合併しない方向を選ぶにしろ、将来的に町民の
皆さん方が歴史の中で判断をされるものというふう
に私は認識いたしておりますが、その判断のどちら
に向かっても誤りがなかったという最善の方向を定
めていくということが、議会議員の皆さん方と十分
意見を調整させていただきながら方向を定めていく
ということが重要だというふうに思っておりますの
で、今後も皆様方の御意見を賜り、御指導賜ること
をお願い申し上げたいというふうに思っておりま
す。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１１番
梨澤節三君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ
りました点について質問いたします。 
 まず、第１点目には、雇用対策であります。 
 今政府が進める雇用対策というのは、まさに多く
の労働者からも危惧されるという状況にあります。
小泉政権のもとでの経済政策の失敗が、多くの失業
者を生むという状況になりました。そういう状況の
中で、失業率も５.５％ に悪化するという状況の中
で、総務庁の発表でも、完全失業者の失業期間も長
期化し、３割以上が１年以上の失業者であるという
ことが発表されるという状況になりました。しか
し、政府はこういう状況があるにもかかわらず、失
業給付に至っては、改善どころか改悪という状況の
中で、失業給付期間を短縮する、給付金を削減する
という状況の中で、雇用保険法の改悪法案を国会に
提出するという状況になり、この点についても労働
者からも失望の声と怒りの声が上がるという状況に
なっています。 
 今こういう状況の中で、地方自治体において求め
られるのは何でしょうか。それはいろいろな制度の
不備があったとしても、この雇用対策特別交付金を
活用した就労の場所を行政としても最大限提供でき
る環境づくりをしなければならない、こういうこと
ではないでしょうか。 
 しかし、ここでよくその活用に当たって注意しな
ければならないのは、昨年の例に見られるように、
このお金が観光マップという形に姿を変えるという
状況の中で、その雇用が実際どのぐらい図れたのか

わからない状況では、本来の雇用対策とは言えませ
ん。そういう意味では、町においてもきっちり雇用
に結びつく、こういう対策が町においても求められ
ていると思いますが、町においては、この現状を踏
まえた中で、一般、新卒、未就業者の雇用対策の状
況、また雇用状況についても、どのような対策と見
解をお持ちなのか、この点について町長の見解を求
めます。 
 次に、学童保育所の設置の問題について伺いま
す。 
 今や働く親たちの切実な要求として、学童保育所
の要望があります。学童保育所が児童福祉法に基づ
く事業になってから、約５年になろうとしていま
す。その役割は、ますます重要度を増すという状況
であります。しかし、その一方で、多くの課題も指
摘されています。例えば学童保育所を設置したけれ
ども、単なる従来の児童館の延長上であるという問
題、指導員の不足、また指導内容そのものが不備、
実情に合わないという状況が指摘されています。こ
のことを振り返ってみれば、当町においても、この
学童保育所の要望があるにもかかわらず、相変わら
ず窓口がどこなのか、あるいは親に至っても、どこ
にこういう要望を届ければいいのかわからない。実
際、親からも不満の声が出るという状況でありま
す。 
 こういう状況の中で、質問に対しても、町は相変
わらずこの需要がはっきりしないという形の中で、
あいまいな態度をとっているというのが実情であり
ます。 
 今町においては、こういう学童保育があるという
ことをしっかり踏まえて、みずからの責任をあいま
いにすることなく、その責任を全うするということ
が今求めらていると考えています。 
 なぜこういう問題に対して後ろ向きになるのかと
いうところであります。これは、ただ計画がないと
いうだけではなく、子供たちの置かれている現状を
しっかりと真っ正面からとらえない。とらえたとし
ても、そのとらえ方が希薄である、こういうことで
はないでしょうか。ですから、私は行政の事実上の
こういう問題に対する責任放棄と考えざるを得ない
と私自身考えております。この点について、町長は
どのようにお考えなのか、また今後の対策として、
今後学童保育所の設置についてはどうお考えなの
か、明確な答弁を求めます。 
 次に、特産品の開発について伺います。 
 今政府が進めてきた町づくりという点では、農業
や商工業、各階層において手痛い打撃をこうむると
いう状況になっています。そういう状況の中でも、
地域の経済を何としてもこの衰退から後退すること
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なく前向きに新たな経済の活性化に向けて立ち直ろ
う、何とか立て直そうという機運もあります。 
 今多くの自治体では、そういう流れの中で、地域
住民や多くの力を持った人たちを巻き込んだ新たな
町づくりが出発しようとしています。そういう意味
では、当町においてもこういう流れの中で、新たに
地元の農畜産物を使った地産地消の立場から農産物
の新製品を開発する、こういうグループや、あるい
は団体も出てくるという状況になってきています。 
 また、商店街においても、活性化のためという新
しい企画をもって、何とかこれを軌道に乗せたいと
いう方々もいます。しかし、そういう思いを実現す
るとすれば、いろいろと越えなければならない壁が
あるという状況の中で、二の足を踏むという状況も
あります。 
 今町において求められているのは、こういう多く
の人たちの総意や心意気をしっかり受けとめて、こ
れをどう町づくりの活性化に生かすかということ
が、町づくりの大きなテーマになってきているので
はないでしょうか。そういう意味では、町において
も、また多くのこういう力のある人と力を合わせ調
整できるようなコーディネーター役、こういう人が
いないという問題もあり、この点で改めて町づくり
とは何かと考えたときに、今１万２,０ ００人の多
くの町民の中には、多くの経験を積んだ知識や経験
を持った豊かな方がたくさんおられる。その人脈
を、いかにその力をかりて新たな町おこしの起爆剤
としての新商品の開発のために、それをどうこちら
の方に振り向けるかということであります。私は、
そういう意味では、特産品の開発するチームを住民
を巻き込んで設置するということが今求められてい
ると思いますが、この点についての町の見解を求め
ます。 
 次に、住宅のリフォームに対する補助制度につい
てお伺いいたします。 
 今長引く不況の中で、地域の活性化や産業の立て
直しが求められております。しかし、上富良野町で
は、土建業者が不況の中で倒産するという状況も生
まれております。それでは、こういう中でどう町の
資源を有効的に活用するかということ、この点に今
町づくりの視点をもう一度置くことが必要だと思い
ます。上富良野町には働く人がいる、また農産物を
生産する人がいる、そこには消費する人がいるとい
うことをしっかり見た上で、この働いたお金を地元
で１円でも多く滞留し、使ってもらうという工夫が
大事だというふうに私自身考えています。そういう
意味では、住宅リフォームにおけるこういう施工に
当たっても、地元外の町外業者が多く請け負うとい
う傾向があり、その点でも所得の流出が起きており

ますから、この減少を少しでも食いとめるために、
また地元に就労や、あるいは仕事の確保という点で
も、住宅のリフォーム時に一定の町の補助制度を設
けて、地元業者の仕事の確保と就労対策のこの側面
からも大事な手段と考えておりますが、この点につ
いての町の見解を求めます。 
 次に、子供の権利条約の制定の問題であります。 
 子供の権利条約には、子供は社会の一因として尊
重されるふさわしい環境をつくることが求められて
います。しかし、まだその願いに沿った社会環境と
いう点では、不十分な点があります。生涯多くの社
会には、子供が好むと好まざるとにかかわらず、い
ろいろな落とし穴があり、そういう中で子供の非行
や親子の断絶という形の中での大きな社会的な問題
が介在するという状況になっています。そういう意
味では、本当に子供たちの将来を考えたときに、こ
の上富良野町においても生涯教育、子供たちの多く
の人たちが健やかな環境を願っているわけですか
ら、その思いをこの町でどうつくり上げていくかと
いうことです。それは、多くの町の人たちにも安心
して住める環境をつくるということと等しいものだ
と私は考えています。 
 この間のこの上富良野町の町づくりはどうだった
でしょうか、子供の目線に立った条例だったでしょ
うか。 
 また、道路や公共施設の整備においても、常に大
人からの目線で物事を考え、つくるという状況では
なかったでしょうか。そういう意味では、私自身も
反省を含めて、今後この間、上富良野町における子
供の権利条約の制定、その中で健やかな子供たちの
環境を守るという、この点からの環境づくりをすべ
きだと考えています。 
 この間、上富良野町においては、子供議会も開催
され、多くの立派な子供たちの意見もたくさん出さ
れるという状況にあります。そういうことをきっち
りとらえて、上富良野町における将来の子供たちが
社会に出たときに、一人一人が自己の自覚と責任を
持って、しっかりどんな困難に当たっても勇気と知
恵を身につけて乗り越えるという環境づくりを大人
みずからもつくるということが今必要だと考えま
す。 
 今後上富良野町において、子供中心の町づくりを
すること、そのために権利条約を制定すべきだと考
えますが、この点についての教育長の見解を求めま
す。 
 次に、図書館の設置の問題です。 
 図書館の整備については、住民から長年の切望さ
れておりますが、しかしいまだにその方向性もはっ
きりしないという状況であります。確かに、この間
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になっては財政難という状況もありますが、しかし
このような施設というのは、もう既に建っていなけ
ればならない、もしくはそれにふさわしいような環
境がつくられていなければならないという状況であ
ります。しかし、この間の町では、いろいろなもの
が先行して建ったけれども、この図書館というのは
なかなか後々という形の中で、その建設年度や充実
の方向性すら見えていないという状況になっていま
す。 
 今多くの人たちが生涯教育という形の中で、情
操、そしてそういう子供たちを育てたいという願い
があるわけですから、一つの形態としても、この図
書館の建設というのは、その方向をきっちり示すべ
きだと考えております。この点についても、現状に
おける図書館の狭隘な打開策も含めた教育長の見解
を求めます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、１点目の雇用対策についての御質問であり
ますが、企業の雇用環境の厳しさが全国的に続く中
で、富良野地方も同様に厳しい情勢となっておりま
す。富良野公共職業安定所の１月末の調査では、富
良野沿線５市町村の常用の有効求人倍率は０.４５
倍で、全国平均を下回っております。 
 本年の新規学卒者のうち、富良野沿線の各高校の
未就職者は、２月末現在、上富良野高校で１人、富
良野高校８人、富良野緑峰高校で１５人、南富良野
高校で６人となっており、このうち当町出身者は１
５人であります。そのほとんどの生徒が、希望にな
かなった就職先が見つからないことで未就職の状況
にあるわけであります。 
 地元の上富良野高校では、生徒が在学中に将来の
職業生活に必要な知識や技術、技能を習得したり、
職観を形成できるよう、進路などに関連した就職体
験を行うなど、就職に強い学校を目指し、地域に密
着した取り組みを積極的に行っているところであり
ます。 
 今月も２年生と、その父母を対象に、公共職業安
定所から講師を招き、就職説明会の開催を予定して
おり、就職の道が開けるよう支援に努めているとこ
ろであります。 
 その結果の一つとして、本年は７人が町内企業に
就職が内定するとともに、５人が自衛隊への入隊を
予定しております。 
 また、町においては、国からの緊急地域雇用創出
特例交付金を財源として、平成１２年度から本事業
に取り組んでおり、これまで６事業を実施し、新た
に延べ８８３日の雇用を図りました。平成１５年度

においても２事業、７８０万円の人件費で地元の失
業者８人、延べ６３３人の雇用を計画しておるとこ
ろであります。 
 今後も雇用の創出の場を図るため、地域企業の発
展が欠かせないめ、、引き続き企業振興措置条例に
よる固定資産税の課税免除や借入金の利子助成に加
え、新規の雇用に対して助成金を継続して交付する
ととも、新卒の未就業者を役場内での臨時職員の交
代雇用に振り向けるなど検討を進めてまいりますの
で、御理解を願いたいと思います。 
 次に、２番目の学童保育につきましては、町では
現在両親が仕事の関係で日中留守にする家庭の小学
校低学年児童を対象に、東と西の二つの児童館の機
能を生かし、それぞれ１５名を限度として保護者の
利用申し込みを受け、放課後の受け入れを行ってい
るところであります。 
 学童保育の名称はつけておりませんが、遊びの指
導や行事を数多く取り入れるなど、近隣自治体が
行っている学童保育と同じ内容で実施しております
ことを御承知いただきたいと思うところでありま
す。 
 なお、今後の学童保育所を含め、放課後の児童対
策への対応につきましては、本年度策定します児童
育成計画、いわゆるエンゼルプランの中で意向調査
を行い、保護者のニーズや対象者数の把握に努め、
現児童館の運営形態でよいのか、どれだけの方が施
設の拡充を必要とするのかなど、学童保育所の必要
性と明確化について十分に見きわめてまいりたいと
考えておりますので、御理解を賜りたいと思いま
す。 
 続きまして、３点目の特産品の開発についてお答
えさせていただきます。 
 近年、消費者から食に対する安全・安心が求めら
れる中で、生産者の顔の見える農産物づくりから販
売までの地産地消の取り組みが各地で広がりを見せ
ております。私も地元の農産物を使い、特産品の開
発を進めていくことについての必要性を感じている
ところでありますが、本町にも既に生産者みずから
地場農産物や農産物加工品を店頭販売や消費者に直
接提供するグループ、団体がおられますので、今後
も情報提供などの支援を行ってまいります。 
 特産品を開発するチームの設置については、行政
主導で進めるのではなくて、自発的、主体的に取り
組めるような環境づくりに努めることで努力してま
いりたいと考えております。 
 次に、４番目の住宅リフォームについての御質問
にお答えさせていただきます。 
 長寿高齢化社会を迎え、高齢者、身障者の居住環
境改善を目的にした個人住宅の改修、改造の補助制
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度や、過疎対策としての定住促進、地元産業を守る
ための担い手確保、新エネルギー活用などを促すた
めの個人住宅への新築、大規模改修に対する無利子
融資や利子補給など、一定の施策目的をもって独自
の補助制度を実施している市町村もあります。 
 当町においても、町の商業振興を図る目的をもっ
て小売業等の事業者に対して店舗の新築、改装等を
行う場合には助成を行っております。 
 御質問の地元業者の仕事を確保する目的を持って
補助制度を設けるところは承知していないところで
あります。と申しますのも、個人が行う住宅改修に
対して補助金を支出するということは、一定の行政
目的や公益目的があるか否かが問われるわけで、こ
の点が極めて難しいと判断しております。 
 仮に補助制度を設けるとしても、対象範囲が全町
に及ぶこと、また、どの程度の改修範囲とするの
か、補助制度の期間の問題、さらには財政的な問題
もあり制度化は困難と考えておりますので、御理解
を賜りたいと存じます。 
 残ります子供の権利条約と図書館については、答
弁は教育長からお答えさせていただきます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の子供の
権利条例の制定についての御質問にお答えいたした
いと思います。 
 子供の権利条約につきましては、１９８９年に国
連で採択されまして、日本でも１９９４年に批准さ
れたところでございます。 
 この権利条約は、子供たちの権利についての理解
を深め、その権利を保障できる地域づくりをねらい
としているところでございます。 
 その内容といたしましては、子供の生きる権利、
参加する権利、育つ権利、守られる権利に大別され
ているところでございます。子供たちがこれからの
時代に向かって心身ともに健やか、しかも心豊かに
生きていくためには、地域の子供は地域全体で育て
るとの基本理念のもとに、これからも意を用いて育
成していくことが大切なことであると思っておりま
す。 
 また、子供は社会に参加することで大きく伸びる
といったことの理解もしながら、昨年は子供議会や
子供サミット等を開催し、子供たちの町づくりを含
め、いろいろと貴重な意見や要望をいただく機会を
設け、成果を上げているところであります。 
 議員から御提言のあります、当町での子供の権利
条例の制定につきましては、子供の権利を尊重し、
社会に参加していただく機会の促進を図る目的で条
例化を進めている自治体もふえている状況でもあり
ますので、今後内容を十分検討させていただき、そ

の対応を図ってまいりたいと考えておりますので、
御理解をいただきたいと思います。 
 次に、２点目の図書館の整備についてであります
が、さきの執行方針でも申し上げましたとおり、現
在の図書室は昭和４６年に設置され、以来３２年を
経過しており、施設も老朽化し、狭隘の中で施設機
能も悪く、大変不便な中で利用していただいている
状況でもあります。 
 図書館の整備につきましては、町民の方から早期
実現を熱望されている町の重要な懸案事業であるこ
とも十分認識しているところでございます。 
 また、利用者の利便性の向上を図るため、現施設
を改造するか、空き室を利用しての整備を図っては
どうかとの意見もあるところでありますが、現在の
図書室には約４万冊の蔵書を置いており、これらの
蔵書を保持する建物の床などの耐力度にも問題があ
り、さらに施設も老朽化しているため、整備には多
額の費用を要することから、その対応にも苦慮して
いるところであります。 
 新しい図書館の建設につきましては、多額の財政
投資を要することもあり、現在整備計画の目標年度
は明確化されておりません。今後、一年でも早く整
備年度を明確化するよう理事者と十分協議を重ね、
町民の皆さんの期待にこたえることができるよう、
さらに努力をしてまいりたいと考えておりますの
で、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） まず、学童保育所の問題
についてお伺いいたします。 
 １５名の定員で実施しているということの話であ
りますが、いつから実施されたのかというのが一向
にわからない状況で、この文書見ましたら、３月４
日に放課後児童対策事業による児童館の利用という
ことで、文書が流れております。この文書を見ます
と、幾つかの問題点がまた見えてきています。例え
ば開館時間に至っては、１０月から２月までは１０
時から４時３０分までだということの設定でありま
す。こういう時間の設定というのは、普通パートを
いわゆる基準として設定したのかもしれませんが、
今５時、６時という形の中で、働く親がふえてきて
いるという状況になってきています。そういう意味
からしても、まさにこれ紙上調査しなくても、そん
なことはわかることなのですよ。こういう点を全く
無視して時間の設定も行っているというところに、
その思いがどこにあるのかというところを私自身は
もう一度お伺いしたいというふうに思います。 
 それと、学童保育所という名称は打ってないけれ
ども、児童館という中で行っているということなの



 

― 23 ―

だけれども、しかし指導員の配置はどうなのかとい
うことで、実態も見てきたら、もう指導員の方も東
は、特にもう混雑して大変なんだと。確かに町の方
では、そういう形でやってほしいということを言っ
ているけれども、これ以上もう、現行でも指導員を
ふやしてもらわないと、本当に対応できないという
ことを言っているわけですから、こういうことをや
はり整備もされないで、一方的にこういうことをや
るというところに、町の子育て支援とは何かという
ところの私は疑問点が生まれてくるわけなのです
よ。そういう意味では、本当にこういう意味で、私
は行政が子供に対する姿勢の支援の真っ先に責任放
棄だという表現を使うのは、この部分なわけです。
このことをどう解決するのかということをもう一度
伺いたいし、それとさらに伺いたいのは、これ文書
配付は学校まで配付してないと思います。児童館だ
けだと思います。こういう文書を配付するとすれ
ば、学校と連携しながら社会教育ということ、生涯
教育ということをうたっているわけですから、学校
にもきちっと配付されているのかどうなのか、そう
いう中で先生とも連絡とり合って、一人一人の子供
たちのやっぱり環境も把握できるわけですから、そ
ういうこともされてないと思いますが、この点はど
のような状況になっているのか、お伺いしたいとい
うふうに思います。 
 お母さんのいろいろ話聞きました。全く上富良野
町の学童保育に対する姿勢というのは、取り組みが
遅いということを言っているのです。共通して言っ
ているのです。もっとこういう問題に対しては、
きっちりとこういう施設があるとすればですよ、
やっているとすれば、広報で公開し、学校でもき
ちっと公開する。そこに行っている児童だけが対象
でないわけですから、こういうことをやってほしい
ということをすべてお母さんやお父さんも言ってい
るわけですよ。このことをどう考えているかという
ことを、もう一度町長この現場預かる責任者とし
て、こういう実態を放置して、なおかつこういう問
題取り組むのかということなのですよ。当面の課題
としては、こういう措置として経過措置もあるから
いいけれども、私は本当に町のやっていることに怒
りを感じる。このことについて、町長の見解と現況
について、もう一度確認しておきたいというふうに
思います。 
 次は、雇用対策の問題です。昨年はマップをつく
るということで、実際雇用が生まれたかどうか
ちょっとわからないという状況あります。ことしは
聞いたら、図書館の整備ということで、それにかか
わる雇用対策という形で、４名ぐらい８０日間ぐら
いの雇用ができるということなのですが、もっとこ

ういうものとぶつけて雇用対策もいいと思うのです
けれども、もっと雇用がふやせるようなやっぱり環
境づくりという点で、もっと努力すべきではないか
というふうに考えています。 
 確かに８人の雇用が生まれるということを言って
いますけれども、これに至っても公募すると。一般
公募だとかいろいろな手段を使って、やっぱり一人
でも多くの方が、こういった雇用対策にのってこれ
るような環境づくりという点で、その周知ともっと
工夫すべき点があると思いますが、この点につい
て、もう一度お伺いたいします。 
 次に、特産品の開発の問題ですが、行政主導では
だめだということは、これはよくわかりますが、こ
の間のいろいろな町の取り組みの中で、私自身問題
だと思うのは、行政主導はだめだと言っているけれ
ども、そこに側面から当然行政がかかわるというこ
とは大切なことなのです。今町の町づくりの中で一
番欠けているという点は、それぞれの責任分野とい
うのは、それは自覚しなければならないけれども、
しかしその側面の援助という点で、行政もしっかり
とこういう問題に取り組むという形をつくるという
ことが今必要だというふうに思うのです。これだけ
景気が悪くて、町づくりという点でもなかなか明る
いムードがないという状況の中で、やはりきちっと
した体制をつくってやれる環境をつくるということ
で言えば、町をさらに活気づけるという点でも大切
な原点だと私考えています。そういう意味で、もう
一度行政主導というところに矮小化するのではなく
て、そういう人たちの意向も酌めるような環境をつ
くるということから出発することが今大事だと思い
ますが、この点について、このチームの設置とあわ
せて、どういう考え持っているのかお伺いいたしま
す。 
 住宅のリフォームについては、はっきりしていま
す。これは生産しているお金があって、そこに住ん
でいる人たちがいるという関係です。このお金をい
かにこの上富良野町の中で１円でも多く対流させる
かということですから、確かにこういう制度をつく
れば、個人が行うものということになる場合もあり
ます。その問題言えば、今行われている政策も、そ
ういう問題や矛盾をたくさん抱えているのです。こ
れをどういう視点からとらえるのかということなの
ですね。つまり、こういう長引く不況の中で、雇用
や業者が低迷するという状況の中で、これを少しで
も打開するために、やはりこういう対策をとって働
く場所、就業する場所を確保するという立場から行
えば、できないことはないというふうに考えている
ところです。 
 もう既に他の市においては、１０万円限度だけれ
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ども、こういうものを実施してやっているところも
出てきています。そういうものも含めて、もう一度
見解を求めておきたいというふうに思います。 
 次に、子供の権利条約の問題では、今後考えると
いうことですから、この問題については、十分上富
良野町も考える必要があると思います。 
 今子供議会が開かれました。これを単発で終わら
せることなく、これをいかに次の段階に発展させる
かというところの取り組みが、どうしても上富良野
町は弱いような気がします。それぞれの行事はある
けれども、それを網羅した中で、やはり次の段階に
持っていくというところをしっかり着眼点として見
るということですね。ここをしっかりとらえた中
で、この子供の権利条約というのをつくる必要があ
ると思います。 
 川崎市では、もう既にこういったものがつくられ
て、また奈井江町においてもつくられております。
ここの着眼点というのは、共通しているのは、やっ
ぱりいろいろな悩みを抱えた子供たち、社会環境の
中で、親も家庭の中でいろいろな大変さを抱えて生
活しているという状況の中で、やはりそういう子供
たち、親たちも含めてそういう環境を変えるために
どうしたらいいのかという、そこを原点としてやは
りこういった取り組みを徐々に徐々に遊びの場の提
供、あるいは施設を改善するという形で進めてきて
います。そういう意味では、もう一度ぜひこの点を
踏まえた中での子供の権利条約の制定をぜひ進めて
いただきたいというふうに思いますが、この点もう
一度答弁願います。 
 図書館については、いろいろな施設が先行して建
ちました。財政的に計画をすれば、建てる、ない、
そういう時期もなかったと思います。私ここで言い
たいのは、こういう生涯教育だとか情操教育だとか
という形の中で言われて、叫ばれて久しいのに、
やっぱりこういうものに対する見方というものが生
涯教育と結びつかないという点が、こういったとこ
ろに出てきているのだと思う。短絡的にはそういか
ない部分もたくさんありますが、そういう点からき
ちっと計画を持つ。確かに財政がないという状況も
わかります。わかりますけれども、そこにきちっと
した計画を持って対応できるような対策というのが
きちっちりと明示する必要あると思いますが、もう
一度この点についてお伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、学童保育の件でありますが、現状の細部に
つきましては担当課長から説明いたさせます。 
 今議員から御発言いただきました、今現在実施し

ている事業内容、開館時間等々の内容につきまして
は、今後調整し、改善するものは是正していきたい
というふうに思っておりますが、基本的には執行方
針でも述べさせていただきましたエンゼルプランの
策定の中で、将来学童保育を我が町でどう対処して
いくのかというようなことにつきましても、十分こ
の児童育成計画の中で位置づけをするように努力を
していきたいというふうに思っておりますので、御
理解をいただきたいと存じます。 
 また、雇用対策につきましては、先ほどもお答え
させていただきましたように、行政が対応するとい
う部分につきましては、当然にして限界があるわけ
でありますが、地域の雇用対応を十分見きわめなが
ら、現在国が対応しております緊急地域雇用創出特
別交付金制度等々の活用を図りつつ、行政としての
対応ができる限りの中で対処してまいりたいという
ふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思
います。 
 また、次の特産品の開発につきましては、議員も
御意見ございましたように、行政主導では問題があ
るということでありますが、今現在一生懸命やって
いただいております主婦のグループの皆さん方と懇
談を何度かさせていただいております。そして、そ
の方々の意見も十分お聞かせいただいているところ
でありますが、その方々の考え方としても、議員
おっしゃるように、行政は口出ししてもらいたくな
いと、我々は自主的に対応し、自主的に努力をしな
がら対応して頑張っているのだ。しかし、行政が支
援してくれる部分については、ひとつ協力してくれ
ということで、町としても最大限の協力をさせてい
ただいております。いろいろな問題点もあるわけで
ありますが、逆にまたなぜそういうようなことをす
るのだという御指摘もいただく部分もあるわけであ
りますけれども、やはりこういったグループの皆さ
ん方に対し、行政として支援していくということが
非常に今後の特産品開発等々も含めながら、地産地
消という観点からも重要であるということを思って
おりますので、そういうグループの皆さん方のいろ
いろな意見につきましては、十分町としても受けと
めながら対処していく。そして、またそういうよう
な自発的、自主的な取り組みをするグループが多く
でき上がって、誕生してくるような環境づくりをも
重ねて今後努めていかなければならないというふう
に思っておりますので、御理解を賜りたいと存じま
す。 
 次に、住宅リフォームの問題でありますが、この
ことにつきましては、私も過去におきましてそれぞ
れの担当に指示をいたしまして、よその町村で住宅
を建設したら、定住促進というような意味から幾ら
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幾らの助成金を出すわと、あるいはまた固定資産税
の減免もするわというような、固定資産税相当の助
成もするわというような地域があるわけでありま
す。 
 我が町におきましても、そういった定住促進の意
味からと、もう一つは議員が御質問にありますよう
に、地域業者の産業の推進のために、振興のために
も地元業者が対応することを前提とした中で、よそ
の町村のように財政的に非常に厳しいために、何百
万円もの新築の場合助成をするということはできま
せんが、応分の助成を図りながら、あるいは固定資
産税の何カ年間かの減免、あるいは相当分の助成を
するというようなことを含めて地元業者に建設を、
新築をさせた場合においては、こういう奨励策を講
じようというようなことで検討すれよということで
指示をして検討させた経緯がございます。しかしな
がら、残念ながら他の町村のように、だれが建設し
ても、定住促進のために住宅を新築した場合におい
ては、こういう助成策を講じますよということであ
れば問題がないわけでありますが、地元業者に限定
をするということになりますと、今のいろいろな問
題点が浮き彫りになってくるというようなことで、
そこに問題があるぞというような御指摘を受けたと
いう報告を受けまして、私も断念した経緯があるわ
けであります。 
 他のところのように、どなたが建設してもという
ことであれば問題がないわけでありますが、差をつ
ける、地元業者という限定をするというところに問
題があるというような報告も受けましたので、残念
ながら対応できなかったこともありますが、今後今
やっております他の自治体の状況も十分見きわめな
がら、またそれらにつきましても考えていく課題か
なと。 
 また、住宅のリフォームにつきましては、また先
ほどからお答えさせていただいておりますように、
どの程度のものをどう対応するのがいいのかという
ようなことも含めて、いろいろな問題があるなとい
うふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜り
たいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢議員の放課後
児童対策の関係の御質問でございますが、いつから
行っているのかということでございますが、これに
つきまして、以前に留守家庭児童ということで、昼
間御両親が働いて家にいられないという子供たちを
対象に児童館の中で、この留守家庭という名称で
もって受け入れを実施してございました。その中で
指導員による遊びの指導とか、いろいろな行事を多
く取り入れて実施してございまして、最近この放課

後児童の対策の受け入れの関係で、道の指導がござ
いまして、その折に、実際に現状として児童館の中
でやっている留守家庭の児童の受け入れについて
は、この学童保育ということについての事業の対象
の基準が緩和されまして、その準じた留守家庭児童
の健全育成事業ということの内容で実施していると
いうような支庁等の指導もございまして、これらに
ついて、名称を放課後児童対策ということで、今般
各保育所と児童館、幼稚園等に周知をさせていただ
いたところでございます。 
 しかしながら、東児童館につきましては、施設の
問題もございまして、今定員が１５名の範囲内では
受け入れらるということでございます。この先ほど
町長がお答えになりましたように、今後において、
対象者が多いことが把握されたときには、この辺の
施設の拡充等の見きわめをしていかなければならな
いということでございますが、そんなことで、この
名称について放課後児童対策ということの経緯はそ
ういうことでございます。 
 次に、この時間の設定についての御質問でござい
ますが、これにつきましては、冬場の時間につい
て、各学校が自宅に帰る愛の鐘に合わせた閉館時間
の設定ということで、そういうようなことで時間の
設定でございます。 
 配付先を保育所、各児童館、幼稚園に配付してい
る理由につきましては、卒園しまして小学校に入学
されるという視点から、こういうそれぞれの保育
所、児童館等にこの周知文を配付しているところで
ございます。 
 それから、指導員の御質問もございました。先ほ
ど施設の部分も含めて、今後この対象者が多いかど
うかということを見きわめた中で、指導員の体制等
のことも検討課題になっていくのかなということで
ございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の再質問
にお答えしたいと思いますけれども、１点の子供権
利条約につきましては、子供の目線に立って地域だ
とか行政、それから地域全体ではぐくむということ
の子供たちに対する思いをどうやってこれから位置
づけていくかということが大きな柱だと思いますの
で、これを子供議会やなんかの継続は力ということ
で、思い立ったときはやるけれども、すぐやめてし
まうというようなことの御指摘もいただきましたけ
れども、私たちもいいことはどんどんやっぱり子供
たちのためになる、また私たちにもいろいろ社会参
画していただくという意味では、大きなこれ権利条
約というのはお金もかかりませんし、一つの子供た
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ちの目線に立って、いろいろ地域の人たちが何をし
てあげることがということの思いをはせる条例だと
思っておりますので、前向きに検討してまいりたい
と思っております。 
 ２点目の図書館の問題につきましては、私の執行
方針でも書きましたように、生涯学習の中では大き
なウエートを占めている、またその町の文化のバロ
メーターというのは、図書館の利用度によるのです
よ、だから私は生涯学習の中で、この施設の整備に
ついては本当に緊急の課題で、思いをはせていかな
いとならない議案だということの認識もしておりま
すので、今後、何回も同じような答弁で恐縮ですけ
れども、さらなる努力を理事者と重ねてということ
で御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 学童保育について、もう
一度お伺いいたしますが、学校にも配付されてない
ということで、きちっとそういった文書については
対応できるようにしていただきたいと思うのです。
それは当然のことなのですよね。これ言わなくて
も、そういうのというのは自動的に保育所から当然
段階的に上がるわけですから、その上知らない方も
当然いるわけですから、そういうことをまずきちっ
とやっていただきたい。 
 それと指導員の配置ということについては、よく
現場に行って聞いていただきたいと思うのです。悩
み抱えているのですよ。恐らく担当者の方来たら、
なかなかその思いが言えない部分がたくさんあると
いうことだと思うのです。そこをどういうふうに耳
を立てて、そういったところまで探るかというのも
担当者の役割で、やっぱりそういうことをやはりす
ることが、一つ一つの子供たちの思いのことだし、
親の思いにもかなうことだと思うのです。 
 この規制緩和したという背景にもいろいろあるの
ですよね、これ。補助金がやっぱり出すのもったい
ないだとか、道からしたらですね。そういう中でい
ろいろな措置を講じてきて、逆に狭めてきていると
いう問題もあるのです。そういう問題も含めて、私
はもう一度この現状をきっちりとらえて、やはり実
態もきちっと調査して、エンゼルプランも立てると
いうことですから、その段階でもわかると思います
から、しかし今の段階で何ができるのかというとこ
ろをしっかり踏まえて、広報の周知、全町的にも知
らせると、やっているのだったらですよ、こういう
ことをやはりするということが今必要最低限の問題
です、これ。これはぜひやって、そういう親の、子
供たちの要求にかなえるような、少しでも近づける
ような、そういうことをやっていただきたいと思い

ますが、こういうことも含めて、町長もう一度答弁
をお願いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 ただいま議員御発言のとおりであるというふうに
思っております。広報等々についても十分な対応を
図る、また現状改善をしていくということは、これ
重要なことでありまして、この学童保育の件ばかり
でなくて、事業評価をして、そして現状で問題のあ
るものは是正していく。現状の中で、今議員が言う
ように何が是正できるのか、できないのは何なのか
ということの分析を図りながら、できない課題につ
いてはどう善処したらいいのかということを対応し
ていく、事業評価するということは、この学童保育
ばかりでなくて、すべての行政事業において該当す
る問題でありますので、御指摘のとおり十分対処し
ながら、今後の課題として認識していきたいと。 
 学童保育につきましては、今お答えさせていただ
きましたように、今後はエンゼルプランの中で十分
な位置づけをしていきたいというふうに認識してお
りますので、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１２番
米沢義英君の一般質問を終了いたします。 
 以上で、一般質問を全部終了いたしました。 
 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午前１１時５９分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 

──────────────────                
◎日程第３ 議案第１９号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 上富良野町衛生
センター使用条例及び上富良野町衛生センター設置
条例を廃止する条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第１９号上富良野町衛生センター使用条
例及び上富良野町衛生センター設置条例を廃止する
条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま
す。 
 平成１５年４月１日から、し尿及び浄化槽汚泥の
処分につきましては本格稼働といたしまして、本町
も加入いたしております富良野地区環境衛生組合の
汚泥再生処理センターにおいて行われますことか
ら、建設以来本町のし尿処理施設として、その業務
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を行ってまいりました上富良野町衛生センターの業
務を廃止するため、関連する条例の廃止と、あわせ
まして当該施設が議会の議決に付すべき公の施設の
利用及び廃止に関する条例の対象施設でもあります
ことから、当該条例から削除し、条文整理をしよう
とするものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第１９号上富良野町衛生センター使用条例及
び上富良野町衛生センター設置条例を廃止する条
例。 
 次に掲げる条例は、廃止する。 
 （１）上富良野町衛生センター使用条例（昭和４
４年上富良野町条例第２５号）。 
 （２）上富良野町衛生センター設置条例（昭和４
４年上富良野町条例第２６号）。 
 附則。 
 施行期日。 
 １、この条例は、平成１５年４月１日から施行す
る。 
 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に
関する条例の一部改正。 
 ２、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃
止に関する条例（昭和６２年上富良野町条例第２０
号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第１項中第２３号を削り、第２４号を第２
３号とし、第２５号から第２９号までを１号ずつ繰
り上げる。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１９号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし
た。 

──────────────────                
◎日程第４ 議案第２１号 

○議長（平田喜臣君） 上富良野町重度心身障害者
及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部
を改正する条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第２１号上富良野町重度心身障害者及び
母子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改
正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申し
上げます。 
 母子及び各福祉法の一部を改正する法律が平成１
４年１１月２９日に公布され、平成１５年４月１日
から施行されますことに伴い、当該法令条文を準用
しております母子家庭等医療給付事業の認定要件の
規定につきまして改正しようとするもので、内容と
いたしましては、これまで認定要件の規定が法の第
５条第１項で定められておりましたが、第５条に新
たな内容が定められましたため、第６条に繰り下げ
られたことにより、本条例につきましても第６条第
１項に改めるものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第２１号上富良野町重度心身障害者及び母子
家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す
る条例。 
 上富良野町重度心身障害者及び母子家庭等の医療
費の助成に関する条例（昭和５８年上富良野町条例
第３号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第２項第１号中「第５条第１項」を「第６
条第１項」に改める。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第５ 議案第２２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 議案第２２号上
富良野町母子通園センター条例の件を議題といたし
ます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第２２号上富良野町母子通園セン
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ター条例につきまして、提案理由の説明を申し上げ
ます。 
 条例制定の趣旨でございますが、本年４月から障
害児の福祉サービスが支援費制度に移行されること
により、母子通園センターは児童福祉法に規定する
児童デイサービス事業を行う居宅支援事業所として
知事の指定を受けることが必要となってまいりまし
た。このことから、事業所の設置や事業内容、利用
対象者、利用者負担額等を規定する本条例を新たに
制定しようとするものであります。 
 以下、条文を要約して説明させていただきます。 
 議案第２２号上富良野町母子通園センター条例。 
 第１条につきましては、児童福祉法の規定に基づ
く心身に障害のある児童に対して、通園により日常
生活における基本的動作の指導、集団生活の適応訓
練などを行う事業所としての設置目的を規定してご
ざいます。 
 第２条につきましては、事業所の名称及び設置場
所の規定であります。 
 第３条につきましては、事業内容を定めたもので
ございます。 
 第４条につきましては、本町と中富良野町に住所
を有する児童の利用対象者を定めたものでございま
す。 
 第５条につきましては、利用定員を２０人とする
ものでございます。 
 第６条は、事業所に必要な職員配置の規定でござ
います。 
 第７条は、利用者負担額を徴収する根拠規定でご
ざいます。 
 第８条につきましては、前条の利用者負担額等に
つきまして、負担が困難と認めるものに対する減免
できる旨を定めたものでございます。 
 第９条は、委任規定でございます。 
 附則につきましては、この条例の施行を平成１５
年４月１日とするものでございます。 
 以上をもちまして、説明といたします。御審議い
ただき、議決くださいますようお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第６ 議案第３７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 議案第３７号上
富良野町母子通園センター事業の事務の委託に関す
る協議の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第３７号上富良野町母子通園センター事
業の事務の委託に関する協議の件につきまして、提
案理由の説明を申し上げます。 
 母子通園センター事業につきましては、北海道早
期療育システム事業の一環として、平成４年度から
中富良野町との共同事業により、国、道の補助金を
受けて運営してきたところでございます。本年４月
から母子通園センターは児童福祉法に規定する児童
デイサービス事業として支援費制度に移行されるこ
とにより、これまでの広域事業としての設置要件が
変更となり、母子通園センターの設置運営に関し
て、それぞれの市町村の保有事務に位置づけられた
ところでございます。 
 このため、中富良野町の対象児童をこれまでと同
様に受け入れていくためには、中富良野町との間で
地方自治法第２５２条の１４の規定により、事業の
事務を受託することに関しまして、協議により規約
を定め、議会の議決が必要なことから、本議案を提
案するものでございます。 
 以下、議案を朗読しながら説明いたします。 
 議案第３７号上富良野町母子通園センター事業の
事務の委託に関する協議の件。 
 地方自治法第２５２条の１４の規定により、上富
良野町母子通園センター事業の事務を次の規約によ
り中富良野町から受託することについて議会の議決
求める。 
 記。 
 上富良野町母子通園センター事業の事務委託に関
する規約。 
 この規約につきましては、条文を要約して説明さ
せていただきます。 
 第１条につきましては、委託事務の範囲を明記し
たものであります。 
 第２条は、委託事務の管理及び執行について、本
町の条例等に基づく旨の規定でございます。 
 第３条につきましては、経費の負担及び予算の執
行に関する手続等の定めであります。 
 第４条は、決算における手続を定めております。 
 第５条は、両町の連絡調整を図るための連絡会議
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の規定であります。 
 第６条につきましては、条例等を改正する場合の
措置を定めたものであります。 
 附則１は、この規約の施行を平成１５年４月１日
とするものであります。 
 附則２は、中富良野町にてこの規約の告示の際、
委託事務に関して上富良野町の条例が適用されるこ
とと、これら条例等を公表するよう定めた内容であ
ります。 
 附則３につきましては、委託事務の全部または一
部を廃止する場合の収支に関する取り扱いを定めた
ものでございます。 
 以上をもちまして、説明といたします。御審議い
ただき、議決くださいますようお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 中富良野との受託というこ
とでございますけれども、予算説明の中では１, ５
８０万円ぐらい予定をしておりますけれども、これ
は定員が２０名ということで、中富良野から何名委
託をされるのか、それから上富良野町も含めて総体
でどのぐらいになるかということでお尋ねいたしま
す。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） 中村議員の御質問
にお答えいたします。 
 今現在３８名の、中富良野町を含めまして通園児
が３８名ございまして、そのうち中富良野町が１４
名でございます。今現在新制度の移行に伴います部
分での通園の利用の申し込みを受け付け中でござい
ます。ほぼ同じ形で同じ人数で利用されるものとい
うことで予定してございます。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第２３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第２３号上
富良野町児童館設置条例及び上富良野町児童館管理

運営条例の一部を改正する条例の件を議題といたし
ます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第２３号上富良野町児童館設置条例及び
上富良野町児童館管理運営条例の一部を改正する条
例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
 改正の趣旨でありますが、児童福祉法第４０条の
規定に基づき、児童の健全な育成を図るための児童
厚生施設として東児童館を設置して運営しておりま
すが、泉栄防災センター内に開設しております西児
童館につきましては、条例に明記してないことか
ら、西児童館の事業位置づけを明らかにし、関係条
例を整備するために一部を改正するものでございま
す。 
 以下、条文を要約して説明いたします。 
 議案第２３号上富良野町児童館設置条例及び上富
良野町児童館管理運営条例の一部を改正する条例。 
 第１条の児童館設置条例の改正関係につきまして
は、１点目として、児童館等条例に題名を改めるも
のであります。 
 ２点目につきましては、設置及び目的の記述を改
めるものでございます。 
 ３点目は、西児童館を事業所として新たに加える
ものでございます。名称、西児童館、場所、空知郡
上富良野町泉町１丁目５番１号泉栄防災センター
内。 
 次、第２条の児童館運営条例の改正関係でありま
すが、１点目は題名を児童館等管理運営条例に改め
るものであります。 
 ２点目は目的の規定ですが、児童館及び児童館事
業所に改めるものであります。 
 ３点目は、条例の適用範囲として、西児童館の管
理について、上富良野町防災センター等の設置及び
管理に関する条例に規定するもののほか、児童館と
して開館する時間及び場所の管理について、この条
例を適用するよう条文を新たに加えるものでありま
す。 
 ４点目につきましては、夏期の開館開始時間の改
正であります。現行午前８時を午前８時３０分に改
めるものであります。 
 ５点目は、使用料の算定基準を明確化する別表の
改正でありますが、東児童館を明記するとともに、
備考欄に時間、区分、営利目的の加算及び冬期の暖
房加算の規定を追加するものであります。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上をもちまして説明といたします。御審議いた
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だき、議決くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 一番最後の、別表を次の
ように改めるというところでございますけれども、
この使用時間を午前８時から８時３０分に繰り下げ
たのは、どういう理由によるのでしょうか。例えば
公民館の使用の規則なんかに合わせたということで
しょうか。 
 それと、また料金を払って実際に使用している
人、大体何人ぐらいいるのでしょうか、お尋ねした
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま村上議員
の児童館の開館時間の御質問でありますが、８時を
８時３０分にしたということでございますが、実態
が８時３０分から開館してございまして、この条文
で規定してございます時間帯と実態が合ってないと
いうことで、現状に合わせた時間の改正でございま
す。 
 それから、２点目の料金を徴収している実態はあ
るかということでございますが、児童館につきまし
ては、こういう使用料をいただくという、規定は設
けてございますけれども、現実的にはございませ
ん。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） ここたびたび使わせてい
ただいているのですが、防災センターのときは総務
課所管だったと思うのですね。今西児童館になると
今度所管がどこにあるのか、二つあるのか、一つに
なるのか、この辺のところお尋ねいたします。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま提案理由
の説明の中で申し上げましたとおり、西児童館につ
きましては、泉栄防災センター内に設置してござい
まして、それらの管理運営については、従来この泉
栄防災センターの条例の中の規定に基づいた運営を
してきたところでございますが、この条例化によっ
て西児童館につきましては、この児童館の管理運営
条例の開館時間とか、そういう部分については、私
どもが所管する形となるところでございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 
 １番中村有秀君。 

○１番（中村有秀君） 時間の問題でお尋ねしたい
のですが、今の議案の関連ということでお尋ねいた
しますけれども、前回社教センター等の減免、公民
館の減免のときに私申し上げたのですが、冬期の夜
間が午後６時と午後４時とあるのですね。これを整
合性をきちっととりなさいと僕は申し上げたので
す。今回、冬期の夜間は午後６時といいますけれど
も、今の上富良野の条例を見ますと、公民館、分館
とも冬期の夜間は午後４時、それから同じく青少年
会館管理条例の公民館に併設している青少年会館が
午後４時、それからセントラルプラザも冬期は午後
４時ということになっていますね。そうすると、使
用料が３割増ということになってますから、そうす
ると、これらも含めて一応整合性をとる形で、今後
この条例の取り扱いを、もしくは規則の取り扱いを
やっていただきたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午後 １時２４分 休憩 
午後 １時２５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １番中村議員の御質問
にお答えします。 
 現実的には、施設ごとに定めている経過から、結
果としましては、御指摘のような実態があろうかと
思います。今までも御意見いただいていますし、あ
と料金の均衡の観点からも、組織内部で十分協議す
る課題として受けとめさせていただきたいと思いま
す。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２３号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第２３号は、原案のとおり可決され
ました。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第２４号 
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○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第２４号上
富良野町介護保険条例の一部を改正する条例の件を
議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第２４号上富良野町介護保険条例の一部
を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申
し上げます。 
 改正の趣旨としましては、本年度から５年間の第
２期介護保険事業計画の見直しに合わせまして、制
度における特別給付の明確化と介護保険料普通徴収
にかかわる納期回数の追加、介護保険料に関する申
告事務手続の簡素化などを行い、介護保険事業の安
定化を図るよう、本条例の一部を改正するものでご
ざいます。 
 以下、条文を要約して説明させていただきます。 
 議案第２４号上富良野町介護保険条例の一部を改
正する条例。 
 上富良野町介護保険条例（平成１２年上富良野町
条例第１１号）の一部を次のように改正する。 
 目次中から１８行目までにつきましては、特別給
付を新たに追加することにより、１条ずつ繰り下げ
とする条文整理でございます。 
 それから、中ほどの１２行目のただし書きの規定
につきましては、介護保険料の申告手続に関して、
当該年度分に係る町民税と申告書を提出した方に
あっては、省略する旨を加えたものであります。 
 それから１５行目、介護保険料普通徴収にかかわ
る納期回数を納めやすいように、現行８期から９期
に改めるものでございます。 
 １７行目につきましては、介護保険料率の適用年
度について、平成１５年度から平成１７年度までと
するよう改めるものであります。 
 次、新たに加えました第２条、特別給付について
の規定でありますが、要支援から要介護５までの方
が在宅サービスを利用するに当たり、介護度別区分
の支給限度基準額、保険給付の基準のことを言いま
すが、この支給限度基準額を超えて利用する場合
に、特別給付として、その超えた費用分を支給する
よう制度化を図ったところであります。 
 特別給付の対象となる在宅サービスは、訪問介護
と短期入所生活介護及び短期入所療養介護でござい
ます。特別給付に係る介護度別の利用回数の基準に
つきましては、給付の種類ごとに別表で定めたとこ
ろであります。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 ２、改正後の上富良野町介護保険条例第３条の規

定は、平成１５年度以降の年度分の介護保険料につ
いて適用し、平成１４年度までの介護保険料につい
ては、なお従前の例による。 
 以上をもちまして説明といたします。御審議いた
だきまして議決くださいますようお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２４号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第９ 議案第２５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第２５号上
富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正す
る条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第２５号上富良野町在宅福祉事業に関す
る条例の一部を改正する条例につきまして、提案理
由の説明を申し上げます。 
 改正の趣旨でありますが、平成４年度から在宅福
祉事業として独居老人宅に乳製品を配達し、安否の
確認を行う訪問サービスを実施してまいりました
が、このほかに現在週５日間実施の電話サービス、
さらには平成１４年１０月から上富良野郵便局への
委託によりまして、独居老人生活状況確認事業を実
施してございます。したがいまして、安否確認の
サービスの体制が充実してまいりましたので、訪問
サービスにつきましては、平成１４年度をもって廃
止することとしたために、本条例の一部を改正する
ものであります。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２５号上富良野町在宅福祉事業に関する条
例の一部を改正する条例。 
 上富良野町在宅福祉事業に関する条例（平成１２
年上富良野町条例第１４号）の一部を次のように改
正する。 
 第３条中第９号を削り、第１０号を第９号とし、
第１１号を第１０号とする。 
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 別表１訪問サービスの項を削る。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまして
議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１０ 議案第２６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１０ 議案第２６号
上富良野町訪問介護員派遣条例の一部を改正する条
例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第２６号上富良野町訪問介護員派遣条例
の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説
明を申し上げます。 
 改正の趣旨でありますが、１点目としまして、平
成１５年４月１日から障害者の訪問介護員の派遣、
ホームヘルプサービスにつきまして、措置制度から
障害者支援費制度に移行することに伴い、知的障害
者福祉法及び児童福祉法の根拠規定条項を改正する
ものでございます。 
 ２点目につきましては、派遣対象の老人につきま
して、老人福祉法の規定に基づき条文を改めるもの
であります。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２６号上富良野町訪問介護員派遣条例の一
部を改正する条例。 
 上富良野町訪問介護員派遣条例（平成１２年上富
良野町条例第１５号）の一部を次のように改正す
る。 
 第１条中「第１５条の３」を「第１５条の３２」
に、「第２１条の１０」を「第２１条の２５」に改
める。 
 第２条第１号を次のように改める。 
 （１）身体上または精神上の障害があるため、日

常生活を営むのに支障がある６５歳以上の者。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上をもちまして説明といたします。御審議いた
だき、議決くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２６号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 議案第２７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１１ 議案第２７号
上富良野町在宅介護支援センター条例の一部を改正
する条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第２７号上富良野町在宅介護支援セン
ター条例の一部を改正する条例につきまして、提案
理由の説明を申し上げます。 
 改正の理由につきましては、介護保険法第７条第
１８項に規定する居宅介護支援事業、いわゆるケア
プラン作成のサービスでありますが、サービス利用
の対象者となっております生活保護法の介護扶助に
かかわる方を新たに利用対象者とするよう本条例を
改正するものでございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２７号上富良野町在宅介護支援センター条
例の一部を改正する条例。 
 上富良野町在宅介護支援センター条例（平成１２
年上富良野町条例第１３号）の一部を次のように改
正する。 
 第４条第１項第２号中「及び」を「、」に改め、
「居宅介護支援被保険者」の次に「及び生活保護法
（昭和２５年法律第１４４号）第１５条の２第１項
第１号の介護扶助に係る者」を加える。 
 第５条中「生活保護法（昭和２５年法律第１４４
号）」を「生活保護法」に改める。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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 以上、説明といたします。御審議いただき、議決
賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１２ 議案第２８号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 議案第２８号
上富良野町ラベンダーハイツ条例の一部を改正する
条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 特別養護老人ホーム所長。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） た だい
ま上程いただきました議案第２８号上富良野町ラベ
ンダーハイツ条例の一部を改正する条例につきまし
て、提案の要旨を申し上げます。 
 在宅における利用者の居宅介護支援を円滑に行う
ため、居宅介護支援事業所を平成１５年４月１日よ
り開設いたしまして、在宅介護支援を推進するた
め、ラベンダーハイツ条例の一部を改正するもので
ございます。 
 以下、条文を要約して御説明申し上げたいと思い
ます。 
 上富良野町ラベンダーハイツ条例の一部を改正す
る条例。 
 上富良野町ラベンダーハイツ条例（平成１２年上
富良野町条例第１８号）の一部を次のように改正す
る。 
 第６条につきましては、ラベンダーハイツ事業と
して新たに居宅事業支援を定めようとするものでご
ざいます。居宅介護支援事業とは、介護保険法第７
条第１８項の規定により、居宅介護者が日常生活を
営むために必要な医療サービス、福祉サービスの適
切な利用をすることができるよう、居宅要介護者の
依頼を受け、心身の状況、その置かれている環境、
居宅要介護者及びその家族の希望を勘案し、利用す
るサービス等の種類及び内容と計画を担当するケア
マネージャーが便宜提供を行う事業でございます。 
 ７条につきましては、事業の対象者として居宅要
介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法

第１５条の２第１項第１号の介護扶助者でございま
す。 
 第８条につきましては、サービス利用者として事
業対象者がサービスの利用申し込みを行い、契約を
締結して利用していただきます。 
 第９条につきましては、利用料及び実費に相当す
る費用として、法定代理受領による場合は、利用料
の額は算定いたしません。この場合は、保険者が国
保連合会に審査委託している場合でございます。こ
の場合は算定いたしません。 
 法定代理受領によらない場合、この場合は生活保
護法など実施期間、上川支庁でございますが、依頼
に基づいている場合は１０割支払うことになりま
す。支払う場合は、１０割をいただくことになりま
す。厚生大臣が定める基準によりまして算定した額
をいただくことになります。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上で提案の要旨を申し上げ、説明にかえさせて
いただきます。御審議をいただきまして、御議決く
ださいますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２８号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１３ 議案第２９号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 議案第２９号
上富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改
正する条例の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第２９号上富良野町病院事業の設置に関
する条例の一部を改正する条例につきまして、初め
に改正の要旨を申し上げます。 
 １点目は、介護保険法第７条に規定する要介護状
態の方に対する介護サービスの種類を条例に盛り込
むものであります。 
 町立病院は、介護保険事業における居宅介護支援
事業及び介護療養型医療施設の指定を受けているこ
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とから、これら指定事業におけるサービスの種類及
び施設の種類を規定するものであります。 
 ２点目は、病院運営審議会の設置目的を改めるも
のであります。現行では、設置目的を町長の諮問事
項の調査、審議を行うこととしております。この場
合、審議会での審議事項が限られることから、病院
経営全般について広く協議、審議をいただくことが
必要であるとの考えから、審議会の設置目的を改正
するものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第２９号上富良野町病院事業の設置に関する
条例の一部を改正する条例。 
 上富良野町病院事業の設置に関する条例（昭和４
２年上富良野町条例第１７号）の一部を次のように
改正する。 
 以下、要約させて説明をさせていただきます。 
 第２条第４項の改正につきましては、介護保険法
に規定する介護サービスの種類を定めるもので、第
１号から第５号までは指定居宅介護支援事業者の指
定に基づくサービスの種類で、訪問看護、訪問リハ
ビリ、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、居宅
介護支援等の５種類を規定するものであります。 
 第６号については、施設の種類として介護療養型
医療施設名を表示するものであります。 
 第８条の改正につきましては、病院運営審議会の
設置目的を現行の規定に運営全般についての意見を
聞くためを加え、審議会の設置目的を病院運営に関
し町長の諮問に応じ、必要な事項を「調査審議す
る」、「ほか、運営全般についての意見を聞く」に
改めるものであります。 
 附則。 
 この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
 以上説明といたします。御審議いただきまして、
お認めくださいますようお願いをいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） （６）の介護保険法第７
条第２３項に規定する介護療養型医療施設と書いて
あるわけですけれども、今説明いただいたのですけ
れども、今要介護サービスがふえるということです
けれども、現在８０床のうち２０床が介護対応で、
あと１６床が長期療養型対応だとなっていると思う
のですけれども、これ両方合わせて介護療養型医療
施設と、こういうわけでしょうか。 
 それと、大枠は変わらないと思うのですけれど
も、将来はベッド数が８０床のうち、また変更する
というふうに、ふやしていくというふうにならない

のでしょうか。 
 それと、これからの病院というのは、一般病棟に
するのか、介護療養型にというか、病院の方向性を
示さなければいけないと思うわけですけれども、そ
れらの見きわめというのはいかがなのでしょうか、
お尋ねしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） １５番村上議員の
御質問にお答えをいたしたいと思います。 
 現在、町立病院の病床区分につきましては、一般
病床４４床と、療養型病床が３６床ということで８
０床でございます。そのうち、療養型病床は３６床
のうち、２０床が当条例に規定しております第６号
の介護療養型医療施設に当てはまるものでございま
す。そして、これらの御質問のベッド数の関係でご
ざいますが、平成１５年度において、病床区分の届
け出をしなければならないといったような状況の中
において、この介護ベッドを何床にするかといった
ようなことも検討の課題の中に含まれてございま
す。町の高齢者、そしてまた要介護者の状況等、ま
た今後の推移等見ていく中においては、これら介護
病床のベッド数についても見直し等もしなければな
らないといったことで、現在院内において協議を進
めてございます。 
 いずれにいたしましても、１５年の上期の中にお
いて、これらの数字を設定をしなければならない
と。これに当たりましては、また病院の運営審議
会、また議会とも協議をさせていただき、そのベッ
ド数を確定をしていきたいと考えております。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２９号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１４ 議案第３１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１４ 議案第３１号
上富良野町水道事業給水条例の一部を改正する条例
の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程され
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ました議案第３１号上富良野町水道事業給水条例の
一部を改正する条例につきまして、初めに改正の要
旨を申し上げます。 
 水道法が改正されまして、新たに供給規定の中
に、貯水槽で一たん受けて上水道から給水されてい
る貯水槽水道が定義されたことによりまして、町の
条例におきましても、貯水槽水道の適性な管理が図
られるよう改正するものでございます。 
 以下、議案の条文に沿って御説明申し上げます。 
 議案第３１号上富良野町水道事業給水条例の一部
を改正する条例。 
 上富良野町水道事業給水条例（平成１０年上富良
野町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 
 第６章の３３条を３５条に、第６章を第７章にそ
れぞれ繰り下げ、第５章の次に第６章として貯水槽
水道を加えるものでございまして、第３３条は町の
責務としまして、第１項では貯水槽水道の設置者に
対し、管理に関し必要があるときは、指導、助言及
び勧告ができるよう規定するものでございます。 
 同じく第２項では、貯水槽水道の利用者に対し、
管理状況に関する情報提供を行うよう規定するもの
でございます。 
 第３４条は、貯水槽水道の設置者の責任義務とい
たしまして、第１項では貯水槽水道のうち簡易専用
水道、貯水槽の容量が１０トン以上の設置者におい
ては、水道法に基づいた管理及びその状況に関する
検査の義務化を規定するものでございます。 
 同じく第２項では、簡易専用水道以外、貯水槽の
容量が１０トン以下の設置者においては、管理及び
その状況に関する検査を行うよう規定するものでご
ざいます。 
 附則としまして、この条例は平成１５年４月１日
から施行するものでございます。 
 以上で説明とさせていただきます。御審議いただ
きまして、議決いただきますようよろしくお願い申
し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり決しました。 

──────────────────                

◎日程第１５ 議案第３２号 
○議長（平田喜臣君） 日程第１５ 議案第３２号
上富良野町公共下水道設置条例の一部を改正する条
例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第３２号上富良野町公共下水道設置
条例の一部する条例につきまして、初めに改正の要
旨を御説明申し上げます。 
 公共下水道につきましては、現在面整備を計画的
に進め、逐次供用開始を行っているところですが、
下水道法第４条の規定により、公共下水道の事業計
画の変更認可を受け、計画排水区域及び計画処理区
域を拡大したことに伴い、排水区域及び処理区域を
追加し、面積の変更をしようとするものでございま
す。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第３２号上富良野町公共下水道設置条例の一
部を改正する条例。 
 上富良野町公共下水道設置条例（平成元年上富良
野町条例第３号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第２項の計画区域及び計画処理区域を「西
町２丁目と光町３丁目に隣接し町道西２線道路と道
道留辺蘂上富良野線に囲まれた区域」を「西１線北
２４号の一部、西２線北２４号の一部、西２線北２
５号の一部」に改め「本町６丁目」の次に「基線北
２７号の一部」を加え、第３条第１号の面積「４６
７ヘクタール」を「４７５ヘクタール」に改めるも
のでございます。 
 附則。 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 以上でございます。御審議いただきまして、議決
くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１６ 議案第４２号 
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○議長（平田喜臣君） 日程第１６ 議案第４２号
平成１４年度上富良野町病院事業会計補正予算（第
４号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第４２号平成１４年度上富良野町病院事
業会計補正予算（第４号）につきまして、初めに提
案の要旨を御説明申し上げます。 
 補正につきましては、町民の方からいただきまし
た寄附金の計上であります。３月４日、町民の方か
ら寄附金２０万円をいただきましたことから、御寄
附の趣旨に沿いまして、看護用備品の購入に関し所
用の経費を計上するものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第４２号平成１４年度上富良野町病院事業会
計補正予算（第４号）。 
 総則。 
 第１条、平成１４年度上富良野町病院事業会計の
補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 資本的収入及び支出。 
 科目及び補正額のみ申し上げます。 
 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。 
 収入。 
 第１款資本的収入２０万円、第３項寄附金２０万
円。 
 支出。 
 第１款資本的支出２０万円、第２項建設改良費２
０万円。 
 １ページ、２ページの予算実施計画については、
説明を省略させていただきます。 
 次に、３ページ、４ページにおけるところの資本
的収入及び支出明細書でございます。科目及び補正
予定額のみ申し上げます。 
 １、収入。 
 １款資本的収入、３項寄附金、１目寄附金、１節
寄附金２０万円。寄附金１件でございます。 
 ２、支出。 
 １款資本的支出、２項建設改良費、１目資産購入
費、２節什器備品、補正予定額２０万円。使途につ
きましては、看護用備品を購入いたしたく、内容に
つきましては、患者様に御使用いただくベッド、そ
して車いす、これにつきましてはリクライニング式
の車いすということで１台を予定させていただいて
いるところでございます。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎休 会 の 議 決           

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 議事の都合により、３月１３日から３月１９日ま
での７日間を休会といたしたいと思います。これに
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、３月１３日から３月１９日までの７日間
休会することに決しました。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全
部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ
ます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 報告申し上げます。 
 ただいま御決定いただきましたとおり、明１３日
から３月１９日までの７日間は休会といたします。 
 ３月２０日は、本定例会の最終日で、開会は午前
９時でございます。定刻までに御参集賜りますよう
お願い申し上げます。 
 なお、休会中の３月１３日、３月１４日、３月１
７日、３月１８日は、予算特別委員会をいずれも午
前９時から開会いたしますので、各会計の予算書等
関係議案並びに既に配付の関係資料を持参の上、定
刻までに御参集賜りますようお願い申し上げます。 
以上であります。 

午後 ２時０１分 散会 
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○議事日程（第５号） 
第 １ 会議録署名議員の指名の件 
第 ２ 議案第１８号 上富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
第 ３ 議案第２０号 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
第 ４ 議案第３０号 上富良野町立病院往診手当等支給条例の一部を改正する条例 
第 ５ 議案第３３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 
第 ６ 議案第３４号 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 
第 ７ 議案第３５号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 
第 ８ 議案第３６号 しろがねダム等の管理に関する事務の委託に関する協議の件 
第 ９ 議案第３８号 上富良野町道路線廃止の件 
第１０ 議案第３９号 上富良野町道路線認定の件 
第１１ 議案第４０号 旭野川砂防工事（Ｈ１４国債）請負契約変更の件 
第１２ 議案第４１号 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１４国債）請負契約変更の件 
第１３ 議案第４３号 平成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第８号） 
第１４ 予算特別委員会付託 

     議 案第 １号 平成１５年度上富良野町一般会計予算 
     議 案第 ２号 平成１５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 
     議 案第 ３号 平成１５年度上富良野町老人保健特別会計予算 
     議 案第 ４号 平成１５年度上富良野町介護保険特別会計予算 
     議 案第 ５号 平成１５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 
     議 案第 ６号 平成１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 
     議 案第 ７号 平成１５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 
     議 案第 ８号 平成１５年度上富良野町水道事業会計予算 
     議 案第 ９号 平成１５年度上富良野町病院事業会計予算 
 第１５ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦の件 
 第１６ 発議案第１号 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例 
 第１７ 発議案第２号 町内行政調査実施に関する決議 
 第１８ 発議案第３号 町長の専決事項指定の件 
 第１９ 発議案第４号 国民の生命と財産を守る有事関連法案の制定を求める意見の件 
 第２０ 発議案第５号 北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見の件 
 第２１ 閉会中の継続調査申出の件 

───────────────────────────────────────────────                                       
○出席議員（２０名） 
      １番  中 村 有  秀 君          ２ 番  中  川  一  男  君  
      ３番  福 塚 賢  一 君          ４ 番  笹  木  光  広  君  
      ５番  吉 武 敏  彦 君          ６ 番  西  村  昭  教  君  
      ７番  石 川 洋  次 君          ８ 番  仲  島  康  行  君  
      ９番  岩 崎 治  男 君         １０番  佐  藤  政  幸  君  
     １ １番  梨 澤 節  三 君         １２番  米  沢  義  英  君  
     １ ３番  長谷川 徳  行 君         １４番  徳  島    稔  君  
     １ ５番  村 上 和  子 君         １６番  清  水  茂  雄  君  
     １ ７番  小 野   忠 君         １８番  向  山  富  夫  君  
     １ ９番  久保田 英  市 君         ２０番  平  田  喜  臣  君  

───────────────────────────────────────────────                                       
○欠席議員（０名） 

───────────────────────────────────────────────                                       
○遅参議員（１名） 
      ２番  中 川 一  男 君 
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───────────────────────────────────────────────                                       
○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 
 町 長        尾 岸 孝 雄 君             助 役        植 田 耕 一 君         
 収 入 役        樋 口 康 信 君             教 育 長        高 橋 英 勝 君         
 代 表 監 査 委 員        高 口  勤 君             農業委員会会長        小 松  博 君         
 教育委員会委員長        久 保 儀 之 君             総 務 課 長        田 浦 孝 道 君         
 企 画 調 整 課 長        中 澤 良 隆 君             税 務 課 長        越 智 章 夫 君         
 町 民 生 活 課 長        米 田 末 範 君             保 健 福 祉 課 長        佐 藤 憲 治 君         
 農 業 振 興 課 長        小 澤 誠 一 君             道 路 河 川 課 長        田 中  博 君         
 商工観光まちづくり課長        垣 脇 和 幸 君             会 計 課 長        高  木 香 代子 君 
 農業委員会事務局長        谷 口 昭 夫 君             管 理 課 長        上 村  延 君         
 社 会 教 育 課 長        尾 崎 茂 雄 君             特別養護老人ﾎｰﾑ所長        林 下 和 義 君         
 上 下 水 道 課 長        早 川 俊 博 君             町立病院事務長        三 好  稔 君         

───────────────────────────────────────────────                                       
○議会事務局出席職員 
 局 長        北 川 雅 一 君             次 長        菊 池 哲 雄 君         
 係 長        北 川 徳 幸 君         
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 ２０名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席まことに御苦労に存
じます。 
 ただいまの出席議員は、１９名であります。 
 これより、平成１５年第１回上富良野町議会定例
会５日目を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 町長から、議案第４３号平成１４年度上富良野町
一般会計補正予算（第８号）が平成１５年３月１８
日に提出されました。あらかじめ、議会運営委員会
において日程等を改めましてお手元に配付したとお
りであります。 
 そのほか、議案第３８号及び議案第３９号の審議
資料として、道路網図、また発議案第３号の審議資
料として、平成１５年度地方税法改正案の要旨をお
手元にお配りいたしておりますので、審議の参考に
していただきますようお願い申し上げます。 
 予算特別委員長から、平成１５年度各会計予算に
ついて審査結果の報告がありました。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中
の継続調査として、配付のとおり申し出がございま
した。 
 なお、さきに御案内のとおり、人事案件の諮問第
１号につきましては、後ほど議案をお手元にお配り
いたしますので、御了承賜りたいと存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 
○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
     ３ 番 福 塚 賢 一 君 
     ４ 番 笹 木 光 広 君 
を指名いたします。 

 議事に入るに先立ちまして、３月１１日、８番仲
島康行君の一般質問における商業振興条例の適用要
件の再質問で、説明が不十分のため、補足説明の申
し出が理事者よりありましたので、これを許しま
す。 
 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ８ 番仲
島議員の商業振興条例についての御質問の個性化事
業についての答弁に、説明が漏れておりましたの
で、追加補足説明をいたします。 
 個性化事業の適用要件は、事業費が２００万円以
上であることと、以下の設備等のいずれかを行うこ
ととなってございます。 
 まず、イとしまして、店舗内にショーウィンド
ウ、休憩場所、来客用トイレの設置。ロとしまして
ロードヒーティング、融雪槽または固定式の融雪機
を設置すること。ハとしまして、新分野及び業種転
換による新商品、新たなサービスを提供するもので
ございます。 
 大変申しわけございませんでした。 
○議長（平田喜臣君） 以上で、補足説明を終わり
ます。 

──────────────────                
◎日程第２ 議案第１８号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 議案第１８号上
富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし
た議案第１８号上富良野町職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例につきまして、先に提案の趣
旨を御説明申し上げます。 
 まず、１点目は、懸案となっています職員給与の
ラスパイレス指数の是正措置の方向につきまして、
このたび労使間で合意しましたことから、条例附則
において位置づけを行います。 
 その内容としましては、現行制度の中で抜本的な
改善策を講じることのできるまでの間におきまして
は、現行の給料月額から、それぞれ職員に応じまし
て２％、１. ８％、１. ５％の３段階で減額をして支
給するための暫定措置を講じます。この直前の人勧
の引き下げを含めますと、最大で４％を超えること
となります。 
 なお、この暫定措置を講じることでの影響額は、
全体で３, ０００万円程度と試算してございます。 
 次に、２点目は、現行条例において１５種類の特
殊勤務手当を定めておりますが、その中で、この４
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月に衛生センター施設を廃止することに伴いまし
て、衛生センター業務手当を廃止いたします。 
 また、冬期のスキーリフト運行管理につきまして
は、既に上富良野振興公社に委託することで管理体
制が定着しておりますので、今後は町から職員を配
置する必要がなくなりますことから、スキーリフト
管理手当を廃止いたすものであります。 
 ３点目は、町立病院の医師に対しましても支給し
ております管理職手当につきまして、現行におきま
しては、院長から医長までの職には、一律１０％で
支給するよう定めておりますが、院長、副院長、医
長のそれぞれの職位ごとに任務と責任の度合いが異
なる実態にあることから、今後におきましては、給
料月額の１３％、１０％、８％の３段階に改めるこ
とといたします。 
 以上申し上げました３点を内容としまして、条例
改正を行うものでございます。 
 それでは、引き続き議案の内容につきまして、そ
の要点について申し上げてまいります。 
 議案第１８号上富良野町職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例。 
 上富良野町職員の給与に関する条例（昭和３５年
上富良野町条例第１６号）の一部を次のように改正
する。 
 まず、追加します附則第２項では、行政職給料表
及び看護職給料表の適用を受けるすべての職員につ
いて、当分の間、現行条例に基づき支給すべき給料
月額から１００分の１.５ を減じて支給するための
規定でございます。 
 次に、追加します附則第３項では、１００分の
１. ５の減額率を、課長給にあっては１００分の
２、課長補佐給にあっては１００分の１. ８と、そ
れぞれ読みかえて取り扱うための規定としてござい
ます。 
 次の第４項では、特に定年を迎え退職となる者に
あっては、定年退職期となる３月３１日に限り減額
率は適用しないものといたすものであります。 
 次に、条例本文中に定めてございます別表第５に
ついてでございます。ここでは、特殊勤務手当の種
類と金額を定めてございますが、冒頭申し上げまし
た理由から、この２種類の手当につきまして廃止を
いたすものでございます。 
 次に、別表第６の管理職手当の適用区分について
でございますが、裏面に記載のとおり、また冒頭も
申し上げましたように、町立病院の院長職を対象
に、新たに１００分の１３の区分を設けるととも
に、副院長は１００分の１０、医長につきましては
１００分の８の３段階の区分に改めるため、別表を
差しかえるものでございます。 

 なお、この改正条例につきましては、平成１５年
４月１日から施行することとしております。 
 以上が、議案第１８号の内容でございます。御審
議賜りまして、原案お認めくださいますようお願い
申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 町長にお伺いをしておきた
いと思います。 
 私は、聖域と思っていた職員の給与が、このたび
職員の理解と協力を得まして減額されるということ
になりました。ラスが高いという考え方もあるで
しょう。日本の経済は、ただいま詳しいことはよく
承知しておりませんが、デフレの経済の状況の中に
あっても、職員にしてみれば給与は生活給であった
のではないかと思っております。 
 そこでお伺いしたいわけですけれども、年度中の
早い時期に特別職の報酬審議会を開くお考えがある
かないか、お尋ねしたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 現在、今回提案させていただいております給与の
減額につきましては、北海道２１２市町村の中で７
番目の位置におります上富良野町職員の給与体系
が、非常に他の自治体と比較すると高いと、そうい
う率に今までの流れの中で生じてきているというよ
うなことで、これの我が町の財政状況からしても、
北海道２１２市町村の中で７番目に位置するのは、
余りにも高額支給をされているということから、こ
れを職員組合との調整で、やっと今日、この是正策
を講ずることができ得まして、職員の理解を得まし
て、今減額措置をさせていただいているということ
でございまして、決して議員のおっしゃるように、
聖域なきという気は私は持っておりませんが、そう
いう意味で手をつけたものでないということで、趣
旨が財政状況の是正のための手段であるということ
ではないということで、まず御理解をいただきたい
なということと、もう一つ、今予算の中に報酬審議
会の予算を計上させていただいております。これに
つきましては、通常２年ごと近くに審議会の招集を
いただきまして、それぞれに特別職の報酬が適正で
あるかどうかということについて御審議をいただい
ているというような経過から、今年度、１５年度予
算計上させていただいているところでありますが、
状況を見きわめながら報酬審議会の選任を諮って対
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処したいと。今のところはいつごろということは考
えておりませんが、なるべく早いうちにというふう
に考えているところであります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 従来、今、町長の言うよう
に、上富良野町の職員の給与が、国家公務員を１０
０とした場合に１０２. ３％というような状況に
なっているということで、私も今、１４年４月１日
道庁が発表しましたこの資料を見ますと、上富良野
町は平成１４年は１０２.３％ と、全道今２１２市
町村の平均が９８.８％ ということで、非常によそ
の自治体等も含めて、緊縮財政の中で何とかという
ことでございまして、今回職員組合との合意という
ことで、ある面で前進をしたのかなという気と、も
う一つは、職員組合の皆さん方が町財政を考えて、
一般的な労使の協議事項でありますけれども、そう
いう財政状況を考えて理解をしてくれたなというこ
とで敬意を表したいと思いますけれども、ただ、従
来行財政改革の中で、職員の給料１年延伸をすると
いうことで、ここ何年間あれして職員組合に提示を
しているということでございました。したがって、
今回の削減と、それから１年間延伸した場合の比較
で、今回３,００ ０万円と言われています。従来の
行財政改革の中では、１年間延伸していけば２, ０
００万円ということを言われていますが、その点の
延伸した場合のケースでどうなのかということで１
点お尋ねしたいということ。 
 それから、もう１点は、今回削減した段階で、す
ぐには数値は出てこないような気がしますけれど
も、とりあえず今ラスパイレス指数として、今回の
措置で、予想としてどのぐらいになるのかなという
ことでお聞きをいたしたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １番中村議員の２点の
御質問にお答え申し上げます。 
 まず、１点目の昇給の延伸の関係でありますが、
議員発言のように、行財政改革実施計画の中では、
１年間延伸という予定で構想を持ってございまし
た。ただ、町長におきましては、労使間の交渉の中
で、どういう手法がいいかにつきまして、十分ひざ
を交えて議論した結果、今回上程の方向で当分の間
進めるということになってございます。 
 御案内のとおり、１年間延伸の場合には、一応粗
試算でございますけれども、２,００ ０万円程度と
いうことで試算をしてございましたし、今回につき
ましては、特に管理職員におきまして、それより上
回る率で行っているということで、試算額につきま

しても差異があるということについては御理解いた
だきたいと思いますし、あともう１点、ラスの指数
の関係でありますけれども、非常に国の動向がどう
なるかによりまして、また結果が異なることから、
明言することは非常に難しいわけでありますが、私
ども試算の中では、１％台のその変化の中で効果を
得るものというふうに押さえているところでありま
す。 
 このようなことで、いずれにしましても、この４
月１日が、また秋、冬に向けまして正式に公表され
ますので、それらの数値をもってまた評価を加えた
いというふうに考えているところであります。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 今回削減率が提示されま
したが、これは職員組合側の提示なのか、町の側か
らの提示なのか、この点。 
 削減に当たって、今後やはりこういうところには
改善してもらいたいというような意見もあったかと
いうふうに思いますが、その点。 
 さらに、３, ０００万円という額になりますと、
やはり町の経済にも及ぼす影響額というのもかなり
なものだというふうに思います。これは、どちらに
しても削減という題名と、一方では景気を回復する
という形の中で、これだけの金額は減額するという
状況であれば、全部が全部消費に回らないとして
も、これの例えば５割、３割回っても、かなりな金
額がやはり落ちるわけですから、そういった影響額
等については十分配慮されているのか。それと、そ
れぞれの職員の生活実態を踏まえた中での減額率で
言えば、妥当な範囲だというふうに踏まれて提示し
たのか、この点についてお伺いしたい。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） １２番米沢議員の御質問に
お答え申し上げたいと思います。 
 今回のラスのこの最終的な数字を、率の問題を決
めるに当たりまして、職員組合との間におきまして
は、先ほど総務課長の方からお答え申し上げており
ますとおり、このラスの問題は、いわゆる昇給の制
度そのものを根本的に見直さないと解決しない問題
というふうに押さえております。そういう中で、職
員組合との中に制度改正を抜本的にやることを交渉
の土台に乗せまして進めてきたところでございます
けれども、職員組合として、当方としてもどういう
形でこのラスに対する対応を図っていくかというこ
とで、双方で考えていきましょうというようなこと
で申し上げておりました。 
 この経過におきましては、非常に２年ぐらいの経
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過をとってございまして、その方向がなかなか難し
いというようなこともございまして、町長としては
延長、延伸という形で一応組合に提示を申し上げた
ところでございます。そういう中で、組合としては
これを受けまして、組合独自にパーセンテージで提
案申し上げたいという中で、双方その辺のところの
話を進めてまいりました。 
 最終的には、組合の提示としては１％台というお
話も承ったところでございますけれども、その効果
等も考えまして、双方最終的には、一般職員におき
ましては、１. ５％の形で合意を見たということで
ございます。 
 なお、課長、そして課長補佐職におきましては、
自主的な形の中で管理にある立場から、その辺のと
ころの１.８ と２％という中で御協力をいただいた
という経緯にございます。 
 それと、この経済効果の観点につきましては、非
常に議員がおっしゃるとおり、消費等の関係で影響
はあるかと思います。しかしながら、この職員の給
与につきましては、法的には他市町村等の均衡ある
中で給与を定めるという大原則ございますから、そ
の線に沿った中で、我が町に置かれている状況等勘
案した中で、こういうような措置を講じたところで
ございます。 
 町長冒頭申し上げておりますとおり、非常に今の
経済状況が厳しい中で、その財政を理由として今回
やったものではございません。あくまでも他市町村
との均衡ある中で給与の減額措置という形でとらさ
せていただいたところでございます。 
 今後におきましては、非常に今の財政状況等も厳
しい中でございます。先ほど中村議員の方からもお
話ございましたとおり、他町村におきましては、全
道平均で１００を割るような状況にございます。そ
ういう観点におきまして、我が町の財政状況を見据
えますと、やはりこの辺については将来的には手を
つけていかなければならない問題というふうに押さ
えているところでございます。そういう面につきま
しては、大きな行政改革の中で、また町民の皆さ
ん、議員の皆様の御協力を賜りたいというふうに
思っているところでございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 
 ６番西村昭教君。 
○６番（西村昭教君） ちょっと２点ほど確認をし
たいと思うのですが、今この改正によりまして、１
４年度で１０２. ３ですか。町長先ほど言われたよ
うに、財政が厳しいという状況の上で考えたのでは
なくて、ラスパイレス指数を見たときに全道で７番
目ですか、高いということで取り組んだということ

で、この改正によって、国家公務員の基準も下がっ
ておりますので、ラスパイレス指数がはっきり数字
は出ないかもしれませんけれども、今の１０２. ３
から何ぼに下がったのかという一つお聞きしたいの
と、それからもう１点、今後これが、国家公務員下
がっていますけれども、１００以下になるまで引き
続き組合と交渉して下げる努力をしていかれるのか
どうかということの２点をお聞きしたいと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） ６番西村議員の御質問にお
答え申し上げたいと思いますが、先ほどパーセン
テージの効果の話ですが、先ほど総務課長がお答え
申し上げておりますとおり、効果といたしまして
は、１％台ということで押さえております。したが
いまして、今１０２. ３ですから、１０１点台にな
るのではないかというふうに押さえておりますが、
国の基礎数値が変わることによって、この数字が変
化するということをまず承知おきいただきたいとい
うふうに思います。 
 今回御提案申し上げている中におきまして、この
引き下げの期間につきましては、当分の間というこ
とで措置をさせていただいております。したがいま
して、根本的な解決がつかない場合については、い
わゆるラスの制度的なところを根本的に解決してい
ない場合については、当分の間の形で持っていきた
いということで双方合意を見ているところでござい
ます。したがいまして、国のラスの基礎数値の変化
だとか、そういうところを見た中で対応していくと
いう考え方でございます。 
○議長（平田喜臣君） 当分の間とは、ラスパイレ
ス指数が１００以下になるまで努力するという、当
分の間ということは。 
 再答弁、助役。 
○助役（植田耕一君） そのとおりです。私どもと
いたしましては、先ほど大原則申し上げましたが、
他市町村との均衡ある中で本町の職員の給与の水準
ということを基本に考えております。そういう中
で、基本的には国公に準じた中でという労使双方の
これまでの給与のあり方について論議してきている
ところでございますが、基本的にはラスといたしま
しては１００が望ましいものというふうに思ってお
ります。そういう中で、１００を水準を維持できる
ような形で対応してまいりたいというふうに思って
おります。 
 ただ、財政状況等の観点からいきますと、この辺
のところは、また違う問題というふうに押さえてお
りますので、それらについては行政改革の中での対
応策として考えてまいりたいというふうに思ってお
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ります。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１８号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第１８号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                
◎日程第３ 議案第２０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 議案第２０号上
富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第２０号上富良野町国民健康保険税条例
の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を
御説明申し上げます。 
 国民健康保険の財政状況は、ますます進む高齢化
や生活習慣病の増加などによります保険給付費など
の支出増加見込みに加え、平成１４年８月に改正さ
れました健康保険法等の影響を受け、一層厳しい環
境にありますことは、御案内のとおりであります。 
 国におきましても、平成１９年をめどに医療保険
制度運営について抜本的な改善を目指し、各種の検
討がなされているところでもあります。 
 本町におきましても、国民健康保険財源につきま
しては、保健基盤安定制度等各種の支援対策により
まして、新たな要素としての保険税所得割算定見直
しによる税収減１,３０ ０万円、老人保健対象年齢
の段階的引き上げによります前期高齢者の増加と、
その給付割合が９割でありますことは、療養給付費
と高額療養費を含めた歳出の増が平成１８年度まで
段階的に予測され、主要な財源であります保険税の
現行税率での財政運営は困難な状況に至ってまいり
ました。 
 これらの状況から、国保会計の安定した運営を図
るためにも、社会情勢が非常に厳しい状況でありま
すが、保険税率の引き上げ改定をお願いしようとす
るものであります。 
 なお、保険税率の急激な上昇改定を避けるため、
財政調整基金の支消を行いつつ、可能な限り、その

改定幅を縮減した上で、医療分に関しまして、所得
割で１. ５％引き上げまして８％、被保険者１人当
たりの均等割を１, ０００円引き上げ２万６, ０００
円、世帯割であります平等割を５００円引き上げ３
万２,５０ ０円とし、資産割及び賦課限度額は据え
置きしようとするものであります。 
 これに伴いまして、応益部分であります均等割、
平等割にかかわります所得の低い階層に対します軽
減につきましては、おのおのの所得により７割、５
割、２割で、最低賦課額４００円引き上げとなり、
１万７, ５００円と改定しようとするものでありま
す。 
 また、介護分に関しましては、納付金に要する税
財源を確保するため、所得割を０. １５％引き上げ
０. ７５％とし、賦課限度額につきましては、平成
１５年３月末の地方税法改正予定に合わせ１万円引
き上げ、法定限度額と同額の８万円としようとする
ものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第２０号上富良野町国民健康保険税条例の一
部を改正する条例。 
 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富
良野町条例第７号）の一部を次のように改正する。 
 第３条中「１００分の６. ５」を「１００分の
８」に改める。これにつきましては、医療分の所得
割にかかわるものであります。 
 第５条中「２万５, ０００円」を「２万６, ０００
円」に改める。これにつきましては、均等割にかか
わるものであります。 
 第５条の２中「３万２, ０００円」を「３万２, ５
００円」に改める。これにつきましては、平等割に
かかわるものであります。 
 第６条中「１００分の０. ６」を「１００分の０.
７５」に改める。これにつきましては、介護分の所
得割にかかわるものであります。 
 第１３条第１項第１号中「１万７,５ ００円」を
「１万８, ２００円」に、「２万２, ４００円」を
「２万２,７ ５０円」に改め、同項第２号中「１万
２, ５００円」を「１万３, ０００円」に、「１万
６, ０００円」を「１万６, ２５０円」に改め、同項
第３号中「５, ０００円」を「５, ２００円」に、
「６, ４００円」を「６, ５００円」に改める。これ
につきましては、応益部分の軽減額の改定にかかわ
るものであります。 
 附則。 
 施行期日。 
 １、この条例は、平成１５年４月１日から施行す
る。 
 適用区分。 
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 ２、改正後の上富良野町国民健康保険税条例の規
定は、平成１５年度以降の年度分の国民健康保険税
について適用し、平成１４年度分までの国民健康保
険税については、なお従前の例による。 
 以上で説明といたします。御審議賜り、お認めく
ださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 私は、このたびの保険税条
例の一部の改正に当たって、幾つかの点で質問をさ
せていただきたいと思います。 
 法の改正によりまして、７５歳以上であった老人
保健が、７０歳から７４歳まで国保会計に変わった
と。したがって、それも段階的に、１歳ずつ段階的
に上がっていくことによって国保会計が窮屈になる
と。したがって、平成１５年、新年度にあっては、
３, ０００万円からの税で確保したいという基本的
な考え方に立っておるのではないかと思うわけであ
ります。 
 そこでお伺いしたいわけですけれども、この４月
から７０から７４歳ですか、７５歳ですか、患者に
は１割負担してもらうよという考え方に立っている
と思うのですよ。 
 それから、従来のサラリーマン、いわゆる退職者
関係にあっても、２割から３割に医療費が上がると
いう考え方については、どのような数字をもって考
えておられるのか、その点。 
 それから、２点目として、一般と退職者の現年度
における収納率の違いがあるわけですよ。退職者に
ついては９８％、一般については９５％、この３％
の違いを、どうしてこうなるのか、その点をお尋ね
したいと思います。 
 それから、従来、一般会計から多額の当会計には
繰り入れをして、繰り入れの半額ぐらいは次年度に
繰り越しして、それをなぜ一般会計に戻入しないの
かということに対しては、従来国保に対しては、先
ほどの趣旨説明の中にあったような観点からして、
繰り戻しはしないということに対しての繰越金の関
係に対しては、全然言及されていない。なぜされて
いないのかお伺いしたい。 
 それから４点目、町長は、介護保険料については
月額３, ０５０円であるからして、据え置きたい
と、過ぎ去った３年間の介護保険料にしたいと。と
ころが、保険税の介護の部分では、６５歳以上だと
思いますけれども、１.５ ％アップしたいというこ
とですね。介護部分の所得割０. ６現行、改正は０.
７５、０. １５％値上げしたいと。町長は介護保

険、６４歳までは３, ０００円だよと、６５歳以上
は今言ったように０. １５％上げると、この辺の違
いが説明されて今日まで来ていないわけですよ。そ
の辺の説明を賜りたいと思っていると同時に、確か
に、老人保健から国保に変わる状態のものがあって
も、国保会計が激変するとは考えにくいわけです
よ。いま少し納得のいく答弁をお願いしたいと思い
ます。 
 以上、４点賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） ３番福塚議員の御
質問でございますが、まず第１点目の、いわゆる負
担割合の問題についての御質問だというふうに理解
するわけでございますが、まず７０歳から７４歳ま
で段階的に引き上がっていく部分につきましては、
これまでの国保の一般の医療費の負担の割合からい
きますと、国保の部分では３割の御負担をちょうだ
いしてきたというのが経過でございますが、今般の
改正によりまして、７０歳から７４歳までの方につ
きましては１割、いわゆる保険者としての給付は９
割の負担であるということが第１点でございます
が、あわせまして、退職者にかかわります内容につ
きましては、御承知のとおり、退職国保の皆様方に
かかわりましては、その負担につきましては、これ
まで２割でございまして、これからの改定によりま
すと３割というのが予想の一つでございます。 
 ただ、医療費の給付にかかわりましては、あくま
で税の部分についてのみ保険者としてお支払いを申
し上げまして、さらに必要な保険給付にかかわる費
用につきましては、それぞれ退職者の皆様方がそれ
まで加入されていたところから必要な給付に要する
費用を御負担をいただいて、国保の側からお支払い
していくというのが制度となってございます。した
がいまして、その辺のところの影響というのは、直
接的な部分としては、国保の側の部分、いわゆる国
保に御加入の部分、退職医療を除く部分について影
響が大きいということで御理解をいただきたいと思
います。 
 次に、第２点目の一般と退職者の収納率の違いと
いうことでございますが、御承知のように、その加
入される数も違っております。それから、これらに
つきましては、すべて過去の実績をもとにして、こ
れら算出をいたしてございまして、３％の、一般で
は９５％前後がこれまでの実績でございます。それ
から退職にかかわりましては、９８％から１００％
収納をさせていただいているというのが現実でござ
いまして、これらを勘案させていただいているもの
であります。 
 次に、一般会計からの繰り入れの関連についてで
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ございますが、これらにつきましては、現在、国保
運営にかかわります、例えば基盤安定でございます
とか、支援対策でありますとか、それらについての
ルールに従った内容の一般財源からの御負担をちょ
うだいしているということでございまして、これら
について確保させていただきまして国保の財政運営
を進めているわけでございまして、実際に国、道等
も含めまして戻入してないということから、これら
進めさせていただいているところでございます。 
 ４点目の介護納付金にかかわりましての内容でご
ざいますが、御承知のように介護納付金につきまし
ては、あくまで保険者としての全国レベルでの納付
対象でございます。４０歳から６５歳のいわゆる２
号被保険者にかかわる内容でございまして、町が行
います介護保険と直接的な影響が、実はこの保険税
については、ないということで御理解を賜りたいと
思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 課長の説明では、極めて配
慮が足りないと思うですよ。要するに、今回の国保
税の税率の改正については、要するに、老保から国
保に移行することが憂うのだと、心配なのだと。し
たがって、財政の健全化のためにも税の改正をした
いのだと、こういう基本的な考え方に立っていると
思うのですよ。ただ、そういう目的であれば、７０
から７４歳までの医療費にかかわる需要額は幾ら予
定されているかということに対して、今日までかか
わるこの会議に関して、すべて数字的な説明、根拠
となるものの説明がないのですよ。大きいであるだ
けでは、理解したくても理解できないのですよ。少
なくとも、予定額はこのぐらいは増嵩するので、数
字的にですよ、大きい小さいだけで判断せいと言っ
たって判断できないのですよ。少なくとも町民に、
最近はもう、大変町民には失礼ですけれども、ぎり
ぎりの生活をしていると思わなければならないので
ないかと私は、大変失礼ですけれども、思うのです
よ。ただ大きいから小さくないから判断せいでは、
極めて配慮が足りない。その点、数字的な根拠を
もって説明していただきたいと思うのですよ。 
 それから、収納率についても、少なくとも同じ会
計である限りには、現年度分の収納率は９８％、９
５％にする、その考え方が、そもそも財政の健全化
を真剣に考えるのであれば、少なくとも多額な滞納
額がある、その徴収に対するあらわれの、だから滞
納整理についてはこう考えるというアクションが全
然伝わってこないのですよ。 
 大変失礼ですけれども、取りやすいところから取
る、税率だけ上げていく、それでは、行政サービス

を、役場としての本当に被保険者のための行政か
と、相互扶助の精神に立っているということからし
ても、基本的に間違いはないか、そこを、及ばずな
がら自分は検証させていただきたいと思うのです
よ。 
 それから、３番目については繰越金の関係ですけ
れども、それに対しても１４年から１５年に対して
はこのぐらいのことになりますという、その言及も
されない。したがって、私はここでお話をさせても
らいたいのは、財政調整基金、国保約１億５,００
０万円ぐらいあると思うのですよ。新年度にあって
は７, ５００万円支消される予定ですけれども、７,
５００万円は残金として貯金があると思うのです
よ。足りない金額は、３,００ ０数百万円だと思う
のですよ。それらを温存しておいて、ただ町民の負
担を引き上げる、この姿勢は町長のモットーとして
おられる、大変失礼ですけれども、住んでいてよ
かったという上富良野町にはならないと思うのです
よ。 
 以上申し上げて、再質問とさせていただきます。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） ３番福塚議員の再
質問にお答えを申し上げたいと思いますが、第１点
目の前期の高齢者の増加の関連でございますが、こ
れにつきましては、昨年の１０月から増加を始めて
いるわけでございまして、年度で申し上げますと、
平成１４年で２２、１５年では１０７、平成１６年
では２０９人でございますが、平成１７年で３２
３、平成１８年では４３７名ぐらいが増加するであ
ろうという一つの予測を立ててございます。これら
に伴います高齢者の給付費にかかわりましては、平
成１５年度では、５, ４９０万ほどの予測をしてご
ざいます。平成１６年には１億７, ０００万円強、
それから平成１７年で１億６, ５００万円程度、そ
れから平成１８年までを予測してございますが、２
億２,４０ ０万円程度の額を要するのではないかと
いう予測を立てさせていただいてございます。した
がいまして、これらに対応する部分として、これら
の税の増をお願いしようとしているものでございま
す。 
 次に、第２点目でございますが、収納率のかかわ
りに関しまして、先ほども申し上げましたが、それ
ぞれ加入の全体の数が違うのは御承知のとおりでご
ざいますが、収納率そのものにかかわりましては、
この国保税も含めまして、その収納を上げようとい
う努力については、これまでもそれぞれ職員一丸と
なって進めさせていただいてございます。そういう
意味からも、より滞納等をなくしたいという考え方
については、私ども一致して持っているわけでござ
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いますが、なかなかそれを解消していけないという
のも現実でございます。そういう中で、９５％、９
８％を何とか確保しながら国保の安定を図っていき
たいということが、この中にあるということで御理
解を賜りたいというふうに思います。 
 次に、第３点目の繰越金にかかわってでございま
すが、さきの平成１５年度の予算の審議の中でも御
確認をちょうだいしていると思いますが、平成１４
年から１５年にかかわりまして、今回私の知る範囲
ということで御理解をいただきたいと思いますが、
国保会計にあって、繰越金そのものを１５年度の実
質財源として２, ０００万円充ててございます。こ
れについては、ぎりぎりの選択としてやらせていた
だいている内容でございまして、現在の段階で、保
険給付費の支出にかかわりましては、まだ１月段階
までということでございますが、１０月以降に非常
に伸びがございます。退職、それから一般合わせ
て、さらに高額合わせますと５,００ ０万円ないし
６, ０００万円の月に支出が今起きているというこ
とで、これらの中で２, ０００万円から４, ０００万
円の繰り越しが可能であろうか、もし４, ０００万
円までということは最大限の内容でございますが、
実質的には２, ０００万円を確保できるだろうかと
いうことに今心配をしているのが現実であります。
こういう中で展開をさせていただいているというこ
とで御理解をいただきたいと思います。 
 次に、第４点目の基金にかかわりましてでござい
ますが、７,５０ ０万円を支消することにつきまし
ては、先ほど申し上げました前期の高齢者等のかか
わりの中で、税ではすべて賄えない部分がございま
す。これらに対応しながら進めていきたいというこ
とで、この７, ５００万円の支消を今のところ充当
させていただきたいということを考えているところ
であります。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚賢一議員。 
○３番（福塚賢一君） るる質問させていただきま
したけれども、平成１５年度国保会計については、
私は及ばずながら、激変するとは感じ取る、以上の
説明伺っても感じるところができないわけでありま
して、先ほど質問に対して答弁してくれたと思いま
すけれども、介護分のいわゆる０. １５％引き上げ
ることについては、過去の例から見ても、課税対象
者がいなくて税額が発生しないということであるか
ないか、それから、もし課税対象がいなくても、今
後発生するだろうという予見からして、今回介護保
険の６５歳以上の月額保険料を改正するという観点
に立つとすれば、僕は、これについては、改正しな
くても、もしですよ、過去に課税対象者がいない

と。したがって、税額の発生が起きないとするので
あれば、ここで、介護については何も０. １５％税
率改正することは、緊急性はないのでないかと、こ
う感じ取っているわけですけれども、以上の点に対
しての再々の質問に対して御答弁を賜りたいと思い
ます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 福塚議員の再々質
問でございますが、介護納付金にかかわる対象者が
いるや否やという問題でございますが、これにつき
ましては、４０歳から６５歳未満の対象者につきま
しては、国保の中にも当然にしておりますので、こ
れについては、介護納付金として納付をしていかな
ければならないということでございまして、これら
に対応して、その税額をしていこうというものであ
ります。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 今回の税率の改正に当
たって、何点か質問をしたいというふうに思いま
す。 
 まず、第１点目にお伺いしたいのは、今回町の方
から一般会計における繰り入れ分という形で１億
３, ０００万円相当が入ってきております。このう
ち、いわゆる法定分の繰り入れ等々があるかという
ふうに思います。それを除きますと、大体一般会計
からの繰り入れというのは、実質９４６万円ぐらい
という形になるかと思いますが、その９４６万円等
の、その内訳はどういうものに支出されるのかお伺
いいたします。例えば納税奨励金等だとか、そうい
うもの等があると思いますが、その点をお伺いいた
します。 
 次に、この予防医療の立場からでありますが、今
後この医療費を抑制するという立場から、大体この
対象年齢も含めて、どういうような対策を講じられ
ているのか、お伺いいたします。 
 次にお伺いしたいのは、近年、町の資料でも再三
申し上げますが、構造不況という状況の中で、農林
業や建設業、小売業、飲食業、あとは無職等の、こ
れにかかわるそれぞれの滞納者数がふえるという状
況になってきています。聞きましたら、生活困難
等々が比較的多いのではないかという状況です。所
得階層別に見ますと、どの階層の世帯が、また、そ
の原因になっているのかということを見ますと、多
くはやはり２００万円以下の世帯、いわゆる所得の
少ない世帯が比較的多くなっているということを見
れば、もろに、いわゆるその構造不況の中での実態
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が、低所得者になればなるほど、やはり多く受けて
いるのではないかというふうに思いますが、この点
についてはどのようにお考えなのか、お伺いしたい
というふうに思います。 
 さらにお伺いしたいのは、上富良野町の国保会計
の加入者内訳というのは、いわゆる１３年度におい
ても、その半数が軽減世帯だという状況です。平成
８年においても、これに準じて軽減世帯が約半数弱
でありますが、という状況になって、日に日にこう
いう世帯数がふえて、また加入する老人世帯がふえ
るという、この国保制度そのもののいろいろな矛盾
やら制度の問題点がたくさんあるというのが実態か
というふうに思います。そこへもってきて、国保税
の引き上げというのは、まさにこういう人たちの暮
らしを直撃するのだというふうにお考えにならな
かったのかどうなのか、この点を考慮した上、一般
会計からの繰り入れや、もしくは財政調整基金等の
繰り入れを、取り崩しをふやすなどの手法によって
軽減策をとる必要があるのではないかというふうに
考えておりますが、この点についてはどういう考え
なのか、お伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） １２番米沢議員の
御質問でございますが、第１点目の町の繰り出しの
法定のかかわり以外のものに９４６万円というこ
と、今その内容について正確にということは、
ちょっと整理できておりませんけれども、議員御発
言のとおり、各種の対応の部分で行っているもの
で、保険事業と、それからそのほかには出産一時金
でありますとか、それから葬祭費でありますとか、
そういうもの、もろもろのものを対応として支出に
充てているものでございます。そのように御理解を
いただきたいと思います。 
 なお、もう１点は、職員給与費につきましては、
これは１００％町費で、一般財源で確保させていた
だいているということで御理解をいただいておきた
いと思います。 
 それから、２点目の予防対策でございますが、御
承知のように本町におきましての疾病形態というの
は、循環器系と、それから内分泌系の疾病が非常に
多うごさいます。これらの対応といたしましては、
比較的弱年齢層からの各種の予防対策が必要になっ
てくるのではないかということで、現在のところ保
健事業として、それらの対応を進めさせていただい
ているところでございます。いわゆる脳血管障害等
の事前対応といいますか、予防対策ということ。 
 それから、大きくは最近特に伸びてございますの
が、糖尿病でございますが、これらの対策といたし
まして、糖負荷等の関連とか、頸動脈による硬化度

の測定等を弱年齢から進めさせていただこうという
形態をとっているところであります。 
 それから、３点目の階層別に滞納の中で低所得の
方々によるもが多いのではないかということでござ
います。確かにそういう内容の部分ございますが、
特異的な部分というのは、例えば平成１３年度に関
しましては、建設、運輸の関係の方々がどうしても
そういう内容として比較的多くなっているなという
ことは事実としてあるわけでございます。それは階
層別に、先ほど委員御発言のとおり、７割、５割の
軽減を受けられるところで、その滞納件数があると
いうことについては、事実としてございます。これ
らにつきましても、計画的な納付ということで、さ
らに今回の税率の改正にありましても、先ほど申し
上げましたように、７割の軽減をさせていただくこ
とによって、年間で４００円ということでございま
す。この辺のところを御理解を賜りたいというふう
に思うわけでございます。 
 次に、一般財源の投入ということにかかわりまし
て、これにつきましては、御承知のように健康保険
は、それぞれ加入される方々によって展開がなされ
ているということで御理解をいただいておきたいと
いうふうに思いますし、その中で、国保の加入につ
きましては、退職も合わせまして大体３２％ないし
３％ぐらいが当町においての加入割合であるという
ことも一つございます。これらを勘案しながら、一
般財源で、先ほども申し上げましたように、投入し
ているのは、法定上の町の単独の受け持ちも相当ご
ざいます。これらを投入しながら国保運営に対応し
ているというのが現実でございますので、この辺の
ところを御理解をいただきたいというふうに思うわ
けであります。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 今答弁のように、実質一
般会計からの繰り入れというのは、納税奨励金が３
００万円あるとすれば６００万円と。職員給与費等
出産一時金等については、これは当然義務的な経費
でありますから、これを一般会計から繰り入れたと
いうことで、その繰り入れることはいいのですが、
大手を振れるものではないと、当然のことだと。で
すから、私は過去の平成６年から平成１４年間の一
般会計からの町の繰り入れというのは、ほとんど変
わってないという状況です。中には特殊な事情が
あって、若干年度別に見た場合はふえたことがある
と、私はそういった点でも、まだまだ一般会計から
の繰り入れの努力をする余地が十分あるということ
を訴えたいわけで、この点についてもう一度見解を
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述べていただきたい。 
 それと、健康医療の予防の問題でありますが、確
かに低年齢化の中での予防医療というのが積極的に
やられるべきであります。それに加えて、幼稚園初
め学校等の先進地はそうなのです。そういったとこ
ろから十分に、乳幼児から始まって、申し送りとい
う形の中で、ずっと医療、地域の病院との関係で、
地域の医療をどう守るのかと、健康をどう守るのか
ということでやっています。これの先進地が長野県
で、全国的にも、こういった体制が、他の地域より
は比較的多くとられるという状況の中で、医療費も
抑制されるという状況になってきています。 
 私はこういう取り組みを、まだまだ町としても十
分やれる余地を残しているというふうに考えており
ますが、こういう取り組みも、医療費抑制、国保税
の見直し・抑制という形につながると思いますが、
この点についてきちっとした答弁を求めます。 
 次に申し上げたいのは、国民年金の受給している
人の年間のいわゆる月額平均は、国の発表でも４万
５, ０００円以下ということが報道されています。
こういったところに７,０ ００円の引き上げ、軽減
でも４００円の引き上げということになって、介護
保険料を払う、生活にかかわる交際費や燃料その他
の光熱費等を払うという状況の中で、これが手痛い
打撃、やはり収入どこからもないわけですから、こ
ういった現状を踏まえたときに、今国保税の引き上
げ、介護保険の税率の改定というのは、こういう人
たちも含めてやはり家計に直撃すると。だから私は
引き上げるべきでないと、最大限の努力を町も行っ
ているという、いつも言っているのですが、私はま
だまだこういった部分での努力が足りないというふ
うに思いますが、この点についてお伺いいたしま
す。 
 さらにお伺いしたいのは、町の示していただいた
軽減、階層別の今回の税率の改正で、どういう世帯
が一番ふえるのかということの大まかな試算があり
ます。この中では、やはり４００万円以下の世帯
が、もうすべて増税です。それで、軽減、介護に
至っても、多くはこういう現象になってきていま
す。 
 私はこういうことを考えても、いかに町がやろう
としている今回の税改正というのは、実態に即して
ないということを言わざるを得ないと思いますが、
この点も含めて担当課あるいは町長、もっと改善す
べき点がまだまだあると思いますが、この点につい
てお伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 米沢議員さんの御
質問にお答えをしたいと思いますが、まず第１点の

繰り入れの余地はさらにないのかということでござ
いますが、私どもの今繰り入れている法定の部分と
か、それ以外の部分につきましては、直接法定に影
響のないところを対応といたしております。御承知
のように保険給付費、それから老人保健拠出金にか
かわりましてが非常に大きなその国保の役割の部分
になって、歳出の構成を占めているということは、
御承知のとおりであります。したがいまして、例え
ば給付費にかかわりましては、一般財源を投入する
ことによりまして、その部分については税ではござ
いませんので、そこの部分についての軽減措置を受
けることは不可能でございまして、町としても、そ
の部分に投入することによって、国、道から受けら
れる部分について、受けられないという一つの大き
な問題がございまして、これらの点について、町の
財政状況を考えるときに、非常に厳しい内容になっ
てくるということをひとつ御理解をいただきたいと
いうふうに思うところでございます。 
 次に、地域の予防対策ということでございます
が、これにつきましても、私どもではない保健福祉
課の所管で、保健師活動の中で、それぞれ乳児から
高齢者までのそれぞれの階層に応じた対策を講じな
がら進めていっているというのが御承知のとおりで
ございまして、この内容につきましては、それぞれ
適時の対応を進めているということにつきまして
は、御案内のとおりでございます。ただ、そういう
中にあって、本町の特異的な発症状況というのは、
先ほど申し上げました循環器系が非常に高いという
こと、さらにこれらについては、高額な療養給付費
を要するということがかなりあるということでござ
います。 
 それから、生活習慣病の中でも、糖尿にかかわっ
て次の展開のものがあるということで、いろいろな
併発の病症例を発現していくということがございま
す。こういうものに対応しようとすることで、今展
開がなされているということで御理解をいただきた
いと思いますし、そのことによって、生活習慣病に
ついては、若干ずつその循環器系であれば下がって
きている傾向にあるのではないかというふうな状況
を、正確なデータではございませんが、そんなふう
にとらえさせていただいているものがございます。 
 次に、３点目のいわゆる受給に対応する部分とい
うお話がございました、御質問でございましたが、
全国レベルで７万円程度ではないかということでご
ざいますが、実は本町におきましては、現在、前期
の高齢者以下ということで御理解をいただきたいと
思いますが、一般の部分でいけば、２２万円ないし
２３万円の医療給付の状況になっているということ
でございまして、全国レベルからいきますと、私全
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国の今統計を理解してございませんので大変恐縮で
ありますが、議員御発言の７万円ということであれ
ば、３倍以上の給付をしているということで、非常
に厳しい状況であると。これを下げていくことは大
変必要なことであろうと思ってございます。そうい
う中にあって、今回お願いせざるを得ないというこ
とで御理解を賜りたいと思います。 
 特に前期の高齢者にかかわりましては、７０歳か
ら７４歳に至りましては、その給付費が年間５０万
円を超えているという状況にございますので、御理
解を賜りたいというふうに思うわけでございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま担当から御説明申
し上げましたけれども、１２番米沢議員に、町の基
本的な国民健康保険事業にかかわる基本的な考えに
ついて御説明させていただき、御理解を賜りたいな
というふうに思っております。 
 この国民健康保険事業というのは、御案内のとお
り国民皆保険制度の中で立ち上がってきた事業で、
相互扶助のもとでこの制度が成り立っているわけで
ありまして、その中にあって、国と道と町村がそれ
相応の負担率を設けた中で、法律的に負担率を設け
た中でこの運営がなされており、それらに不足する
部分と申しますか、必要な部分については、相互扶
助の精神で保険税として加入者から御負担をいただ
くというのが基本でございます。 
 そういう中にありまして、町といたしましては、
議員の御質問にありましたように、この国民健康保
険税の医療給付費が不足するから、一般会計で補て
んするということを実施するという基本的な考え方
は持っておりません。他の自治体におきましてもそ
うでありますように、これはあくまでも相互扶助と
いうことを基本とした中で、その対応を図っていく
と。不足を一般会計から繰り出すことによって対応
することによって、この保険制度、相互扶助制度と
いうものは崩壊してしまっていくということに相な
るわけでありますから、そういうことにつきまして
は、今私といたしましても、町としても、各自治体
としても、そういう考え方を今持って、この国民健
康保険事業推進はいたしていないということで、ひ
とつ大局的に御理解を賜りたいなというふうに思う
ところでありますし、また基金の繰り入れにつきま
しても、今現在ある基金のうちの７,５ ００万円相
当を１５年度支消して、そして運営をするというよ
うなことで、今後予定されております平成１９年の
国の大幅な改正までの間、平成１８年までの間、何
とか維持していける、国保会計が維持していける対
応を図っていくためには、現在御提案させていただ
いております１. ５％の改正率を御承認いただくこ

とによって、何とか乗り切っていけるのかなという
ふうに思っておりますが、今回これを先送りします
と、少なくとも２. ０あるいは２. ５の一挙に高額の
改革をしなければ、改正をしなければ１８年度まで
もたんと。基金は、既に予算特別委員会等々で、そ
の１８年までの財政見通しにつきまして御提示させ
ていただいておりますが、基金はこの１. ５％の改
正にさせていただいても、最終的には２００万円相
当しか残らないであろうと。大体少なくとも３, ０
００万円から５, ０００万円の基金を確保していか
なければ、健全財政の安定した国保会計の推進が図
れないというようなことも含めたことを考えます
と、非常にそれでも現在改正していただこうとして
おりますこれにつきましても、非常に厳しい状況に
あるということを御理解いただきたいと。私といた
しましては、一挙に大幅な改正をするということを
避けたいということで、今年度まだ応分の基金のあ
るうちに、基金を使用しながら改正した増額部分を
もって運用しながら、国民健康保険会計の健全な安
定した運営を図るよう努めてまいりたいというふう
に思っているところでありますし、この改正により
ましても、近隣町村等々の保険税の比較をいたしま
しても、決して近隣市町村と大きく上回る額になる
という改正ではないということで、ひとつ住民の皆
さん方には、それ相応の御負担をいただくことに相
なるわけでありますが、我が町におきます国民健康
保険加入の人口が約３分の１と。３分の２相当の人
口の方々は、この自賄いで対応しておるわけであり
ますから、そういうことも含めた中で、ひとつ特段
の御理解を賜りたいということをお願い申し上げた
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） どうも担当の課長、質問
に十分答えられてないわけで、４万４,００ ０円平
均の年金で生活できるのかというところに対しても
答えられてないわけですよ。実際あなた、そういう
人たちの生活、いろいろ役場におられて、いろいろ
見てあるいて、どういう状況なのかということも
知っておられるでしょう。それなのに、そういうこ
とを言うのですか。その問題が私あると思います。
実際あなた自身も認められるように、階層別で一番
所得の少ない世帯が打撃を受けているということを
認められているわけですから、それにふさわしいよ
うな対策等とってくれと言ったら、またオウム返し
で、国と同じで、７割、５割、３割やっているから
いいんでないかということを繰り返すばかりで、本
当にあなた自身、国に対する制度の改善を要求し
て、基金取り崩しに至っても、国はだめだと言って
いる。それは、国が出す分が減るから自賄いは自分
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たちでしなさいと言っているのです。だけれども、
今一方で自主自立、地方分権と言われて、そういっ
た裁量は一定自治体で任されているわけですから、
その裁量権を最大限に発揮するのが、またそれを有
効的に活用するのが、町長であり担当の課長でしょ
う。そこをやりなさいということを言っているので
すよ。 
 予防医療は、それではどうなのですか。私は、何
か隣の課がやっているからということで関知しない
というようなことも聞かれましたけれども、そう
いった点では特殊な事情でないのです、この疾患系
統というのは。全道的にも全国的にも、特に北海道
というのは問題で、こういう対策をとりなさいとい
うことで言われているわけですから、そういう問題
も含めて、この点についても、まだ改善する余地が
あるのではないかと言っているにもかかわらず、こ
れに対してどういうふうに改善するのかということ
も問題点があるかなということもきちっと述べてい
ただきたいと思いますが、どういうことだと。 
 私、町長がおっしゃるように、この制度は確かに
３分の１の方が、残りは社保だとかそういったとこ
ろだと思います。根本的に制度の違いがあるわけで
すから、自賄いといっても、制度の違いをよく理解
していかなければ、おわかりだと思います。 
 再三再四になりますが、もう一度この一般会計か
らの繰り入れと、これを進めることによって受診抑
制にさらに拍車をかけ、さらに国保の医療費の負担
も、さらに押し上げることになると。私はこういっ
た意味で、十分な軽減対策をもう一度とるべきだと
いうことを要求し、答弁をまず最後に求めたいと思
います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 米沢議員の再々質
問にお答えをしたいと思いますが、議員から御質問
をちょうだいいたしました内容に、私も正確では、
とらえとして違っていたという部分がございまし
て、おっしゃる内容の中に、その年間の所得の、生
活としての所得の部分についてのお話であったとい
うふうに理解しておりませんで、大変恐縮でござい
ます。 
 そういう中にあって、なお上げるのかと、実態を
知らないのではないかということではございません
で、私どもといたしましても、大変その中で厳しさ
があるということについては、十分理解いたしてご
ざいます。そういう中で、なおかつお願いをしたい
という部分で、それにつきましてのいろいろな対策
として繰越金の投入でありますとか、さらにその基
金の投入でありますとか、それを最大限に活用した
中で、抜本改正が予測される間の本当に苦しい部分

をすり抜けていきたいという願いがそこの中にある
ということで御理解を賜りたいというふうに思うわ
けでございます。 
 次に、２点目の予防対策にかかわってでございま
す。先ほども申し上げましたように、保健事業とし
て若年層からの対応、それは進めさせていただい
て、まだそう時間がたってないということもござい
ますが、それらにつきましてはタイアップしなが
ら、同じ役場内でございますから、それらの対応に
ついて進めさせていただいてございまして、新たな
健康に向けての形態も進めさせていただいていると
いうのが現実でございまして、先ほど議員御発言ご
ざいました長野県をモデルにして、どういうふうに
してその地域の予防対策を進めていけるのかという
ことについては、これは真剣に対応しているという
ことで御理解をいただきたいと思いますし、今それ
らの計画を進めながら、新たな医療費に支出される
内容についても、内容の分析をしながら今進めてい
るということで御理解をいただきたいと思います。 
 次に、３点目の一般財源の投入に関しまして。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 米沢議員の一般会計からの
繰り入れの関係につきまして、私の方からお答えさ
せていただきたいと思います。 
 先ほど町長の方から申し上げましたとおり、この
国保制度というのは、相互扶助の制度でなっている
ということでお答えさせていただいたところでござ
います。したがいまして、国、そして町という中
で、一つの制度の中で運用されているところでござ
います。町といたしまして、その辺のところ、最大
限、いわゆる自主的な中で役割を果たしていくとい
う点におきましては、非常に制限を受けているとい
うことをまず御理解いただきたいと思います。 
 そういう中で、町といたしましては、先ほど課長
の方からお答え申し上げましたとおり、この医療給
付がだんだん増嵩するという中におきまして、いか
にそれを抑えていくかということが最も重要なこと
でないか。こういう中で、本当に保険者の皆さんに
御負担をいただくということは本当に忍びないなと
いうふうには思います。しかしながら、こういう相
互扶助の中で、その三者が役割の中で、会計上給付
が高くなってくるに当たりましては、相互にそれを
見ていかなければいけないということでございます
ので、そういう面におきましては、特に御理解を
賜っておきたいというふうに思っております。 
 先ほど申し上げましたとおり、本町におきまして
も給付費の増嵩をいかに抑えるかということで、長
野県をモデルに、鋭意その取り組みをしているとこ
ろでございます。 
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 その中におきましては、疾病の内容等の原因等に
つきましても十分見きわめ、そして保険者の皆さん
が病院にかからないような中で、今後取り組みをし
ていけれるようにということで、町としては最大
限、この保健・医療・福祉という点につきまして、
重点化した中で取り組みをしているということで御
理解をいただきたいと思います。そういう中で、ひ
とつ一般会計からの、その裁量に基づいた中での取
り組みについては、現在の制度の状況を考えまし
て、なかなか難しいものというふうに判断をいたし
ているところでございますので、御理解を賜りたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 私は、町長にお聞きしたい
のですが、町長は議員もやってらっしゃる。副議長
になっていました。その前に、教民の委員長も２期
４年間やられていました。普通、委員会で否決と
言ったらおかしいけれども、否決状態にあったもの
は町執行は出さないというのが、今までの私１６年
間おりますけれども、不文律だったと思います。出
さなかったと。町長に、私、議員協議会のとき、こ
れどうだったのだと言ったら、いや否決されていな
いと、だから出したのだということになりました。
しかし、きのう、おとといの健康保険の状態、健康
保険会計、そのとき私立ちました。なぜならばと言
うと、予算ですから、これを否決したら不信任です
から、私は立ちました。でも、そのときの反対討論
者は３名でしたか。いいですか、教育民生委員会は
６人しかいないのですよ。町長、６人です。そし
て、１人は委員長ですよ。あとの５人で決とった
ら、３対２か２対３か１対４か５対ゼロか、こうい
う数字が出るはずです。今みんな反対している全
部、反対か賛成かわかりません。３番議員も１２番
議員も反対か賛成かわかりませんけれども、あのよ
うに攻めてきているわけですよね。異常だと思いま
せんか。今まで、私１６年でこういうことあり得ま
せん。委員会で割れているときには、何らかの措置
をとってきた。ごみであろう、病院であろう、すべ
てですね、水道もそうです。ある程度の議論を重ね
てきたわけですが、町長これどう思います。副議長
になったときもそうだと思います。こういうのは却
下していたはずです。私の総務でだめだと言ったや
つは出さない。これ不文律で、不文律と言ったらお
かしいけれども、ある程度のお互いの内々の約束で
す。でも、今回の場合は、まるで否決されたような
ものだというように、否決されたかされないかわか
りませんけれども、されたように印象が受けたわけ
です。 

 この条例に対しても、何かそんな感じをするので
すね。もしかこの条例が通るとしても、１１対８か
１０対９か、否決してもどちらも同じぐらいな数字
で均衡しております。これに対して町長どう思う
か、まず第１点。 
 それから第２点は、１８年度にこの基金がなくな
ると。２００万円から３００万円ぐらいになると町
長も申しましたし、また課長も申しておりました。
しかし、１８年になったらどうするんだよというこ
となのですが、どうするのだと。１８年になって基
金なくなるのだよと、どうするのだと。 
 基金というものは緊急のときに使っていくのだか
ら、今他の同僚が言っているのは、今緊急だから使
えと言っているのだから、なぜ使わないんだと。貯
金しておくだけが基金じゃないだろうと。 
 今、一般会計の方でも財政でも、これだけ取り崩
してきているわけですよ。町長どう思いますか。そ
れとも、その答弁ちょっといただければと。そし
て、私もこれに対して判断していきたい、そう思い
ます。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ２番中川議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 私は、所管委員会において否決されたという認識
は持っておりません。ただ、その中で、全体会議の
中で審議していくという方向で認識をいたしている
ところでありまして、そういうことで、全体の協議
会の中で御提案し、御審議をいただき、そして提案
をさせていただいているということでありますの
で、その点につきましては、議員おっしゃるように
所管委員会で正式に否決されたという認識は持って
いないということで御理解をいただきたいと思いま
す。 
 それからもう１点、基金の問題でありますけれど
も、先ほどもお答えさせていただきました。基金は
ございます。しかし、今期１５年７,５ ００万円を
基金支消すると、また１６年支消していくと、最終
的に１８年におきましては３００万円弱、二百何十
万円の基金残高しか残らない。そして、１９年に向
かっては、まだ方向性は見えておりませんが、国は
抜本的な国保関連の改正を図るという方向におりま
す。私ども町村会におきましては、この国保、介護
保険等々につきましては、これは都道府県がやるべ
きであって、市町村はやるべきでないということ
で、やれないということで、都道府県にやっていた
だきたいということで要望いたしておりますが、そ
れらが１９年においてどう改正の中に組み込まれる
かは、方向は定まっておりませんが、そういう抜本
的な改革をされてくるという中にありまして、ま



 

― 18 ―

た、これの保険税の改正を１８年までにもう一度し
なければならないのか、あるいは１９年度以降の部
分の中で、また改正をしなければならないのか、こ
れは先は当然において改正しなければならないとい
う状況下にあるわけであります。 
 私どもとして、当初は保険運営審議会に諮問申し
上げましたのは、８. ５、言うならば２％のアップ
をお願いして、保険運営審議会に諮問をいたしまし
た。そうしますと、皆さん方のお手元に基金の状況
についての説明がされておりますように、２,００
０数百万円の基金が残ると。だから１９年度に向
かって何とか、この１回上げることによって何とか
それまでもつであろうという予測を立てたわけであ
りますが、今、中川議員からもお話ありましたよう
に、運営委員の審議をいただいた中で皆さん方は、
今一挙にそうしないで、段階的に上げていくという
ことが、町民に対する極端な負担増につながらない
と。だから今回は１. ５の改正にして、次の段階と
して考えなさいという答申をいただいたということ
から、今議会の方に１.５ ％、８の改正で御提案さ
せていただいているところでございます。 
 基金を残していくという考え方を持っておりませ
ん。基金は支消していく、そして最小限の改正に
よって、この国民健康保険会計を維持していこうと
いうことを目的として、保険運営審議会の答申に
従って１.５ ということで、今改正をお願いいたし
ているということでございます。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） １点目の質問というのは、
私重要だと思うのです。これはもう議長も認識して
いただきたい。委員会の形骸化ということになるわ
けですね。 
 昔、大平総理大臣が予算委員会で否決されまし
た。そして、本会議で突破しました。こういう、町
長は禁じ手を使ったかなと、そういうように私感じ
たわけですよ。委員会で、まず６人の委員会の中
で、委員長抜かしたら５人だと、その反対が、全部
３名が反対していてですよ、それで、委員長に聞い
たら決はとってないと、そういうことでした。委員
長というか、私局長に聞きましたとき。決はとって
ないけれども、その状況はおわかりでないかなと思
うのですよ。町長、あなたも委員長もやったことも
あるし、副議長もやられて予算委員会もやられてい
るのですから、それを、決をとってないからいいの
だと、強行突破だと、それをやられることによっ
て、委員会は何だったのだということになるのです
よ。委員会する必要ないじゃないかと、みんな本会
議にしてしまえ、そういうことにもなってしまう。 
 委員会をまずやりますね。そして議員協議会やっ

ていくわけですから、委員会で、無理だなと思った
やつは、ふつう協議会にもなかなか出さないようで
すね。そういう、町長その点はどうですか、まず第
１点。 
 今後も、委員会で否決された場合出すのですか出
さないのですか、こういう状態のときはどうなの
か、様子見るのだろうかなと、まあそう思うのです
けれども、そこをまず確認したいというのが第１な
のですよ。 
 それから、今、町長がおっしゃるように、基金は
支消するものだと。貯金のためのお金ではないのだ
から、だったら、今使われたらどうですか、同僚の
議員がおっしゃっている。来年度は何ぼになるのだ
と、再来年度は何ぼになるのだ、１８年度までもて
ば、１９年度は国が抜本的に保障するのですか、私
たちに完全に保障できるのですか、町長。私はでき
ない。それならば、今危機だと同僚議員は感じてい
るのだから、だからどうなのだということです。町
長というか、執行の方々は、いや、今危機ではない
と、まだまだ支払い余力はあると。 
 今言いましたように、４００万円以下というのは
大体入ります。大方の３２％、上富良野町はみんな
３２％、その中で８０％ぐらい入るのでないかなと
思うのですね。その３２％の中で４００万円以下。
４００万円以上、まず５００万円、６００万円とい
うのは、役場の職員の給与程度以上でないですか
ね。あとの人たちは１日１万円で働いてですよ、３
６５日、風の日も雨の日もですよ、頑張っても３６
５万円にしかならないのですよ。そこへしわ寄せが
今行くのだよということを言っているわけですか
ら、ここをやっぱりもう少しどうなのだろうかと、
そう言っているわけですから。 
 まず、このままいったら来年度の基金は幾らにな
るのかと、これ第２点目です。町長第１点目と、も
う一度お願いします。このままいったら来年度幾ら
になるのか、そして１６年度は何ぼになるのか、１
７年度はマイナスになるのか、お願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ２番中川議員にお答えさせ
ていただきますが、予算特別委員会の中で資料とし
て提出させていただいておりますから、基金の使用
状況というのは、後ほど助役の方から説明させま
す。 
 基本的に所管委員会におきまして、例えば否認さ
れたと、正式に否決されたということであれば、私
は執行者として、基本的に提案をするという、再度
提案をするということにつきましては、まず考えら
れないだろうなと、判断は、提案をおろすというこ
とに相なるだろうなというふうに思っております。 
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 ただ、今回の場合は否決という正式の手続がない
と。それともう一つは、その中で、所管委員会の中
で、これはまことにそういうふうに対応したわけで
ありません。国が、私どもとしては、ことし改正を
しなくても何とかなるだろう。昨年度、中富良野町
が国保税を改正したと。そのときに所管に指示して
検討させた結果、うちの町はまだ一、二年改正しな
くていいだろうという予測の報告を受けていた。で
すから、ことし私としては改正する方向にならない
だろうということでいたわけでありますが、御案内
のとおり、国は昨年の法改正によりまして、先ほど
来問題になっております高齢者医療から１歳ずつ国
民健康保険に加入をしてくると。今回から７４歳ま
で国民健康保険になるよと、７４歳まで。高齢者に
ついては、７５歳までなるということになりまし
て、１年ずつ入ってくる。その金額が給付金として
高齢者の場合はふえてくる。 
 それともう一つは、税法の改正によりまして、約
１, ２００万円から１, ３００万円、現在の税法から
して税収が落ちるという改正ができた。それで試算
してまいりますと、既に皆さん方のところに１８年
度までの見通しを出させていただいておりますよう
に、非常に不足額が出てくるということで、今先ほ
ど来言っておりますように、今期１５年は７,５０
０万円の支消をすると。あと支消７,１ ００万円ほ
ど残ると。数字、後でまた。 
 そういうようなことで見てみますと、今その支消
をことしで使い果たしてしまう、来年で、１６年度
で使い果たしてしまうということに相なりますと、
一挙に、先ほど来言っているように、１. ５％の
アップでなくて、一挙に２％なり２.５ ％のアップ
をしないと財政が成り立たなくなる。そうなります
と、町民の皆さん方に一挙に多額の負担を背負わす
ことになる。ですから、極力今の１.５ という最低
限の改正によって御負担をいただくわけであります
が、極端な額の増額を強いるのではない対応を図っ
ていきたいなということで、現在改正を進めさせて
いただいているということであります。 
 また、加えて、この改正によりましても、これで
保障するのかということでありますが、先ほど来お
話し申し上げておりますように、この改正のままで
いっても、１８年度においては基金は二、三百万円
しか残らなくなる予定である。ということになりま
すと、少なくとも３, ０００万円や５, ０００万円の
基金を確保しておかなければならないわけでありま
すから、次の段階として給付金の支出が多くなれ
ば、１８年度までにもう一度の改正をしないと、こ
の保険会計が成り立たないと。当初から町が計画し
た８. ５、言うならば２％までの改正を進めない

と、１８年度までの会計は成り立たないという状況
であると。資料として説明してあるとおりでありま
す。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 中川議員の御質問にお答え
申し上げたいと思いますが、今私ども、この御提案
申し上げている中におきましては、平成１５年度、
制度の改正がございまして、いわゆる国保税の所得
割の段階で、税の関係で約１, ３００万円が税収減
という形になるところでございます。 
 それから、先ほど申し上げておりますとおり、老
人保健制度変わりまして、国保が７０歳から７４歳
まで保険者の増が今後推移されるということで、そ
の辺の関係を総体的に見ますと、約１億１, ８００
万円ほどが財源不足を生じる状況にございます。こ
の１億１,８ ００万円の財源不足をどう解消するか
ということで考えているわけでございますが、まず
１４年度の繰越金を、今までは繰越金見たことはな
いのですが、どうしても財源不足生じることで、約
２, ０００万円既にこの会計の中で見ております。
したがいまして、繰越金引きますと９,８０ ０万円
なお財源不足が生じます。それで、その制度の改正
によりますところの不足額が８,５０ ０万円、あと
１, ０００万円足りません。これを今６. ５から８％
に上げる形で、１,００ ０万円年次で、税で賄いた
いという形でございます。そうしますと、これを何
にもやらないといたしますと、９, ８００万円基金
を取り崩しをしなければいけないわけです。９, ８
００万円取り崩しますと、あと４, ８００万円基金
残ります。 
 この基金の制度の目的は、先ほど中川議員が申し
上げましたとおり、いわゆる医療費の急激な、流行
性の病気が生じて、この国保の医療費が急激に上が
るということで、その対応のためにこの基金制度を
設けてございます。 
 過去の事例から申し上げますと、それが約５, ０
００万円ぐらいもう吹っ飛んでしまうというような
そういう状況も起こり得るということで、そのため
に基金を積んでいるわけでございます。 
 今回、その状況はございませんけれども、常にそ
ういう状況を、この国保会計の中では押さえていか
ないと、急激なそれこそ保険税の引き上げを求めな
ければいけないということになります。そういうと
ころを安定的に、そして保険者の皆さんが緩やかな
中で御負担いただくような形をとっていかないと、
なかなかこの保険財政というのは安定していきませ
ん。お金がなくなりましたから保険税上げてくださ
いと、それが何％になってもいいから、こういうこ
とでは、私ども、この国保財政を運営するに当たっ
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ては、そういうことは当然できない。やはりなだら
かな中に保険者の皆さんに負担をしていただくよう
なことを考えるのが正しいやり方だなというふうに
思っております。 
 先ほど町長が申し上げましたとおり、平成１９年
度に、この保険税の根本的な改正が見込まれており
ます。この今の日本経済の状況からしますと、こう
いう負担、保険者の負担が、果たして改革によりま
して好転するかということになりますと、なかなか
好転しないような状況でございます。そのことを踏
まえておかなければいけない。 
 それで、１９年度、そういう制度改正の以前に、
１８年度段階で、いわゆるこの１５年から１８年に
かけまして、いわゆる突発的なそういう医療費が増
嵩するようなことに耐えれるような財政基盤を持っ
ていかないと成り立っていかない。そういう中で、
そういうことをしておかないと、急激な税負担を保
険者に求めるというような形になります。 
 今の試算でいきますと、このような中でいきます
と、仮に今突発的なそういうことを計算入れており
ません。例えば５,００ ０万円ぐらいもし出ます、
１回。これ１回出るかどうかわかりません。１回出
ますと５,０ ００万円ですから、その半分は国から
来ます。そうすると２,５ ００万円ぐらい基金から
支消しなければいけないということになります。そ
んな計算をやっていきますと、逆に１６年度やりま
すと、マイナスに生じるわけですよ。基金も使い果
たして、マイナスに生じていくということになりま
す。そうしますと１７年、１８年にどれぐらいの税
の引き上げをしていかなければいけないかといった
ら、私の試算では、今約６. ５が９. ５ぐらいまで急
激に上げていかなければいけない、そういうような
状況に陥ります。 
 それで、国保の運営協議会におきましては、私ど
もといたしましては、基本的には１８年度まで安定
的に持っていくためには、８. ５の改定をお願いし
たい。その中で、１５年度については８％の改正を
お願いをしたいという中で、緩やかな改訂をお願い
した経緯にございます。 
 先ほど町長の方からお話ございましたとおり、ま
だその時期大変でないか、８. ５は早いのでない
か、まず８％の状況を見て判断しなさいというのが
国保運営審議会からのいただいた意見でございま
す。それを尊重した中で御提案も申し上げていると
ころでございます。 
 そういう中から、非常に、これを見送っていくこ
とによりまして、あとの不測の事態だとか生じた場
合については、やはり急激な御負担を保険者の皆さ
んに求めなければならないという、そういう厳しい

状況を迎えているということで御理解をいただきた
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 先ほど、２番中川議員の方
から、議長に対する所管常任委員会のあり方につい
ての御質疑もございました。本件につきましては、
議会運営委員会あるいは全体協議会の中で、当町議
会の先例を確認の上、全体で御協議をいただきたい
というふうに思っておりますので、御了解いただき
たいと思います。 
 では、再々質問受けます。 
○２番（中川一男君） そうすると、まだ基金があ
るからということで、では基金がなかったら全部も
うかぶせると、基金がなかったら、これは目的税な
のだから、目的料ですね。保険税と言っているとこ
ろもあるし、保険料もありますけれども、これ目的
なんだから、だからもう基金がないということ、も
しか今１億何千万円ありますからね、ないというこ
とになれば、全部利用者に押っつけるんだと、そう
いう考え方に聞こえるんだよね。確かにそうかもし
れない。だけれども、やっぱり町長の、前にも申し
ましたけれども、議会で、健康診断ですか、料金今
度もらいますよと、２,０ ００円でしたか、もらい
ますよと。町長の施策というのは、どこにあるのだ
ということになってしまうんだよね。健康保健セン
ターはつくらなければならない、町民の本当に皆さ
んが健康であってほしいからつくると、私も賛成し
ている方です。 
 それから、パークゴルフやって、みんな健康にし
ようと、３億何千万円ぶっかけてですよ、ぶっかけ
るということは、かけてですね、そして今度の利用
料金よりもっともっとかかる維持費を出してまで
やっているのですから、そしてこういうところで来
る。そして、今度健康診断ですか、基本的なやつ、
今までただだった。老人からも半分もらうよと。が
ん検診もそれも老人の方からもいただきますよと。
みんなこれならば、どこに町長の施策というか、ど
こにあるのですかと前に聞いたのです。それで、予
算には聖域がないんだと、全部カットしますよ、７
％カットですよ、５％カットですよ、それで町長要
らないとこの間言って、私訂正しましたけれども、
コンピューターでいいのでないかなというような気
するのです。やっぱりそこには、血の通った行政を
していかなければならない。そのために、私は町長
がいる。 
 町長言ったではないですか、上富良野は、健康で
豊かで、そして住みよい町にするのだ。そして、今
から６年前に立起して、あの冬の寒いときに、その
前１期ちょっと落ちてますけれども、本当に切ない
思いしながらはい上がってきたのですよ。何のため
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ですか。少しでも上富の人たちをよくしようと思っ
てきている。だから、やはり私は少しでも血の通っ
たようなものがあってもいいのでないか。ただ、確
かにわかります。予算がもう厳しいですからね。 
 それともう一つわかることは、確かにこの健康保
険というのは、私たち貧しい者にあるということだ
けはわかっています。金の持っている人はみんなお
抱え医師を持って、慶応大学の病院等に、特別室に
入るのだから、そんな人は健康保険使わない。やっ
ぱり健康保険使うのは、私たち貧しい者が使うので
す。だけれども、今そのところ限度額が上がってな
いわけですよ。限度額５３万円ですね、来年度も。
そこによって率を上げようとするから、どうしても
しわ寄せが４００万円前後というか、その下を直撃
してしまうのですよ。もう農家なんて全部入ってし
まいます。 
 それから、さっき言った業者の方々も、本当に
入ってしまうのですよ。だから、そこをもう少しで
きないものかなということで、今同僚が質問してい
るわけですよ。私たちもみんなそうだと思いますけ
れどもね。だからその点がまず第１点、どうなの
か。 
 それからもう一つ、先ほど委員会のことですけれ
ども、町長が委員会で準付託だと私は思っていま
す。委員会の協議会でやったことは、準付託された
なと、そう思ってやってますので、町長がそのとき
に委員会が否と言ったやつは出さないという、今後
とも町長である限り、尾岸町長が何期やるかわから
ない。２０年やるか３０年やるかわからないけれど
も、その間、これを今までのお互いの申し合わせで
はなかったのですが、出してはいけないぞというこ
とで今まで出しませんでした、１６年間。私の場合
ですよ、先輩議員まだおりますから、聞いてもらっ
たらわかるけれども、出してなかったと思います。 
 体育館のときもそうだと思います。みんな付託し
て一生懸命やりました。そういうことで、今後その
点、なぜならば、先ほど申しましたように、委員会
の形骸化、何だ委員会だって意味ないじゃないかと
いうことになったら、大変議員活動の中で恐ろしい
ものがあるので、その点、この２点確認させていた
だきます。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ２番中川議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、国保会計におきます一般会計の繰り出しの
基本的な考え方、これにつきましては、米沢議員の
御質問でもお答えさせていただきましたように、こ
の保険制度というものは、相互扶助の中でつくり上
げられてきて今日も対応しているわけであります

が、国もこの制度につきましては、今国保会計の大
幅な赤字ということで、その手法を今検討している
という段階であります。国民皆健康保険制度を堅持
していくためには、どういう制度が一番ベターなの
かというようなことも国の方でも検討しているとこ
ろでありますが、私ども自治体といたしましては、
基本的には国の制度の中にのっとった中で対応して
いくという基本的な考え方を持っておりますし、先
ほど来お答えさせていただきましておりますよう
に、相互扶助という一つの基本の中で、議員も御質
問にありましたように、目的税であるということか
らすると、一般会計から不足する部分を何でもかん
でも繰り出していくということには相ならんという
ふうに私は思っております。ましてや、こういう財
政状況の中では、なかなか難しいというのが基本で
ありますが、絶対にないということではなくて、や
はりある町におきましては、基金の積み立て相応分
については、ひとつ一般会計から、国保会計が非常
に厳しくて基金も積み立てできないと、緊急の場合
の対応ができ得ないというような部分があるとする
ならば、基金相当分について、一般会計から繰り出
して基金を確保しようかというような、そういった
面についての対応というのは、特別会計の健全運営
のための手法としては、ある点では考えられ得るも
のもあるのかなと。しかし、給付金の支給のための
不足分を補う、その制度ということは、一般会計か
らの繰り出しということは、私としては考えられな
い。この制度を取り入れるということになれば、抜
本的に国民健康保険制度というのは崩壊していって
しまうというふうに思っております。 
 それから、次のいろいろな福祉関係、いろいろな
面についての有料になってくるという件であります
が、私も執行方針の中で報告させていただきました
ように、基本的に行政執行を図っていく上におい
て、今後は応分の受益者負担というものは御協力い
ただかなければならないと。従前のように、行政
サービスというのはすべて無料であるという認識と
いうのは、今後これからの町づくりの中で、国家財
政がこのように厳しくなっていき、地方財政がこの
ように厳しくなってきた中で、私も町民の皆様方に
喜ばれたい、これもただにし、これもしてくれた、
あれもしてくれたと褒めていただきたいと思うわけ
でありますが、なかなかそういうことには相ならん
と。そういう中にありまして、今後は、やはり応分
の受益者負担をいただかなければならない。これ
は、今行政サービスは無料という観点ではなくて、
考え方をひとつ変えていただいて、今までは全町民
の負担で間接的に皆さん方も負担した中で、特別に
利用するからといって負担金を、使用料なり何なり
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の負担金を払わなかった。払わないで済んだ。しか
し、これからは全町民が、全住民が負担するという
ことが、もうこれは間接的に必要であるけれども、
財政的に非常に厳しくなってきた中で、やはり使わ
ない人と使う人とがいるということであれば、使う
人は、利用する人は、応分の直接負担をしていただ
く。受益者負担ということで、応分の直接負担をし
ていただくということが、今後は町づくりの中で重
要な位置づけがなされてくるのかなというふうに
思っておりますし、これから国家財政が厳しくなる
中にありまして、地方財政もより一層厳しくなって
いくと。そういう中にありまして、先ほど来お話し
しておりますように、応分の受益者負担、この原則
にのっとった町の財政運営、町づくりということが
基本になってくるというふうに思っておるところで
ありますので、御理解をいただきたいというふうに
思います。 
 また、加えて所管委員会、常任委員会のあるべき
姿でありますけれども、基本的に中川議員も私も委
員長経験もあるではないかと、副議長経験もあるで
はないかと、その当時どうだったということでお話
しでありますが、その当時私といたしましては、委
員会で採決をするのでなくて、委員会としては反対
である。しかし、全体議員協議会の中で結論を出し
てくれということで理事者にお返しする。当委員会
は、この議案については賛成できないと。しかし、
我々の段階で、ここで、この理事者の執行権である
発議権をここで封じるのでなくて、全体会議の中で
ひとつ審議して理事者として判断すれという形をと
らさせていただいたというのは何度かございまし
た。議員協議会で、所管委員会で賛否を決定して、
反対だと、これはだめだということで否決するとか
賛成するとかというような対応を図った経験はござ
いません。これは私の時代のことでありまして、こ
れからの委員会運営につきましては、先ほども議長
さんから、今後、議員の皆さん方の中でひとつ検討
されるということでありますから、私がこの委員会
運営について意見を述べる立場にないということで
御理解をいただきたいと思います。 
 ただ、私といたしましては、万が一そこで、全員
の委員の皆さん方の、全会一致の反対があったとす
るならば、それを押し切ってまで議会に提案するか
ということになりますと、なかなかそれは中川議員
おっしゃるように、なかなか難しい課題である。提
案するということには相ならんであろう。しかし、
何対何で否決されたというような場合においては、
ケース・バイ・ケース、そしてその議案の重要性、
そういったものを認識、判断しながら対応を図るべ
きでなかろうかなというふうに思います。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 まだ御質疑があるようでしたら、この際ここで
ちょっと休憩をとりまして、休憩後に再開したいと
思います。 
 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１１時０１分 休憩 
午前１１時２１分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 ただいま上程されております議案第２０号の質疑
を再開いたします。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 担当課長にお聞きしたい
と思います。 
 今、国の方で国保制度の安定化を進めるための新
しい制度が始まるわけでございますけれども、それ
を御存じでございましょうか、ちょっとお尋ねした
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） １５番村上議員の
御質問でございますが、私の承知している内容で
は、平成１９年の１０月を目途に、現在厚生労働省
において各種の検討がなされているというふうに理
解はしてございます。これについては、特に高齢者
の医療に対応する内容をどう展開していくかという
こととあわせて、いわゆる医療保険の全般的なあり
方について、一本化がどうかという問題も含めて、
またさらに、国民健康保険の保険者として、各都道
府県単位をベースにすることの検討であるというふ
うに理解をしてございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） これは、国保制度の安定
化を進めるために、ことし２００３年度から保険者
支援制度というのをスタートさせると。これは低所
得者が多いことで、中間層にしわ寄せが来る。その
保険料の軽減に向けて、保険財政に公費で助成する
と、こういう仕組みでございますので、これら、こ
れからのことでございますから、文書等で流れてき
ているのかなと思いましてお伺いしたのですけれど
も、こういうことでございましたら、これを活用す
ることはできるのでないでしょうか、お伺いしたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 地域ごとによる支
援制度の内容については、医療のあり方とか、それ
から各自治体によって、それぞれに医療の支援制度
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等を加えているものにございますので、これらにつ
いての加算等の支援については、現在新たに対応し
て、１５年度の予算の中にもそれらの検討を加えな
がら、一部算入しているものもございますので、御
理解を賜っておきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 私は、先ほどから皆さんの
御質疑、御答弁を聞いておりました。まず、保険税
のこの収納状況につきまして、再度お伺いをいたし
たいと思います。 
 私は、国民健康保険税年度別収納率をいただいて
おります。これは１４年度見込み額にしますと４,
８００万円ぐらいになってしまう、このようになっ
ております。そして、この収納率を上げてからその
条例を制定したらどうなんだということを私たちの
所管委員会も、私たちはそのようにやってきまし
た。 
 それで、まず先に収納率を上げなさいと、収納率
上げてからでもおそくないのでないかと、このよう
な私たちは委員会で申し上げまして、先ほどから議
決とか否決とかと言いましたけれども、それは否決
とか議決でなくて、私たちは一応もう少し見るべき
だと、こういう御意見で言ったはずなのですから、
担当課長、その点はお聞きしていたと思うのです
よ。それがもうずらずらと上がりまして、議員協議
会等においては、国民健康保険審議会で決定を得た
のだというような町長の御答弁がありました。これ
について、私たちそうしたら、教民は何していたの
だと私聞いたでしょう。町長何しとった、寝とった
んかと、こういう御意見にもなると思います。 
 ここにまず言いたいのは、この所得の方の所得層
の問題であります。これがまず一番、６００万円か
ら６９９万円、こういう方が滞納しているのです
よ。それから、５００万円から５４９万９, ９９９
円、こういう方もまた滞納してます。また、４５０
万円から５００万円までの方も滞納してます。そし
て順次いきますと、かなりな滞納額になっていくわ
けなのですよ。この４００万円、３００万円、３５
０万円の所得のある人が、どうして払えないのか
と。私この現状を一回見たことあるのです。車３台
ぐらい持ってますよ。いいですか、そして税金払っ
てない。そんなこと忍びない言葉なのですよ。ここ
で言いたくない、実際の話。こんなこと言ったら、
皆さんどう思うかわかりませんよ。許されないので
すよ。 
 その収納率どうしたの、その中ですよ、この報告
の中に、建設、製造、運輸、４８名もいるのです
よ。この方、そしてサービス業、これも３１名ぐら

いいますね。それは数多く、余り詳しくは言いませ
んけれども、こういう人たちがいるのに、なぜ収納
率を上げないのか、それでその収納率を上げないで
町民の皆さんに負担をさせれということはうまくな
いのでないかということは、私たちは委員会でも申
してきました。今も、現在も申しています。この件
について、こういうことではうまくない、だから反
対をしているのです、私たち教民は３人、これ恥ず
かしながら、教民は３人が反対をとっていると。 
 これらの収納率上げられないのですか。まずこれ
です、問題は。このまま投げておくのですか。これ
１４年度見込みで４, ８００万円からなるのです
よ。この点についてお伺いをいたしたいと思いま
す、まず第１点。 
○議長（平田喜臣君） 税務課長、答弁。 
○税務課長（越智章夫君） ただいま１７番小野議
員から質問ありました国保税の収納率の関係でござ
いますが、これにつきましては、決算委員会、また
予算委員会等でも多く指摘されているところであり
ますが、その収納に対しては、先ほど町民生活課長
の方からも御答弁ありましたとおり、その個々に対
する対応につきましても、職員一丸となって収納率
の向上に力を注いでいるところでございます。 
 なかなか収納率上がらない状況にはありますが、
これからも全力を挙げて、その辺の収納率の向上に
努めていきたいと考えていますので、理解願いたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、補足ありま
せんか。よろしいですか。 
 ただいまの答弁に対し、再質問があれば。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 課長に聞きたいのは、教育
民生常任委員会で、これが否決だったのか可決だっ
たのか、この点をどのように取り入れてこのような
条例を出してきたのか、この点を１点聞きたい。 
 それから滞納者、これ建設、運輸というのがある
のですけれども、この建設業界が、建設業をやって
いる人が滞納しているのですか、これ。この滞納を
もししているとなれば、大変な問題ですよ。入札も
施行されているのでしょう。これらの内訳がはっき
り出ていませんけれども、まず建設、製造、運輸、
４８名となっている。これはだれに聞いたらいいの
ですか。それでもって一応答弁してください。 
○議長（平田喜臣君） 小野議員の第１問の質問に
つきましては、先ほど町長あるいは私の方から、再
度、議員の常任委員会のあり方、あるいは委員会協
議会のあり方等で御説明申し上げておりますので、
答弁はこの場では控えさせていただきたいと。よろ
しいですか。 
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 収納につきましては、税務課長の方から答弁いた
させます。 
 税務課長。 
○税務課長（越智章夫君） ただいま小野議員から
質問ありました、業種別で建設業についての滞納の
４８名はどういうものだという質問でございました
が、これにつきましては、建設業に携わっている人
方における滞納の状況でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 建設業に携わっているとい
うならば、これを見たときに、建設業としか見らさ
らないのですよ。携わっているのかいないのか、わ
からない。携わっている人もいるわけなのですね。
だから建設業の中にも滞納される方がいるのかとい
うことなのです。だから建設業にお働きになってい
る人の滞納かと。今滞納だと言っていましたね。そ
うしたら、この趣旨がちょっと違わないかな。 
 私たちが資料いただいたら建設業となって、この
目に見えてきたとき、もう完全に建設業と思ってし
まうのですよ。こういう点、建設業になったら、こ
れは無職その他にはならないでしょうけれども、
サービス業も同じく三十何名おられる。このような
収納率で、今町民の皆さんに御負担をかけるという
ことはいかがなものか。これがどうしても負担をか
けなければならない、収納率を上げずにして、この
ままもう負担をかけていくのだ、町長はそのように
もう完全に思い切ってしまって、今回はこれはもう
絶対に相ならないというのか、その点、もう一度最
後の言葉ですから聞かせてください。聞いているの
ですか、聞かないですか、眠っていたのですか。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 議員御質問にありますように、私どももすべての
税において、あるいは手数料において、使用料にお
いて、１００％収納を目標に努力をいたしていると
ころであります。しかしながら、いろいろな状況の
中で１００％回収するということは、なかなか難し
い課題でございます。その中には、不納欠損として
落とさざるを得ない部分もどうしてもこれをゼロに
するということはでき得ないという状況下にありま
すが、最大限不納欠損に落とすということをなく
し、１００％の収納率に上げていくというふうに努
力はいたしておりますが、今、議員が御質問のよう
に、国民健康保険税の未納額相当があれば、改正の
部分についても対応できるのでないかという御質問
でありますが、そのとおりであります。しかし、残
念ながら、今我が町の保険税の収納率は、他の自治

体と比較すると決して低い収納率ではなく、他の自
治体よりも、ある程度の収納率を納めさせていただ
いておりますが、より一層今後も収納率向上のため
に、職員一丸となって努力をしていかなけばならな
いというふうには思っておりますが、１００％完全
収納ということにつきましては、目標として定めて
おりましてもなかなか難しいと。二、三％あるいは
四、五％、もう５％までになると大変でありますけ
れども、どうしても三、四％ぐらいの率で、回収が
１００％にならないという残念な結果に相なってお
りますが、より一層努力をして回収に努めていきた
いというふうに思っております。（発言する者あ
り） 
○議長（平田喜臣君） 暫時休憩します。 

──────────────────                
午前１１時３４分 休憩 
午前１１時３５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩を解きます。 
 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の御質問に
お答えします。 
 収納率だけだと思いましたら、この提案の議案に
ついての御質問でありますが、先ほど来何度も申し
上げておりますように、今ここで１.５ ％を御承認
いただかなければ、近いうちに極端に２. ０なり２.
５の改正をしなければいけない。それは今よりも
ぐっと極端な増額を町民に負担させなければならな
い、一挙に。それを避けるために、暫定的に現在
１. ５％という御負担をいただきたいということ
で、今御提案を申し上げておるということで、御提
案いたしております議案については、御審議を賜っ
て御議決を賜りたいというふうに思っております。 
○議長（平田喜臣君） １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 大局的見地からお尋ねし
ます。 
 私は、懸念していることでして、これはこの国保
税というのが非常にいい話題に上がったのかなとい
うようにも思っております。 
 昨日、総務省の行政体制整備室に電話を入れまし
て、市町村合併の状況はどうなっているかとお聞き
したところ、３, ２１８ある全国の市町村のうち、
約８割が、研究会、合併協議会を立ち上げておりま
すと、こういう状況にあります。そして、平成１７
年３月の市町村合併は、必ずやりますというのが
返ってきております。町でやりませんということで
ないのです。これ私が言っているのでないのです、
国が言っているのです、平成１７年３月にやります
と。 
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 そして、統一地方選挙が終わった後いろいろ出て
きます。その段階でもって、６月までにはこの８割
が、９割を超えるということで、もうめどがついて
おりますということなのです。そうすると、西尾私
案とかそういうのがどどどっと出てくるのかなとい
うこともあるのですが、そういうことで、今いろい
ろなそういう段階にあるところでもって、なぜ上げ
なければならないのかなというちょっと疑問持っ
て、それで、ここにあります、「市町村合併と町づ
くりを考える報告書」という、これ職員のですよ
ね。ここに「合併協定書の考察」というのがありま
して、国民健康保険の取り扱い、これは合併時まで
に統一を図ると載っているのです。ということは、
来年までに統一してしまうということなのですよ。
国は１７年にやりますよと。１７年３月までに統一
を図るというのは、これはプロの皆さんですよ、職
員の、本当のプロですよ。自分の生活かかってます
から、真剣にこれ反対と賛成両方載っていて、非常
にいいものだと私思って勉強したのですけれども、
そういうことで、６月過ぎるとよく見えてくるよう
になるのですが、そういうところでもって合併をし
た場合、もう９割が合併の状況になる。うちは合併
をしない。そういうところでの試算、交付金どうな
るだろう。それから合併をした場合、５市町村、中
富も入ってもらって５市町村で、今真ん中ですけれ
ども、合併をしたらどうなるのかというような試算
はされているのでしょうか、お聞きします。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 梨澤議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 この市町村合併の中で、国保税の関係でございま
すけれども、基本的には、現段階におきまして市町
村の枠組みが決められておりません、この地域につ
きましては。そういう中に、どこの町村というとこ
ろがなかなか見えない中で、そこの職員組合の方の
その資料の中にありますけれども、そういう中で合
併の枠組みがもし決まるような中におきましては、
当然国保についても、その合併した場合にどういう
ふうになるかというところがわかるのでありまし
て、現段階におきましては、課題としては、当然そ
ういう検討をしていかなければならない課題として
は押さえておりますけれども、その枠が決まらない
中におきましては、試算はしておりません。 
○議長（平田喜臣君） １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 行政に携わっていて、先
を見るということは、非常にこれは住民の皆さんの
ために大切なことだと私は思います。住民の皆さん
に、今言っているようなことはなかなか見えてこな
いのです。そういうことからいきますと、言葉を悪

くちょっと出ますけれども、マンネリでないのと、
今までやってきたとおりにやるしかないのだよ、そ
ういうのマンネリと言うのでないの。もしくは、変
わったら変わったでいきますよ、行き当たりばった
りというのです。そのようにとられる。 
 そして、これ間違いなく、この国保、今回通って
も、もう１回審議しなければなりません、来年、平
成１６年中に審議、合併しなくても、しても、どち
らにしてももう１回審議しなければならない状況に
なっていくというのは、私は見ていたら見えるので
すけれども、そういう状況において、非常にむだな
ことをやっているなと。だから今は、先ほどから
言っているような、同僚議員が言っておりましたけ
れども、今こそ基金を使って、日本じゅうを見回し
て、国の行政のそこを見てからということにならな
いのかなと思うのですけれども、その辺のところ見
るお考えはなし、あり、いかがですか。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 梨澤議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 私の方からも、また町長の方からも先ほどからお
答え申し上げておりますとおり、１９年度が、いわ
ゆる国の方で、この国保を絡めて保険の問題につい
て改革をしていくという、そういう見通しがござい
ます。そういう中におきまして、我が町といたしま
しては、平成１８年度のところまで国保財政がどう
いうふうに推移するかというところを見込みまし
て、今回御提案を申し上げているところでございま
す。 
 そういう中で、当然、今ございます基金の１億
４, ６００万円の、その基金が、この１８年度の中
におきまして、いわゆる突発的なそういう給付の状
況が生じても、安定的になれるようなことを考えて
御提案申し上げております。当然１８年のときに、
もしもその１９年で大幅な改正があって、保険者に
相当な負担が伴うような改定がなされたとするなら
ば、その辺のところでも、ある程度は耐えれるよう
なことをこの１８年度までは考えていかなければな
らないだろうと。いわゆる急激な御負担を保険者の
皆さんに強いるということは大変なことだというこ
との押さえでおります。そういう先行きのことも見
通しながら、今回御提案を申し上げているところで
ございます。 
 いろいろ制度の中には矛盾点があろうかとは思い
ますけれども、現行制度の中で、行政として精いっ
ぱいこの果たしていく役割というものを考えて御提
案申し上げているということで御理解を賜りたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） １１番梨澤節三君。 
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○１１番（梨澤節三君） 合併をする場合、５市町
村で考えたら、まず１９年の前に、来年中にこの５
市町村で、この国保について検討するとちゃんと
載っているのですよ。検討しなければならないと、
このとおりだと思います、私は。 
 そして、１７年に合併しますよと国で言ってい
る、そこを全然私そんな、ちょっと言葉悪いですけ
れど、脳天気でいいのかな。だから私いつも懸念事
項でこう言っているのですよ。そんな行き当たり
ばったりなことに、さっきも言いましたから、行き
当たりばったりになってしまうのですね。 
 国の言う１９年といういろいろなもの、国保だけ
ではないのですよ。１９年というのは、１７年の合
併終わった後、全部見通してやることなのですよ。 
 今３, ２１８の市町村が１, ０００程度になったと
きの考え方で、これはいくようになります。そうす
ると、今本当に我が町は国保だけではないのです。
私さっき、ちょうどいい話題だと言ったのはそこな
のです。ほかも全部絡んでくるのですよ。 
 この国保税を今上げる。そして来年、法律できて
きたら、来年、はい、合併になりました、５市町村
で検討しました、また、今度は下げるとなるかもし
れませんよ、検討したら、下げる。そして１９年に
なった、また上げる、こんなになるのかもしれませ
んよ。この辺のところ、一貫性をもって町民の皆さ
んが、ああ、わかるわというように私はやっていた
だきたいと思うのですよ。ということ、そこら辺お
聞きしたいのですけれども。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 梨澤議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 私も何回かお答え申し上げてますけれども、梨澤
議員の視点の面につきましては、いわゆる市町村合
併をにらんだ中でのお話かと思います。そういう中
で、当然合併になった場合、例えばその枠組みが決
まって合併になった場合については、あらゆるこの
国保税でなく、ほかの分野についても、どうすると
いうことを考えなければいけないわけです。通常法
定合併協議会等ができた場合におきましては、任意
合併協議会もそうなのですが、そういう面で、そう
いうところができたときに、そういうものを、その
参加する、合併する参加町村がそういう検討すると
いうところが、その協議会なりの役割だというふう
に思っております。 
 当然その合併した町村が将来の方向を定めなけれ
ばなりませんから、そういう方向というのは全部課
題が出てきて、それらの検討を進めなければならな
いということだと思います。それらは、私どもも当
然そうだというふうに思っていますし、現段階にお

いて、その枠組みが決められていない中で、どうそ
れを構築するかということはなかなか難しいものだ
というふうに思っております。当然、現段階におい
てそういう枠組みはできない中におきましては、当
然今の状況の中で、上富良野町として単独でいく姿
の中におきまして、今、国の制度の改正を見越した
中で、この保険税のあり方ということを見通さなけ
ればいけないというふうに思っております。 
 そういう中で、御提案申し上げておりまして、当
然８.０％ というのは、私どもの本筋のところから
若干ありますけれども、これは段階的に８％で御提
案申し上げた中で、その推移を見た中で、次の改正
ということも考えなければいけないのかなというよ
うなそういう見通しを持って御提案申し上げている
ところでございます。 
 なかなか梨澤議員の、その視点のところとちょっ
と違うのだろうと思います。恐らく国におきまして
は、１７年３月が合併の期限でございますから、そ
の状況を見た中で、国としては、その合併、全国的
なベースの中で、合併する町村がどれぐらいにおさ
まってということが出てくると、いわゆる地方財政
に対する考え方も、そこでまた新たなものが出てく
るのだろうと思います。そういう中で、我が町とし
て、今のところは単独でいく中におきましては、そ
ういう状況も踏まえながら今後検討していかなけれ
ばならないというふうには思ってはおります。 
○議長（平田喜臣君） この辺で、この質疑を終了
したいと思います。 
 これより、討論を行います。 
 この討論は、まず原案の反対者、次に原案の賛成
者の順に行いたいと思います。 
 まず、原案に対し、反対者の発言を許します。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 私は、女性、家庭を預か
る多くの町民の生活者の視点から、国民健康保険
税、条例の一部を改正する条例に反対するものであ
ります。 
 理由は、今回の条例改正につきましては、所得割
で１. ５％の引き上げ、均等割で１, ０００円の引き
上げ、平等割で５００円の引き上げ、最低賦課額で
４００円の引き上げとなるわけでございますが、今
後におきましても、また限度額の上限の引き上げの
改正にもなろうとしております。国保加入者は、農
業、自営業者の方が多く、全体で３４. ８％、４, ４
６１人の方が加入されております。幾ら前期高齢者
制度が発足したとはいえ、これらの人は今、経済状
況も大変厳しく、町民の方にお聞きしますと、今
やっと国保税を掛けているのに、これ以上上がると
掛けていけない、大変だという声が多く聞かれま
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す。 
 １２月の住民検診受診料の一部負担導入のときに
は、町民の２, ６００人のアンケートの８割以上の
方が、やむを得ないということで、理解のもと一部
負担をしていただくことになりました。しかし、今
回は国保審議会にかけ、議会に上程されております
が、その所管の方の半分の方が反対されております
し、私はもう少し時間をかけて、町民の声をよく聞
いて検討すべきとものと考えます。まして、国保税
の滞納額が４, ０００万円あるとお聞きし、このこ
とを町民が知ると何と思うでしょうか。この滞納額
の徴収に力を入れてやっていただきましたら、今回
値上げしなくても済むものと考えます。 
 滞納者の中に、特に悪質な方につきましては、差
し押さえをしてでも徴収していただきたいと思いま
す。 
 私は、やみくもに反対はいたしておりません。平
成１５年４月からでなく、町民の理解の得られる時
期を待って改正すべきと考え、私はこの原案に反対
するものであります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 ６番西村昭教君。 
○６番（西村昭教君） 私は、原案に賛成の立場で
討論を行うものであります。 
 国民健康保険は、加入者の皆さんの保険税をもと
に、相互扶助を基盤として運営されております医療
保険でありますことは御承知のとおりであります。
ただ、他の社会保険や組合保険等と異なるのは、雇
用者負担がないため、そのかわりとして、国、道、
市町村が制度に基づいてそれぞれの負担を加え、保
険加入者の負担する保険税で構成し、市町村が保険
者となって運営されているのは御存じのとおりであ
ります。 
 そのような運営の中で、今回税の引き上げ条例改
正提案があり、提案者から説明があったところであ
ります。それによると、地方税法の改正による保険
税の算定見直しにより、これまでの税率では、現行
税収を１,３ ００万円ほど減収になることが資料に
示されました。このことについては、昨年の９月の
議会において、国保税条例の改正議決の折、算定見
直しが平成１５年４月より施行されることは、我々
も理解をしているところであります。 
 さらに、老人保健法の改正により、その対象年齢
が毎年１歳ずつ引き上げられることにより、国保対
象に毎年７０歳から７４歳までの前期高齢者が毎年
１歳ずつ増加し、しかも、これまでの実績から、そ
の年齢における１人当たりの医療給付費は、資料を
見ても明らかなとおり格段に高額であり、しかも、

９割の負担が求められていることであります。 
 さらに、老人保健拠出金の負担増もなっているこ
とから、その財源の手当は非常に難しいものと推測
できるところであります。そのことは、財源として
繰越金を当初から自主財源としている点、さらに基
金の支消を現在高の約半分、それでもなお不足する
額について、現下の厳しい経済状況の中で、税率の
引き上げをお願いせざるを得ない状況であると推測
をし、また理解せざるを得ないものと思うわけであ
ります。 
 現在の状況を見ますと、今このままで推移します
と、後年度にさらに高額の負担になることは資料を
見ても明らかでありますし、予算委員会の質疑の中
でもありますとおり、やはり緩やかな負担増をお願
いしながら、やはり後年度の高額負担というものを
極力避けることが、私は一番いい方法かと判断する
ところであります。 
 この税率改正をせずに、この基金の支消に頼るこ
とは、本来基金の役割である医療給付費の不測の支
出に対応できなくなるばかりでなく、急激な税負担
の引き上げ緩和の対応も不可能となることが予想さ
れるわけであります。加入者の皆さんにより多くの
負担を強いる結果を招くことも予想される状況と言
えるわけであります。 
 また、厚生労働省では、平成１９年を目途に医療
保険制度の抜本的見直しを進めておりますが、制度
の行方は、まだ不透明な状況にあると思うわけであ
ります。せめて１８年度までを見据え、厳しい状況
が続くとしても、国保会計の安定化を図ることが保
険者としての役割であり、本改正条例に私の賛成討
論として終わります。ありがとうございました。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に反対者の発言
を許します。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 私は、反対の立場で討論を
いたします。 
 さきの私に対する答弁から判断しても、納得でき
る内容ではなく、具体性を欠いているところである
からであります。 
 結論から申し上げまして、本件については唐突で
あるという考え方を持っております。なぜかとなれ
ば、この件にかかわる財政支出の観点から、説明
あったのは２月の時点なのです。なぜ早くから協議
する機会を持たなかったのか、全くその行政対応の
姿勢について、理解できないところが唐突であると
考えているところであります。 
 それと、町長は先ほど、一挙に上げることを避け
るためと強調されましたが、では給付額は幾らなの
かなと思っておりましたら、助役が、一言で、約１
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億円財源不足すると。この１億円と言われた、簡単
に、いとも、根拠の説明がないわけですよ。という
ことは、段階的に１歳ずつ上がっていくと。１５年
度の予算審議している中で、やはり財政見通しを立
てたと思いますけれども、その辺のところが具体性
を欠いていること。 
 最近、昨年の１０月ですか、法改正がありまし
て、町立病院もそうだと思いますけれども、旭川の
病院に毎月１回行っている自分として、内科の方は
よくわかりませんけれども、外来については待合室
のいすは満席なのですよ、着席する場所ない。先月
行ったら、がらがらとしているのですよ。これには
驚かされました。その辺は、大きな病院でそうであ
るからして、小さな病院も全く有料になったと、無
料であるからという、その辺のいわゆる町民の考え
方は、選択肢がされてきている傾向にあるのでない
か、こう思うわけですよ。 
 したがって、一言で言ったら外来患者は激減して
いるのですよ。そんなことを思うときに、１５年度
会計を編成するに当たって１億円は、単年度でない
と思いますけれども、足りなくなるのだという助役
の答弁についても、極めて納得できないのでありま
す。したがって、時期尚早であって、引き続き慎重
に協議していくことが、いわゆる町民に対する行政
配慮があってもよろしいのでないかと私は思ってお
ります。 
 また、先ほども話をさせていただきましたが、１
５年度会計にあっては、該当年齢が変化したからと
いって、現行条例で運営しても、激変するとは考え
られないので、状況判断からしても、私はこの原案
に反対するものであります。 
 以上。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 １３番長谷川徳行君。 
○１３番（長谷川徳行君） 私は、上富良野町国民
健康保険税条例の一部改正する条例案に賛成の立場
で討論をします。 
 日本国民であれば、収入に関係なく、乳幼児から
高齢者まで、だれもが医療費の一部負担で必要な
サービスを受けられる医療保険の恩恵に浴していま
す。国民健康保険は、他の社会保険や組合保険と異
なり、国、道、市町村が制度に基づいて負担を加
え、加入者の保険税により市町村が保険者となり、
加入者の相互扶助を目的として運営されていると思
います。 
 今、中小企業に勤めるサラリーマン３, ６７６万
人が加入する政管保険は、２００１年度の赤字は
４, ２３９億円、また、大手サラリーマン３, １０２

万人が加入する健康保険組合でも、２００１年度の
赤字が３, ０２２億円に上がり、これまでの積立
金、要するに基金が底をつきかねない状態になって
います。 
 ことし４月から、サラリーマン本人の負担が３割
に引き上げられます。これも基金、また積立金の安
定を図り、十分な医療給付を行うために、いたし方
ないことだと思います。これも国民皆保険制度を将
来にわたって維持するため、避けられないことであ
ると思います。 
 今回、町においても税の引き上げ条例、改正案の
説明が提案者からあり、地方税法の改正による保険
税所得割の算定見直しにより、これまでの税率では
現行税収を１, ３００万円減収と示され、さらに老
人保健法の改正により、前期高齢者が毎年１００
人、５年間で５００人強の増加の見通しです。しか
も、これまでの実績から、その年齢における１人当
たりの医療給付費は格段高額であり、しかも９割の
負担が求められます。 
 これらからの財源手当は、１５年はまだしも、１
６年以降は相当困難が予測されます。今、この税率
を改正することなく、財源手当を基金の支消に頼る
ことは、本来基金の役割である医療給付費の不測の
支出に対応できなくなる状況も推測されます。 
 また、今回の１.５％ の緩やかな税負担の痛みを
先送りすることによって、町民の３４％の国保加入
者の皆様に、国保会計維持のために急激な税負担の
痛みを強いる結果も招くことも予想されます。 
 町民の３４％の国保加入者の安心の基盤を守り抜
く措置として、国保会計の安定を図り、加入者皆様
に対して安心のできる医療給付を保障することが保
険者としての責務であるので、条例改正は必要と認
め、賛成討論とします。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に反対者の発言
を許します。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 私は、上富良野町国民健康
保険税条例について反対の討論をいたします。 
 税率を改正する根拠として、調定額の減額になる
と言われますが、財政見通しが悪いのであれば、収
納率を高く求め、滞納額の解消に一層の努力をすべ
きであります。 
 老人保健法が改正され、段階的に国保に移行され
ていると言われますが、納税者の立場に立ってその
推移を見きわめ、慎重に取り組むことが最善と考え
ます。 
 また、介護保険料は保健福祉課では据え置きと説
明し、町民生活課は所得割を引き上げるということ
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は、町民を愚弄して、行政に対する信頼を大きく損
なうことになりかねないのではないでしょうか。 
 私は、反対の立場をとり、反対討論といたしま
す。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 ９番岩崎治男君。 
○９番（岩崎治男君） 私は、町国民健康保険税条
例の一部を改正する条例案に賛成するものであり、
その立場に立って賛成討論をいたします。 
 私たちは、いつ病気やけがをするかわかりませ
ん。万が一のとき、いつでも安心して医療が受けら
れるのが国保制度と理解をいたしているところでご
ざいます。 
 老人保健法の改正により、対象年齢が７０歳から
７４歳へと前期高齢者が１歳ずつふえ、しかも医療
給付費は９割負担が求められ、さらに老人保健拠出
金も負担増となっているということから、その財源
手当が大変だというふうに推測できるところであり
ます。 
 また、基金におきましても、現在高１億４,６６
０万円ほどですが、さきの予算委員会での説明を受
けますと、その約半分の７, ５００万円の基金が支
消されるということであります。基金の役割は医療
給付費の不測の支出に充てることであり、今回の条
例改正は緩やかな負担増となっていくことであり、
歳出にあっても堅実な運営をするものと考えられま
す。 
 税の未納者の収納に当たりましては、努めて努力
をしていただくことといたしまして、町国民健康保
険基盤が安定した運営が行われていくことが重要と
思われるところであります。 
 よって、国民健康保険税条例の一部を改正する条
例に対しまして、賛成討論といたします。 
○議長（平田喜臣君） まだ討論が続くようでござ
います。昼食の時間でございますが、討論を続行し
たいと思います。 
 次に、原案に反対者の発言を許します。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 私は、本国民健康保険条
例の改正に対し、反対の立場から討論いたします。 
 第１番目には、国が進めてきた構造改革の名で不
況がますます深刻になり、新たな医療費や主税負担
という形で、国民に一層の深刻な打撃を及ぼすとい
う状況になってきています。 
 今そういう状況の中で町に求められているのは、
こういう状況にこそ、住民の暮らしを守る、この原
点に立った町づくりを進めるべきであります。 
 また、これにかかわって言えば、財源をどうする

のかという点で言えば、新年度予算を見ても明らか
なように、切実な住民の要望の財源に対しても削減
する。 
 一方で、保健センターなど、みずから火に飛び込
むように新たな負担を住民に求める。必要であれ
ば、道路財源の見直しなどを行って、抜本的な財源
の見直しを行わなければならないにもかかわらず、
必要な部分の財源の見直しが行われていない。これ
で住民に負担を求めるというところにこそ大きな問
題点があると考えています。 
 確かに老人医療法等の改正によって、その財源的
に一部負担が求められるときはあるでしょう。しか
し、私は前段で述べたように、財政の見直しを行え
ば財源の確保を十分できるということを述べたいと
思います。そういう意味では、財政調整基金の取り
崩し、あわせて、余りにも低い一般会計からの繰り
入れを引き上げる、こういうことによって国保税の
軽減対策というのは十分にできるし、将来的にも、
財源のやりくりをやれば国保税の厳しい財源の維持
は一定できるものと考えています。 
 上富良野町における国保加入世帯の現状を見ても
明らかなように、低所得者や、あるいは老人世帯の
加入が圧倒的多いという状況にあります。そういう
状況を見たときに、新たな負担は、これらの人々に
さらに負担を求めるというだけではなく、生活が大
変なところまで追い込まざるを得ないという問題
点、私はこのことを考えたときに、町の財政が抜本
的な見直しによって財源を確保し、基金の安定化に
も寄与できる立場から、私は本条例に対して反対の
討論をいたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 ８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 私は、上富良野町の国民健
康保険税条例の一部を改正する条例に賛成の立場で
討論をさせていただきます。 
 国民健康保険は、加入者の皆さんの保険税をもと
に、相互扶助ということで運営されているわけであ
ります。ただ、他の社会保険や組合保険と異なると
いうことは、雇用者負担がないと。そのかわりとし
て、国、道、市町村が制度に基づいておのおの負担
を加え、保険加入者の負担する保険税により、市町
村が個々保険者となって運営されているということ
であります。 
 そのような運営の中で、今回税の引き上げ条例改
正案があり、提案者から説明があったところであり
ます。それによると、地方税法の改正による保険税
所得割の算定見直しにより、これまでの税率では現
行税収の１,３０ ０万円減収になることが示されて
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いるわけです。このことについて、昨年の９月の議
会において、国保税条例の決議の折、算定見直しが
平成１５年４月より施行されるということになって
いることは、皆さんは御承知のとおりだと思ってい
ます。 
 さらに、老人保健法の改正により、その対象年齢
が毎年１歳ずつ引き上げられることにより、国保税
の対象、しかもこれまでの実勢から、その年齢によ
り１人当たりの医療給付費は格段の高額であり、し
かも９割の負担が求められていると。さらに、同時
に保険拠出金なども負担増となっていることから、
その財源手当は相当困難なものと予想されるところ
であります。そのことは、財源として繰越金を当初
から実質財源としている点、さらに基金の支消を現
在高の約半分、それでもなお不足する額について
は、現下の厳しい経済情勢の中で税率の引き上げを
お願いせざるを得ない状況であることの提案である
と理解しております。 
 加えて、今この税率改正をせず、その財源手当を
基金の支消に頼ることは、本来基金の役割である医
療給付費の不測の支出に対応できなくなるばかりで
なく、急激な税負担の引き上げ緩和への対応も不可
能となることが予想され、加入者の皆様に多くの負
担を強いる結果になることも予想されると思われま
す。 
 御承知のとおり、厚生労働省は、現在平成１９年
を目途に、医療保険制度の抜本見直しを進めており
ますが、制度の行方は今のところまだ不透明な状況
から、せめて１８年度までを見据え、厳しい状況が
引き続くとしても、国保会計の安定を図り、住民の
皆様に対して安心のできる医療の保障をすることが
保険者としての責務であるというふうに思っており
ます。 
 よって、本改正条例に賛成の立場といたします。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） それでは、原案に反対者の
発言を許します。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 私は、本条例の一部改正
に反対の立場で意見を述べます。 
 現在日本は、高福祉高負担の時代に入っていると
いうことについて、否定するものでも反対するもの
でもありません。しかし、今この条例を改正し、国
保税を上げて町民の皆さんに負担をさせてよいの
か、しっかり勉強をして決定しなければならない時
期に来ていることをはっきり申し上げます。 
 私の言いたいのは、市町村合併と国保税の関係に
ついてですが、合併をするにしても、しないにして
も、今までと同じ状況ではないということをしっか

り認識しなければならないことです。この国保税
アップは、平成１７年３月の国の推進する合併に対
して、合併をするしないという重大局面に正面から
取り組んでいないということをまず初めに言ってお
きます。これが住民への迷惑の第一歩となっていま
す。 
 この国保税の問題についての答えは、おのずから
出ています。先ほども言いましたが、行政のプロで
ある５市町村の自治労の職員の皆さんが心血を注い
で作成した「市町村合併と町づくりを考える」この
報告書、私はこれは全家庭に１冊配付すべきと思っ
ておりますが、この８６ページ、１９項に、国民健
康保険税の税率については、合併時までに統一を図
るとあります。ですから、平成１６年度中に統一さ
れることになります。ことし上げて来年検討、上が
るか下がるかわかりませんが、新国保税が決定され
る。なぜ今、国保税をアップしなければならないの
か、何のために基金があるのか、いつも言っている
ことですが、基金をいっぱいためてどこに持ってい
くのか、基金を使うのが不安だという声もあります
が、その前にもっと巨大な不安をしっかりと見詰
め、木を見て森を見ずにならないようにしてはいか
がか。 
 また、合併しない場合にはどうなるのか、国保税
はどうなるのか、これも当然検討しなければならな
い話となります。 
 国の推進する市町村合併を安易に見ることはでき
ないのです。合併はしない、自主自立でいくと格好
のよいことを言っても、分権に伴う能力が伴うの
か、これは問題となります。 
 町長は、平成１７年３月の期限にこだわらない、
約２５０億円の特例債と補助金、普通交付税の１０
年延期、金額にして年間約１５０億円のあめ玉は要
らないと言っておりますが、本当に町民の皆さんは
要らないのだろうか。国保税の法律改正時には、当
然この交付税等の運用については、あわせて検討さ
れなければならない問題です。 
 また、基金の支消も今が限界となります。６月を
過ぎるころには、たがをはめるか、たがをはめられ
るようになっていくと予測されます。勉強すること
なく、今安易に住民に負担をかける健康保険税を上
げることは、軽率のそしりを免れないところであり
ます。 
 以上の観点から、国保税の条例の一部改正に反対
するものであります。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 １６番清水茂雄君。 
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○１６番（清水茂雄君） 私は、ただいま提案され
ております上富良野町国民健康保険税条例の一部を
改正する条例に賛成する立場から、賛成討論を行お
うとするものであります。 
 現在の混沌とした社会経済の中で、町財政も大変
に厳しく、先行きの見えない状況下にあります。町
といたしましても、行財政改革に向け、各行政下に
おいて鋭意努力されている傾向が見受けられ、また
町長の執行方針にも、厳しい財政の中での住民生活
主体の方針がうかがえる。 
 表題の条例改正については、先ほどから各賛成議
員からの討論のとおり、理事者側からの説明も十分
に意を尽くしており、少子高齢化現象による高齢者
の著しい増加に伴い、高齢者医療費の増嵩、苦しい
国保財源の確保などなどの諸事情を熟慮し、極端な
住民負担を避けるための段階的措置を行う条例改正
はやむを得ないと判断し、賛成するものでありま
す。 
○議長（平田喜臣君） ほかに討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって討
論を終了いたします。 
 これより、議案第２０号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、原案は、可決されました。 
 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                
午後 ０時２１分 休憩 
午後 １時１５分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を再開いたします。 

──────────────────                
◎日程第４ 議案第３０号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第４ 議案第３
０号上富良野町立病院往診手当等支給条例の一部を
改正する条例の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第３０号上富良野町立病院往診手当等支
給条例の一部を改正する条例につきまして、初めに
改正の要点を申し上げます。 
 改正の１点目は、条例の題名を改めること、さら
に、往診手当及び手術手当を改正するものでありま
す。 

 現行条例の題名及び本文にあります往診手当は、
現行における業務の実態及び現下の諸情勢等を考慮
し、廃止するものであります。 
 また、同様に、手術手当についても廃止するもの
であります。 
 このことから、往診手当を削減することにより、
題名を上富良野町立病院諸手当支給条例に改めるも
のであります。 
 あわせて、本文の手当、区分及び手当の額を諸手
当の種類等に改めるものであります。 
 ２点目は、ギプス手当の支給の対象を、実績に基
づくこととすることについて明示するものでありま
す。 
 ３点目は、医師の研究研修手当の支給額につい
て、支給額の上限を定めるものであります。このこ
とは、現行規定での支給基準は、別に定める基準に
基づき支給すると規定し運用いたしておりますが、
今般、支給額の上限を２５万円と定め、別に定める
支給基準に基づき支給するものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３０号上富良野町立病院往診手当等支給条
例の一部を改正する条例。 
 上富良野町立病院往診手当等支給条例（昭和３３
年上富良野町条例第５号）の一部を次のように改正
する。 
 以下、条文における改正の要点について御説明申
し上げます。 
 現行の題名を、上富良野町立病院諸手当支給条例
に改めます。 
 第２条におきましては、第２条の見出しを諸手当
の種類等に改めます。さらに本文を諸手当の種類、
支給される職員の範囲及び支給額を規定することに
ついての改正を行います。 
 ギプス手当の支給範囲を、従事した物療技師とい
うことで明示をするものでございます。このことに
つきましては、現行においても実績に基づく支出を
いたしておりますが、それを、より条文の中におい
て明示いたすものでございます。 
 医師の研究及び研修に対する手当の額を上限２５
万円とするものであります。そのほか、条文の整備
を行うものであります。 
 第３条におきましては、諸手当の支給方法につい
て、上富良野町職員の給与に関する条例の規定に準
ずるとすることでの改正を行うものでございます。 
 第４条につきましては、条例の施行に関し、条例
以外の執行につきましては、町長への委任規定を設
けたものでございます。 
 附則、この条例は、平成１５年４月１日から施行
する。 
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 以上、説明といたします。御審議いただきまし
て、お認めくださいますようお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 今回の往診手当等の支給条
例の改正ということでございますが、私は以前一般
質問等で、この条例が適切でないと。特に、毎月、
医師に研究研修手当として院長が５２万５, ０００
円、副院長が３５万円、あとその他の常勤２５万円
ということで、平成１４年度の状況を見れば、その
年度の支給額は１,６５ ０万円という大きな金額に
なると。この大きな支給金額の支給根拠条例が、別
に定める基準に基づき支給をするということで、今
回こういうことで上限２５万円ということでなった
ということについては一定の理解を示したいと思い
ますが、次の件についてお尋ねを申し上げたいと思
います。 
 まず１点は、第２条２項にあります手術手当の削
除ということで、実際に必要だということで、平成
１３年度は１２０万円、平成１４年度は、恐らく外
科の先生が手術をするということで３６０万円計上
しております。平成１３年、それから１４年度の現
在まで、手術手当の支給対象の手術件数はどのぐら
いかということでお尋ねをいたしたいと。 
 それから第２点は、手術手当の中には、１点単価
によって算定した手術料の２割に相当する額を主た
る医師に、１割に相当する額を従たる医師に支給を
すると。ただし、２, ０００点に満たない手術に対
しては、手当を支給をしないということになってい
るのですけれども、この手術手当の削除の大きな理
由というのは何なのかということで、従来１２０万
円なり３６０万円なり計上していながら、こういう
ことになったのはどういうことだということでお尋
ねをいたしたいと思います。 
 次に、ギプス手当の関係なのですが、これは条例
ではギプス手術に従事する職員に月額３, ０００円
を支給をするということで、ギプスをしてもしなく
ても支給をしているということで判断をしたいと思
うのですね。これの経過を見ますと、１２年、１３
年は６万円、１４年度は３万６,００ ０円、今度は
１５年度は、また同じように３万６,０ ００円を技
工手当として出されています。したがって、平成１
４年度のギプスを行った件数が何件かということで
お尋ねをしたいと思います。 
 それからもう１点は、現実に手術手当の３６０万
円等が削減されて、３万６, ０００円の言うならば
１００倍に当たるような金額が削られて、それだけ

が残っているというのは、実際に物療技師の仕事の
一分野に、このギプスのことは入るべきなのです
ね。それが今回またこのまま残されているという点
で、その根拠を明らかにしていただきたいと思いま
す。 
 それからもう１点、従事した物療技師に月３, ０
００円ということでございます。したがって、この
物療技師というのは１人なのか２人なのか。という
のは、理学療法業務を行う技師と物療業務を行う技
師と、それぞれ職員の名簿の中では明らかになって
いるのですが、この両方なのか１人なのかというこ
とでお伺いをいたしたいと思います。 
 それからもう一つ、従来、外科医がギプスをした
ケースがあります。それで失敗した例もあるのです
けれども、この外科医がやった場合はどうなるのか
をお尋ねいたします。 
 それから、研究研修手当の関係は、先ほど冒頭に
申し上げたように、今回１, ６５０万円から２５万
円を上限ということで、トータル的に４人の医師に
２５万円ずつ支給をすると１, ２００万円というこ
とで、４５０万円の削減になろうかなと思います。
現実に、別な項目で医師の研究研修手当ということ
が２８０万円計上されております。学会参加旅費１
２０万円、謝金８０万円、図書費８０万円、これら
の兼ね合いで、これらの整合性についてお尋ねをい
たしたいと思います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） １番中村議員の７
点の質問についてお答えをいたしたいと思います。 
 まず、１点目の手術手当に関してのいわゆる手術
実績等でございます。１３年度におきましては、内
科診療にかかわるもので３９件、外科診療で１１６
件、合わせて１５５件ございます。１４年度２月末
でございますが、内科診療にかかわるもので４６
件、外科診療８７件、トータル１３３件ございま
す。これらのそれぞれ年度にかかわる手術手当の額
ですが、１３年度３７５万３, ０００円、１４年度
につきましては２４２万７, ０００円となってござ
います。 
 ２点目の削減についての根拠といったことでござ
いますが、病院事業の経営において、収入等が減少
していく中で厳しい状況がある。そういった中にお
いて、費用をいかにというようなことで、院内にお
いてもいろいろ検討会議等で検討している中におい
て、この手当につきましても御検討をいただいた中
において、医師の御理解もいただくことで、現下の
諸情勢といったことから削減をさせていただいてお
るところでございます。 
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 ギプス手当、ギプスの施行に関する実績でござい
ますが、１年間のおおよその実績、１００件程度ご
ざいます。一月にいたしますと７件もしくは８件と
いったのが、このギプスの施術にかかわる実績でご
ざいます。 
 あと、４点目の手術手当等削減する状況の中でギ
プス手当を存続させていることにつきましては、病
院の事業の中で、医療現場において、細菌検査に従
事する職員、また薬局に従事する職員と、放射線取
り扱い作業に従事する職員といったことで、月額の
特殊勤務手当の支給をいただいておるところでござ
います。そういった業務との、ギプス手当において
も、その特殊性といったことから、その均衡を図る
といったようなことで、この手当については存続さ
せていただいているところでございます。 
 ５点目の物療技師の範囲でございますが、御質問
の中に理学療法士等の話があったわけですが、これ
につきましては、柔道整復士の１名をその支給の対
象としている職員でございます。 
 さらに外科医が施行した場合はどうなのかといっ
たことでございますが、現行条例の中で規定をいた
したところでございますが、これはギプス施術に従
事した物療技師にといったことで限定をさせていた
だいているところでございます。 
 それとあと、研修研究手当におけるいわゆる予算
計上における研究研修費、また、医師に個々に支給
する研修研究手当等の整合性でございますが、今回
条例に規定いたしております研修研究手当につきま
しては、医師に対する研修手当ということで、日進
月歩進展する医療の、また医療技術について、日々
自己研さんをいただくといったことで、そういった
経費に充てていただくための手当といったことで設
定をいたしております。 
 そのほか、予算計上いたしております研修費等に
つきましては、病院の事業を進展する中において、
公務ということで出張命令を発しておる者に対する
費用といったことでございまして、本条例に基づく
ものとは、それぞれ自己研さん、時には医療に関す
る研修等に関するセミナー等にも出席していただ
く。これは、あくまでも医師個々の判断によりと
いったことでお願いをしておりますし、実際そのよ
うに出席もされている実態にございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） 私は、この手術手当の削減
ということで、今、平成１４年では１３３件、２４
２万７, ０００円を支出をしていると。ということ
は、内科にしても外科にしても、外科の先生に付随

した業務だから、それは手術手当は平成１５年から
経費節減のために削減、ゼロにしたのだということ
になれば、基本的にこれだけの大きな金額を削減し
ているのであれば、この技術手当も、これに担当す
る職員の業務の中に入っていると僕は判断するので
すね。そうすると、基本的には、これはやはり削除
すべきだという考え方を持っております。そして、
どうしても載せるということであれば、このギプス
手当というのが予算の給与明細書の中には何も出て
こないのですね。その中に出ているのは技工手当と
いうことになっているので、もしあれであれば、こ
の項目を技工手当にして、内容はギプス云々という
ことに私はすべきだと思うのですね。 
 従事した物療技師にということですから、従前は
従事する職員だから、言うなれば、してもしなくて
も月額３,０ ００円が支給をされている。ただ、今
１カ月平均七、八件があるということなので、それ
はそれなりに理解を示したけれども、今回従事した
物療技師ということであれば、これはできれば月額
でなくて、１回何ぼというような形にしていった方
がいいのではないかなという気がいたします。 
 それから、ギプスの行った実績の関係で、七、八
件で、言うなれば物療技師ということで、柔道整復
士のお一人ということであれば、３,０ ００円掛け
る１２カ月で３万６, ０００円ということでござい
ますけれども、その１２年、１３年で６万円してい
るのですね。言うなれば、付随した人たちもいたの
かなという、前のことをさかのぼってあれなのです
けれども、やはり適切に処理をするということで
は、その内容はどうだったのかなということでお尋
ねを申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） １番中村議員の御
質問にお答えをいたします。 
 ギプス手当の削減といったことでの御意見をいた
だきました。これにつきましては、先ほど申し上げ
ましたが、現行の特殊勤務手当等の対象の業務、そ
ういったもの等も照らしてその均衡も図りたいと
いったことで措置をさせていただいているところで
ございます。 
 御意見にあります支給に当たりましては、１回幾
らといったようなことにすべきといったことについ
ては、御意見ということで承りたいと思います。 
 そして、１２年、１３年の年間６万円につきまし
ては、従前月額５,００ ０円ということで定めてお
りました。これにつきましては、町全体におきます
特殊勤務手当等の見直し等がありまして、平成１３
年の４月から５, ０００円が３, ０００円になったと
いったようなことで、年額６万円から３万６,００
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０円になったといったようなことでございますの
で、御理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか、他にござ
いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって、
質疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３０号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第５ 議案第３３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 議案第３３号特
別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例の件を議題といたし
ます。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 社会教育課長。 
○社会教育課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され
ました議案第３３号特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例につきまして、提案の趣旨を御説明いたします。 
 上富良野町体育指導委員は、２５名で地域に密着
したスポーツの振興を図ることを目的として各地域
より選出し、教育委員会が委嘱し、年額報酬により
活躍いただいているところでありますが、委員の皆
様はそれぞれ仕事を持っており、出席率にばらつき
があるとから、公平を期すために、年額報酬から出
席に応じて支給する日額報酬とするよう条例を改正
するものでございます。 
 以下は、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３３号特別職の職員で非常勤のものの報酬
及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 
 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例（昭和３２年上富良野町条例第３号）
の一部を次のように改正する。 
 別表、専門委員の項の次に次のように加える。体
育指導委員。 
 同表、その他非常勤特別職の職員の部、法令・条
例に基づくものの款、体育指導委員の項を削り、同
款学校医の項中、上段と同じ２２万４００円を年額
２２万４００円に改める。 
 附則、この条例は、平成１５年４月１日から施行
する。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして議決

いただきますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第６ 議案第３４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 議案第３４号上
富良野町財政調整基金の一部支消の件を議題といた
します。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第３４号上富良野町財政調整基金の一部
支消の件につきまして、まずその提案の趣旨につき
まして御説明申し上げます。 
 平成１５年度の予算編成に当たりまして、清富地
区飲料水供給施設や公民館江花分館の整備並びに町
営住宅の水洗化などの生活関連事業等に多額の財源
を必要とすることから、基金を支消し、その財源に
充てるために財政調整基金条例の規定に基づき、議
会の議決を得ようとするものでございます。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３４号上富良野町財政調整基金の一部支消
の件。 
 上富良野町財政調整基金の一部を次により支消す
るため、上富良野町財政調整基金の設置、管理及び
処分に関する条例第６条の規定により、議会の議決
を求める。 
 記。 
 １、支消金額、１億円。 
 ２、使用目的、多額の経費を必要とする特別な建
設財源及び施設の更新、改善の財源に充当するた
め。 
 ３、使用年度、平成１５年度。 
 以上、議案第３４号の説明といたします。原案お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３４号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第３５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第３５号上
富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件
を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第３５号上富良野町国民健康保険財政調
整基金の一部支消の件につきまして、提案の要旨を
御説明申し上げます。 
 平成１５年度国民健康保険特別会計におきまし
て、歳入財源であります国民健康保険税、国庫支出
金、調整交付金、保険基盤安定繰入金等を見積も
り、歳出の保険給付費に充当し、予算の計上をいた
しておりましたが、なお不足する７,５ ００万円を
財政調整基金から支消し、保険給付費に充てようと
するものであります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３５号上富良野町国民健康保険財政調整基
金の一部支消の件。 
 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部を次
により支消するため、上富良野町国民健康保険財政
調整基金条例第６条の規定により、議会の議決を求
める。 
 記。 
 １、支消金額、７, ５００万円。 
 ２、使用目的、保険給付費に必要な財源に充当す
るため。 
 ３、使用年度、平成１５年度。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お
認めいただきますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第３６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第３６号し
ろがねダム等の管理に関する事務の委託に関する協
議の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた
だきました議案第３６号しろがねダム等の管理に関
する事務の委託に関する協議の件につきまして、提
案理由を申し上げます。 
 国営土地改良事業により造成されましたしろがね
ダム等の基幹水利施設につきましては、土地改良法
に基づき、地元市町村において管理することになり
ますが、美瑛町、上富良野町、中富良野町の３町の
広域にかかわることから、地方自治法第２５２条の
１４の規定に基づき、ダム所在地である美瑛町にダ
ム等の管理に関する事務を委託するものでございま
す。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３６号しろがねダム等の管理に関する事務
の委託に関する協議の件。 
 地方自治法第２５２条の１４の規定により、しろ
がねダム等の管理に関する事務を次の規約により、
美瑛町に対し委託することについて議会の議決を求
める。 
 記。 
 しろがねダム等の管理の事務委託に関する規約。 
 第１条につきましては、事務委託の範囲を示した
もので、維持管理施設に関する事務を美瑛町に委託
するものでございます。 
 第２条につきましては、管理及び執行の方法でご
ざいますが、委託を受ける美瑛町の条例、規則の定
めるものといたします。 
 第３条につきましては、委託事務に要する経費の
支弁について定めるものでございますが、委託を受
けた事務を処理する場合に要する経費の負担を定め
るものでございます。 
 第４条につきましては、その他必要な事項を規定
するものでございます。 
 附則、この規約は、平成１５年４月１日から施行
する。 
 以上、説明といたします。御審議いただきまし
て、議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 



 

― 36 ―

 これより、質疑に入ります。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） ただいま上程されました議
案第３６号について、事業の全体を承知したく思っ
ておりますので、質問いたしますので、明快なる答
弁をここでお願いしておきたいと思います。 
 各条文にわたってのことになりますが、本文の初
めに、美瑛町に対して委託することについて議会の
議決を求めると。了承しなければならないのかと、
こう思っていますが、従来国営ダムにあっては、日
新ダムなんかその例なのですけれども、あれも国営
で富良野土地改良区が維持管理している。当該この
しろがねダムについても国営土地改良事業でやって
いるわけですけれども、その関係からいったら、新
生土地改良区がダム管理するという、一般的な考え
方で経過、自分はしてきているわけですけれども、
ここで行政のいわゆる３町で管理すると。この辺は
何に基づいてこうなるのか、その辺のところの説明
をこの際賜っておきたいと思いますし、では美瑛町
がやるとすれば、改良区は何をするのか。自分の考
え方でこうなるのだとするならば、間違っているか
もしれませんけれども、ダム本体と基幹施設に対し
ては行政がやりますよと、あと末端のいわゆる支
線、水管理は改良区がやりますと、こういう見解に
領域が分かれるのか分かれないのか、その辺の考え
方どうなのかお尋ね、まず１点したいと思います。 
 それから、しろがねダム等の管理の事務委託の規
約の中で、第１条、「上富良野町と中富良野町」と
文言にありますけれども、下でも中富良野町が３条
で書いてありますけれども、この３条はいいとして
も、ここの第１条の「上富良野町と中富良野町」と
いう表現は、内政干渉になるおそれはないのか、な
じまないのではないかと。中富良野町がカットされ
ていても、この協議の件は網羅されているのでない
かと思いますが、中富良野町と入れたその考え方。 
 それから、続きまして「しろがねダム等の維持管
理」とありますが、この「等」という意味は何を表
現するのか、何をもって言いかえすればいいのか、
お伺いをしたいと思います。 
 それから第２条、委託された美瑛町の条例及び規
則その他の規定に定めるもの、条例、規則、規定と
あるのですよ。これらについては、子細全然説明さ
れていない。そして議決賜りたいということになる
のかもしれませんけれども、これも行政配慮や説明
態度が悪い。その点の考え方を賜りたい。 
 それから第３条、「美瑛町の請求に基づき」とあ
るのですよ。上富良野、中富良野町、これはこうだ
と思うのですけれども、「美瑛町の請求に基づき」
と、何をもって、何を根拠にしてその請求がなされ

るかということなのです。請求されるとするなら
ば、事前に関係町村で協議されるような形になって
いくのかいかないのか、一方的に美瑛町の条例規
則、規約で決まっていくのか、その辺の点が舌足ら
ずだと、こう申し上げたいのですよ。 
 町長は、これこそ受益者負担の原則に基づき、な
ぜ、どれだけ行政で、さきに債務負担行為補正しま
したけれども、多額の金額。金額あえて控えますけ
れども、皆さん御案内のとおりですから。どこまで
この国営ダム関連については行政が費用負担してい
くことになるのか、これでもう済むことになるのか
ならないのか、以上の点を質問して終わりたいと思
います。よろしく、再質問のすることのないように
明快にお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の御質問
にお答えをいたしたいと思います。 
 まず、新生土地改良区、美瑛町に対して何に基づ
いてするのかということでありますけれども、これ
については土地改良法の関係であります。第５７条
であると思いますけれども、市町村が行う土地改良
事業におきましては、当然広域にわたるわけですか
ら、これらについては平成１４年におきましても、
基幹水利の開始ということで議決をいただいたとこ
ろでありますけれども、今回いよいよこの事務の委
託を、美瑛町、ダムの所在地であります美瑛町に委
託する関係から、これらを土地改良法に基づいて、
ひとつ委託をするということでございます。 
 それから、土地改良区と基幹水利はどのようなこ
とかということでありますけれども、土地改良区に
おきましては、この３月に設立された、新生土地改
良区が設立されてございますけれども、まず基幹水
利以下の下の部分であります。内容的には、いわゆ
る幹線支線の用水路の関係、それからファームポン
ドの関係、それからあと、いわゆるパイプライン、
散水施設ですか、こういうものの維持管理となると
ころでございます。 
 それから、３点目の条文中、中富良野町が入るの
は内政干渉ではないかというようなことであります
けれども、この件につきましても、議員と同様に私
もそういう懸念がありましたので、いずれこの委託
の件は道の方に提出するべきものでありますので、
そこで道の方にそういった懸念がありましたもので
すから、内容を確認し、指導を受けたところでござ
います。結果的に、範囲が美瑛町、上富良野町、中
富良野町の三つにまたがるというようなことから、
美瑛町は受ける立場でありますけれども、ここに中
富良野町も当然入るというような指導を受けたとこ
ろでございます。 
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 以下、中富良野町も同じように上富良野町という
ような条文で入ってきます。 
 それから、「しろがねダム等」の「等」とは何か
ということでありますけれども、「等」の中にはし
ろがねダムと四つの基幹施設でありますしろがね頭
首工、しろがね導水路、それから流域変更口の四つ
でございます。 
 それから、美瑛町の条例、これは先ほど最初に説
明いたしましたように、美瑛町におきまして、この
３月議会で条例が制定されてございますけれども、
土地改良法に基づきまして制定してございます。そ
れで、条文の中身は全７条から成ってございまし
て、中身は、ダムの貯水の関係、あるいは取水の関
係、それから点検整備、それから気象の観測、こう
いったものが条文の中に入れられてございます。 
 それから、美瑛町の請求に基づく支弁の関係であ
りますけれども、これにつきましては、美瑛町、上
富良野町、中富良野町の３町におきまして、負担す
べき内容、これにつきましては面積あるいは水量割
で定めまして、美瑛町においては６６.９％ 、上富
良野町においては２６.０ １％、中富良野町におい
ては７. ０５％というように、負担率を３町で協議
し定めまして、これに基づいて支出するものでござ
います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 美瑛町の関係で、答弁一つ
抜けておると申し上げたいのですけれども、美瑛町
の請求に基づくということになっていますけれど
も、事前に協議する上富良野町としての考え方が関
係町村で確認されておるのですかと、この点に対し
て言及されていないのですよ。 
 それと、これこそ町長の言っている受益者負担の
原則ということについてはどうなのですかと、その
２点を尋ねてきたわけですけれども、答弁が最後の
ところでなかったと。 
 この際、お願いしたいのですけれども、新生土地
改良区の立ち上げについては、２月の時点で知事の
届け出を済まされておると伺っておるわけですけれ
ども、ついては、やはりこの当該土地改良区の定款
組織等ではっきり承知したいと思っておりますの
で、多額の債務保証を補正しているわけですから、
今後において、これらの情報を何かの機会で資料と
して配付してくれることをお願いしたいと。 
 以上、答弁漏れと、この件に対しての考え方を賜
りたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の再質問
にお答えをいたします。 
 美瑛町の条例の考え方は、当然私どもも承知して
ございます。本町と中富良野町が委託をすると、美
瑛町におきましては受けるという立場でございます
ので、受ける方で一応定めるということで承知をし
てございます。 
 それから、負担の関係でありますけれども、これ
らについても、今後、先ほど申し上げましたように
負担率その他を定めてございますので、それに基づ
き支弁をしていきたいというふうに考えてございま
す。 
 それから、土地改良関係の情報の関係であります
けれども、今後関係するそういったもの、私の知り
得た情報の中で、できる限りこういったものを提供
させていただきたいというふうに考えてございま
す。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 課長、再質問しないことを
期待していたのですけれども、再々まで行ってしま
いましたけれども、町長ふだん言っているわけです
よ。受益者負担の原則に基づいて云々と、これらに
ついては町長の意思を踏襲する、サポートする課長
であれば、その辺の考え方を聞かせてください、こ
れがコメントされてないのですよ。 
 それから、立ち上げされた定款等についてのいわ
ゆる組織、役員、業務事業計画等々、それらの情報
提供をしてくださいという話をしたのにもかかわら
ず、２回しか言ってないかな、その答弁もしてくれ
ない。 
 それから、行政がどうしてこうなりますのですか
と、日新ダムは国営土地改良事業でやって、草分さ
んから平原、平原から富良野土地改良区になりまし
たけれども、どうしてこの畑灌のダムだけが、しろ
がねだけが行政になるのですかと尋ねたら、いわゆ
る市町村が行う土地改良区であると課長答弁されま
した。これは基本的に間違っていると思うのです
よ。関係市町村は申請団体であって、土地改良事業
は実施団体とはなってないわけですよ。そこに大き
な食い違いがあるのでないかと思います。 
 申請団体と実施団体と、おのずとその意味は違う
と思うので、その辺補足して説明していただきたい
と思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午後 ２時０２分 休憩 
午後 ２時０４分 再開 

──────────────────                
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○議長（平田喜臣君） 休憩を解きまして答弁を求
めます。 
 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 申しわけありませ
ん。再々質問にお答えをさせていただきます。私も
質問の理解なかなかしていなかったものですから。 
 受益者負担の関係、まず国営土地改良事業、それ
で維持管理の関係でありますけれども、いずれにし
ましても、この基幹水利事業におきましては、市町
村が行う事業でございます。これにつきましては、
美瑛町、上富良野町、中富良野町にかかわる部分で
ありまして、先ほど申し上げましたように、４施設
について維持管理をするということでございます。
この維持管理に当たりましては、当然受益者負担の
原則ございますけれども、先ほど申し上げましたよ
うに、面積割、それから水量割によりましてそれぞ
れ負担率を定め、適正に負担をしたいというふうに
考えてございます。 
 それから、定款その他に定める土地改良区の関係
でありますけれども、これらについては、私、情報
の関係をお話しされているのかなと思いますけれど
も、新生土地改良区がこの３月１０日、定款その他
そろえまして立ち上がりましたので、それらの情報
も含めて提供させていただきたいというふうに考え
てございます。 
 以上でりあります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 前にもお聞きしたのです
が、美瑛と上富と中富、これの農家戸数と、そして
この受益する農家、何分の何ということで前に言っ
たのですけれども、さっぱり答え出てこないので、
もう一度お聞きしておきます。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 梨澤議員の質問に
お答えをいたします。しろがね事業で行う戸数、こ
れらにつきまして答弁いたします。 
 全体で５３８戸であります。そのうち美瑛町にお
きましては２５５戸、それから上富良野町におきま
しては１８７戸、中富良野町におきましては９６
戸。農家戸数総数のこともありますけれども、総数
におきましては、美瑛町においては６３５戸、それ
から上富良野町においては４７２戸、それから中富
良野町におきましては５８２戸、計１,６８ ９戸に
なろうかと思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３６号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第３６号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                
◎日程第 ９ 議案第３８号及び 
日程第１０ 議案第３９号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第３８号上
富良野町道路線廃止の件、日程第１０ 議案第３９
号上富良野町道路線認定の件を一括して議題といた
します。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 道路河川課長。 
○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第３８号並びに議案第３９号につきま
して、提案理由を御説明申し上げます。 
 参考資料といたしまして、道路網図を提出させて
いただいております。議案第３８号と議案第３９号
の裏面、路線廃止及び路線認定の表と道路網図をご
らんいただきたいと思います。 
 黒ラインが廃止路線で、赤ラインが認定予定路線
でございます。廃止３路線につきましては、初めに
市街地の図面左上の認定番号１５３番泉町２丁目３
条通りにつきましては、宅地開発行為により造成さ
れ、道路用地の寄附を受けたことにより終点の位置
が変わることによるものでございます。 
 次に、図面中央下の方の認定番号２１４番南３条
通りにつきましては、保健福祉総合センターの通路
として道路整備事業を行うに当たり、起点の位置が
変わることによるものでございます。 
 次に、２枚目の図面をお開き願いたいと思いま
す。日の出公園近くの認定番号５１８番日の出道路
につきましては、地域の産業道路として利用されて
おり、終点を東４線広域農道へ接続することにより
終点の位置が変わることによるものでございます。 
 この３路線につきましては、それぞれの延長が変
わるため、廃止をして再認定をお願いするものでご
ざいます。 
 路線認定の再認定以外の２路線につきまして、市
街地の図面中央右寄りの認定番号３５７番宮町通り
につきましては、地域住民の日常生活に利用されて
おり、公共下水道も整備済みの道路でございます。 
 次に、２枚目の図面をお開きいただきたいと思い
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ます。駐屯地近くにあります。認定番号４３９番北
２４号仲道路につきましては、九〇式戦車対応とい
たしまして、新たに起点を東３線付近から現道の北
方向へ約５０間のところから平行に終点を演習場進
入路道路へ接続する道路整備事業の調査及び実施計
画を行うに当たり、この区間の認定をお願いするも
のでございます。 
 これらが認定されますと、町道は４２８路線、実
延長４１２.０７ キロメートルとなる予定でござい
ます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第３８号上富良野町道路線廃止の件。 
 上富良野町道の路線を別紙のとおり廃止するた
め、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議
決を求める。 
 裏面をごらんいただきたいと思います。 
 議案第３８号の別紙、路線廃止の表につきまして
は、先ほど御高覧いただきました道路網図のとおり
でありますので、省略をさせていただきたいと思い
ます。 
 次に、議案第３９号上富良野町道路線認定の件。 
 上富良野町道の路線を別紙のとおり認定するた
め、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を
求める。 
 同じく裏面をごらんいただきたいと思います。 
 議案第３９号の別紙、路線認定の表につきまして
は、同じく道路網図のとおりでありますので、省略
をさせていただきたいと思います。 
 以上で説明を終わらせていただきます。御議決い
ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、議案第３８号、議案第３９号を一括し
て質疑に入ります。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 道路ナンバー１５３、泉町
２丁目３条通り、この道路について、私はさきに一
般質問して、迅速に土地所有者との交渉に当たり、
今日、町道として認定されたことは、地域住民の歓
迎、高く評価されているところだと思います。 
 そこでお尋ねしたいわけですけれども、経過とい
うことで、南富良野町のドクターがその所有地を
持っていながら、宅地造成者が舗装化して道路化し
てしまったと。しかし、その道路にして舗装かけた
ものは民有地であって、南富のドクター、先生で
あったと、こういうことで難儀をされたことと思い
ますけれども、南富良野町のお医者さんとの交渉の
中で買収したような予算が出てきてませんので、恐

らく道路として無償で提供してもらったと思います
が、その当初経過にして承知したいので、説明を賜
りたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま３番福塚議員の御
質問にお答えさせていただきます。 
 議員からも一般質問で質問受けたところでありま
すが、議員おっしゃるとおりのような開発行為がな
されたというようなことで、地権者であります南富
良野の方につきましては多大な迷惑をおかけしたと
ころでありますが、業者間との中でのいろいろなト
ラブル等々がありましたけれども、担当課長と私の
方とで赴きまして事情を説明し、御理解をいただい
たところでありますが、ドクターも町に対するいさ
さかの疑問点も持っておられたわけでありますが、
私からの説明によりまして理解を示していただい
て、円満に解決させていただいたということであり
ますので、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 初めに、議案第３８号上富良野町道路線廃止の件
を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３９号上富良野町道路線認定の件を
採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 議案第４０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１１ 議案第４０号
旭野川砂防工事（Ｈ１４国債）請負契約変更の件を
議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 道路河川課長。 
○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第４０号につきまして、提案理由の御
説明を申し上げます。 
 １点目としまして、当該工事の仮設工のうち、工
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事範囲内の支障木の伐根、処分量の増でございま
す。算定といたしまして、伐開面積から体積を算出
し、単位体積重量から発生量１９８トンの計上に対
しまして、廃棄処分による計量の結果、４０トンの
増となり、発生量を２３８トンに変更するものでご
ざいます。 
 ２点目としまして、当該掘削土の土質区分を普通
土扱いによる計上でありましたが、掘削の結果、転
石などの岩石まじり土であったため、作業係数の変
更をするものでございます。 
 ３点目としまして、掘削土の土質区分の性状か
ら、のり面の崩落防止及びそで部の侵食保護のた
め、新たにのり枠工４７平方メートル、張り芝工５
３０平方メートル、段差工８０平方メートルの計上
によるものでございます。 
 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ
ていただきます。 
 議案第４０号旭野川砂防工事（Ｈ１４国債）請負
契約変更の件。 
 旭野川砂防工事（Ｈ１４国債）請負契約の締結
（平成１４年１０月２５日議決を経た議案第１号に
係るもの）を次により変更するため、議会の議決に
付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条
例第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 記。 
 変更事項、契約金額、変更前１億４, ０１７万５,
０００円、変更後、１億４, ３５５万６, ０００円、
３３８万１, ０００円の増額でございます。 
 以上で説明を終わります。御審議賜りまして御議
決くださいますよう、よろしくお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４０号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１２ 議案第４１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 議案第４１号
南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１
４国債）請負契約変更の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 道路河川課長。 
○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第４１号につきまして、提案理由の御
説明を申し上げます。 
 １点目としまして、当該工事の仮設工のうち、工
事範囲内の支障木の抜根、処分量の減でございま
す。 
 算定につきましては、旭野川砂防工事と同様の手
法によりまして、発生量２６０トンの計上に対しま
して、廃棄処分による計量の結果、３０トンの減と
なり、発生量を２３０トンに変更するものでござい
ます。 
 ２点目としまして、伐開、伐根完了後の現地精査
の結果、当該工事終点と現況地形とのすりつけ区間
において、一部に不符合な区間が新たに判明しまし
たので、降雨時及び融雪水などによる流量増時に河
道以外へ流出するおそれがあることから、この区間
の延長を１５メートル分の流路工を計上しようとす
るものでございます。 
 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ
ていただきます。 
 議案第４１号南部地区土砂流出対策工事（ポロピ
ナイ川）（Ｈ１４国債）請負契約変更の件。 
 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ
１４国債）請負契約の締結（平成１４年１０月２５
日議決を経た議案第３号に係るもの）を次より変更
するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取
得または処分に関する条例第２条の規定により、議
会の議決を求める。 
 記。 
 変更事項、契約金額、変更前、９,５ ５５万円、
変更後、９,８５５ 万３,０００ 円、３００万３, ０
００円の増額でございます。 
 以上で説明を終わります。御審議賜りまして、御
議決くださいますようよろしくお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
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◎日程第１３ 議案第４３号 
○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 議案第４３号
平成１４年度上富良野町一般会計補正予算（第８
号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第４３号平成１４年度上富良野町一般会
計補正予算（第８号）の内容につきまして御説明申
し上げます。 
 平成１４年１２月議会におきまして、公民館江花
分館の隣接地にございます上富良野神社所有地と旭
野地区の町有地との交換に当たりまして、その差額
につきまして予算議決をいただいておりましたが、
その後の具体的な事務を取り進めていた中で、神社
本庁の承認を得た日から、地元神社におきまして
は、異議申し立てを受けるための公告及び据え置き
期間として、延べ４０日間を経る必要があることが
この３月１７日に判明したところであります。 
 町の事務処理としましては、その４０日を経過し
た後に所有権の移転登記を行うこととなることか
ら、明らかに３月中の予算執行が不可能であること
になりましたので、地方自治法の規定に基づき、予
算の繰り越し手続を行うために補正予算を編成し、
上程をした次第でございます。 
 それでは、以下議案を朗読し、説明にかえさせて
いただきたいと思います。 
 議案第４３号平成１４年度上富良野町一般会計補
正予算（第８号）。 
 平成１４年度上富良野町の一般会計の補正予算
（第８号）は、次に定めるところによる。 
 繰越明許費の補正。 
 第１条、繰越明許費の追加は、第１表繰越明許費
補正による。 
 裏面をごらんいただきたいと思います。 
 この表に記載してございます名称によりまして、
冒頭申し上げました理由から、４１万４, ０００円
を１５年度に繰り越しして予算を執行するものでご
ざいます。 
 以上、議案第４３号の説明といたします。原案お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１４ 予算特別委員会付託 

○議長（平田喜臣君） 日程第１４ 予算特別委員
会に付託審査の議案第１号平成１５年度上富良野町
一般会計予算、議案第２号平成１５年度上富良野町
国民健康保険特別会計予算、議案第３号平成１５年
度上富良野町老人保健特別会計予算、議案第４号平
成１５年度上富良野町介護保険特別会計予算、議案
第５号平成１５年度上富良野町簡易水道事業特別会
計予算、議案第６号平成１５年度上富良野町公共下
水道事業特別会計予算、議案第７号平成１５年度上
富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、議案
第８号平成１５年度上富良野町水道事業会計予算、
議案第９号平成１５年度上富良野町病院事業会計予
算の件を一括議題といたします。 
 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 
 予算特別委員長久保田英市君。 
○予算特別委員長（久保田英市君） ただいま上程
されました予算特別委員会報告は、朗読をもって御
報告を申し上げます。 
 予算特別委員会審査報告書。 
 本委員会に付託の議案は、審査の結果、次のとお
り決定したので、会議規則第７７条の規定により、
審査等の経過等を付し、報告する。 
 １、議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計
予算、原案可決。 
 ２、議案第２号平成１５年度上富良野町国民健康
保険特別会計予算、原案可決。 
 ３、議案第３号平成１５年度上富良野町老人保健
特別会計予算、原案可決。 
 ４、議案第４号平成１５年度上富良野町介護保険
特別会計予算、原案可決。 
 ５、議案第５号平成１５年度上富良野町簡易水道
事業特別会計予算、原案可決。 
 ６、議案第６号平成１５年度上富良野町公共下水
道事業特別会計予算、原案可決。 
 ７、議案第７号平成１５年度上富良野町ラベン
ダーハイツ事業特別会計予算、原案可決。 
 ８、議案第８号平成１５年度上富良野町水道事業
会計予算、原案可決。 
 ９、議案第９号平成１５年度上富良野町病院事業
会計予算、原案可決。 
 平成１５年３月１８日、予算特別委員長久保田英
市。 
 記。 
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 １、審査の経過。 
 本委員会は３月４日に設置され、同日、議案第１
号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第
５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議
案第９号を付託された。 
 ３月１３日委員会を開き、正副委員長を選出し、
直ちに議案審議に入り、議案第１号歳入各款と歳出
第１款から第４款までの款別ごとに質疑を行い、理
事者の答弁を求めた。 
 ３月１４日委員会を開き、議案第１号歳出第５款
から第１５款まで、それぞれ歳入歳出を一括して質
疑を行い、理事者の答弁を求めた。 
 ３月１７日委員会を開き、議案第２号、議案第３
号、議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第
７号、議案第８号及び議案第９号につき、それぞれ
歳入歳出を一括して質疑を行い、理事者の答弁を求
めた。 
 ３月１８日委員会を開き、各議案の審査意見を集
約してから採決を行った。 
 議案審査での主な意見は、別記のとおりである。 
 ２、表決。 
 議案第１号及び議案第２号は討論を行い、起立に
より採決を行った結果、賛成多数により原案可決と
なった。 
 議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６
号、議案第７号、議案第８号及び議案第９号は、討
論を行わず、議案ごとに起立により採決を行った結
果、いずれも賛成多数により原案可決となった。 
 別記、平成１５年度各会計予算特別委員会審査意
見。 
 一般会計。 
 １、財政について。 
 ①、町税及び使用料等は町の主要な財源であり、
収納率の向上を図り、不納欠損処理に当たっては慎
重に対処するよう努められたい。 
 ②、地方税の減少、地方交付税の削減等により、
歳入財源の減少が著しい中、健全財政の維持には十
分留意するとともに、町財政の現状と将来見通しを
今後とも町民に知らせ、十分理解を得られるよう努
められたい。 
 ２、入札制度について。 
 情報公開条例の施行などに伴い、入札の公平・公
正・透明性の確保を図るため、公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律に従い、厳正な執
行に努められたい。 
 ３、補助金等について。 
 補助金負担金の交付に当たっては、事業実績等を
判断し、当該団体と協議の上、適正に助成された
い。特に納税奨励金については、今後もその扱いを

検討されたい。 
 ４、物品燃料等の購入について。 
 物品燃料等の購入に当たっては、適正な価格で購
入されたい。 
 ５、委託業務について。 
 ①、公共施設等の管理委託方法について、十分に
精査し再考されたい。 
 ②、委託料の積算については、内容等を十分に精
査されたい。 
 ６、条例及び基本計画の策定について。 
 景観条例及び各種の基本計画の作成に当たって
は、住民の意向を十分に把握の上、実効性が上がる
ように策定されたい。 
 ７、保健福祉総合センターについて。 
 保健福祉総合センターの維持管理については、早
急に詳細な計画を示されたい。 
 ８、産業の活性化について。 
 産業の活性化について、確実に実効が上がるよう
施策の展開を図られたい。 
 ①、商業の活性化に向けて、商業振興条例の趣旨
に基づき、一層の推進を図られたい。 
 ②、農協合併を踏まえた中での農業施策について
は、本町の独自性を図るとともに、農業者に利益が
受けられるよう配慮されたい。 
 ９、国営しろがね事業について。 
 国営しろがね事業の償還金には未納金を生じさせ
ないよう手だてを講じ、未収金の処理に当たって
は、統一された方策を土地改良区と十分調整された
い。 
 また、今後の維持管理については、十分な情報提
供を図られたい。 
 １０、駅前再開発事業について。 
 駅前再開発事業については、一層の意見調整を図
り、現状を勘案した上、方向性を定められたい。 
 １１、教育行政について。 
 学校週５日制に伴い、教育環境の一層の充実のた
め、十分なる対応を図られたい。 
 １２、公民館の整備について。 
 公民館については、老朽化が進んでいるため、第
４次総合計画、後期計画の中で最優先で対応を図ら
れたい。 
 ラベンダーハイツ事業特別会計。 
 入所希望者が多く、待機者が増加していることか
ら、対応策を講じられたい。 
 病院事業会計。 
 ①、新体制のもと、病院の健全な運営に努め、患
者、利用者に対する接遇の一層の改善を図られた
い。 
 ②、薬剤管理指導業務の推進を図られたい。 
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 町においては、審査意見の内容を考慮して対応を
図っていただきたくお願いを申し上げます。 
 以上で、特別委員会の審査意見の報告といたしま
す。 
○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 本件に対する委員長報告は、意見を付して、いず
れも原案可決であります。 
 委員長の報告のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号、２号、３号、４号、５号、
６号、７号、８号及び第９号は、委員長の報告のと
おり決しました。 
 この際、暫時休憩をいたします。 

──────────────────                
午後 ２時３９分 休憩 
午後 ３時００分 再開 

──────────────────                
○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 

──────────────────                
◎日程第１５ 諮問第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１５ 諮問第１号人
権擁護委員候補者の推薦の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 町長、尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし
た諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件につき
まして趣旨説明をさせていただきたいと存じます。 
 現在、人権擁護委員に就任いただいております
佐々木幸子氏におかれましては、平成６年８月１日
より今年の７月３１日まで、３期９年間の就任をい
ただいているところでありますが、また再任をお願
い申し上げ、今後の人権擁護委員としての活躍を期
待するところから、再任をいたしたく推薦をいたし
たいということでございます。 
 よって、議会の意見を求めたいということであり
ます。御同意を賜りますようお願い申し上げまし
て、議案につきましては、朗読をもって説明をさせ
ていただきます。 
 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件。 
人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦したい
ので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、
議会の意見を求める。 
 記。 

 住所、上富良野町●●●●●●●●●●●●。 

 氏名、佐々木幸子。●●●●●●●●●日生まれ
であります。 

 皆様方のお手元の方に、佐々木幸子氏の経歴書を
配付させていただいておりますので、御高覧賜りま
して、御同意いただきますことをお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決をいた
したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 これより、諮問第１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに適任と認める
ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり適任と認めること
に決しました。 

──────────────────                
◎日程第１６ 発議案第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１６ 発議案第１号
上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条例の
件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 朗読をもって説明といたし
ます。 
 発議案第１号上富良野町議会委員会条例の一部を
改正する条例。 
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
上富良野町議会議員清水茂雄、上富良野町議会議員
西村昭教。 
 上富良野町議会委員会条例の一部を改正する条
例。 
 上富良野町議会委員会条例（昭和６２年上富良野
町条例第８号）の一部を次のように改正する。 
 第２条を次のように改める。 
 常任委員会の名称、委員定数及びその所管。 
 第２条、委員会の名称、委員の定数及び所管は次
のとおりとする。 
 （１）総務文教常任委員会、６人。 
 総務課、企画調整課、税務課、会計課、教育委員
会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び
監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管
に属しない事項。 
 （２）厚生常任委員会、６人。 
 町民生活課、保健福祉課、町立病院及び特別養護
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老人ホームに関する事項。 
 （３）産業建設常任委員会、６人。 
 農業振興課、道路河川課、商工観光まちづくり
課、上下水道課及び農業委員会に関する事項。 
 附則、この条例は、交付日以後最初に行われる一
般選挙による任期の起算日から施行する。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１７ 発議案第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１７ 発議案第２号
町内行政調査実施に関する決議の件を議題といたし
ます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第２号も朗読をもっ
て説明といたします。 
 発議案第２号町内行政調査実施に関する決議。 
 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項
の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
上富良野町議会議員清水茂雄、上富良野町議会議員
西村昭教。 
 町内行政調査実施に関する決議。 
 本議会は、次により町内公共施設等の状況を調査
する。 
 記。 
 １、実施の期日、議決の日以降において２日以内
とする。 
 ２、実施の目的、町内の公共施設及び財政援助を
行った施設の現況を視察し、今後の議会活動の資と
する。 
 ３、調査事項及び方法。 
 （１）町内の公共施設及び財政援助を行った施設
の現況を視察する。 
 （２）全議員による合同調査とし、特に意見を付
すものについては、各常任委員会の所管事務調査と
して、それぞれ行うものとする。 

 （３）本件は、議会閉会中において調査を行うも
のとする。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１８ 発議案第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１８ 発議案第３号
町長の専決事項指定の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第３号も朗読をもっ
て提案理由といたします。 
 発議案第３号町長の専決事項指定の件。 
 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項
の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
上富良野町議会議員清水茂雄、同じく上富良野町議
会議員西村昭教。 
 町長の専決事項指定の件。 
 次の事項に関して、地方自治法第１８０条第１項
の規定により、町長において専決処分することがで
きるものとして指定する。 
 記。 
 平成１５年度の地方税法の一部改正に伴う上富良
野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０号）
の一部を改正すること。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
──────────────────                

◎日程第１９ 発議案第４号 
○議長（平田喜臣君） 日程第１９ 発議案第４号
国民の生命と財産を守る有事関連法案の制定を求め
る意見の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第４号国民の生命と
財産を守る有事関連法案の制定を求める意見の件。 
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
上富良野町議会議員清水茂雄、同じく上富良野町議
会議員西村昭教。 
 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大
臣、総務大臣、外務大臣、農林水産大臣、国土交通
大臣、環境大臣、防衛庁長官。 
 国民の生命と財産を守る有事関連法案の制定を求
める意見書。 
 我が国への武力攻撃に対して、国民の生命・財産
を守るため、平時より万全な危機管理体制を整備
し、適正な対応をとり得る法整備を行うことは、法
治国家として当然のことであります。 
 現行の自衛隊法では、外部からの武力攻撃が起き
た場合に対処するための防衛出動の規定はあるが、
実際に防衛出動となった場合には、自衛隊のみなら
ず警察、消防、あるいは国の諸機関と地方公共団体
との協力をどのように行うかについては明確になっ
ていない現況にあります。したがって、我が国を防
衛するため、対処処置の明確化と、そのために必要
な法整備が不可欠であります。 
 法整備がなされないまま、万一武力攻撃に直面し
た際、超法規的措置がとられかねず、無用な混乱と
人権侵害をもたらすことが懸念されます。 
 よって、国においては、武力攻撃事態に対処する
ための明確な方針「有事関連法案」が早期に制定さ
れるよう、次の事項について強く要望いたします。 
 記。 
 １、有事関連法案は、国の平和と安全及び国民の
人権を守るために必要であり、早期に法案成立を期
すべきである。 
 ２、国民保護、米軍支援等に関する個別法につい
て、国民や地方自治体の幅広い意見を聴取しながら
法制化を図ること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により提出いた
します。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 
 これより質疑に入ります。 
 ３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 私は、発議案第４号にあっ
ては基本的に歓迎しているところでありますが、議
案の配付されて以来、自問自答して口を開かないこ
とについて考えておりましたが、議席に着きました
ら、やはり提出者に尋ねて自分の気持ちを整理した
くなりましたので、質問いたしますので、よろしく
お願いをいたしたいと思います。 
 同案は、第３回定例会で発議案として上程され、
否決になったのでありますが、そのことは御案内の
とおりだと思います。 
 そのときの反対討論では、一つ、憲法の精神から
逸脱しているとありました。逸脱していないという
ことで今あるとすれば、どのように払拭されたの
か、中川議員の考え方でよろしいですから、お尋ね
したいと思います。 
 二つ目、法案の内容があいまいだとありました。
はっきり法案の内容を確認し、理解できたのでしょ
うか、その点をお伺いしたいと思います。 
 ３番目、地方議会で発議することはなじまないと
ありましたが、今日なじんだということで、短絡的
に受けとめてよろしいのでしょうか。 
 最後の質問といたします。 
 ４番目、町民の意見を聞かず提案することは疑問
があるとありましたが、どのように疑問がなくなっ
たのか、お尋ねしたいと思います。 
 以上の意見をもって否決されましたが、提出者と
なられました中川議員の所見を賜りたく存じており
ますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思い
ます。 
 以上。 
○議長（平田喜臣君） 中川一男君。 
○２番（中川一男君） ９月の定例に出されまし
た。それで、残念なことに否決ということになりま
した。それから６カ月の日にちがたったわけでござ
います。その中にいろいろなことがございまして、
まず憲法の方でございますが、憲法の問題について
は、私も憲法論を論争しようと思いませんけれど
も、今の平和憲法からいくと、憲法違反ではない。
違反というより、そういう感じが見受けられる面も
あるのでないかなというような意見でないかなと。
それが、今社会情勢になって、この社会情勢になっ
たときに、その憲法をある意味では拡大解釈してい
ただきながら、また解釈のそういいながらいろいろ
あるのでないかなと思います。 
 私の方は、やはり日本国は生存権まで失ったわけ
ではないと。ただ交戦権というのですか、武器等も
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放棄とうたわれておりますけれども、現実に即した
やはり憲法であってほしいなと思っております。し
かし、今実際にそれをやる機関よりも、今現実のこ
の中で取り組んでいった方が、いかなければならな
いのでないかな、そのように思っております。 
 それから、あいまいな点があったということでご
ざいますが、やはり今、さきの９月のときの法案、
小泉政権が国会に出した法案に対して、今回はある
程度の修正を加えております。それで、やっぱり国
民の保護と、そういうものを徹底していこうと。 
 今武力だけを言っているのですが、この有事法案
の中には三つございまして、自然災害でございま
す。また人員災害、そして戦争災害うたわれており
ます。災害の中でも、例えば前回の自然災害の中に
ありまして、神戸のときに地震で亡くなったのでな
く焼死した人がたくさんいました。それは何かとい
うと、自衛隊を出動すぐさせていたならば、もっと
もっと助かったのでないかなと。だけれども、こう
いう法が、知事を通り、またいろいろなそういう具
体策がなかったために、具体的な法がないために即
応できなかったと、そういうやはり一面も持ってお
ります。 
 また、戦争のことですが、ちょうどいい時期に今
イラクが攻められております。イラクの方から見れ
ば攻められているわけですから、アメリカの方から
見れば攻めていっているのですよ。だから、私はや
はり戦争がいつ起きるかわからない。私の方は攻め
ない、だけれどもどこかの国が、どこかの人たちが
もしかしたら、日本のこの国力、すばらしい国力を
欲しいと言って来るかもしれない。私はそのために
も、やはりこういう法整備というものはしていかな
ければならないのでないかなと思います。 
 もう一つは、３番目ですが、基地の町でございま
す。上富良野はなじまないと、地方議会がなじまな
いと言いながらも、やはり上富良野の町民のため
に、私は日本国民でございますし道民でございま
す。しかし、町議会議員でございますので、この基
地のために、いざというときには、例えば戦車も出
動するだろうと。そのときに、町民等がやはり法で
保護されて、その法ができた以上は、その法を守る
義務がありますので、それに従って、そして対処し
ていかなければならない。 
 私は地方議会がなじまないというよりも、基地と
いう言葉が悪かったら、自衛隊が駐屯し、そして私
たちは自衛隊等から相当な、ある意味では恩恵も受
けてますし、ある意味では迷惑もこうむっておりま
すけれども、私たちはやはりそれをきちっとした整
備をしていかなければならないのでないか。それに
は、この有事三法が今国会で論議されておりますか

ら、私はいいのでないかな、そういうように思って
おります。 
 また、前回９月に否決したということで、町民か
らいろいろな、ああ、よかったねという人が割と少
なかったと、何で否決したのですかという意見が私
どもに多く課せられたわけでございまして、そうい
う意味からも、私は意見を町民の皆さん方からある
程度やっぱり聞いております。その中にあって、や
はり上富良野町にあっては、やはり必要でないか
と、早く早急に整備することが町民のためでないか
と、そういうことから、今回議運等に皆さんに諮っ
ていただいて提出ということになったわけでござい
ますので、よろしくお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他に御質問ありませんか。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 提案者に対して質問いた
しますが、憲法上拡大解釈しても問題がないという
ことでありますが、しかし、拡大解釈しているから
今まで問題があるということで、国会でも論争に
なったわけであります。 
 憲法９条では、武力も一切持たないということで
行っているわけですから、これに対して、あたかも
武力攻撃があるかのように想定されておりますが、
どこの国が武力をもって日本の国を攻めようとして
いるのか、その辺は具体的にどこの国かということ
を明確に答弁していただきたいと思います。 
 二つ目には、憲法のいわゆる平和の理念である９
条に明らか違反していると思いますが、この点はい
かがでしょうか。 
 それと、さらにお伺いいたしたいのは、こういう
法律が仮にできたとしたら、逆に日本はいつ逆に越
境して攻めてくるのではないかという、逆に脅威を
与える可能性があると思いますが、この点。 
 上富良野町にとって、この法案が成立することに
よって、住民や自衛隊員の家族も含めて、どのよう
な恩恵があるのか、お伺いしておきたいというふう
に思っております。 
 この間１月の末に、国民保護法の制定のときに、
国から全国の市町村会に行った説明の中で、こんな
問答があったわけであります。どこの国が攻めてく
るのかという点で、それに対して大森官房副長官
が、確かに大規模な国家間の戦争は非常に可能性が
低いということを言っているわけです。そういう意
味でも、どこかの国が攻めてくるという想定は、今
のところも、過去においても、ないのだということ
を言っているわけです。そういうことを考えたとき
に、まさに武力攻撃があるという想定というのは、
こういったところからも崩れているというふうに思
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います。 
 次に、（２）の国民保護法というのは、一連の有
事が起こった場合ということで、土地収用法や、国
が統制命令を出しますから、個人が嫌だと言う言わ
ないにもかかわらず、国の行う命令に従えというこ
とになります。それに従わなければ、罰則規定があ
るということであります。しかし、憲法には、良
心、思想の自由、あるいは強制労働を禁止した精神
がありますから、こういった精神からしても、まさ
にこういった強制労働等があれば、その法の趣旨か
らも反する事態になると思いますが、これらの点に
ついてはどのようにお考えなのか、お伺いしたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 一番最初の自衛隊の憲法
だったかい、大きいところは。憲法の方で若干拡大
解釈というよりも、すべてがあいまいな点でありま
す。私は、憲法を改正して国を守るのだという、そ
ういうものをしてほしい。私は自民党よりも自由党
に近いのですけれども、そういう考え方でおりま
す。しかし、今やはりこの状態、これだけの日本の
国力を持っております。昔は、戦後６０年前には、
貧しいからだれも攻めてこないわけですよ。そし
て、もしか来ても、貧しいから物置いていってくれ
たかもしれない。今は、この経済力は、日本の経済
力は５００兆円です。今中国の国家予算が１２兆円
です。日本の１０倍以上の人口がいて１２兆円で
す、日本円に直したら。それは物価が違うと言うけ
れども、石油買うときは同じですからね。 
 そして、中国の国家予算が約４分の１ですか、だ
から３兆円です。日本は１％ですから、５兆円ぐら
いですね。だからこそ、名前言ったら、悪いです
が、北朝鮮とかそういうところは、軍国主義だ軍国
また復活だと騒ぐのだと思うのです。しかし、やっ
ぱりそれだけの国力を守っていかなければならな
い。そのために、私はある程度のそういう国民の合
意を得た、この自衛隊というものを今認知されてい
るわけですから、それを認めていっていいのでない
かなと思います。 
 それから、私、米沢さんよく、我が日本共産党は
とおっしゃるけれども、日本共産党の方々が何で国
会でやるのか。日本は三権分立というのがある、中
学校から小学校の高学年で必ず習っております。そ
うしたらば、司法に訴えればいいわけです。そし
て、憲法に違反しているのだから、すかさず自衛隊
は解体しなさいと、それをやられたらいいのでない
かなと思うのですか、なかなかそれもしてこない。 
 それから、仮想敵国と言いますけれども、仮想敵
国というのは、今６０年前にアメリカと日本はけん

かというか戦争をしたわけですから、いつどこで来
るかわからない。アメリカが日本に来るかもしれな
い。言うこときかないぞ、この野郎と来るかもしれ
ないし、よその国が来るかもしれない。 
 今、そのために、私たちは、どこから来るかわか
らないということです、だからそういうものに対し
て防備をしていかなければならない。そして、これ
ができたからよそへ攻めていくのでないかと言いま
すけれども、日本には航空母艦というのはないので
す。これはなぜかと、よそへ攻めませんよと、専守
防衛ですよという意味なのです。 
 今、イラクには相当な航空母艦が入っておりま
す。ペルシャ湾とかそういうところに入っていま
す。艦砲射撃ですよ。だけれども、日本はそういう
意味はないのです。いけないのです。だから、そう
いうものは内閣総理大臣の統帥権のもとに、憲法に
則しながら対応していけるのでないかな、そのよう
に思っております。 
 それから、自衛隊に何か恩恵ないのかと、自衛隊
への恩恵があるのかないのかの問題でないと思うの
ですね、これは。自衛隊員は職務に、それに従って
いけばいいわけでありまして、自衛隊員のためにつ
くっているあれではない。国民を守るためにあると
私は思っています。 
 それから、個人の制限ということはおっしゃいま
したけれども、これは法律で私たちも個人の制限
いっぱい受けております。車でも１００キロ飛ばし
たい、だけれども、４０キロの制限あるでしょうと
か、そういうぐあいに、やっぱり法出た以上は、そ
の法に対して義務感があると思うのですね。そのか
わりですよ、今超法規的に、例えば戦車が水田をぽ
んぽんぽんぽん走ってあるいた、どうするのだと
いったときに、これは仕方ないと、国難だから仕方
ないのだと言われたのでは困ると。そのためにです
よ、道路交通法にしても、農林省にもこうやって送
付するわけでございますが、そしてそういう権利を
認めていただく、そういう考えでこれが必要である
と私はそう思っております。 
 あとは、何かありました。いいですね。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 提案者、全くその言って
いる趣旨についてきちっとした答弁がなされてない
わけで、交通ルールの問題だとかいろいろ出されて
ましたが、これはお互いの合意の中で、きちっとこ
ういう社会をつくろうということで守られているわ
けですから、全くそういう問答と全く違う答弁され
てきているわけですね。 
 今私が言いたいのは、憲法が違反しているからと
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いうことで、今国会でもどこでも論議になって、い
まだにこの趣旨の論戦が今国会で論議続いているわ
けですよ。それだけに、憲法解釈に立って違反でな
いのかという論議があるからこそ、なかなか成立に
至ってないというのがここにあるわけです。こうい
う問題に対しても、提案者は答えてないというふう
に私は考えてますから、何を根拠として、それでは
違反でないということをあなたはおっしゃるのか、
もう一度この点について、明確に答弁をしていただ
きたいというふうに思っています。 
 それと同時に、なぜ日本の自衛隊法の中には、こ
ういう問題がきちっと整備というか、きちっとそう
いうものが網羅されてなかったのかといえば、もと
もと日本の自衛隊というのは、そういう趣旨のもと
でできたわけではありませんし、また、平和憲法と
いう世界に誇れる憲法を持っているからこそ、こう
いうものに頼ることなく、平和外交と努力によっ
て、やはりこういうものは一つ一つ解決しようとい
う、その精神のもとにあるわけですから、ここから
が、あなたのおっしゃる根本的な違いがここにある
わけです。私たちは、この点でも憲法違反だという
ことを国会でも堂々と主張しておりますし、今後に
おいても、こういう問題を主張していきたいという
ふうに考えています。 
 どこが脅威なのかという点についても、どこから
来るかわからないということなのですが、国の方で
も今そういう脅威はないということを言っているわ
けですね。小泉さんに至っても、そういう脅威はな
いと。 
 北朝鮮の問題で言えば、防衛庁の関係者も、通常
のいわゆる自衛隊の演習訓練なんだということを
言っているわけですから、そういうものをとらえて
脅威だ脅威だ脅威だと言っても、オオカミが来る
ぞ、オオカミが来るぞと言っているのと同じで、そ
ういったところにも、どうも提案者の言っているこ
とが、内容がよくつかみ切れない部分がありますの
で、そういう意味では、もう一度、こういった問題
に対する法整備というのは、なぜ今必要なのか、憲
法から見ても明らかに、拡大解釈どころか違反であ
ると言わざるを得ません。この点について、もう一
度明確に答弁願いたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 憲法論議ということでござ
いますけれども、今本当に憲法違反ならば、何で大
多数の人が認めているのだろうか。私はさっきも申
しましたように、もっともっと憲法でかちっとし
て、国力を持つ、国防のそういうものを持って、国
防の任に当たっている人が堂々と、堂々とでなくて
もいい、当たり前に歩けるような、そういう憲法で

あればなと思っています。 
 今あいまいなのです、あいまいだからこういうぐ
あいになっている。だけれども、そのあいまいの中
でも、党によっては憲法違反だと言っている方々も
おる。でも、その人たちが何で国政の、内閣という
ものとれないのだろうか。議院内閣制において、そ
の人たちが多ければ、議院内閣制で多数決をとって
自衛隊を解体するのだと、そういうことが言えるわ
けですから、やはり私の言っている方が大多数でな
いのかな、そして必要なのだな、だから何兆円のお
金でも注ぎ込みなさいと言ったらおかしいけれど
も、認めてきているわけですから、私は憲法論をこ
こでやるよりも、現実に即したことでいったらいい
のでないだろうかなと。 
 私の個人としては、もっともっとやっぱり、私は
小沢党首と同じような考え方持っています、自衛隊
に関しては、この日本の国防に関してはですね、
ちょっと違うところがあります。 
 それから、自衛隊が整備されずと言いますが、自
衛隊はこれは警察予備隊から保安隊に入って、そし
て自衛隊に入ってきたと思います。そのとき朝鮮戦
争があったと。そのときに、あのように朝鮮戦争
は、朝鮮の方々が本当にやったわけでないのだと私
は思います、南北戦争はですね。北は中国、そして
こっちはアメリカと、本当にあそこの中で本当に民
族同士がやるわけないのですよ。今攻めていけな
い。だけれども、人が攻めてきてやっているような
ものでないですか。ソビエトが後ろについていた。
こっちもアメリカがついていた。だから私は、やは
りそのためにどこが襲われるかわからない、脅威と
言いましたけれども、ではどうなのだろうかなと
いったら、本当に脅威がないのかといったら、ある
かもしれません。 
 今にぎわしている不審船だとか、それから不審船
は北朝鮮のだと、もう明言しておりますので、それ
から拉致だとか、テロだとか、こういうときにどの
ように対応できるか、やはり警察だとか、それから
ここにありますけれども、自衛隊、それから各その
警察、消防、そういうものが一体となって取り組ん
でいかなければならないと思うのです。自衛隊だけ
が取り組むのでないのですよ。必ず地域住民が一体
となって取り組まなかったら、敵に対して、どこが
来るかわからないけれども。仮想敵国というのはあ
りません。だけれども、一体となって守らなかった
ら、守れないのでないでしょうか。自衛隊だけで守
れるわけない、国民は知らんぷりしているわけでな
い。だから私は、そういう意味では、脅威というも
のはいろいろな小さな脅威があるだろうと。その戦
争だけでない、国が攻めてこないかもしれない。で
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も、あと２０年後になったら、日本とアメリカけん
かしているかもしれない、わからないのですから、
６０年前けんかしていたのだから、今こんなになる
と６０年前の人思っていない。日本のためにと戦争
で死んでいっているのだから、みんな、飛行機に
乗って。だけれども、その人たちは今考えられない
ことをやっているわけですから、日本は、このよう
に仲よくしているのですから。また、逆に言うと、
仲悪くなるかもしれない。だから何も、私はあえて
北朝鮮とかそういう言い方でなく、やはりアメリカ
だって脅威かもしれないし、わかりません。だけれ
ども、やはり国を守るために法整備をしなければな
らないという考え方でありますので、よろしくお願
いします。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） どうも答弁の内容、説明
がよく理解できないわけで、現実問題ということで
あれば、脅威はないということを言っているわけで
すから、そういう攻められる可能性も今のところは
ないということを言っているわけですから、今現実
の問題を話すとすれば、今提案者の言っているの
は、そういうことが起こり得るということの話をさ
れているわけですから、現実に起きないことをさら
に起こるかのようにとらえたというところに、現実
の逃避があるのだというふうに思いますが、この点
です。 
 私は、平和的に外交努力に頼るということこそ、
国民の安全や命、そしてすべての世界の人々を守る
力だというふうに思います。そのためには、国連と
いう立派な機関があります。そして、テロを取り締
まるのであれば、テロ特措法というのがありますか
ら、また災害で言えば、災害法によって十分対処で
きるそういうところがあります。まだ不十分な点が
あったとしても、これで十分賄えるということがあ
りますから、そういった意味では、今改めてこうい
う法案を早急につくる根拠は全くないということを
私は言わざるを得ませんが、それでもなおかつつく
るということの根拠は、もう一度お伺いいたします
が、どこにあるのかということをお伺いしたいと思
います。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 平和なときの雨の降らない
ときの傘みたいなもので、ある程度保険かけておこ
うか、そして、もしかなったとき、先ほど同僚議員
がおっしゃいました。もしかのときのための火災保
険と同じような考え方でいいのでないかなと思うの
です。 
 では、平和で、国連がニューヨークを守ったかと
いうのです。守ってないではないですか。あのとお

り日本人も巻き込まれている。平和で国連がきちっ
としていたならば、ニューヨークのあのテロはあっ
たのかなかったのかということです。国連の機能が
しない面もあるかもしれません。平和は平和です。
だれも戦争したくありません。小泉さんも、みんな
平和のうちに平和のうちにと言いながらも、やむを
得ないと。そして有事法つくっていかなければなら
ない。この有事法は、よそへ攻めるのでないよ、来
たときのためだよ。まあわかりやすく言うと、家の
じょっぴんかるようなもんで、そういう考え方でい
いのでないかなと思うのですよ。 
 それと、今言いましたように、やはり平和憲法と
いうのは私もすごくいいこと、世界に誇れるなと思
います。ただ、それがすべてで国が成り立つのなら
ば、どこも平和憲法をつくるのでないですか、日本
と同じようなもの。何もアフガニスタンで攻めてい
くこともないだろうし、原爆、水爆つくることもな
いだろうし、みんな武器放棄すればいいわけですか
ら。ですが、歴史、ずっと何千年の歴史すべて争い
です。宗教争いもあったかもしれないし、思想的な
争いもありました。宗教争いもありましたけれど
も、今までちょっとの間までは、思想戦争です。共
産主義と自由主義のせめぎ合いでした。大韓航空の
航空機も落とされましたからね、ああいうのはやは
り、ああいう場合どうするのだとか、今は和解して
いるようですけれども、やはりそういういつどこで
どんなことになるかわからない。そのために、私
は、上富良野の町民はなぜか、それは上富良野に基
地があるのだということを前提にこれを早く進めて
いただきたいなと、そういう考え方を持っているの
です。 
 思想が違うとかそんなのでないのですね。上富良
野の私は町民だ、だから、上富良野の人たちが、何
かあって超法規的にすべて何も無効になるのだとい
うのでなく、やはりそういう権利だとか、それから
基本的人権というのは保護されなければならない。
その上にあって、その法律によって、逆に言うと制
約は受ける、これは仕方ない。先ほど申しましたよ
うに、法というものは必ず制約受けますので、義務
がありますので、守る義務というのが。だから、こ
れはやむを得ないのでないかなと思っております。 
 ただ、私は一つ言いたいのは、国連があるからテ
ロがなくなるということはあり得ないと。サリン事
件だって、国内の問題ですけれども、あれも一つの
テロと言えばテロでないですか。そういうとき、や
はりあのとき、あの死者も出てきておりますけれど
も、即自衛官等が出てきたり、消防出てきたりした
ら、もっともっと被害が少なく済んだかもしれな
い。これは憶測ですからわかりませんけれども、や
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はり国連がニューヨークのテロを守ったかな、私は
守ってない、そういう結論なので、よろしくお願い
します。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑を終了いたします。 
 これより、討論を行います。 
 なお、この討論は、まず、原案反対者、次に原案
賛成者の順に行いたいと思います。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 １２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 私は、今回の国民の生命
と財産を守る有事関連法案の制定を求める意見書に
反対の立場から討論したいというふうに思います。 
 今、提案者の説明の中でも明らかになったよう
に、どこが攻めてくるかということに対しても、
はっきりとした根拠を示せ得ませんでした。 
 また、政府の説明でも、武力攻勢の可能性という
のは全く低いということが言われている。にもかか
わらず、改めてこういう危険な法案を通そうという
ところに大きな問題があります。 
 二つ目には、どう見ても憲法９条の平和の理念か
ら反するということであります。現憲法では、いか
なる武力も持たない、攻撃も行わないということを
明記しているわけですから、この有事関連法案がで
きることによって、何を目的としているかという点
では、首相官邸のホームページのＱ＆Ａでも説明し
ているように、ブロック攻撃が予想される事態を想
定した中で行われています。こういったところにこ
そ大きな問題があり、こういう法案をつくればつく
るほど、逆に相手側に脅威を与えるという状況にな
りかねません。 
 私は、そういう立場から、日本がとるべき態度と
いうのは、日本国内の持っているこの生産力を、世
界に対してもアジアに対しても、経済援助と技術援
助という形の中で、平和的・外向的努力によって、
地域の人たち、世界の人たちと日本の信頼関係を結
ぶことにあるというふうに考えています。 
 また、米軍支援という形の中で個別法ができれ
ば、これは明らかにアメリカが侵略したときに、日
本の置かれているこのさまざまな制約を取り払っ
て、制約のない中で米軍支援を行いたいという状況
下の中で有事関連法案が生まれてきているわけであ
ります。 
 上富良野町にも多くの人たちが住んで、多くの人
たちが平和でありたいということを願っているわけ
ですから、その思いからしても、この関連法案の制

定というのは、まさにこういう人たちの意からも反
するものだと言わざる得ません。 
 私は、そのことを述べて、この意見書案の提出に
対して、反対の討論といたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に賛成者の発言
を許します。 
 １８番向山富夫君。 
○１８番（向山富夫君） 私は、国民の生命と財産
を守る有事関連法案の制定を求める意見書に賛成の
立場で討論させていただきます。 
 昨年４月、国会に提出されました有事法制３法案
は、その間、国会や国民の間でさまざまな議論が積
み重ねてまいられてきておりますが、いまだ法制化
に至っておらない状況であります。 
 このような経過をたどる中、私も多少なりとも有
事法に関し勉強させていただいたところであります
が、これらを通じ、私たち国民一人一人が有事に関
してもっと身近な問題として認識するとともに、そ
の法整備を早期に図るべきとの思いに至ったわけで
あります。 
 その思いを踏まえながら申し上げますと、今さら
申し上げるまでもありませんが、我が国は民主主義
による主権国家であり、その基本をなしているのは
国民皆で定め、そして守るルール、いわゆる法律で
あります。この法律により、国家の安定と国民の生
命・財産が守られているのであります。しかし、こ
のルールが仮に外部からの要因、例えば外国からの
武力攻撃を受けるなど不測の事態、いわゆる有事に
対して、しっかりと国民を守るための法整備がなさ
れていないとすれば、これは早期に整備がなされる
べきものだと思います。 
 思えば、余りにもむご過ぎる北朝鮮による日本人
拉致、核開発疑惑や工作船事件等々、加えて、世界
を震撼させた一昨年の９・１１テロ、イラクの大量
破壊兵器保有問題等、国際的不安定要素が余りにも
多く、今まさに、イラクに対しては国際社会から厳
しい目を向けられており、その行方は、我が国にと
りましても大きな問題であります。それにも増し
て、北朝鮮問題は、いかなることがあろうとも感化
することはできません。 
 この際、有事に備えた関連法案の整備をすること
が、国際社会に対し我が国の毅然とした姿を示すこ
とになるとともに、戦争や危機になったとき、国民
一人一人と地方公共団体や警察、消防、自衛隊など
とどう連携していくかをあらかじめ定めるチーム
ワークのルールとしても大切なことであり、これに
より、いかなる事態にも対応できる国づくりを進め
ていくことは大変重要と考えます。ひいては、これ
が非常事態に至らない大きな抑止力となり、全国民
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が願う恒久の平和と国民の生命と財産を守ることに
なるということを申し上げ、賛成討論とさせていた
だきます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、原案に反対者の発言
を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって討
論を終了いたします。 
 これより、発議案第４号を起立により採決いたし
ます。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第２０ 発議案第５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２０ 発議案第５号
北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見の件
を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第５号でございます
が、北朝鮮と書いてありますが、共同声明のときに
は、小泉総理は朝鮮民主主義人民共和国と言ってお
りました。ですが、ここでは北朝鮮による拉致問題
の徹底解明ということで御了解いただきたいと思い
ます。よろしくお願いします。 
 発議案を朗読いたしますので、よろしくお願いし
ます。 
 発議案第５号北朝鮮による拉致問題の徹底解明を
求める意見の件。 
 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
上富良野町議会議員清水茂雄、上富良野町議会議員
西村昭教。 
 提出先でございますが、衆議院議長、参議院議
長、内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛
庁長官。 
 北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見
書。 
 北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権を
侵害した国家犯罪であるとともに、人道に反する犯
罪でもあります。長い間、北朝鮮が頑強に否定し、
小泉首相の訪朝により、最高権力者である金正日総
書記がその犯罪行為を認め、謝罪したことは、この
拉致問題の解決に一定の前進をもたらすものとして
評価されます。 

 しかしながら、こうした謝罪の言葉とは裏腹に、
拉致問題は解決済みという北朝鮮側の見解に我々は
強く抗議するとともに、北朝鮮側が提供してきた、
死亡したとされる拉致被害者に関する資料のずさん
さに、改めて憤りを感じざるを得ません。 
 今般、生存が確認された拉致被害者５名が２４年
ぶりに祖国の土を踏み、家族や故郷の旧知の友人た
ちと再開を果たすことができたが、２４年という長
きにわたって日本国民を無法に拉致、拘束し、最愛
の家族にさえ一切の消息を知らせないできた北朝鮮
の非人道的な行為に、改めて慄然とせざるを得ませ
ん。 
 よって、国においては、北朝鮮に対し、言葉によ
る謝罪にとどまらず、誠意と責任ある対応を求める
とともに、拉致家族の意向に対した対応及び国民の
不安の解消と国家の安全保障を図る上からも、次の
事項について強く要望します。 
 記。 
 １、北朝鮮に残された拉致被害者家族の帰国を早
期に実現すること。 
 ２、死亡したとされ、生存が確認されていない拉
致被害者に関する正確な情報と現地調査を北朝鮮に
求めるとともに、新たに公表された拉致被害者を含
め、拉致の疑いがある事件について徹底的な調査と
解明を北朝鮮に求めること。 
 ３、北朝鮮に対し、核開発の即時停止及び工作船
等による違法な情報収集を直ちにやめることを求め
ること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により提出いた
します。 
 以上です。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第２１ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２１ 閉会中の継続
調査申出の件を議題といたします。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、
委員会において調査中の別紙配付申出書の事件につ
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いて、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引
き続き調査したい旨の申し出があります。 
 お諮りいたします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査
に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することに決しました。 
 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議
は、すべて終了いたしました。 

──────────────────                
◎町 長 あ い さ つ           

○議長（平田喜臣君） 本年最初の定例議会であり
ますので、町長からごあいさつがあります。 
 町長、尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 平成１５年第１回上富良野
町議会の閉会に当たりまして、議長のお許しをいた
だき、平成１４年度の締めくくりをかねてごあいさ
つを申し上げます。 
 今定例会におきましては、３月３日から本日２０
日までの１８日間にわたり開催されたわけでありま
すが、上程いたしました平成１４年度各会計補正予
算案並びに平成１５年度各会計予算案及び各条例改
正案など、多くの案件につきまして御審議、御討議
を賜り、すべて原案どおり御議決をいただきました
ことに対し、心から厚くお礼を申し上げます。 
 それぞれ議案審議に際し、各議員からお寄せいた
だきました意見及び提言につきましては、今後執行
上におきまして十分に斟酌、吟味しながら、公正・
公明、町民本意を旨として、透明性の確保と説明責
任の遂行、さらには情報の共有化など、協働の町づ
くり推進の観点からも、その意を呈し、この反映に
努めてまいる所存であります。 
 また、今日慢性化した経済不況は、我が町の地域
産業と町民生活のさまざまな分野に深い影響を落と
していることは、誠に憂慮にたえないところであり
ます。 
 加えて、国が進める市町村合併問題、基礎的自治
体の今後の方向性の問題、地方税財源の配分問題な
ど、自治体の根本を左右する課題が混沌としてお
り、その不透明感をぬぐい切れない実情にあるとこ
ろであります。 
 特に今定例会におきましては、地方交付税の削減
を大きな要因として、さらには国営事業の地元負担
対策も加わり、町の財政見通しが一段と厳しいこと
の認識を各議員ともどもに共有しながら予算審議を
賜ったところであります。 
 私といたしましても、現在取り組んでおります財

政健全維持方針に基づく行財政改革が平成１５年度
を最終年次に迎えることから、この着実な達成に加
えて、さらに一歩踏み込んだ改革に取り組み、平成
１６年度からの新行財政改革につなげていきたいと
考えておりますので、議員各位と町民の皆様の御理
解と御協力をお願いするところであります。 
 また、平成１５年、１６年の２カ年で実施する保
健福祉総合センターの建設につきましては、財政の
先行きが極めて厳しい中でありますが、我が町の将
来を見据える中で、健康寿命の延長を図る保健予防
対策と町民福祉の充実を極めて重要な施策として位
置づけし、国による箱物施設への助成施策が大幅に
削減される現状にかんがみ、手厚い旧制度を活用で
きる最後の施設整備として、この実施を決断し、お
諮りいたしたものであります。 
 将来への財政運営の影響力、また施設運営のあり
方など、幅広い議論を経て貴重な御意見を賜りまし
たので、禍根を残さないよう配慮いたしながら、将
来への町づくりの大きな布石として、健康福祉の充
実を期し、こたえてまいりたいと考えております。 
 行財政改革においては、人件費を初めとする経常
経費の縮減と、手数料など税外収入の適正化見直
し、業務の民間委託などにも具体的に着手している
ところでありますが、今後さらなる改革に当たって
は、議員各位と町民の皆様の御理解と御協力は欠か
せないものであり、重ねて切にお願いを申し上げる
次第であります。 
 いずれにいたしましても、本町を取り巻く環境が
大きく好転することを望めない状況にありますが、
行財政改革を初め、山積する課題に対しまして、説
明責任を果たす中で積極的に情報を公開し、新たな
行政運営の手法を十分に考察しながら、町政運営に
最善の努力をしてまいる所存でございます。 
 慎重な御審議を賜り、御議決をいただきましたこ
とに、重ねてお礼を申し上げますとともに、新年度
からの行政執行に際しましては、議員各位の特段の
御協力をお願い申し上げ、平成１５年第１回定例議
会終了に当たりましてのごあいさつとさせていただ
きます。 
 誠にありがとうございました。 

──────────────────                
◎閉 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） これにて、平成１５年第１
回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ４時０２分 閉会 
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